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1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時において発電用原子

炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又

は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子

炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発

電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある

場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならない状況にもかかわ

らず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していな

いことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のお

それがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のお

それがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉冷却材再循環ポン

プが自動停止しない場合は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動する判断

基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出力

振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のお

それがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプが自動

起動しない場合又はタービンが自動停止しない場合は、手動操作により実施

すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のお

それがある場合」に、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分

な量のほう酸水注入を実施すること。 
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運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させるための設計基

準事故対処設備は，制御棒，制御棒駆動系水圧制御ユニット及び原子炉保護系で

ある。 

これらの設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとと

もに，発電用原子炉を未臨界に移行するための対処設備を整備しており，ここで

は，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により原子炉の緊急停止が必要な状況における

設計基準事故対処設備として，制御棒，制御棒駆動系水圧制御ユニット及び

原子炉保護系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するた

めに，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，

「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応

手段及び重大事故等対処設備を選定する（図 1.1.1）。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，設計基準事故対処設備による対応手段及び柔

軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十四条及び技術基準規

則第五十九条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備，設計基準事

故対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過度変化時にフロントライ

ン系故障として制御棒，制御棒駆動系水圧制御ユニット又は原子炉保護系の

故障を想定する。電源喪失（サポート系故障）は，原子炉保護系安全保護回

路の電源が喪失することにより制御棒が挿入されることから想定しない。 
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設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自主対策設備を

以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自主対策設備と整備する手順につ

いての関係を表 1.1.1 に整理する。 

 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象（以下，「ATWS」という。）が発生するおそれ

がある場合又はATWSが発生した場合に，原子炉手動スクラム又は代替

制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入により，原子炉を緊急停止する

手段がある。 

 

ⅰ.原子炉手動スクラム 

中央制御室からの手動スクラム操作により原子炉を緊急停止する。 

原子炉手動スクラムにより原子炉を緊急停止する設備は以下のとお

り。 

・手動スクラムボタン 

・原子炉モードスイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

 

ⅱ.代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号により代替制御棒挿入機能が

作動し，自動で制御棒を緊急挿入する。また，上記「(a)ⅰ.原子炉手

動スクラム」を実施しても全制御棒全挿入が確認できない場合は，中

央制御室からの手動操作により代替制御棒挿入機能を作動させて制御

棒を緊急挿入する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒を緊急挿入する設備は以下のとお

り。 

・ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・制御棒 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 
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(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ATWSが発生した場合に，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能又

は原子炉冷却材再循環ポンプ手動停止により，原子炉出力を抑制する

手段がある。 

原子炉圧力高又は原子炉水位低の信号により代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能が作動し，自動で原子炉冷却材再循環ポンプをトリ

ップすることにより原子炉出力を抑制する。自動で停止しない場合

は，中央制御室からの手動操作により原子炉冷却材再循環ポンプを停

止し，原子炉出力を抑制する。 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑制する設備は

以下のとおり。 

・ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能） 

 

(c)ほう酸水注入 

ATWSが発生した場合に，ほう酸水を注入することにより原子炉を未

臨界とする手段がある。 

上記「(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」に

より原子炉出力を抑制した後，中央制御室からの手動操作により十分

な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を起動し，ほう酸水を注入

することで原子炉を未臨界とする。 

ほう酸水注入系起動の判断基準は，ATWS発生直後に行う原子炉冷却

材再循環ポンプの停止及び自動減圧系の起動阻止スイッチによる阻止

操作後とする。これにより，ATWS発生時に不安定な出力振動の発生の

有無に関わらず，ATWS発生後はほう酸水注入系を起動することとして

いる。 

ほう酸水注入により原子炉を未臨界とする設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

 

(d)制御棒挿入 

ATWSが発生した場合に，上記「(a)原子炉緊急停止」を実施しても全

制御棒全挿入が確認できない場合は，自動による制御棒挿入又は手動
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操作による制御棒挿入により，制御棒を挿入する手段がある。 

 

ⅰ.制御棒自動挿入 

原子炉スクラム信号又は代替制御棒挿入機能作動信号が発信された

にも関わらず全制御棒が緊急挿入しなかった場合においても,電動駆

動にて全ての制御棒を自動で全挿入する。 

電動駆動にて制御棒を自動で挿入する設備は以下のとおり。 

・ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

 

ⅱ.制御棒手動挿入 

中央制御室でのスクラムテストスイッチの操作，現場でのスクラム

ソレノイドヒューズ引き抜き操作，中央制御室からの手動操作による

制御棒電動挿入により制御棒を挿入する。 

制御棒を手動で挿入する設備は以下のとおり。 

・スクラムテストスイッチ 

・スクラムソレノイドヒューズ 

・制御棒 

・制御棒駆動系水圧制御ユニット 

・制御棒操作監視系 

・制御棒駆動機構 

 

(e)原子炉水位低下による原子炉出力抑制 

ATWSが発生した場合に，原子炉水位を低下させることにより原子炉

出力を抑制する手段がある。 

 

ⅰ.原子炉水位低下 

上記「(b)原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」

を実施しても，原子炉出力が高い場合又は原子炉が隔離状態である場

合は，中央制御室からの手動操作により原子炉水位を低下させること

で，原子炉内の冷却材の自然循環に必要な水頭圧が低下し自然循環量

が減少する。この結果，原子炉内のボイド率が上昇することにより原

子炉出力を抑制する。 

原子炉水位低下により原子炉出力を抑制する設備は以下のとおり。 

・給水制御系 
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・電動駆動原子炉給水ポンプ 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・高圧炉心注水系ポンプ 

 

(f)重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉緊急停止で使用する設備のうち，ATWS緩和設備（代替制御棒

挿入機能）は重大事故等対処設備として位置づける。 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制で使用する設

備のうち，ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は重大事故等対処設備として位置づける。 

ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入系ポンプ，ほう

酸水注入系貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，高圧炉心注水系配

管・弁・スパージャ及び原子炉圧力容器は重大事故等対処設備として

位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.1.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉を緊急に停止できない場

合においても，原子炉出力を抑制し原子炉を未臨界に移行することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・手動スクラムボタン，原子炉モードスイッチ「停止」 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉が自動スクラムしな

かった場合に，手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ「停

止」を操作することで制御棒のスクラム動作を可能とするための設

計基準事故対処設備であり，主スクラム回路を共有しているため，

重大事故等対処設備とは位置づけない。 

・スクラムテストスイッチ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの，当該スイッチ

を操作することで制御棒のスクラム動作が可能であることから，制

御棒を挿入する手段として有効である。 

・スクラムソレノイドヒューズ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの，現場に設置し

てある当該ヒューズを引き抜くことでスクラムパイロット弁電磁コ

イルの電源を遮断し，制御棒のスクラム動作が可能であることから，
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制御棒を挿入する手段として有効である。 

・制御棒操作監視系，制御棒駆動機構 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの，スクラムテス

トスイッチ又はスクラムソレノイドヒューズの操作完了までの間，

若しくはこれらの操作が実施できない場合に，制御棒を自動若しく

は手動にて電動駆動で挿入する手段として有効である。 

・原子炉水位低下で使用する設備 

耐震性がないものの，常用電源が健全であれば電動駆動原子炉給

水ポンプによる原子炉への給水量の調整により原子炉水位を低下で

きることから，原子炉の出力抑制をする手段として有効である。な

お，原子炉隔離時冷却系ポンプ又は高圧炉心注水系ポンプによる原

子炉注水が行われている場合は，これらのポンプによる原子炉水位

制御を優先する。 

 

b.手順等 

上記「a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備」により選定し

た対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ATWS時における運転員による一連の対応操作として

事故時運転操作手順書（徴候ベース）（以下，「EOP」という。）に定め

る（表1.1.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器についても整理する(表1.1.2)。 
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1.1.2 重大事故等発生時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)EOP 原子炉制御「スクラム」(原子炉出力) 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム信号が発信し

た場合又は原子炉を手動スクラムした場合は，スクラムの成否を確認する

とともに，原子炉モードスイッチを停止にすることにより原子炉スクラム

を確実にする。 

 

a.手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉を手動スクラムし

た場合。 

 

b.操作手順 

EOP 原子炉制御「スクラム」(原子炉出力)における操作手順の概要は

以下のとおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子

炉出力の低下により確認する。手順の対応フローを図1.1.2に，タイムチ

ャートを図1.1.3に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉スクラ

ム状況の確認を指示する。原子炉スクラムが成功していない場合

は，手動スクラム及び手動による代替制御棒挿入を指示する。 

②中央制御室運転員Aは，スクラム警報の発生の有無，制御棒の挿入状

態及び中性子束の減少の状況を状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Aは，原子炉スクラムが成功していない場合は，手

動スクラム及び手動による代替制御棒挿入を実施する。 

④中央制御室運転員Aは，原子炉モードスイッチを「停止」とする。 

⑤当直副長は，上記④の操作を実施しても全制御棒が全挿入となら

ず，未挿入の制御棒がペアロッド1組又は制御棒1本よりも多い場合

は，ATWSと判断し，中央制御室運転員へEOP 原子炉制御「反応度制

御」へ移行を指示する。 

 

c.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員1名にて操作を実施

した場合，作業開始を判断してから原子炉制御「反応度制御」への移行

は1分以内で可能である。 
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(2)EOP 原子炉制御「反応度制御」 

ATWS発生時に，原子炉を安全に停止させる。 

 

a.手順着手の判断基準 

EOP 原子炉制御「スクラム」(原子炉出力)の操作を実施しても，ペア

ロッド1組又は制御棒1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。 

なお，制御棒操作監視系の故障により，制御棒位置が確認できない場

合もATWSと判断する。 

 

b.操作手順 

EOP 原子炉制御「反応度制御」における操作手順の概要は以下のとお

り。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子炉出力の低

下により確認する。手順の対応フローを図1.1.4に，概要図を図1.1.5

に，タイムチャートを図1.1.6に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉冷却材

再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制操作及び自動減圧系，代替

自動減圧系の自動起動阻止操作を指示する。 

②中央制御室運転員Aは，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能によ

る原子炉冷却材再循環ポンプの自動トリップ状況を状態表示にて確

認するとともに自動減圧系及び代替自動減圧系の自動起動阻止操作

を実施する。代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能が作動してい

ない場合又は部分台数トリップの場合は，手動操作によりトリップ

していない原子炉冷却材再循環ポンプの停止操作を実施する。 

③当直副長は，原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制

後，中央制御室運転員にほう酸水注入系ポンプ起動，制御棒挿入及

び原子炉水位低下の操作を同時に行うことを指示する。同時に行う

ことが不可能な場合は，ほう酸水注入系ポンプ起動，制御棒挿入，

原子炉水位低下の順で優先させる。 
④中央制御室運転員Aは，ほう酸水注入系ポンプの起動操作(ほう酸水

注入系起動用キー・スイッチを「ポンプA」位置にすることで，ほう

酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が「全開」とな

り，ほう酸水注入系ポンプが起動することで，原子炉へほう酸水を

注入する。(B系も同様))を実施し，あわせて，ほう酸水注入系貯蔵

タンク液位の低下及び原子炉出力の低下を確認する。 

⑤中央制御室運転員Bは，主蒸気逃がし安全弁からの蒸気流入によるサ

プレッション・チェンバ・プール水温の上昇を抑制するため，残留
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熱除去系 (サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード) ポン

プを起動する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，以下の操作により制御棒挿入を実施す

る。また，現場運転員にスクラムソレノイドヒューズ引き抜きを指

示する。 

・手動スクラム 

・手動による代替制御棒挿入機能の作動 

・スクラムテストスイッチによるペアロッドスクラム 

・制御棒手動挿入(制御棒自動挿入が作動しない場合) 

⑦現場運転員C及びDは，スクラムソレノイドヒューズの引き抜き操作

を実施する。 

⑧中央制御室運転員Aは，原子炉出力が60%以上の場合又は原子炉が隔

離状態の場合は，電動駆動原子炉給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系

ポンプ及び高圧炉心注水系ポンプによる原子炉への注水量を減少さ

せ，原子炉水位を低下させることで原子炉出力を3%以下に維持す

る。 

原子炉出力を3%以下に維持できない場合は，原子炉水位低（レベル

1.5）以上を維持するように原子炉水位低下操作を実施する。 

⑨当直副長は，上記⑥～⑦の操作を実施中に全制御棒全挿入の完了又

は未挿入の制御棒が16ステップ以下（0ステップが全挿入位置，200

ステップが全引抜き位置）までの挿入に成功した場合は中央制御室

運転員へほう酸水注入系ポンプ停止を指示する。 

制御棒挿入がされなかった場合は，ほう酸水の全量注入完了を確認

し，中央制御室運転員へほう酸水注入系ポンプ停止を指示する。 
 

c.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2名

にて作業を実施する。 

作業開始を判断してから中央制御室の操作における所要時間は下記の

とおり。 

・原子炉冷却材再循環ポンプ手動停止：1分以内 

・自動減圧系，代替自動減圧系起動阻止：1分以内 

・ほう酸水注入開始：1分以内 

・制御棒挿入操作開始：1分以内 

・原子炉水位低下操作開始：2分以内 

・残留熱除去系サプレッション・チェンバ・プール冷却モード操作完
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了： 

5分以内 

・スクラムテストスイッチによるペアロッドスクラム操作完了： 

約10分 

また，現場でのスクラムソレノイドヒューズ引き抜き操作完了まで約

25分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.1.4) 

 

(3)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.1.7に示す。 

運転時の異常な過渡変化の発生に伴い，原子炉がスクラムすべき状況に

もかかわらず，全制御棒が原子炉へ全挿入されない場合，「EOPの原子炉制

御（スクラム）」対応に従い，中央制御室からすみやかに操作が可能であ

る手動スクラムボタン，手動による代替制御棒挿入及び原子炉モードスイ

ッチ停止により，原子炉を緊急停止させる。 

手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ停止操作を実施しても原

子炉の緊急停止ができない場合は，原子炉停止機能喪失と判断する。「EOP

の原子炉制御（反応度制御）」対応に従い，原子炉再循環ポンプを手動停

止させ，原子炉出力抑制操作を行うとともに，原子炉を未臨界へ移行させ

るため，ほう酸水注入系をすみやかに起動させる。 
制御棒挿入により原子炉を未臨界へ移行させるため，代替制御棒挿入機

能(手動操作)による制御棒全挿入操作(スクラム動作)を行う。 

この操作においてもスクラムを達成できない場合は，スクラムテストス

イッチ及びスクラムソレノイドヒューズ引き抜きによる制御棒全挿入操作

(スクラム動作)を行う。 

なお，代替制御棒挿入機能動作信号による制御棒電動挿入が行われない

場合は，個々の制御棒の電動挿入を行う。 

 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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表 1.1.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対応設備，手順書一覧(1/2) 

(フロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

原子炉保護系 

原
子
炉
手
動 

ス
ク
ラ
ム 

手動スクラムボタン ※1 
原子炉モードスイッチ「停止」 ※1 
制御棒 

制御棒駆動系水圧制御ユニット 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース) 
「スクラム」(原子炉出力) 

「反応度制御」 
 

代
替
制
御
棒
挿
入
機
能 

に
よ
る
制
御
棒
緊
急
挿
入 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 
※2，※4  
制御棒 ※5 

制御棒駆動系水圧制御ユニット ※5 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

制
御
棒
手
動
挿
入 

（
水
圧
挿
入
） 

スクラムテストスイッチ 

スクラムソレノイドヒューズ 
制御棒 
制御棒駆動系水圧制御ユニット 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ

ース) 
「反応度制御」 

原子炉保護系 
制御棒駆動系水圧制御
ユニット 

制
御
棒
自
動
挿
入 

（
電
動
挿
入
） 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 
※4  
制御棒 

制御棒駆動機構 

自
主
対
策
設
備 

－ ※3 

※1：原子炉が自動スクラムしなかった場合に，手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ「停止」を操作す

ることで制御棒のスクラム動作を可能とするための設計基準事故対処設備であり，重大事故等対処設備とは
位置づけない。 

※2：代替制御棒挿入機能（論理回路）が重大事故等対処設備対象である。 

※3：制御棒自動挿入は，運転員による操作不要の制御棒挿入機能である。 
※4：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 
※5：運転時の異常な過渡変化により原子炉の緊急停止が必要な状況における設計基準事故対処設備であり，重大

事故等対処設備とは位置づけない。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧(2/2) 

(フロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

原子炉保護系 
制御棒駆動系水圧制御
ユニット 

制
御
棒
手
動
挿
入 

（
電
動
挿
入
） 

制御棒操作監視系 
制御棒 
制御棒駆動機構 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース) 
「反応度制御」 

 

原子炉保護系 
制御棒 
制御棒駆動系水圧制御

ユニット 

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
ポ
ン
プ 

停
止
に
よ
る
原
子
炉
出
力
抑
制 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポン
プ・トリップ機能） ※4 
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 
ほう酸水注入系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原
子
炉
水
位
低
下 

給水制御系 
電動駆動原子炉給水ポンプ 
原子炉隔離時冷却系ポンプ 

高圧炉心注水系ポンプ 

自
主
対
策
設
備 

※1：原子炉が自動スクラムしなかった場合に，手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ「停止」を操作す
ることで制御棒のスクラム動作を可能とするための設計基準事故対処設備であり，重大事故等対処設備とは
位置づけない。 

※2：代替制御棒挿入機能（論理回路）が重大事故等対処設備対象である。 
※3：制御棒自動挿入は，運転員による操作不要の制御棒挿入機能である。 
※4：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 

※5：運転時の異常な過渡変化により原子炉の緊急停止が必要な状況における設計基準事故対処設備であり，重大
事故等対処設備とは位置づけない。 
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表 1.1.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/2) 

対応手段 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)EOP 原子炉制御「スクラム」(原子炉出力) 

原子炉手動スクラム 

判
断
基
準 

スクラム発生の有無 スクラム警報 

スクラム要素 原子炉自動スクラムに至るパラメータの
変化 ※1 

プラント停止状態 全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊
急挿入(手動) 操

作 

プラント停止状態 全制御棒全挿入ランプ 
制御棒操作監視系 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

※1：原子炉自動スクラム信号の設定値については，添付資料 1.1.3 参照。 
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監視計器一覧(2/2) 

対応手段 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(2)EOP 原子炉制御「反応度制御」 

原子炉冷却材再循環ポンプ手動停止
による原子炉出力抑制 判

断
基
準 

プラント停止状態 全制御棒全挿入ランプ 

制御棒操作監視系 

操
作 

RIP-ASD 受電遮断器開
放状態 RIP-ASD 受電遮断器表示灯 

原子炉冷却材再循環
ポンプ運転状態 原子炉冷却材再循環ポンプ表示灯 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

ほう酸水注入 

操
作 

未臨界の確認 
平均出力領域モニタ 
起動領域モニタ 
ほう酸水注入ポンプ出口圧力 

ほう酸水タンク液位 

原子炉冷却材浄化系
運転状態 原子炉冷却材浄化系隔離弁表示灯 

原子炉格納容器内の
水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

残留熱除去系系統流量 
残留熱除去系ポンプ吐出圧力 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 
原子炉補機冷却水系系統流量 
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

原子炉補機冷却系熱交換器出口冷却水温度 
原子炉補機冷却海水系ポンプ吐出圧力 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊
急挿入(手動) 操

作 

プラント停止状態 全制御棒全挿入ランプ 
制御棒操作監視系 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

制御棒手動挿入 
操
作 

プラント停止状態 
スクラム弁開閉表示 
全制御棒全挿入ランプ 
制御棒操作監視系 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

原子炉水位低下 

操
作 

原子炉出力 平均出力領域モニタ 

原子炉隔離状態の有
無 主蒸気隔離弁開閉表示灯 

原子炉圧力容器内の

水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器への

注水量 
給水流量 
原子炉隔離時冷却系系統流量 
高圧炉心注水系系統流量 
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図 1.1.1 機能喪失原因対策分析 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあること

を示している。ただし，AND 条件，OR 条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

 
図 1.1.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段

故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8

運転時の異常な過渡
変化

スクラム機械系故障
（スタック）

配管故障

スクラム弁故障

HCU弁故障

HCU配管故障

CRDポンプ故障

スクラムパイロット電
磁弁故障

プロセス計装盤故障

計器故障

駆動源喪失(DC電源）

計器故障

駆動源喪失(DC電源）

スクラム電気系故障

自動スクラム信号喪
失

RPS盤故障

核計装盤故障

原子炉緊急停止失敗
CRによる原子炉停止
機能喪失

HCU機能喪失

HCU充てん水圧力低

下

スクラム機械系故障
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図 1.1.2 EOP 原子炉制御「スクラム」における原子炉の緊急停止対応フロー 
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図 1.1.3 EOP 原子炉制御「スクラム」における原子炉の緊急停止対応 タイムチャート 

 

スクラ ム成否の確認

手動スクラ ム・手動ＡＲＩ

モードスイ ッチ停止

全制御棒全挿入状況確認

制御棒挿入状況確認(制御棒１本又はペアロッド1組よりも多くの制御棒が未挿入)

原子炉制御「反応度制御」へ移行

ＥＯＰ　原子炉制御

「スクラム」
中央制御室運転員A 1

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

1 2

事象発生

3

60秒 原子炉制御「反応度制御」へ移行
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図 1.1.4 EOP 原子炉制御「反応度制御」における原子炉の緊急停止対応フロー
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図 1.1.5 ほう酸水注入系ポンプによるほう酸水注入 概要図 

RCCV

ＲＰＶ

S/C

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

ＭＵＷＰ

MO

MO

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

MO

NO

MO

HPCF(B)系

ＳＬＣ
タンク

④※1

④※2

操作手順 弁名称

④※1 ほう酸水注入系ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込弁

④※2 ほう酸水注入系注入弁
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図 1.1.6 EOP 原子炉制御「反応度制御」における原子炉の緊急停止対応 タイムチャート 

 

 

 

 

ＲＰＴしゃ断

自動減圧系，代替自動減圧系起動阻止

手動スクラ ム

　　　 手動ＡＲＩ

スクラ ムテストスイ ッチによるペアロッドスクラ ム中央制御室運転員Ｂ 1

現場運転員 2
スクラ ムソレノイ ドヒューズ引抜き

ＲＨＲ系サプレッショ ンプール冷却モード投入

手順の項目 要員（数）

ＥＯＰ　原子炉制御

「反応度制御」

中央制御室運転員Ａ
1

ＳＬＣ起動（全制御棒全挿入もしくは１６ステップ以下又はほう酸水全量注水完了まで運転継続）

原子炉水位調整（出力３％以下を維持する。維持できない場合は，原子炉水位L-1.5以上に維持）

経過時間（分）
備考1 2 5 15 2010

原子炉制御「スクラム」より導入

25

制御棒電動挿入（全制御棒全挿入もしくは１６ステップ以下まで継続）

移動
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図 1.1.7 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/2) 

 

 

 

  

番号 番号

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事

象の発生時に不安定な出力振動が検知された場合に

は、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させること。
⑤

（３）PWR

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象のおそれがある場合」に、原

子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプが自動

起動しない場合又はタービンが自動停止しない場合

は、手動操作により実施すること。

－

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれが

ある場合」には、化学体積制御設備又は非常用

炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を

実施する設備を整備すること。

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合」には、化学体積制御設

備又は非常用炉心冷却設備による十分な量

のほう酸水注入を実施する設備を整備する

こと。
－

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象のおそれがある場合」に、化

学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分

な量のほう酸水注入を実施すること。
－

（２）BWR

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象のおそれがある場合」に、原

子炉出力を制御するため、原子炉冷却材再循環ポン

プが自動停止しない場合は、手動で停止操作を実施

すること。

③

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注

入設備（SLCS）を整備すること。

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸

水注入設備（SLCS）を整備すること。
⑨

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設

備（SLCS）を起動する判断基準を明確に定めるこ

と。
④

（２）PWR

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれが

ある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補

助給水系ポンプを自動的に起動させる設備及び

蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備す

ること。

（２）PWR

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合」に、原子炉出力を抑制

するため、補助給水系ポンプを自動的に起

動させる設備及び蒸気タービンを自動で停

止させる設備を整備すること。

－

②

（１）BWR

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力

までの原子炉スクラム系統から独立した代替反

応度制御棒挿入回路（ARI）を整備すること。

（１）BWR

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の

入力までの原子炉スクラム系統から独立し

た代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整

備すること。

⑦

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれが

ある場合」に、原子炉出力を制御するため、原

子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる装

置を整備すること。

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合」に、原子炉出力を制御

するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自

動で停止させる装置を整備すること。
⑧

⑥

【解釈】

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象のおそれがある場合」とは、発電用原

子炉を緊急停止していなければならない状況にもか

かわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメー

タの変化から緊急停止していないことが推定される

場合のことをいう。

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。

－

【解釈】

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運転を

緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合」とは、発電用原子炉が緊急

停止していなければならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータ

の変化から緊急停止していないことが推定され

る場合のことをいう。

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未臨界

に移行するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第５９条に規定する「発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象

が発生するおそれがある場合」とは、発電

用原子炉が緊急停止していなければならな

い状況にもかかわらず、原子炉出力又は原

子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停

止していないことが推定される場合のこと

をいう。

２ 第５９条に規定する「発電用原子炉を

未臨界に移行するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

－

技術的能力審査基準（1.1） 設置許可基準規則（44条） 技術基準規則（59条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡

変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象が発生するおそれがある場合

又は当該事象が発生した場合においても炉心の著し

い損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダ

リ及び原子炉格納容器の健全性を維持するととも

に、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な

手順等が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変

化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止

することができない事象が発生するおそれがあ

る場合又は当該事象が発生した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に

移行するために必要な設備を設けなければなら

ない。

【本文】

発電用原子炉施設には、運転時の異常な過

渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生す

るおそれがある場合又は当該事象が発生し

た場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及

び原子炉格納容器の健全性を維持するとと

もに、発電用原子炉を未臨界に移行するた

めに必要な設備を施設しなければならな

い。

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉

(PWR)共通

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象のおそれがある場合」に、手

動による原子炉の緊急停止操作を実施すること。

添付資料 1.1.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/2) 

 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

ATWS緩和設備（代替制

御棒挿入機能）　※2
既設

手動スクラムボタン

※1
常設

制御棒 既設
原子炉モードスイッチ

「停止」　※1
常設

制御棒駆動系

水圧制御ユニット
既設 制御棒 常設

制御棒駆動系

水圧制御ユニット
常設

スクラムテスト

スイッチ
常設

制御棒 常設

制御棒駆動系

水圧制御ユニット
常設

スクラムソレノイド

ヒューズ
常設

制御棒 常設

制御棒駆動系

水圧制御ユニット
常設

ATWS緩和設備（代替制

御棒挿入機能）
常設

制御棒 常設

制御棒駆動機構 常設

－ －

制御棒操作監視系 常設

制御棒 常設

制御棒駆動機構 常設

－ －

給水制御系 常設

電動駆動原子炉

給水ポンプ
常設

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ
常設

高圧炉心注入系ポンプ 常設

ほう酸水注入系ポンプ 既設

ほう酸水注入系

貯蔵タンク
既設

ほう酸水注入系配管・

弁
既設

高圧炉心注入系配管・

弁・スパージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

※1　原子炉が自動スクラムしなかった場合に，手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ「停止」

     を操作することで制御棒のスクラム動作を可能とするための設計基準事故対処設備であり，

     重大事故等対処設備とは位置づけない。

※2　自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。

自主対策とす

る理由は本文

参照

自主対策とす

る理由は本文

参照

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

代

替

制

御

棒

挿

入

機

能

に

よ

る

制

御

棒

緊

急

挿

入

①

②

⑥

⑦

原

子

炉

手

動

ス

ク

ラ

ム

1分以内 1名

25分 2名

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

－

(1分後に開始

し、継続)

1名

自主対策とす

る理由は本文

参照

10分 1名

原

子

炉

冷

却

材

再

循

環

ポ

ン

プ

停

止

に

よ

る

原

子

炉

出

力

抑

制

①

③

⑥

⑧

原

子

炉

水

位

低

下

－

ATWS緩和設備（代替冷

却材再循環ポンプ・ト

リップ機能）　※2

既設

－ －

制

御

棒

手

動

挿

入

（

水

圧

挿

入
）

－

（2分以内に

開始し、継

続）

1名

自主対策とす

る理由は本文

参照

ほ

う

酸

水

注

入

①

④

⑤

⑥

⑨

－ － － －

制

御

棒

自

動

挿

入

（

電

動

挿

入
）

制

御

棒

手

動

挿

入

（

電

動

挿

入
）

自動で作動 －

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

－

：重大事故等対処設備
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図 1 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備

添付資料 1.1.2 
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉)  

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

M/C 6C

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

M/C 6E

電源

車

D/G

(6A)
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(6B)

D/G
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車
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源
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉) 
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原子炉自動スクラム設定値リスト 
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重大事故対策の成立性 

 

1.EOP 原子炉制御「反応度制御」 

(1)スクラムソレノイドヒューズ引き抜き 

 

a.操作概要 

ATWS が発生した場合に，現場に設置してあるスクラムソレノイドヒュー

ズを引き抜くことでスクラムパイロット弁励磁コイルの電源を遮断し，

制御棒をスクラム動作させる。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 2階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

制御棒手動挿入手段のうち現場におけるスクラムソレノイドヒューズ

引き抜きに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:25 分(実績時間：25 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行している。

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト及び懐中電灯をバック

アップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象ヒューズは通路付近にあり，操作性に支障はない。ま

た，専用工具等を必要とせずに引き抜きが可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

添付資料 1.1.4 
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スクラムソレノイドヒューズ ヒューズ引き抜き 
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解釈一覧 

操作手順の解釈一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

操作手順記載内容 解釈
ほう酸水注入系ポンプ吸込弁 C41-MO-F001A(B)
ほう酸水注入系注入弁 C41-MO-F006A(B)
ほう酸水注入系貯蔵タンク液位の低下 ほう酸水注入系貯蔵タンク液位が容量換算で    以下
ほう酸水の全量注入完了 ほう酸水注入系貯蔵タンク液位が容量換算で

手順
1.1.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順

(2)EOP　原子炉制御「反
応度制御」

添付資料 1.1.5-1 
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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)高圧代替注水系による原子炉の冷却 

(b)重大事故等対処設備 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉の冷却 

(b)復旧 

(c)重大事故等対処設備と自主対策設備 

c.監視及び制御 

(a)監視及び制御 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

d.重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a)重大事故等の進展抑制 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

e.手順等 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)高圧代替注水系による原子炉の冷却 

a.中央制御室からの高圧代替注水系起動 

b.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉の冷却 

a.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(2)復旧 

a.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

b.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

c.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

(3)重大事故等発生時の対応手段の選択 
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1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1)重大事故等の進展抑制 

a.ほう酸水注入系による原子炉注水 

b.制御棒駆動水系による原子炉注水 

c.高圧炉心注水系緊急注水 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.2.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料 1.2.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.2.2 対応手順として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.2.3 重大事故対策の成立性 

1.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

2.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

3.現場手動操作による高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷系

起動における可搬式原子炉水位計接続 

4.ほう酸水注入系による原子炉注水 

添付資料 1.2.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 
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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポ

ンプ（PWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）により発電用原子炉を冷却

するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための手順等を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）

を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行

う手順等（手順及び装備等）を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）

の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※

の運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR 及び PWR）及び蒸気発生器水位（PWR の場合）を推定

する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、計測

機器及び装備等）を整備すること。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等（手順及び装備等）を

整備すること。 
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（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環を含む。）

すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動及

び十分な期間の運転継続ができること。（BWR の場合） 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができること。（PWR の場合） 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆

動機構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWR の場合） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，原子炉へ注水するための

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系による原子炉内高圧時における注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

を冷却する対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等

について説明する。 
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1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，原子炉を冷却し炉心

の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処設備として原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心注水系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等の対処に用い

るが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（図 1.2.1）。 

また，原子炉を冷却するために原子炉水位を監視及び制御する対応手段及

び重大事故等対処設備，重大事故等の進展を抑制するための対応手段及び重

大事故等対処設備を選定する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十五条及び技術基準規

則第六十条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策設

備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 
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機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心注水系の故障を想定する。また，サポート系故障とし

て，全交流動力電源喪失又は直流電源喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を表 1.2.1

に整理する。 

 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)高圧代替注水系による原子炉の冷却 

設計基準事故対処設備である高圧注水系（高圧炉心注水系及び原子

炉隔離時冷却系）の故障により原子炉の冷却ができない場合は，中央

制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却する手

段がある。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合

は，現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷

却する手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，高圧代替注水系の運転を継続する。 
 

ⅰ.高圧代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉の冷却 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却

する設備は以下のとおり。なお，6号炉の注水配管は直接給水系に接

続するが，7号炉の注水配管は残留熱除去系配管を経由して給水系に

接続する。 

・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 
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・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

 

ⅱ.高圧代替注水系の現場操作による原子炉の冷却 

現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却

する設備は以下のとおり。なお，6号炉の注水配管は直接給水系に接

続するが，7号炉の注水配管は残留熱除去系配管を経由して給水系に

接続する。 

・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

 

(b)重大事故等対処設備 

高圧代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操作による原子炉

の冷却で使用する設備のうち，高圧代替注水系ポンプ，復水貯蔵槽，

高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離

時冷却系（蒸気系）配管・弁，高圧代替注水系（注水系）配管・弁，

復水補給水系配管・弁，高圧炉心注水系配管・弁，残留熱除去系配

管・弁（7号炉のみ），給水系配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器

及び常設代替直流電源設備は重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，原子炉内高圧時における注水機能が喪失した場

合においても，原子炉を冷却することができる。 
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b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

 (a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，設計基準事

故対処設備である高圧注水系による原子炉の冷却ができない場合は，

「1.2.1(2)a.(a) 高圧代替注水系による原子炉の冷却」の手段に加

え，現場での弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉

を冷却する手段がある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの

期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 
 

ⅰ.原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却 

原子炉隔離時冷却系を現場手動操作にて起動し原子炉を冷却する設

備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・復水貯蔵槽 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

 

(b)復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により給電している場合

は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設

備（常設又は可搬型），可搬型直流電源設備及び直流給電車により原

子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段があ

る。 

 

ⅰ.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電器を
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受電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給する

ことにより原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

なお，代替交流電源設備への燃料補給及び復水貯蔵槽への補給をす

ることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，原

子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・復水貯蔵槽 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

可搬型直流電源設備より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直

流電源を供給することにより原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

なお，可搬型直流電源設備への燃料補給及び復水貯蔵槽への補給を

することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・復水貯蔵槽 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・給水系配管・弁・スパージャ 
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・原子炉圧力容器 

・可搬型直流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅲ.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を

供給することにより原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

なお，直流給電車への燃料補給及び復水貯蔵槽への補給をすること

により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，原子炉隔

離時冷却系の運転を継続することが可能である。 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・復水貯蔵槽 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(c)重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却で使用する設備

のうち，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵槽及び原子炉圧力容器

は重大事故等対処設備として位置づける。また，原子炉隔離時冷却系

ポンプ，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・

弁，原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ，復水補給

水系配管・弁，高圧炉心注水系配管・弁及び給水系配管・弁・スパー

ジャは重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

復旧にて使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，復水貯

蔵槽，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源

設備，可搬型直流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備と

して位置づける。また，原子炉隔離時冷却系ポンプ，原子炉隔離時冷
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却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・ストレーナ，復水補給水系配管・弁，高圧炉心

注水系配管・弁及び給水系配管・弁・スパージャは重大事故等対処設

備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，原子炉内高圧時における注水機能が喪失した場

合においても，原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・直流給電車 

給電開始までに時間を要するが，原子炉隔離時冷却系の運転に必

要な直流電源を供給することで，原子炉隔離時冷却系の運転継続が

可能となり，原子炉を冷却する手段としては有効である。 

 

c.監視及び制御 

(a)監視及び制御 

上記「1.2.1(2)a.(a)高圧代替注水系による原子炉の冷却」及び

「1.2.1(2)b.(a)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原

子炉の冷却」により原子炉を冷却する際には，原子炉を冷却するため

の原子炉水位を監視する手段がある。 

また，原子炉へ注水するための高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷

却系の作動状況を確認する手段がある。 

さらに，原子炉を冷却するための原子炉水位を制御する手段があ

る。 

 

ⅰ.監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとおり。 

高圧代替注水系（中操起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA） 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水貯蔵槽水位 

・復水貯蔵槽水位（SA） 
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高圧代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA） 

・可搬式原子炉水位計 

・高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

・高圧代替注水系タービン入口圧力 

・高圧代替注水系タービン排気圧力 

・高圧代替注水系ポンプ吸込圧力 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA） 

・可搬式原子炉水位計 

・原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力 

・可搬型回転計 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位（広帯域），原

子炉水位（燃料域），原子炉水位（SA），原子炉圧力，原子炉圧力

（SA），高圧代替注水系系統流量及び復水貯蔵槽水位（SA）は重大事

故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備を監視することにより，原子炉を冷却す

るために，原子炉水位を監視及び制御できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・監視及び制御で使用する復水貯蔵槽水位及び現場計器 

高圧代替注水系の操作盤は中央制御室裏盤に設置されており，高

圧代替注水系を中央制御室裏盤から起動した際は，中央制御室表盤

に設置されている復水貯蔵槽水位は監視に適さないが，複数の計器

で監視する手段としては有効である。なお，現場計器は中央制御室

での監視には適さないため重大事故等対処設備としては位置づけて

いないが，耐震性は有しており，現場起動時は監視可能であること

ことから，原子炉水位の監視及び制御を行う手段として有効であ

る。 
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d.重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a)重大事故等の進展抑制 

原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系による原子炉への高圧注水

により原子炉水位が維持できない場合には，重大事故等の進展を抑制

するため，ほう酸水注入系，制御棒駆動水系及び高圧炉心注水系によ

り原子炉へ注水する手段がある。 

 

ⅰ.ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入系ポンプを用

いて原子炉への注水を実施する。 

さらに，原子炉への注水を継続するため，復水補給水系等を水源と

してほう酸水注入系貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに補

給することで，ほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉への注水を継続

する。 

ほう酸水注入系により原子炉へ注水する設備及び注水を継続する設

備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系テストタンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・復水補給水系 

・消火系 

・純水補給水系 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.制御棒駆動水系による進展抑制 

復水貯蔵槽を水源として制御棒駆動水系ポンプを用いて原子炉への

注水を実施する。 

制御棒駆動水系により原子炉へ注水する設備は以下のとおり。 

・制御棒駆動水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・制御棒駆動系配管・弁 
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・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅲ.高圧炉心注水系緊急注水 

常設代替交流電源を用いて非常用高圧母線へ電源を供給することで

高圧炉心注水系を一定時間運転する。 

高圧炉心注水系により原子炉へ注水する設備は以下のとおり。 

・高圧炉心注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・復水補給水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のうち，ほう酸水注

入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，

高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等

対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.2.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって，原子炉内高圧時における注水機能が喪失した場

合においても，重大事故等の進展を抑制することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ほう酸水注入系（原子炉へ注水を継続させる場合） 

ほう酸水注入系は，原子炉を冷却するには十分な注水量を確保で

きないが，原子炉への高圧注水により原子炉水位が維持できない場

合には，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，重大



1.2-16 
 

事故等の進展抑制として有効な手段である。 

また，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系貯蔵タンクに

補給することでほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉への注水を継

続することにより，更に重大事故等の進展を抑制する手段として有

効である。 

・制御棒駆動水系 

制御棒駆動水系は，原子炉を冷却するには十分な注水量を確保で

きないが，原子炉への高圧注水により原子炉水位が維持できない場

合には，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，重大

事故等の進展抑制として有効な手段である。 

・高圧炉心注水系 

モータ冷却水なしでの運転となるため運転時間に制限があり，十

分な期間の運転継続はできないが，原子炉への高圧注水により原子

炉水位が維持できない場合には，原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段

が整うまでの期間，重大事故等の進展抑制として有効な手段であ

る。 

 

e.手順等 

上記「a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「b.サポート

系故障時の対応手段及び設備」，「c.監視及び制御」及び「d.重大事故等

の進展抑制時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を

整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（徴候ベース）（以下，「EOP」という。）及び多様なハザード対

応手順に定める（表 1.2.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整備する（表 1.2.2，表 1.2.3）。 

（添付資料 1.2.2） 
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1.2.2 重大事故等発生時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)高圧代替注水系による原子炉の冷却 

a.中央制御室からの高圧代替注水系起動 

高圧注水系が機能喪失した場合は，中央制御室からの操作により高圧

代替注水系を起動し原子炉への注水を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持するように原子

炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA）により監視する。また，これら

の計測機器が故障又は計測範囲(把握能力)を超えた場合，当該パラメー

タの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

給水系，復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により原

子炉への注水ができない場合で，原子炉水位低(レベル3)以上に維持で

きない場合。 

 

(b)操作手順 

高圧代替注水系起動による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。

概要図を図1.2.4に，タイムチャートを図1.2.5に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧代替注水

系起動による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，高圧代替注水系による原子炉注水に必

要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

③中央制御室運転員A及びBは，高圧代替注水系による原子炉注水の系

統構成として，高圧代替注水系注入弁の全開操作を実施し，当直副

長に高圧代替注水系による原子炉注水の準備完了を報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に高圧代替注水系による原子炉注水

の開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，高圧代替注水系タービン止め弁を全開

とし，高圧代替注水系ポンプ起動操作により原子炉への注水を開始

する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを高
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圧代替注水系の系統流量の上昇及び原子炉水位の上昇により確認

し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低（レベ

ル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧代替注水系起動まで15分以

内で可能である。 

 

b.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

高圧注水系が機能喪失した場合において，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動できない場合は，現場での弁の手動操作により

高圧代替注水系を起動し原子炉への注水を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持するように原子

炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA）により監視する。また，これら

の計測機器が故障又は計測範囲(把握能力)を超えた場合，当該パラメー

タの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

給水系，復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系により原

子炉への注水ができない場合で，中央制御室からの操作により高圧代

替注水系を起動できない場合。 

 

(b)操作手順 

高圧代替注水系現場起動による原子炉注水手順の概要は以下のとお

り。概要図を図1.2.4に、タイムチャートを図1.2.6に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧代替注水

系起動による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②現場運転員E及びFは，原子炉水位を確認するため，原子炉建屋地上

1階北西通路(管理区域)の可搬式原子炉水位計の接続を実施し，当

直副長に原子炉水位を報告する。 



1.2-19 

③現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下3階原子炉隔離時冷却系ポン

プ室(管理区域)の原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力にて駆動蒸

気圧力が規定圧力以上確保されていることを確認する。 

④現場運転員C及びDは，高圧代替注水系による原子炉注水の系統構成

として，高圧代替注水系注入弁の全開操作を実施し，当直副長に高

圧代替注水系による原子炉注水の準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員に高圧代替注水系による原子炉注水の開始

を指示する。また，中央制御室運転員に原子炉圧力容器内の水位の

監視を指示する。 

⑥現場運転員C及びDは，高圧代替注水系タービン止め弁を全開とし，

高圧代替注水系ポンプの起動を行い，現場監視計器により高圧代替

注水系の作動状況を確認し，現場運転員E及びFへ作動状況に異常が

ないことを報告する。 

⑦現場運転員E及びFは，原子炉への注水が開始されたことを原子炉建

屋地上1階北西通路(管理区域)の可搬式原子炉水位計の指示上昇に

より確認し，当直副長及び現場運転員C及びDに報告する。現場運転

員C及びDは，現場運転員E及びFの報告に基づき，高圧代替注水系タ

ービン止め弁を操作することにより原子炉水位低（レベル3）から

原子炉水位高（レベル8）の間で原子炉圧力容器内の水位を制御す

る。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを原

子炉圧力容器内の水位の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり現場運転員4名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧代替注水系起動まで約40分で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，すみやかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.2.3-1，1.2.3-3) 

 

 (2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手順の選択方法は以下のとおり。対
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応手段の選択フローチャートを図1.2.16に示す。 

重大事故等が発生し原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉の冷却が必要となった場合，設計基準事故対処設備である高圧注水系

により原子炉を冷却する。 

高圧注水系が機能喪失した場合は，中央制御室からの操作により重大

事故等対処設備である高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，

現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却す

る。 

 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉の冷却 

a.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により高圧注水系での

原子炉の冷却ができない場合において，高圧代替注水系が起動できない

場合は，復水貯蔵槽を水源として原子炉隔離時冷却系を現場での弁の手

動操作にて起動し原子炉への注水を実施する。 

また，原子炉隔離時冷却系の現場手動操作にて発生する排水により原

子炉隔離時冷却系ポンプ本体が水没する前に排水処理を実施する。 

なお，原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持するように原子

炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，SA）により監視する。また，これら

の計測機器が故障又は計測範囲(把握能力)を超えた場合，当該パラメー

タの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉への注

水ができない場合において，中央制御室からの操作により高圧代替注水

系を起動できない場合で，高圧代替注水系の現場起動により原子炉水位

低(レベル 3)以上に維持できない場合，又は高圧代替注水系が現場起動

できない場合。 

 

(b)操作手順 

原子炉隔離時冷却系現場起動による原子炉注水手順の概要は以下の
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とおり。概要図を図 1.2.7，図 1.2.8 に，タイムチャートを図 1.2.9 に

示す。 

 

ⅰ．原子炉隔離時冷却系現場起動による原子炉注水（運転員操作） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉隔離時

冷却系起動による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策本部に原子炉隔離

時冷却系起動の排水処理として仮設ポンプの設置及び排水を依頼す

る。 

③現場運転員E及びFは，原子炉水位を確認するため，原子炉建屋地下

1階北西通路(管理区域)の可搬式原子炉水位計の接続を実施し，当

直副長に原子炉水位を報告する。 

④現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下3階原子炉隔離時冷却系ポン

プ室(管理区域)の原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力にて駆動蒸

気圧力が規定圧力以上確保されていることを確認する。 

⑤現場運転員C及びDは，原子炉隔離時冷却系タービン及びポンプに使

用している潤滑油冷却器への冷却水確保として原子炉隔離時冷却系

冷却水ライン止め弁，真空タンクドレン弁，真空タンク水位検出配

管ドレン弁及びセパレータドレン弁の全開操作を実施し，当直副長

に原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完了を報告する。 

⑥現場運転員C及びDは，原子炉隔離時冷却系による原子炉注水の系統

構成として，原子炉隔離時冷却系注入弁の全開操作を実施するとと

もに，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏洩に備

え保護具(酸素呼吸器及び耐熱服)を装着し(現場運転員E及びFはこ

れを補助する)当直副長に原子炉隔離時冷却系による原子炉注水の

準備完了を報告する。 

⑦当直副長は，現場運転員に原子炉隔離時冷却系による原子炉注水を

指示する。また，中央制御室運転員に原子炉圧力容器内の水位の監

視を指示する。 

⑧現場運転員C及びDは，原子炉隔離時冷却系タービン止め弁を徐々に

開操作することにより原子炉隔離時冷却系の起動を行い，タービン

回転数を規定回転数(可搬型回転計にて確認)に調整するとともに現

場監視計器により原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認し，現場運

転員E及びFへ作動状況に異常がないことを報告する。 

⑨現場運転員E及びFは，原子炉への注水が開始されたことを原子炉建

屋地下1階北西通路(管理区域)の可搬式原子炉水位計の指示上昇に
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より確認し，作動状況に異常がないことを当直副長に報告するとと

もに，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を操作することに

より原子炉水位低（レベル3）から原子炉水位高（レベル8）の間で

原子炉圧力容器内の水位を制御する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを原

子炉圧力容器内の水位の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅱ．原子炉隔離時冷却系排水処理(緊急時対策要員操作) 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に排水処理を指示する。 

②緊急時対策要員は，排水処理に必要な発電機，制御盤，水中ポン

プ，電源ケーブル，消防ホース及び消防ホース用吐出弁の確認及び

準備を行い，6/7号機サービス建屋屋外入口まで移動する。 

③緊急時対策要員は，防護扉を開放する。 

④緊急時対策要員は，防護扉手前に発電機を設置，6/7号機共用廃棄

物処理建屋地上1階(管理区域)に制御盤を設置，原子炉建屋地下3階 

残留熱除去系(A)ポンプ室内(管理区域)の高電導度廃液系サンプ(A)

に水中ポンプ及び消防ホース用吐出弁を設置，6/7号機コントロー

ル建屋地上1階(管理区域)に電源ケーブル及び消防ホースの搬入を

する。 

⑤緊急時対策要員は，発電機－制御盤間の電源ケーブルを敷設し，発

電機及び制御盤各端子へ電源ケーブルの接続をする。 

⑥緊急時対策要員は，制御盤－水中ポンプ間の電源ケーブルを敷設

し，制御盤及び水中ポンプ各端子へ電源ケーブルの接続をする。 

⑦緊急時対策要員は，水中ポンプの吐出側に消防ホースを接続，接続

した消防ホースを原子炉建屋地下3階 高電導度廃液系サンプ(D)室

内(管理区域)の高電導度廃液系サンプ(D)まで敷設し，吐出口に消

防ホース用吐出弁を取付け固縛する。 

⑧緊急時対策要員は，原子炉建屋地下3階 残留熱除去系(A)ポンプ室

水密扉及び高電導度廃液系サンプ(D)室扉を開放し固縛する。 

⑨緊急時対策要員は，発電機を起動させるため，発電機本体より起動

操作を行い発電機を起動させる。 

⑩緊急時対策要員は，水中ポンプを起動させるため，制御盤より起動

操作を行い水中ポンプを起動させ，高電導度廃液系サンプ(D)室内

サンプへ送水を開始する。 
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⑪緊急時対策要員は，制御盤より水中ポンプの運転状態を状態表示に

て確認する。 

⑫緊急時対策要員は，原子炉隔離時冷却系現場起動による排水処理開

始を緊急時対策本部経由で当直長へ報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり現場運転員4名，緊急時対策要員4名

にて作業を実施する。 

作業開始を判断してから現場運転員による原子炉隔離時冷却系起動

まで約90分で可能である。また，緊急時対策要員による排水処理開始

まで約180分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及

び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。また，すみやかに作業

が開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.2.3-2，1.2.3-3) 

 

 (2)復旧 

a.代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備により充電器を受電し，原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を供給することにより原子炉を冷却す

る。 

また，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード）が喪失している場合に，原子炉隔離時

冷却系による原子炉への注水が必要な間は原子炉隔離時冷却系の水源を

復水貯蔵槽とする。 

原子炉隔離時冷却系の第一水源は復水貯蔵槽であり，LOCA信号（原子

炉格納容器の圧力高信号又は原子炉水位低（レベル1.5））かつサプレッ

ション・チェンバ・プールの水位高信号の入力により第二水源であるサ

プレッション・チェンバに水源が切り替わる。全交流動力電源の喪失に

より残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）

が喪失していることから，サプレッション・チェンバ・プール水温が上

昇することを考慮し，原子炉隔離時冷却系の確実な運転継続を確保する

観点から，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵槽に切り替える。 
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何れの切替においても，運転中の原子炉隔離時冷却系を停止すること

なく水源切替が可能である。 

なお，事前にサプレッション・チェンバ・プールの水温が原子炉隔離

時冷却系の設計温度を超えると想定された場合には，原子炉隔離時冷却

系の水源切替スイッチを「CSP」位置にすることで，原子炉隔離時冷却系

の水源を復水貯蔵槽に保持させる。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時, 原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2及びAM用直流125V蓄電池

が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備が使用可能な場合。 

 

(b)操作手順 

代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

原子炉隔離時冷却系の水源切替手順（サプレッション・チェンバか

ら復水貯蔵槽）の概要は以下のとおり。 

①当直副長は，運転員にサプレッション・チェンバ・プールの水温

が原子炉隔離時冷却系の設計温度を超える前に原子炉隔離時冷却

系の水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵槽へ切替の実

施，並びにその後の運転状態に異常がないことを確認するよう指

示する。 

②中央制御室運転員Aは，原子炉隔離時冷却系の水源切替スイッチを

「CSP」位置にすることで，CSP側吸込隔離弁が全開，その後S/C側

吸込隔離弁が全閉し，水源がサプレッション・チェンバから復水

貯蔵槽へ切替されたことを確認する。また，水源切替後における

原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認する。 

 

(c)操作の成立性 

手動での水源切替操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員1名に

て操作を実施した場合，作業開始を判断してから水源切替の完了まで3

分以内で可能である。 

代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整理する。 
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b.可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に可搬型直流電源設備よ

り原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給することによ

り原子炉を冷却する。 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源切替に関しては，上記「a.代替交流

電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電」と同様である。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時, 原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2及びAM用直流125V蓄電池

が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替交流電源設備

によりM/C C系及びM/C D系への給電ができない場合。 

 

(b)操作手順 

可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

 

(c)操作の成立性 

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整理する。 

 

c.直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に直流給電車より原子炉

隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給することにより原子炉

を冷却する。 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源切替に関しては，上記「a.代替交流

電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電」と同様である。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時, 原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流125V蓄電池A，直流125V蓄電池A-2及びAM用直流125V蓄電池

が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で，代替交流電源設備
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及び可搬型直流電源設備により給電ができない場合。 

 

(b)操作手順 

直流給電車に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

 

(c)操作の成立性 

直流給電車に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整理する。 

 

(3)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手順の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを図1.2.16に示す。 

a.全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合の対応 

中央制御室からの操作により重大事故等対処設備である高圧代替注水

系を起動し原子炉を冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，

現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動し原子炉を冷却す

る。 

何れの操作によっても高圧代替注水系を起動できない場合は，現場で

の弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉を冷却する。 

b.全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に

必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により給電している場合は，

所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備（常

設又は可搬型）より充電器を受電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続に

必要な直流電源を確保することにより原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型直流電源設備

より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保することに

より原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備による給電ができない場合

は，直流給電車より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を

確保することにより原子炉を冷却する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの

期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続させる。 
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1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1)重大事故等の進展抑制 

a.ほう酸水注入系による原子炉注水 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能が喪失時において, 高

圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上

に維持できない場合は，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸

水注入系ポンプを用いて原子炉への注水を実施する。 

さらに，原子炉への注水を継続するため，復水補給水系等を水源とし

てほう酸水注入系貯蔵タンクに補給することで，ほう酸水注入系ポンプ

を用いて原子炉への注水を継続させる。 

    また、復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補

給することで，ほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉への注水を実施す

ることも可能である。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧代替注水系又

は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上に維持できな

い場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合。 

 

(b)操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.2.10に，タイムチャートを図1.2.11に示す。 

[ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉注入] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水注入

系により，原子炉へほう酸水の注水準備開始を指示する。 

②現場運転員E及びFは，ほう酸水注入系による原子炉注水に必要なポ

ンプ及び電動弁の電源の受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系による原子炉注水に必

要なポンプ，電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量

確認を依頼し，ほう酸水注入系ポンプが使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系ポンプ吸込圧力確保の

ため，復水移送ポンプが運転中であり，復水移送ポンプ吐出圧力に
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て規定圧力以上であることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系ポンプA起動操作(ほう

酸水注入系起動用キー・スイッチを「ポンプA」位置にすること

で，ほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が「全

開」となり，ほう酸水注入系ポンプが起動する。(B系も同様))を実

施する。 

⑦現場運転員C及びDは，原子炉への注水が開始されたことをほう酸水

タンク液位指示低下により確認し，当直副長に報告する。 

[原子炉への継続注水] 

⑧当直副長は，継続注水が必要と判断した場合は，運転員にほう酸水

注入系による原子炉の継続注水準備を開始するようを指示する。 

※[ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉注入]準備と

合わせて実施する。 

⑨現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系による原子炉への継続注水の

系統構成として，仮設ホース接続(復水補給水系～純水補給水系の

間)を実施し，復水補給水系積算計出口ドレン弁，復水補給水系積

算計出口ベントライン接続口止め弁，純水補給水系ほう酸水注入系

ポンプエリア床除染用ホースコネクション止め弁及び純水補給水系

MSIV/SRVラッピング室床除染用ホースコネクション止め弁の全開操

作を実施する。 

⑩現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系封水供給弁，ほう酸水注入系

テストタンク純水供給元弁の全閉及びほう酸水注入系ほう酸水貯蔵

タンク補給水元弁の全開操作実施後，当直副長にほう酸水注入系に

よる原子炉への継続注水の準備完了を報告する。 

⑪当直副長は，運転員にほう酸水注入系による原子炉への継続注水の

開始を指示する。 

⑫現場操作員C及びDは，ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁を調

整開とし，ほう酸水貯蔵タンクに補給を行う。 

⑬現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源確保として，復水移送ポ

ンプ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡管一次，二

次止め弁の全開操作)を実施する。 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

[ほう酸水注入系テストタンク使用の場合（原子炉への注水）] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水注入
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系による原子炉注水準備開始を指示する。 

②現場運転員E及びFは，ほう酸水注入系による原子炉注水に必要なポ

ンプ及び電動弁の電源の受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系による原子炉注水に必

要なポンプ，電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が

確保されていることを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量

確認を依頼し，ほう酸水注入系ポンプが使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系ポンプ吸込圧力確保の

ため，復水移送ポンプが運転中であり，復水移送ポンプ吐出圧力に

て復水補給水系が確保されていることを確認する。 

⑥現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系による原子炉注水の系統構

成として，仮設ホース接続(復水補給水系～純水補給水系の間)を

実施し，復水補給水系積算計出口ドレン弁，復水補給水系積算計

出口ベントライン接続口止め弁，純水補給水系ほう酸水注入系ポ

ンプエリア床除染用ホースコネクション止め弁及び純水補給水系

MSIV/SRVラッピング室床除染用ホースコネクション止め弁の全開

操作を実施する。 

⑦現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系封水供給弁及びほう酸水注入

系テストタンク純水供給元弁の全閉，ほう酸水注入系テストタンク

出口弁の全開操作完了後，当直副長にほう酸水注入系による原子炉

注水の準備完了を報告する。 

⑧当直副長は，運転員にほう酸水注入系による原子炉注水開始を指示

する。 

⑨現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系ほう酸水注入弁の全開操作を

実施した後，ほう酸水注入ポンプA又はBを起動する。吐出圧力確立

確認後すみやかに，ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁を調

整開とし，ほう酸水注入系テストタンクに補給を行う。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを原

子炉水位指示，復水貯蔵槽水位により確認し，当直副長に報告する 

⑪現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源確保として，復水移送ポ

ンプ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡管一次，二

次止め弁の全開操作)を実施する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 
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(c)操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉

注入は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転員2名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入系ポンプ

の起動まで約20分で可能である。 

さらに，復水補給水系等を水源としてほう酸水注入系貯蔵タンクに

補給し，原子炉への継続注水を行う場合は，1ユニット当たり中央制御

室運転員2名及び現場運転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから原子炉への継続注水準備完了まで約65分で可能である。 

また，復水補給水系等を水源としたほう酸水注入系テストタンクに

補給し，原子炉への注水を行う場合，1ユニット当たり中央制御室運転

員2名及び現場運転員4名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てからほう酸水注入系ポンプ起動まで約75分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.2.3-4) 

 

b.制御棒駆動水系による原子炉注水 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能が喪失時において, 高

圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上

に維持できない場合は，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，復水

貯蔵槽を水源として制御棒駆動水系ポンプを用いて原子炉への注水を実

施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧代替注水系又

は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上に維持できな

い場合で，制御棒駆動水系が使用可能な場合。 

 

(b)操作手順 

制御棒駆動水系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.2.12に，タイムチャートを図1.2.13に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に制

御棒駆動水系による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，制御棒駆動水系の起動に必要なポン
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プ，監視計器の電源及び冷却水が確保されていることを状態表示に

て確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，制御棒駆動水ポンプが使用可能か確認する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に制御棒駆動水系による原子炉注水

開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，制御棒駆動水ポンプ(A)の起動操作を

実施し，制御棒駆動水ポンプ(A)が起動したことを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを制

御棒駆動系の系統流量の上昇及び原子炉水位の上昇により確認し，

当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低（レベル

3）から原子炉水位高（レベル8）の間で維持する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の現場操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水ポンプの起動

まで約20分で可能である。 

 

c.高圧炉心注水系緊急注水 

全交流動力電源が喪失し, 高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系に

より原子炉水位低(レベル3)以上に維持できない場合は，常設代替交流電

源を用いて非常用高圧母線へ電源を供給することで高圧炉心注水系を冷

却水がない状態で短時間起動し，原子炉を冷却する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧代替注水系又

は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上に維持できな

い場合で，常設代替交流電源設備によるM/C D系への給電が可能となっ

た場合。 

 

(b)操作手順 

高圧炉心注水系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.2.14に、タイムチャートを図1.2.15に示す。 
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※高圧炉心注水系ポンプ無冷却状態では許容運転時間が定められて

おり，起動後は運転許容時間内にポンプを停止させ高圧炉心注水

系の機能を温存させる。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧炉心注水系ポンプによる原子炉注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系ポンプによる原子炉注

水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を依

頼し，高圧炉心注水系ポンプが使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系ポンプ起動操作を実施

し，高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力が規定圧力以上であること

を確認し，当直副長に高圧炉心注水系ポンプによる原子炉注水の準

備完了を報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心注水系ポンプによる原子

炉注水の開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(B)を全開

として原子炉への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを原

子炉水位指示上昇及び高圧炉心注水系(B)系統流量指示上昇により

確認し，当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心注水系ポンプ起動操作を

指示する。また，高圧炉心注水系ポンプの運転許可時間経過後に高

圧炉心注水系ポンプの停止操作をするよう指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(B)を全閉

とし，高圧炉心注水系ポンプを停止する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧炉心注水系ポンプによる原

子炉注水開始まで約25分で可能である。 

 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 
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重大事故等が発生した場合の対応手順の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを図1.2.16に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態において，全交流動力電源が

喪失し，高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レ

ベル3)以上に維持できない場合は，常設代替交流電源設備より高圧炉心

注水系の電源を復旧し，高圧炉心注水系を冷却水がない状態で短時間起

動し，原子炉を一時的に冷却することで原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が

整うまでの期間，重大事故等の進展抑制として使用する。 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能が喪失時において, 高

圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上

に維持できない場合は，常設代替交流電源設備より，ほう酸水注入系又

は制御棒駆動水系の電源を復旧し，原子炉を冷却するには十分な注水量

を確保できないが，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する手段が整うまでの期間，重

大事故等の進展抑制として使用する。 

なお，ほう酸水注入系による原子炉への継続注水を行う場合の水源

は，通常時の補給にて使用する純水補給水系が使用できない場合は，復

水補給水系又は消火系から補給する。 

 

1.2.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

高圧代替注水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系ポンプ，ほう酸水注

入系ポンプ，制御棒駆動水ポンプ，電動弁及び中操監視計器類への電源供給手

順並びに常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源

設備への燃料補給手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整

備する。 

復水貯蔵槽への水の補給手順については「1.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給手順等」にて整備する。 

原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順については「1.15 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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表 1.2.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/5） 

（フロントライン系故障時） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

高圧炉心注水系 
原子炉隔離時冷却系 高

圧
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
操
作

に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却 

高圧代替注水系ポンプ 
復水貯蔵槽 
高圧代替注水系（蒸気系）配管・

弁 
主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配

管・弁 
高圧代替注水系（注水系）配管・
弁 

復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁（7号炉の

み） 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース） 
「水位確保」等 

高
圧
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作 

に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却 

高圧代替注水系ポンプ 

復水貯蔵槽 
高圧代替注水系（蒸気系）配管・
弁 

主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配
管・弁 

高圧代替注水系（注水系）配管・
弁 
復水補給水系配管・弁 

高圧炉心注水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁（7号炉の
み） 

給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候

ベース） 
「水位確保」等 
「HPAC 現場起動」 

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/5） 

（サポート系故障時） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 
常設直流電源系統 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作 

に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配
管・弁 
主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配
管・弁・ストレーナ 
復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース） 
「水位確保」等 
「RCIC 現場起動」 
 
多様なハザード対応手順 
「RCIC 現場起動（排水処理）」 

サプレッション・チェンバ 
復水貯蔵槽 
原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

全交流動力電源 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配
管・弁 
主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配
管・弁・ストレーナ 
復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時運転操作手順書（徴候ベ
ース） 
「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 
復水貯蔵槽 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※1 
可搬型代替交流電源設備 ※1 
燃料補給設備 ※1 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配

管・弁 
主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配

管・弁・ストレーナ 
復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

サプレッション・チェンバ 
復水貯蔵槽 
原子炉圧力容器 
可搬型直流電源設備 ※1 
燃料補給設備 ※1 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3/5） 

（サポート系故障時） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

直
流
給
電
車
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
サプレッション・チェンバ 
復水貯蔵槽 
原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配
管・弁 
主蒸気系配管・弁 
原子炉隔離時冷却系（注水系）配
管・弁・ストレーナ 
復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
直流給電車及び可搬型代替交流
電源設備 ※1 
燃料補給設備 ※1 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベ
ース） 
「水位確保」等 

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4/5） 

（監視及び制御） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

監
視
及
び
制
御 

－ 

高
圧
代
替
注
水
系
（
中
操
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（SA） 

原子炉圧力 
原子炉圧力（SA） 
高圧代替注水系系統流量 

復水貯蔵槽水位（SA） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース） 
「水位確保」等 

原子炉水位（狭帯域） 
復水貯蔵槽水位 自

主
対
策
設
備 

高
圧
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（SA） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース） 
「水位確保」等 

「HPAC 現場起動」 

原子炉水位（狭帯域） 
可搬式原子炉水位計 

高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
高圧代替注水系タービン入口圧
力 

高圧代替注水系タービン排気圧
力 
高圧代替注水系ポンプ吸込圧力 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
時
） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（SA） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース） 
「水位確保」等 
「RCIC 現場起動」 

原子炉水位（狭帯域） 

可搬式原子炉水位計 
原子炉隔離時冷却系タービン入
口圧力 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込
圧力 
可搬型回転計 

自
主
対
策
設
備 

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（5/5） 

（重大事故等の進展抑制） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制 

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制 

ほう酸水注入系ポンプ 
ほう酸水注入系貯蔵タンク 
ほう酸水注入系配管・弁 

高圧炉心注水系配管・弁・スパー
ジャ 
原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備 ※1 
可搬型代替交流電源設備 ※1 
燃料補給設備 ※1 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候
ベース）「水位確保」等 
「SLC ポンプによる原子炉注

水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
継
続
注
水
） 

ほう酸水注入系ポンプ 
ほう酸水注入系貯蔵タンク 
ほう酸水注入系テストタンク 

ほう酸水注入系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁・スパー
ジャ 

復水補給水系 
消火系 
純水補給水系 

原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※1 
可搬型代替交流電源設備 ※1 

燃料補給設備 ※1 

自
主
対
策
設
備 

制
御
棒
駆
動
水
系
に
よ
る 

進
展
抑
制 

制御棒駆動水ポンプ 

復水貯蔵槽 
制御棒駆動系配管・弁 
原子炉圧力容器 

原子炉補機冷却系 
常設代替交流電源設備 ※1 
燃料補給設備 ※1 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候

ベース）「水位確保」等 
「CRD による原子炉注水」 

高
圧
炉
心
注
水
系 

緊
急
注
水 

高圧炉心注水系ポンプ 
復水貯蔵槽 
高圧炉心注水系配管・弁・スパー
ジャ 
復水補給水系配管・弁 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※1 

燃料補給設備 ※1 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベ

ース）「水位確保」等 
「HPCF 緊急注水」 

※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 



1.2-39 
 

表 1.2.2 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(1/3) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)高圧代替注水系による原子炉の冷却 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「中央制御室からの高圧代替注水系
起動」 

判
断
基
準 

電源 
AM 用直流 125V 充電器電圧 
AM 用直流 125V 蓄電池電圧 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への
注水量 

高圧代替注水系系統流量 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「水位確保」等 
「HPAC 現場起動」 

判
断
基
準 

電源 
AM 用直流 125V 充電器電圧 
AM 用直流 125V 蓄電池電圧 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の

水位 
可搬式原子炉水位計 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
高圧代替注水系タービン入口圧力 
高圧代替注水系タービン排気圧力 

高圧代替注水系ポンプ吸込圧力 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉の冷却 

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
「水位確保」等 

「RCIC 現場起動」 

判
断
基
準 

電源 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 充電器盤 A-2 電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

AM 用直流 125V 蓄電池電圧 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の

水位 
可搬式原子炉水位計 

補機監視機能 
可搬型回転計の回転数 
原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力 
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監視計器一覧(2/3) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 
(1)重大事故等の進展抑制 

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
「水位確保」等 

「SLC ポンプによる注水」 

判
断
基
準 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

水源の確認 

水源(以下のうち，何れか一つ) 

復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
ろ過水タンク水位 

純水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

補機監視機能 

ほう酸水注入ポンプ出口圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 

復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

事故時運転操作手順書(徴候ベース)
「水位確保」等 

「CRD による原子炉注水」 

判
断
基
準 

電源 
M/C C 電圧 
P/C C-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

補機監視機能 原子炉補機冷却系系統流量 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度(下鏡上部温度) 
原子炉圧力容器温度(下鏡下部温度) 

原子炉圧力容器への

注水流量 
制御棒駆動系系統流量 

補機監視機能 制御棒駆動系充てん水ライン圧力 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位  
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(3/3) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 
(1)重大事故等の進展抑制 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「HPCF 緊急注水」 

判
断
基
準 

電源 
M/C D 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への

注水流量 
高圧炉心注水系(B)系統流量 

補機監視機能 高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2-42 
 

表 1.2.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.2】 
原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等 

高圧代替注水系弁 常設代替直流電源設備 
 
AM 用直流 125V 

原子炉隔離時冷却系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
可搬型直流電源設備 
 

直流 125V A 系 
直流 125V A-2 系 
AM 用直流 125V  

ほう酸水注入系ポンプ・
弁 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

MCC C 系 
MCC D 系 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 
計測用 B系電源 
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  図 1.2.1 機能喪失原因対策分析  
 

原子炉高圧時の冷却機能喪失

RCIC機能喪失

フロントライン系故障時の対応手段

①：HPAC遠隔起動（中央制御室）による原子炉注水

②：HPAC現場起動による原子炉注水

サポート系故障時の対応手段

③：RCIC現場起動による原子炉注水

④：可搬型直流電源設備によるRCICへの給電

⑤：直流給電車によるRCICへの給電

⑥：可搬型代替交流電源設備によるRCICへの給電
⑦：常設代替交流電源設備によるRCICへの給電

凡例

：AND条件

：OR条件

：フロントライン系の対応

：サポート系の対応

弁故障HPCFポンプ
故障

配管

S/Pｽﾄﾚｰﾅ

補機冷却系
故障

駆動源喪失
（AC電源）

駆動源喪失
（DC電源）

※3

※4

※5

※2

フロントライン系

※2

駆動源喪失
（AC電源）

P/C故障 M/C故障

D/G機能
喪失

外部電源
喪失

※4

⑥

駆動源喪失
（DC電源）

主母線盤故障 遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障AC電源
喪失

※4

※5

補機冷却系
故障

配管

RCW機能喪失

RCWポンプ

静的機器

弁

RCW Hx

ｽﾄﾚｰﾅ

RSW機能喪失

RSWポンプ

静的機器

弁

配管

駆動源喪失
（AC,DC電源）

※3 ※4

※3

※1

HPCF C機能喪失

サポート系

HPCF B機能喪失

CSP配管

弁故障RCICポンプ
故障

配管

S/Pｽﾄﾚｰﾅ

駆動源喪失
（DC電源）

※5

※1

フロントライン系

RCIC機能喪失

CSP配管

②

①

④

⑤

⑦

③
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあること

を示している。ただし，AND 条件，OR 条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 
図 1.2.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8
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蓄電池機能喪失
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静的機器故障

駆動源喪失（AC電
源）

静的機器故障
水源

CSP水源

S/P水源

M/C故障

駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪

失 充電器機能喪失

駆動源喪失（AC電
源）

M/C故障

M/C故障

M/C故障

RCIC機能喪失

静的機器故障
水源

CSP水源

S/P水源

直流電源供給機能喪

失

HPCF C機能喪失
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 図 1.2.2 EOP 「水位確保」における対応フロー 
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図 1.2.3 EOP 「水位回復」における対応フロー 
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図 1.2.4 高圧代替注水系起動，高圧代替注水系現場起動 概要図 

RCCV

ＲＰＶ

S/C

HPACﾎﾟﾝﾌﾟ

MS(B)ﾗｲﾝ

HPACﾀｰﾋﾞﾝ

FDW(A)ﾗｲﾝ

MOMO

蒸気（排気含む）ﾗｲﾝ

注水ﾗｲﾝ

CSP

RCIC

MO

MO

MO

MO

MO

MO

HPCF(B)

HPCF(C)

RCIC

MOMO

MO

FT

FI

（中央制御室）中央制御室からの起動：③
現場手動操作による起動：④

中央制御室からの起動：⑤
現場手動操作による起動：⑥⑦

PI

設計基準対象施設から
追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

中央制御室からの起動：③
高圧代替注水系注入弁

現場手動操作による起動：④

中央制御室からの起動：⑤
高圧代替注水系ﾀｰﾋﾞﾝ止め弁

現場手動操作による起動：⑥⑦
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図 1.2.5 高圧代替注水系起動 タイムチャート 

 

 

図 1.2.6 高圧代替注水系現場起動 タイムチャート

電源確認

系統構成、起動、注水開始高圧代替注水系起動 中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70

15分 高圧代替注水系による注水開始

起動、注水開始

2

現場運転員　Ｃ、Ｄ

現場運転員　Ｅ、Ｆ

手順の項目

経過時間（分）

要員（数）

高圧代替注水系現場起動

備考

移動、系統構成

2

20 40 60 80 100 120 140

40分 高圧代替注水系現場起動による注水開始

移動、原子炉水位計接続
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図 1.2.7 原子炉隔離時冷却系現場起動 概要図

操作手順 弁名称

⑤※1 原子炉隔離時冷却系 冷却水ﾗｲﾝ止め弁

⑤※2 真空ﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝ弁

⑤※3 真空ﾀﾝｸ水位検出配管ﾄﾞﾚﾝ弁

⑤※4 ｾﾊﾟﾚｰﾀﾄﾞﾚﾝ弁

⑥ 原子炉隔離時冷却系 注入弁

⑧ 原子炉隔離時冷却系 ﾀｰﾋﾞﾝ止め弁

⑨ 原子炉隔離時冷却系 過酷事故時蒸気止め弁
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図 1.2.8 原子炉隔離時冷却系現場起動における冷却水排水処理 概要図 
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図 1.2.9 原子炉隔離時冷却系現場起動及び冷却水排水処理 タイムチャート 

 

保護具装着

起動、注水開始

保護具装着補助

ホース布設・接続

発電機・水中ポンプ起動

電源ケーブル布設・接続

移動、原子炉水位計接続

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

現場運転員　Ｅ、Ｆ 2

緊急時対策要員

移動、系統構成

原子炉隔離時冷却系現場起動

4

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

移動、資機材搬入

20 40 60 80 100 120 140 160 180

原子炉隔離時冷却系現場起動による注水開始 90分 サンプ排水開始 180分
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図 1.2.10 ほう酸水注入系による原子炉注水(ほう酸水貯蔵タンク使用) 概要図(1/2) 

RCCV

ＲＰＶ

S/C

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

ＭＵＷＰ

MO

MO

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

MO

NO

MO

HPCF(B)系

ＳＬＣ
テストタンク

ＳＬＣ
タンク

⑥※1
⑥※2

⑫

CSP

⑨※3⑨※4 ⑨※1 ⑨※2

⑩※2 ⑩※1
⑩※3

⑬※1⑬※2

設計基準対象施設から
追加した箇所

凡例
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図 1.2.10 ほう酸水注入系による原子炉注水(テストタンク使用) 概要図(2/2)

RCCV

ＲＰＶ

S/C

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

ＭＵＷＰ

MO

MO

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

MO

NO

MO

HPCF(B)系

ＳＬＣ
テストタンク

ＳＬＣ
タンク

⑨※2

CSP

⑥※4

⑨※1

⑪※1⑪※2

⑥※3 ⑥※1 ⑥※2

⑦※1

⑦※3

⑦※2

設計基準対象施設から
追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑥※1 復水補給水系積算計出口ﾄﾞﾚﾝ弁

⑥※2 復水補給水系積算計出口ﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ接続口止め弁

⑥※3 純水補給水系 ほう酸水注入系ﾎﾟﾝﾌﾟｴﾘｱ床除染用ﾎｰｽｺﾈｸｼｮﾝ止め弁

⑥※4 純水補給水系 MSIV/SRVﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ室床除染用ﾎｰｽｺﾈｸｼｮﾝ止め弁

⑦※1 ほう酸水注入系封水供給弁

⑦※2⑨※1 ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁

⑦※3 ほう酸水注入系テストタンク出口弁

⑨※2 ほう酸水注入系ほう酸水注入弁(A)

⑪※1 復水補給水系 常/非常用連絡管一次止め弁

⑪※2 復水補給水系 常/非常用連絡管二次止め弁
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図 1.2.11 ほう酸水注入系による原子炉注水 タイムチャート 

通信手段確保、電源確認

ポンプ起動、注水開始

移動、ホース接続

系統構成

移動、電源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

ほう酸水ポンプによる

原子炉注水（継続注水含む）

(ほう酸水貯蔵タンク使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

現場運転員　Ｅ、Ｆ 2

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ほう酸水ポンプによる注水開始
20分

ほう酸水ポンプによる継続注水準備完了
65分

通信手段確保、電源確認

移動、ホース接続

系統構成

ポンプ起動、注水開始

移動、電源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｅ、Ｆ 2

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

ほう酸水ポンプによる

原子炉注水

(テストタンク使用）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ほう酸水ポンプによる注水開始 75分
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図 1.2.12 制御棒駆動水系による原子炉注水 概要図 

RCCV

ＲＰＶ

S/C

CRDﾎﾟﾝﾌﾟ(A)
ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ(A)

駆動水ﾌｨﾙﾀ(A)

ﾘﾀｰﾝﾗｲﾝ

FDWﾗｲﾝ

ﾊﾟｰｼﾞ水ﾗｲﾝ

充填水ﾗｲﾝ

ｻｸｼｮﾝﾌｨﾙﾀ(B)CRDﾎﾟﾝﾌﾟ(B)駆動水ﾌｨﾙﾀ(B)

RCW系による冷却

CSP

M
O

復水系

FT

FI

（中央制御室）

MO
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図 1.2.13 制御棒駆動水系による原子炉注水 タイムチャート 

 

  

通信手段確保、電源確認

冷却水確保確認

ポンプ起動、注水開始

制御棒駆動水ポンプによる

原子炉注水
中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

20分 制御棒駆動水ポンプによる注水
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図 1.2.14 高圧炉心注水系緊急注水 概要図 

操作手順 弁名称

⑥⑨ 高圧炉心注水系注入隔離弁(B)
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図 1.2.15 高圧炉心注水系緊急注水 タイムチャート 

通信手段確保、電源確認

系統構成

ポンプ起動

注水開始

ポンプ停止

高圧炉心注水系緊急注水 中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

備考

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

高圧炉心注水系による

注水開始
50分 高圧炉心注水系ポンプ停止

25分
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図 1.2.16 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（1/2） 
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図 1.2.16 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（2/2） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/5） 

 

番号 番号技術的能力審査基準（1.2） 設置許可基準規則（45条） 技術基準規則（60条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失

した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため、発電用原子炉を冷却するために必要な

設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。

⑨

【解釈】

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順

等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等をいう。
－

【解釈】

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却す

るために必要な設備」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６０条に規定する「発電用原子炉を

冷却するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。
－

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失

を想定し、原子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常

用復水器（BWR の場合）又はタービン動補助給水ポ

ンプ（PWRの場合）（以下「RCIC 等」という。）に

より発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための手順等を整備すること。

②

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統

喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(RCIC)若し

くは非常用復水器（BWR の場合）又はタービン

動補助給水ポンプ（PWR の場合）（以下「RCIC

等」という。）により発電用原子炉を冷却する

ため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備を整備す

ること。

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源

系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系

(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場

合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWR

の場合）（以下「RCIC 等」という。）に

より発電用原子炉を冷却するため、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備を整備するこ

と

⑩

ａ）可搬型重大事故防止設備

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッ

テリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、

RCIC等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う手

順等（手順及び装備等）を整備すること。ただし、

下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行え

る場合を除く。

－

ａ）可搬型重大事故防止設備

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型

バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作

により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転

継続を行う可搬型重大事故防止設備等を整備す

ること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力に

よる措置が容易に行える場合を除く。

ａ）可搬型重大事故防止設備

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可

搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた

弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分

な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故

防止設備等を整備すること。ただし、下記

（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に

行える場合を除く。

－

ｂ）現場操作

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等

の起動及び十分な期間※の運転継続を行う手順等

（手順及び装備等）を整備すること。

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間のこと。

③

ｂ）現場操作

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC

等の起動及び十分な期間※の運転継続を行うた

めに必要な設備を整備すること。

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間のこと。

ｂ）現場操作

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、

RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継

続を行うために必要な設備を整備するこ

と。

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間のこ

と。

⑪

ｃ）監視及び制御

ⅰ）原子炉水位（BWR 及びPWR）及び蒸気発生器水

位（PWR の場合）を推定する手順等（手順、計測機

器及び装備等）を整備すること。
④

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認

する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備す

ること。
⑤

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順

等（手順及び装備等）を整備すること。
⑥

（２）復旧

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態にお

いて、注水（循環を含む。）すること及び原子炉を

冷却できる設備に電源を接続することにより、起動

及び十分な期間の運転継続ができること。（BWR の

場合）

⑦

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続する

ことにより、起動及び十分な期間の運転継続ができ

ること。（PWR の場合）
－

（３）重大事故等の進展抑制

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注

入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）等から注

水する手順等を整備すること。（BWR の場合）
⑧

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

添付資料 1.2.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/5） 

 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

高圧代替注水系ポンプ 新設

復水貯蔵槽 既設

高圧代替注水系（蒸気

系）配管・弁
新設

主蒸気系配管・弁 既設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設

高圧代替注水系（注水

系）配管・弁
新設

復水補給水系配管・弁 既設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

残留熱除去系配管・弁

（7号炉のみ）
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

常設代替直流電源設備 新設

高圧代替注水系ポンプ 新設

復水貯蔵槽 既設

高圧代替注水系（蒸気

系）配管・弁
新設

主蒸気系配管・弁 既設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設

高圧代替注水系（注水

系）配管・弁
新設

復水補給水系配管・弁 既設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

残留熱除去系配管・弁

（7号炉のみ）
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ
既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

復水貯蔵槽 既設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設

主蒸気系配管・弁 既設

原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・

ストレーナ

既設

復水補給水系配管・弁 既設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

－

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系

の

現

場

操

作

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

①

②

③

⑨

⑩

⑪

－ － － －

－

高

圧

代

替

注

水

系

の

現

場

操

作

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

①

②

③

⑨

⑩

⑪

－ － － － －

高

圧

代

替

注

水

系

の

中

央

制

御

室

か

ら

の

操

作

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

①

②

⑨

⑩

－ － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（3/5） 

 

  

 
 
 
 
 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ
既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

復水貯蔵槽 既設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設

主蒸気系配管・弁 既設

原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・

ストレーナ

既設

復水補給水系配管・弁 既設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ
既設

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ
常設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

サプレッション・チェ

ンバ
常設

復水貯蔵槽 既設 復水貯蔵槽 常設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
常設

主蒸気系配管・弁 既設 主蒸気系配管・弁 常設

原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・

ストレーナ

既設

原子炉隔離時冷却系

（注水系）配管・弁・

ストレーナ

常設

復水補給水系配管・弁 既設 復水補給水系配管・弁 常設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

高圧炉心注水系配管・

弁
常設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
常設

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設

可搬型直流電源設備 新設
直流給電車及び可搬型

代替交流電源設備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系

へ

の

給

電

①

⑦

⑨

－ － － － －

可

搬

型

直

流

電

源

設

備

に

よ

る

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系

へ

の

給

電

①

⑦

⑨

直

流

給

電

車

に

よ

る

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系

へ

の

給

電

12時間

※1

6名

※1

自主対策とす

る理由は本文

参照

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（4/5） 

 
  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

原子炉水位（狭帯域） 既設

原子炉水位（広帯域） 既設

原子炉水位（燃料域） 既設

原子炉水位（SA） 新設

原子炉圧力 既設

原子炉圧力（SA） 新設

高圧代替注水系系統流

量
新設

復水貯蔵槽水位 既設

復水貯蔵槽水位（SA） 新設

原子炉水位（狭帯域） 既設

原子炉水位（広帯域） 既設

原子炉水位（燃料域） 既設

原子炉水位（SA） 新設

可搬式原子炉水位計 新設

高圧代替注水系ポンプ

吐出圧力
新設

高圧代替注水系タービ

ン入口圧力
新設

高圧代替注水系タービ

ン排気圧力
新設

高圧代替注水系ポンプ

吸込圧力
新設

原子炉水位（狭帯域） 既設

原子炉水位（広帯域） 既設

原子炉水位（燃料域） 既設

原子炉水位（SA） 新設

可搬式原子炉水位計 新設

原子炉隔離時冷却系

タービン入口圧力
既設

原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ吸込圧力
既設

可搬型回転計 新設

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

監

視

及

び

制

御

高

圧

代

替

注

水

系
（

現

場

起

動

時
）

監

視

及

び

制

御

原

子

炉

隔

離

時

冷

却

系
（

現

場

起

動

時
）

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

監

視

及

び

制

御

高

圧

代

替

注

水

系
（

中

操

起

動

時
）

①

④

⑤

⑥

⑨

－ － － －－

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（5/5） 

 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

ほう酸水注入系ポンプ 既設 ほう酸水注入系ポンプ 常設

ほう酸水注入系貯蔵タ

ンク
既設

ほう酸水注入系貯蔵タ

ンク
常設

ほう酸水注入系配管・

弁
既設

ほう酸水注入系テスト

タンク
常設

高圧炉心注水系配管・

弁・スパージャ
既設

ほう酸水注入系配管・

弁
常設

原子炉圧力容器 既設
高圧炉心注水系配管・

弁・スパージャ
常設

常設代替交流電源設備 新設 復水補給水系 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設 消火系 常設

燃料補給設備
既設

新設
純水補給水系 常設

原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
常設

可搬

制御棒駆動水系ポンプ 常設

復水貯蔵槽 常設

制御棒駆動系配管・弁 常設

原子炉圧力容器 常設

原子炉補機冷却系 常設

常設代替交流電源設備 常設

燃料補給設備
常設

可搬

高圧炉心注水系ポンプ 常設

復水貯蔵槽 常設

高圧炉心注水系配管・

弁・スパージャ
常設

復水補給水系配管・弁 常設

原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 常設

燃料補給設備
常設

可搬

①

⑧

⑨

ほ

う

酸

水

注

入

系

に

よ

る

進

展

抑

制
（

継

続

注

水
）

(原子炉への

継続注水準

備)

65分

(ほう酸水注

入系テストタ

ンク使用の場

合)

75分

(原子炉への

継続注水準

備)

4名

(ほう酸水注

入系テストタ

ンク使用の場

合)

6名

2名

高

圧

炉

心

注

水

系

緊

急

注

水

25分 2名

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

自主対策とす

る理由は本文

参照

ほ

う

酸

水

注

入

系

に

よ

る

進

展

抑

制

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

制

御

棒

駆

動

系

に

よ

る

進

展

抑

制

20分

自主対策とす

る理由は本文

参照

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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図 1 対応手順として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備

添付資料 1.2.2 
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図 2 対応手順として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉) 
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図 3 対応手順として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 
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図 4 対応手順として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

Ｃ
Ｒ
Ｄ
ポ
ン
プ
（Ａ
）

M/C 7C

P/C 7C-1 P/C 7D-1

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

AM用MCC 7B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

M

電源

車

D/G

(7A)

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
ポ
ン
プ
（Ｂ
）

M/C 7D

(7B)

D/G

電源

車

緊急用電源切替箱

断路器

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

号炉間電力融通

（６号炉緊急用電源切替箱断路器へ）

MCC
7C-1-7

Ａ
系
計
測
電
源

Ｓ
Ｌ
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ

Ｓ
Ｌ
Ｃ
注
入
ポ
ン
プ
（
Ｂ
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図 5 対応手順として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉) 
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重大事故対策の成立性 

 

1.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

(1)高圧代替注水系現場起動 

 

a.操作概要 

高圧注水系が機能喪失した場合において，中央制御室からの操作によ

り高圧代替注水系を起動できない場合は，現場での弁の手動操作により

高圧代替注水系を起動し原子炉への注水を実施する。 

 

b.作業場所(7 号炉の例) 

原子炉建屋 1 階，地下 1階，地下 2階(管理区域)  

 

c.必要要員数及び操作時間 

高圧代替注水系現場起動に必要な要員数(4名)，所要時間(40分)のうち，

高圧代替注水系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名(現場運転員 2名) 

所要時間目安：40 分(実績時間：35 分) 

(実績時間は，原子炉建屋地下 3 階の可搬式原子炉水位計使用時の実績

時間である。原子炉建屋地上 1階の可搬式原子炉水位計は設置工事中の

ため実績時間なし。) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

添付資料 1.2.3-1 
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御室に連絡する。 

 

 

 

 

  

系統構成 高圧代替注水系 
起動操作 
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2.現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

(1)原子炉隔離時冷却系現場起動 

 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合，かつ現場での弁の手動

操作により高圧代替注水系を起動できない場合は，現場での弁の手動操作

により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉への注水を実施する。 

 

b.作業場所(7 号炉の例) 

原子炉建屋 1 階，地下 1階，地下 3階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動に必要な要員数(4 名)，所要時間(90 分)の

うち，原子炉隔離時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名(現場運転員 2名) 

所要時間目安：90 分(実績時間：80 分) 

(実績時間は，原子炉建屋地下 3 階の可搬式原子炉水位計使用時の実績

時間である。原子炉建屋地上 1階の可搬式原子炉水位計は設置工事中の

ため実績時間なし。) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境：酸素呼吸器及び耐熱服を確実に装着することにより事故環境

下においても作業可能である。 

移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 
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(2)原子炉隔離時冷却系現場起動(排水処理) 

 

a.操作概要 
「原子炉隔離時冷却系現場起動」に伴い発生する排水により原子炉隔離

時冷却系ポンプ本体が水没する前に，排水を移送する。 
 
b.作業場所 

６/７号機 サービス建屋 屋外 
６/７号機 共用廃棄物処理建屋 １階(管理区域） 
７号機 原子炉建屋 地下 3階(管理区域） 

 

c.必要要員数及び操作時間 
原子炉隔離時冷却系現場起動時における冷却水排水処理に必要に要員

数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :4 名(緊急時対策要員 4名) 

所要時間目安:180 分（実績時間:166 分） 

        

d.操作の成立性について 
作業環境：放射線防護服を確実に装着することにより事故環境下におい

ても作業可能である。 
移動経路：ヘッドライト・懐中電灯を携行しており，機器を配置するエ

リアへ移動可能である。アクセスルート上に支障となる設備

はないことからアクセス性に問題はない。 
操作性 ：６/７号機 共用廃棄物処理建屋１階に配置する制御盤からの

起動操作であり，容易に実施可能である。 
連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 
 

 制御盤設置状況 発電機設置 排水用ポンプ設置状況 
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3.現場手動操作による高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷系起動における可搬

式原子炉水位計接続 

(1)可搬式原子炉水位計接続 

 

a.操作概要 

原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の現場起動操作において現場

での原子炉水位監視のため可搬式原子炉水位計の接続を行う。 

 

b.作業場所(7 号炉の例) 

原子炉建屋 1 階，地下 1階，地下 3階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

高圧代替注水系現場起動に必要な要員数(4 名)，所要時間(40 分)，原子

炉隔離時冷却系現場起動に必要な要員数(4 名)，所要時間(90 分)のうち，

可搬式原子炉水位計の接続に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:40 分(実績時間:37 分) 

(実績時間は，原子炉建屋地下 3 階の可搬式原子炉水位計使用時の実績

時間である。原子炉建屋地上 1階及び地下 1階の可搬式原子炉水位計は

設置工事中のため実績時間なし。) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：一般的な端子操作とコネクタ接続であり，操作性に支障はな

い。 

連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。  

添付資料 1.2.3-3 
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4.ほう酸水注入系による原子炉注水 

(1)ほう酸水注入系による原子炉注水(現場操作) 

 

a.操作概要 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心注水系の機能が喪失時において, 高

圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系により原子炉水位低(レベル3)以上

に維持できない場合，重大事故等の進展抑制のため，ほう酸水注入系に

より原子炉注水を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

ほう酸水注入系による原子炉注水の現場での操作に必要な要員数，所要

時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名(現場運転員 2名) 

所要時間目安：ほう酸水注入系貯蔵タンクを使用した原子炉への継続注

水の場合 65 分(実績時間：62 分) 

ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉注水の    

場合 75 分(実績時間：72 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個

人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。 

ホース接続はカプラ接続であり容易に実施可能である。 

連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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(2)ほう酸水注入系による原子炉注水のための電源確保 

 

a．操作概要 

ほう酸水注入系により原子炉注水を行う際，注水に必要な電源の受電

操作を行う。 

 

b．作業場所 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

 

c．必要要員数及び操作時間 

ほう酸水注入系による原子炉注水に必要な要員数(6 名)，所要時間(75

分)のうち，現場での電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：2名(現場運転員 2名) 

所要時間目安：15 分(実績時間:12 分) 

 

d．操作の成立性について 

作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放 

射線防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備又

は携行して作業を行う。 

移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 ：通常の受電操作であり，容易の操作可能である。 

連絡手段：通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

  
  

判断基準記載内容 解釈
1.2.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順

(1)高圧代替注水系によ
る原子炉の冷却

a.中央制御室からの高圧
代替注水系起動

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

1.2.2.2　サポート系故
障時の対応手順

(1)全交流動力電源喪失
及び常設直流電源系統喪
失時の原子炉の冷却

a.現場手動操作による原
子炉隔離時冷却系起動

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

a.ほう酸水注入系による
原子炉注水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

b.制御棒駆動水系による
原子炉注水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

c.高圧炉心注水系緊急注
水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

手順

1.2.2.3　重大事故等の
進展抑制時の対応手順

(1)重大事故等の進展抑
制

添付資料 1.2.4-1 
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操作手順の解釈一覧(1/2) 

 

 

  

操作手順記載内容 解釈
高圧代替注水系注入弁 E61-MO-F004
高圧代替注水系タービン止め弁 E51-MO-F065
原子炉への注水が開始されたことを高圧代替注水系の
系統流量の上昇及び原子炉水位の上昇により確認

原子炉への注水が開始されたことを高圧代替注水系の
系統流量の上昇(～182m3/h)及び原子炉圧力容器内の水
位の上昇により確認

駆動蒸気圧力が規定圧力 駆動蒸気圧力が
高圧代替注水系注入弁 E61-MO-F004
高圧代替注水系タービン止め弁 E51-MO-F065
駆動蒸気圧力が規定圧力 駆動蒸気圧力が

原子炉隔離時冷却系冷却水ライン止め弁 E51-MO-F012
真空タンクドレン弁 E51-F652
真空タンク水位検出配管ドレン弁 E51-F653
セパレータドレン弁 E51-F655
原子炉隔離時冷却系注入弁 E51-MO-F004
原子炉隔離時冷却系タービン止め弁 E51-MO-F037
タービン回転数を規定回転数 タービン回転数を
原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁 E51-MO-F034
防護扉 防護扉

1.2.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順

(1)高圧代替注水系によ
る原子炉の冷却

a.中央制御室からの高圧
代替注水系起動

b.現場手動操作による高
圧代替注水系起動

1.2.2.2　サポート系故
障時の対応手順

(1)全交流動力電源喪失
及び常設直流電源系統喪
失時の原子炉の冷却

a.現場手動操作による原
子炉隔離時冷却系起動

手順

添付資料 1.2.4-2 
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操作手順の解釈一覧(2/2) 

 

操作手順記載内容 解釈
復水移送ポンプ吐出圧力にて規定圧力以上であること
を確認

復水移送ポンプ吐出圧力にて       以上であることを
確認

ほう酸水注入系ポンプ吸込弁 C41-MO-F001A(B)
ほう酸水注入系注入弁 C41-MO-F006A(B)
仮設ホース接続(復水補給水系～純水補給水系の間)を
実施

仮設ホース接続(P13-F571～P11-F126間及びP13-F570～
P11-F134間)を実施

復水補給水系積算計出口ドレン弁 P13-F571
復水補給水系積算計出口ベントライン接続口止め弁 P13-F570
純水補給水系ほう酸水注入系ポンプエリア床除染用
ホースコネクション止め弁

P11-F126

純水補給水系MSIV/SRVラッピング室床除染用ホースコ
ネクション止め弁

P11-F134

ほう酸水注入系封水供給弁 C41-F017
ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁 C41-F016
ほう酸水注入系ほう酸水貯蔵タンク補給水元弁 C41-F018
ほう酸水注入系貯蔵タンク補給水入口弁 C41-F019
復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次止め弁 P13-F019，F020
ほう酸水注入系テストタンク出口弁 C41-F009
ほう酸水注入系テストタンク純水供給元弁 C41-F016

b.制御棒駆動水系による
原子炉注水

原子炉への注水が開始されたことを制御棒駆動水系の
系統流量の上昇及び原子炉水位の上昇により確認

原子炉への注水が開始されたことを制御棒駆動水系の
系統流量の上昇(             )及び原子炉圧力容器内
の水位の上昇により確認

高圧炉心注水系ポンプ無冷却状態では許容運転時間が
定められており，起動後は運転許容時間内にポンプを
停止させ高圧炉心注水系の機能を温存させる。

高圧炉心注水系ポンプ無冷却状態での許容運転時間が
    であるため，起動後    後にポンプを停止させ高
圧炉心注水系の機能を温存させる。

高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力が規定圧力 高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力にて
高圧炉心注水系注入隔離弁(B) E22-MO-F003B
高圧炉心注水系(B)系の系統流量指示上昇 高圧炉心注水系(B)系統流量指示上昇(～727m3/h)
高圧炉心注水系ポンプの運転許可時間経過後に高圧炉
心注水系ポンプの停止操作をするよう指示する。

高圧炉心注水系ポンプ起動から    後に，高圧炉心注
水系ポンプの停止操作をするよう指示する。

手順

1.2.2.3　重大事故等の
進展抑制時の対応手順

(1)重大事故等の進展抑
制

a.ほう酸水注入系による
原子炉注水

c.高圧炉心注水系緊急注
水
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)代替減圧 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)常設直流電源系統喪失時の減圧 

(b)逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧 

(c)逃がし安全弁作動可能な環境条件 

(d)復旧 

(e)重大事故等対処設備と自主対策設備 

c.インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手段及び設備 

(a)インターフェイスシステムLOCA発生時の対応 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

d.手順等 

1.3.2 重大事故等発生時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)代替減圧 

a.手動による原子炉減圧 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)常設直流電源系統喪失時の減圧 

a.可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

b.逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）

開放 

c.代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開

放 

 (2)逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧 

a.高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 

(3)復旧 

a.代替直流電源設備による復旧 
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b.代替交流電源設備による復旧 

(4)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.3.2.3 インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手順 

(1)EOP「原子炉建屋制御」 

1.3.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料1.3.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.3.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料1.3.3 重大事故対策の成立性 

1.可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

2.逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧

機能付き）開放 

3.代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁（自動減圧 

機能なし）開放 

4.高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 

5.インターフェイスシステム LOCA 発生時の漏えい停止操作

(高圧炉心注水系の場合) 

添付資料1.3.4 インターフェイスシステムLOCA時の概要図 

添付資料1.3.5 インターフェイスシステムLOCA発生時における破断箇所の隔

離ができない場合の現場環境等について 

添付資料1.3.6 インターフェイスシステムLOCA発生時の検知手段について 

添付資料1.3.7 代替注水系１系注水準備完了にて原子炉を急速減圧する条件

及び理由について 

添付資料 1.3.8 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等が適切に整備されてい

るか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場

合）又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されて

いること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒素ボ

ンベを整備すること。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にすること。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧手順等が整備され

ていること。 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を隔離すること。隔離できな

い場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。（PWR の場合） 

（４）インターフェイスシステム LOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離

すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑

制するために、逃がし安全弁（BWR の場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器

逃がし弁（PWR の場合）を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 
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原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故対処設備

が有する発電用原子炉の減圧機能は，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による

減圧機能（以下，「自動減圧系」という。）である。 

インターフェイスシステム LOCA 発生時は，逃がし安全弁による減圧操作を行

うとともに，原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離することで冷却材

の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができない場合は，逃がし安全弁に

よる減圧で冷却材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための対処

設備を整備しており，ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説

明する。 
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1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状

態にある場合には，原子炉の減圧が必要である。原子炉の減圧をするための

設計基準事故対処設備として自動減圧系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（図 1.3.1）。 

また，インターフェイスシステム LOCA の対応手段及び重大事故等対処設

備を選定する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十六条及び技術基準規

則第六十一条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，自動減圧系

の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源喪失又は
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直流電源喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を表 1.3.1

に整理する。 

 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)代替減圧 

設計基準事故対処設備である自動減圧系が故障等により原子炉の減

圧ができない場合に，原子炉減圧の自動化，又は手動操作により原子

炉を減圧する手段がある。 

 

ⅰ.原子炉減圧の自動化 

原子炉水位低（L-1）の状態が10分間継続し，かつ残留熱除去系ポ

ンプが運転している場合に，代替自動減圧機能により原子炉を自動で

減圧する。なお，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための手順等」における「EOP 原子炉制御「反応度制御」」対

応操作中は，原子炉減圧による原子炉への冷水注水量増加に伴う原子

炉出力増加を防止するため，以下に記す「自動減圧系の起動阻止スイ

ッチ」により自動減圧系の作動を阻止する。 

代替自動減圧機能により原子炉を減圧する設備は以下のとおり。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・逃がし安全弁（自動減圧機能付きC,H,N,Tの4弁） 

・主蒸気系配管・クエンチャ 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

 

ⅱ.手動による原子炉減圧 

逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合であっても，逃がし弁

機能が正常であれば，中央制御室からの手動操作により逃がし弁機能

用電磁弁及び作動窒素ガスを用いて逃がし安全弁を開操作し，原子炉

を減圧できる。また，主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源

が健全で，復水器の真空状態が維持できていれば，中央制御室からの

手動操作によりタービンバイパス弁を開操作し，原子炉を減圧でき
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る。 

逃がし安全弁（逃がし弁機能）による減圧又はタービンバイパス弁

による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

・主蒸気系配管・クエンチャ 

・逃がし弁機能用アキュムレータ 

・タービンバイパス弁 

・タービン制御系 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替減圧で使用する設備のうち，代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能），逃がし安全弁，主蒸気系配管・クエンチャ，自動減圧系

の起動阻止スイッチ，自動減圧機能用アキュムレータ及び逃がし弁機

能用アキュムレータは重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，逃がし安全弁の自動減圧機能喪

失が発生した場合においても，原子炉を減圧することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・タービンバイパス弁，タービン制御系 

炉心損傷前において，主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用

電源が健全で，復水器の真空状態が維持できていれば，逃がし安全

弁の代替手段として有効である。 

 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)常設直流電源系統喪失時の減圧 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の駆動に必要な常設直流

電源が喪失し，原子炉の減圧ができない場合に，可搬型直流電源設備

及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池により逃がし安全弁の機能を回復さ

せて原子炉を減圧する手段がある。 

また，逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源が確保できない場合に

おいても，代替逃がし安全弁駆動装置により逃がし安全弁（自動減圧

機能なし）を駆動させ原子炉を減圧する手段がある。 
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ⅰ.可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源を

確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。なお，

可搬型直流電源設備による直流電源の供給準備が整うまでの期間，常

設代替直流電源設備にて逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源を確保

し，逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

可搬型直流電源設備による減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・AM用切替装置（SRV） 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の駆動回路に逃がし安全弁用可

搬型蓄電池を接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の機能を回

復させて原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧で使用する設備は以下のと

おり。 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

ⅲ.代替逃がし安全弁駆動装置による減圧 

逃がし安全弁（自動減圧機能なし）の排気ポートに高圧窒素ガス供

給系（代替逃がし安全弁駆動装置）からの窒素ガスを供給すること

で，逃がし安全弁（自動減圧機能なし）を駆動し，原子炉を減圧す

る。 

代替逃がし安全弁駆動装置による減圧で使用する設備は以下のとお

り。 

・高圧窒素ガス供給系（代替逃がし安全弁駆動装置） 

 

(b)逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧 

不活性ガス系からの作動窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全弁の

駆動に必要な逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキ

ュムレータの供給圧力が喪失した場合に，高圧窒素ガス供給系（非常

用）により逃がし安全弁の駆動源を確保し，逃がし安全弁の機能を回

復させて原子炉を減圧する手段がある。 
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ⅰ.高圧窒素ガス供給系（非常用）による作動窒素ガス確保 

逃がし安全弁の作動窒素ガスの供給源を不活性ガス系から高圧窒素

ガス供給系（非常用）に切り替えることで作動窒素ガスを確保し，原

子炉を減圧する。また，逃がし安全弁の駆動源が高圧窒素ガス供給系

（非常用）から供給されている期間中において，逃がし安全弁の作動

に伴い逃がし安全弁の駆動に必要な作動窒素ガスの圧力が低下した場

合は，予備の窒素ガスボンベに切り替えることで作動窒素ガスを確保

し，原子炉を減圧する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）による作動窒素ガス確保で使用する

設備は以下のとおり。 

・高圧窒素ガスボンベ 

・高圧窒素ガス供給系配管・弁 

・自動減圧機能用アキュムレータ 

・逃がし弁機能用アキュムレータ 

 

(c)逃がし安全弁作動可能な環境条件 

想定される重大事故等の環境条件においても確実に逃がし安全弁を

作動させることができるように，逃がし安全弁作動窒素ガス圧力を調

整可能な設計としている。 

 

ⅰ.逃がし安全弁の背圧対策 

高圧窒素ガス供給系（非常用）は，想定される重大事故等の環境条

件を考慮して，原子炉格納容器圧力が設計圧力の2倍の状態（2Pd）と

なった場合においても確実に逃がし安全弁を作動させることができる

ように，供給圧力を設定する。 

逃がし安全弁の背圧対策として，窒素ガスの供給圧力を調整するた

めに使用する設備は以下のとおり。 

・高圧窒素ガスボンベ 

・高圧窒素ガス供給系配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

 

(d)復旧 

設計基準事故対処設備である逃がし安全弁（自動減圧機能付き）が

全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により原子炉の減圧ができ

ない場合に，代替電源により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源を

確保し，逃がし安全弁を復旧することで原子炉を減圧する手段があ
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る。 

 

ⅰ.代替直流電源設備による復旧 

代替直流電源設備（可搬型直流電源設備又は直流給電車）により逃

がし安全弁の駆動に必要な電源を供給することで原子炉を減圧する。 

代替直流電源設備により逃がし安全弁を復旧する設備は以下のとお

り。 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.代替交流電源設備による復旧 

代替交流電源設備（常設又は可搬型）により充電器を受電し，逃が

し安全弁の駆動に必要な直流電源を供給することで原子炉を減圧す

る。 

代替交流電源設備により逃がし安全弁を復旧する設備は以下のとお

り。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(e)重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設直流電源系統喪失時の減圧で使用する設備のうち，可搬型直流

電源設備，常設代替直流電源設備，AM用切替装置（SRV），燃料補給設

備及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池は重大事故等対処設備として位置

づける。 

逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧で使用する設備のうち，高

圧窒素ガスボンベ，高圧窒素ガス供給系配管・弁，自動減圧機能用ア

キュムレータ及び逃がし弁機能用アキュムレータは重大事故等対処設

備として位置づける。 

逃がし安全弁作動可能な環境条件で使用する設備のうち，高圧窒素

ガスボンベ，高圧窒素ガス供給系配管・弁及び主蒸気系配管・弁は重

大事故等対処設備として位置づける。 

復旧で使用する設備のうち，可搬型直流電源設備，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置づける。 
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これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は直流電

源喪失が発生した場合においても，原子炉を減圧することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・代替逃がし安全弁駆動装置 

現状の設備では系統構成（フランジ取り外し，ホース取り付け）

を二次格納容器内で実施しなければならず，事象の進展によっては

アクセス困難となる可能性があるが，逃がし安全弁の代替手段とし

て有効である。 

・直流給電車 

給電開始までに時間を要するが，給電可能であれば重大事故等の

対処に必要となる電力を確保できることから有効な手段である。 

 

c.インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手段及び設備 

(a)インターフェイスシステムLOCA発生時の対応 

インターフェイスシステムLOCA発生時に，漏えい箇所を隔離できな

い場合，原子炉冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいする。原子炉格納

容器外への漏えいを抑制するため，逃がし安全弁及びタービンバイパ

ス弁により原子炉を減圧する手段がある。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧で使用する設備は以下のとお

り。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系配管・クエンチャ 

・タービンバイパス弁 

・タービン制御系 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

インターフェイスシステムLOCA発生時における原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧で使用する設備のうち，逃がし安全弁，主蒸気系配

管・クエンチャは重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.3.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，インターフェイスシステムLOCA

が発生した場合においても，原子炉を減圧することで，原子炉冷却材

が原子炉格納容器外へ漏えいすることを抑制できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・タービンバイパス弁，タービン制御系 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，復水器

の真空状態が維持できていれば，原子炉を減圧する手段として有効

である。 

 

d.手順等 

上記「a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「b.サポー

ト系故障時の対応手段及び設備」及び「c.インターフェイスシステム

LOCA発生時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を

整備する。 

これらの手順は，運転員の対応として事故時運転操作手順書（徴候ベ

ース）（以下，「EOP」という。）及び事故時運転操作手順書（シビアア

クシデント）（以下，「SOP」という。）に定める（表1.3.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整理する（表1.3.2，表1.3.3）。 

（添付資料1.3.2） 
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1.3.2 重大事故等発生時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)代替減圧 

a.手動による原子炉減圧 

原子炉を冷温停止に移行するために原子炉を減圧する場合又は低圧注

水系による原子炉注水のために原子炉を減圧する場合は，逃がし安全弁

又はタービンバイパス弁を手動操作することにより，原子炉の減圧を実

施する。 

炉心損傷後の原子炉の減圧は逃がし安全2弁を使用して行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 

①原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

・復水器が使用可能であり，タービンバイパス弁の開操作が可能な

場合 

・復水器が使用不可能であるが，逃がし安全弁の開操作が可能な場

合 

 

②急速減圧の場合 

・低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上※1起動により原子炉注水

手段が確保され，逃がし安全弁の開操作が可能な場合 

・逃がし安全弁が使用できない場合は，復水器が使用可能で，ター

ビンバイパス弁の開操作が可能な場合 

 

③炉心損傷後の原子炉減圧の場合 

[低圧注水手段がある場合] 

・高圧注水系が使用できない場合で，低圧注水系1系※2以上が使用可

能である場合 

[注水手段がない場合] 

・原子炉水位が規定水位（有効燃料棒底部から有効燃料棒の長さの

10%上の位置）に到達した場合 

 

※1:「低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上」とは，原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心注

水系，残留熱除去系（低圧注水モード），給水系及び復水系のい

ずれか1系以上，又は低圧代替注水系(常設)，消火系若しくは低

圧代替注水系(可搬型)の組み合わせによる2系以上をいう。 
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なお，原子炉格納容器パラメータ又は原子炉水位が規定値に到

達した場合は，代替注水系１系であっても減圧を行う。 

※2:「低圧注水系1系」とは，残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替注水系(可搬型)，給水系

及び復水系の1系のいずれかをいう。 

（添付資料1.3.7） 

 

 (b)操作手順 

逃がし安全弁又はタービンバイパス弁を使用した原子炉の減圧を行

う手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.3.2，図1.3.3

及び図1.3.4に示す。 

[タービンバイパス弁による原子炉の減圧] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にタ

ービンバイパス弁を手動で開操作し，原子炉を減圧するよう指示す

る。 

②a（判断基準①：原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場

合） 

中央制御室運転員Aは，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率が

55℃/h以内になるように，タービンバイパス弁の開閉操作を行う。 

②b（判断基準②：急速減圧の場合） 

中央制御室運転員Aは，原子炉を急速減圧するため，タービンバイ

パス弁を開操作する。 

 

[逃がし安全弁による原子炉の減圧] 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に逃

がし安全弁を手動で開操作し，原子炉を減圧するよう指示する。 

②a（判断基準①：原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場

合） 

中央制御室運転員Aは，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率が

55℃/h以内になるように，逃がし安全弁を手動で開閉操作を行う。 

②b（判断基準②：急速減圧の場合） 

中央制御室運転員Aは，逃がし安全弁(自動減圧機能付き)8弁を手動

で開操作し，原子炉の急速減圧を行う。 

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)が開放できない場合は，自動減

圧機能を有する逃がし安全弁とそれ以外の逃がし安全弁を合わせ

て8弁を開放する。 
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②c（判断基準③：炉心損傷後の原子炉減圧の場合） 

中央制御室運転員Aは，逃がし安全弁(自動減圧機能付き又は逃がし

弁機能) 2弁を手動で開操作し，原子炉を減圧する。 

③中央制御室運転員Aは，サプレッション・チェンバ・プール水温度

上昇防止のため，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）によるサプレッション・チェンバ・プール水の除

熱を行う。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員1名で対応が可能である。 

作業開始を判断してから原子炉の減圧を開始するまでの所要時間は

下記のとおり。 

・タービンバイパス弁による原子炉の減圧：1分以内 

・逃がし安全弁による原子炉の減圧：1分以内 

 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.3.16に示す。 

自動減圧系機能喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，低圧注水系

又は代替注水系による原子炉注水準備が完了し，復水器が使用可能であれ

ばタービンバイパス弁による原子炉減圧を実施する。復水器が使用不可能

であれば逃がし安全弁による原子炉減圧を実施する。また，原子炉水位低

(L-1)が10分継続し，かつ残留熱除去系ポンプが運転している場合は代替自

動減圧機能が自動で作動し原子炉を減圧する。 

 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)常設直流電源系統喪失時の減圧 

a.可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失し

た場合，常設代替直流電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流

電源を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能なし）を開放して，原子炉

の減圧を実施する。その後，常設代替直流電源設備の枯渇により逃がし

安全弁の駆動電源喪失を防止するため，可搬型直流電源設備により逃が

し安全弁の駆動に必要な直流電源を継続的に供給する。 

原子炉の減圧確認については，中央制御室又は原子炉建屋地下1階計装

ラック室(管理区域)にて確認が可能であるため，いずれかの計器で原子
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炉の減圧を確認する。 

 
(a)手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔操

作できない状態において，以下の条件が全て成立した場合。 

 

・炉心損傷前の原子炉減圧は，低圧注水系1系以上又は代替注水系2系

以上※1起動により原子炉注水手段が確保されている場合，炉心損傷後

の原子炉減圧は，高圧注水系が使用できない場合で，低圧注水系1系
※2以上が使用可能である場合，又は原子炉水位が規定水位（有効燃料

棒底部から有効燃料棒の長さの10%上の位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁(自動減圧機能なし)作動用窒素ガスが確保されている

場合。 

・逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源が常設代替直流電源設備より

給電が可能な場合。 

 

※1:「低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上」とは，原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心注

水系，残留熱除去系（低圧注水モード），給水系及び復水系のい

ずれか1系以上，又は低圧代替注水系(常設)，消火系若しくは低

圧代替注水系(可搬型)の組み合わせによる2系以上をいう。 

なお，原子炉格納容器パラメータ又は原子炉水位が規定値に到

達した場合は，代替注水系１系であっても減圧を行う。 

※2:「低圧注水系1系」とは，残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替注水系(可搬型)，給水系

及び復水系の1系のいずれかをいう。 

（添付資料1.3.7） 

 

(b)操作手順 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを図1.3.3に，概要図を図1.3.5に，タイムチ

ャートを図1.3.6に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に常設代替直

流電源設備による逃がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

②a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力の監視用として，中央制
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御室のATWS/RPT盤に可搬計測器のケーブルを接続し，指示を確認

する。 

②b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計にて指示を確認する。 

③現場運転員C及びDは，常設代替直流電源設備による逃がし安全弁

の開放の系統構成として，高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給

止め弁の全閉操作を実施する。 

なお，高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁の操作場所は

二次格納施設内であり，事象の進展によりアクセス困難となった

場合は，全閉操作は実施しない。 

④現場運転員E及びFは，常設代替直流電源設備による逃がし安全弁

の開放の系統構成として，高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガ

ス連絡弁(A)，(B)の全開操作及び高圧窒素ガス供給系非常用窒素

ガス(A)，(B)供給弁の全開操作を実施する。 

⑤現場運転員E及びFは，窒素ガスボンベ出口圧力が規定圧力以上で

あり，逃がし安全弁(自動減圧機能なし)の駆動源が確保されてい

ることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，中央制御室のAM用切替装置(SRV)で，

125V DC分電盤側の逃がし安全弁用供給電源NFBを開放し，125V AM

分電盤側の逃がし安全弁用供給電源NFBを投入し，当直副長に常設

代替直流電源設備による逃がし安全弁開放の準備完了を報告す

る。 

⑦当直副長は，中央制御室運転員に常設代替直流電源設備による逃

がし安全弁の開放を指示する。 

⑧当直副長は，中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合は中央制

御室運転員に，現場にて原子炉圧力を確認する場合は現場運転員

に原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，逃がし安全弁(自動減圧機能なし)を

手動で開操作し，原子炉の減圧を開始する。 

⑩a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 

中央制御室運転員A及びBは，中央制御室のATWS/RPT盤に接続した

可搬計測器にて，原子炉圧力の低下により減圧が開始されたこと

を確認し，当直副長並びに現場運転員C，D，E及びFに報告すると

ともに，原子炉圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるま

で継続監視する。 
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⑩b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

 現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計の指示下降により減圧が開始されたことを確認

し，当直副長並びに現場運転員E及びFに報告するとともに，原子

炉圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続監視す

る。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ可搬

型直流電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源供給

を継続的に維持させるよう依頼する。 

⑫中央制御室運転員A及びB又は現場運転員C及びDは，原子炉圧力が

逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副

長へ原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替直流電

源設備による逃がし安全弁開まで約35分で可能である。また，常設代

替直流電源設備の枯渇により逃がし安全弁の駆動電源喪失を防止する

ため，可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電

源供給を継続的に維持させる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.3.3-1) 

 

b.逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開

放 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)の原子炉減

圧機能が喪失した場合，現場多重伝送盤にて逃がし安全弁(自動減圧機能

付き)の作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続し，逃がし安全弁

(自動減圧機能付き)を開放することで原子炉の減圧を実施する。 

原子炉の減圧確認については，中央制御室又は原子炉建屋地下1階計装

ラック室(管理区域)にて確認が可能であるため，いずれかの計器で原子

炉の減圧を確認する。 

 
(a)手順着手の判断基準 
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常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)を中

央制御室から遠隔操作できない状態において，炉心損傷前の原子炉減

圧は，低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上※1起動により原子炉注

水手段が確保されている場合，炉心損傷後の原子炉減圧は，高圧注水

系が使用できない場合で，低圧注水系1系※2以上が使用可能である場

合，又は原子炉水位が規定水位（有効燃料棒底部から有効燃料棒の長

さの10%上の位置）に到達した場合で，逃がし安全弁(自動減圧機能付

き)作動用窒素ガスが確保されている場合。 

 

※1:「低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上」とは，原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心注

水系，残留熱除去系（低圧注水モード），給水系及び復水系のい

ずれか1系以上，又は低圧代替注水系(常設)，消火系若しくは低

圧代替注水系(可搬型)の組み合わせによる2系以上をいう。 

なお，原子炉格納容器パラメータ又は原子炉水位が規定値に到

達した場合は，代替注水系１系であっても減圧を行う。 

※2:「低圧注水系1系」とは，残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替注水系(可搬型)，給水系

及び復水系の1系のいずれかをいう。 

（添付資料1.3.7） 

 

(b)操作手順 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付

き)開放手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.3.3に，

概要図を図1.3.7に，タイムチャートを図1.3.8に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に逃がし安全

弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放の

準備開始を指示する。 

②a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力の監視用として，中央制

御室のATWS/RPT盤に可搬計測器のケーブルを接続し，指示を確認

する。 

②b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計にて指示を確認する。 

③現場運転員C及びDは，逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし



1.3-21 
 

安全弁(自動減圧機能付き)開放の系統構成として，高圧窒素ガス

供給系常用窒素ガス供給止め弁の全閉操作を実施する。 

なお，高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁の操作場所は

二次格納施設内であり，事象の進展によりアクセス困難となった

場合は，全閉操作は実施しない。 

④現場運転員E及びFは，逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし

安全弁(自動減圧機能付き)開放の系統構成として，高圧窒素ガス

供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，(B)の全開操作及び高圧窒

素ガス供給系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁の全開操作を実施す

る。  

⑤現場運転員E及びFは，窒素ガスボンベ出口圧力が規定圧力以上で

あり，逃がし安全弁(自動減圧機能付き)の駆動源が確保されてい

ることを確認する。 

⑥現場運転員E及びFは，多重伝送現場盤内の逃がし安全弁(自動減圧

機能付き)作動回路に，逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び仮設ケー

ブルを接続し，当直副長に逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃

がし安全弁(自動減圧機能付き)開放の準備完了を報告する。 

⑦当直副長は，現場運転員に逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃

がし安全弁(自動減圧機能付き)の開放を指示する。 

⑧当直副長は，中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合は中央制

御室運転員に，現場にて原子炉圧力を確認する場合は現場運転員

に原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑨現場運転員E及びFは，多重伝送現場盤に接続した逃がし安全弁用

可搬型蓄電池の操作により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)を開

放し，原子炉の減圧を開始する。 

⑩a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 

中央制御室運転員A及びBは，中央制御室のATWS/RPT盤に接続した可

搬計測器にて，原子炉圧力の低下により減圧が開始されたことを確

認し，当直副長並びに現場運転員C，D，E及びFに報告するととも

に，原子炉圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続

監視する。 

⑩b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計の指示下降により減圧が開始されたことを確認し，

当直副長並びに現場運転員E及びFに報告するとともに，原子炉圧力

が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続監視する。 
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⑪中央制御室運転員A及びB又は現場運転員C及びDは，原子炉圧力が

逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副

長へ原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁用

可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放まで約55分

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.3.3-2) 

 

c.代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)の原子

炉減圧機能が喪失した場合，代替逃がし安全弁駆動装置より逃がし安全

弁(自動減圧機能なし)の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給することで

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)を開放し，原子炉の減圧を実施する。 

原子炉の減圧確認については，中央制御室又は原子炉建屋地下1階計装

ラック室(管理区域)にて確認が可能であるため，いずれかの計器で原子

炉の減圧を確認する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)を中

央制御室から遠隔操作できない状態において，低圧注水系1系以上又は

代替注水系2系以上※1起動により原子炉注水手段が確保され，逃がし安

全弁(自動減圧機能付き)作動用窒素ガスが確保されている場合。 

 

※1:「低圧注水系1系以上又は代替注水系2系以上」とは，原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心注

水系，残留熱除去系（低圧注水モード），給水系及び復水系のい

ずれか1系以上，又は低圧代替注水系(常設)，消火系若しくは低

圧代替注水系(可搬型)の組み合わせによる2系以上をいう。 

なお，原子炉格納容器パラメータ又は原子炉水位が規定値に到

達した場合は，代替注水系１系であっても減圧を行う。 
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（添付資料1.3.7） 

 

(b)操作手順(A系使用の例) 

代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)

開放手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.3.3に，概要

図を図1.3.9に，タイムチャートを図1.3.10に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に代替逃がし

安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放の準

備開始を指示する。 

②a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力の監視用として，中央制

御室のATWS/RPT盤に可搬計測器のケーブルを接続し，指示を確認

する。 

②b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計の指示を確認する。 

③現場運転員C及びDは，代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安

全弁(自動減圧機能なし)開放の系統構成として代替逃がし安全弁

駆動装置のホース接続用フランジへ仮設ホースを接続し，高圧窒

素ガス供給系重大事故時用窒素ガス供給弁後弁(A)，高圧窒素ガス

供給系重大事故時用窒素ガスPCV第一隔離弁(A)，高圧窒素ガス供

給系重大事故時用窒素ガスPCV第二隔離弁(A)の全開操作を実施す

る。 

④現場運転員E及びFは，代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安

全弁(自動減圧機能なし)開放の系統構成として高圧窒素ガス供給

系重大事故時用窒素ガス排気止め弁(A)の全閉操作を実施し，当直

副長に代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機

能なし)開放の準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員に代替逃がし安全弁駆動装置による逃が

し安全弁(自動減圧機能なし)の開放を指示する。 

⑥当直副長は，中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合は中央制

御室運転員に，現場にて原子炉圧力を確認する場合は現場運転員

に原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑦現場運転員E及びFは，高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガス

(A)供給弁を開操作し，原子炉の減圧を開始する。 

⑧a中央制御室にて原子炉圧力を確認する場合 
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中央制御室運転員A及びBは，中央制御室のATWS/RPT盤に接続した

可搬計測器にて，原子炉圧力の低下により減圧が開始されたこと

を確認し，当直副長並びに現場運転員C，D，E及びFに報告すると

ともに，原子炉圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるま

で継続監視する。 

⑧b現場にて原子炉圧力を確認する場合 

現場運転員C及びDは，原子炉建屋地下1階計装ラック室(管理区域)

の原子炉圧力計の指示下降により減圧が開始されたことを確認

し，当直副長並びに現場運転員E及びFに報告するとともに，原子

炉圧力が逃がし安全弁による減圧完了圧力となるまで継続監視す

る。 

⑨中央制御室運転員A及びB又は現場運転員C及びDは，原子炉圧力が

逃がし安全弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副

長へ原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから代替逃がし安全

弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放まで約40分で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.3.3-3) 

 

(2)逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧 

a.高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 

不活性ガス系からの作動窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全弁の駆

動に必要な作動窒素ガスの供給圧力が低下した場合に，供給源を高圧窒

素ガスボンベに切り替えることで逃がし安全弁の駆動源を確保する。 

また，高圧窒素ガスボンベからの供給期間中において，逃がし安全弁

駆動用の高圧窒素ガス供給系(非常用)出口のボンベ圧力が低下した場合

に，高圧窒素ガスボンベ(待機)側へ切替を実施し，使用済みの高圧窒素

ガスボンベを予備の高圧窒素ガスボンベと交換する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

『不活性ガス系から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替』 
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高圧窒素ガス供給系ドライウェル入口圧力低警報が発生した場合。 

『高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベの切替及び交換』 

高圧窒素ガスボンベから逃がし安全弁へ駆動用窒素ガス供給期間中

に，高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報が発生した場

合。 

 

(b)操作手順 

高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保手順の概要は以

下のとおり。概要図を図1.3.11に，タイムチャートを図1.3.12に示

す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧窒素ガス

ボンベによる逃がし安全弁駆動源確保開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，高圧窒素ガス供給系非常用窒素ガス

(A)，(B)供給弁の操作スイッチを全閉位置から全開位置とし，高圧

窒素ガスボンベによる供給に切り替わることを高圧窒素ガス供給系

常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，(B)の全閉及び高圧窒素ガス供給

系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁の全開により確認する。あわせ

て，高圧窒素ガス供給系ADS入口圧力が規定圧力以上であることを

確認し，高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，(B) 

の操作スイッチを自動位置から全開位置とし当直副長に報告する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員C及びDは，手動操作に

て高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁の全閉操作を実施

し，高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，(B)及び

高圧窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁の全開操作を実

施する。 

③当直副長は，高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁への作動用窒

素ガス供給中，高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報

が発生した場合，現場運転員に高圧窒素ガスボンベ(待機)側への切

替及び使用済み高圧窒素ガスボンベの交換を指示する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ新たに

高圧窒素ガスボンベの確保を依頼する。 

⑤現場運転員C及びD，E及びFは，高圧窒素ガスボンベを使用側から待

機側へ切替操作を実施する。 

⑥現場運転員C及びD，E及びFは，予備ボンベラックより予備の高圧窒

素ガスボンベを使用済みの高圧窒素ガスボンベと交換する。 

⑦現場運転員C及びDは，高圧窒素ガスボンベ交換後，高圧窒素ガス供
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給ラインのリークチェックを実施し，当直副長に高圧窒素ガスボン

ベによる逃がし安全弁駆動源確保完了を報告する。 

 

(c)操作の成立性 

作業開始を判断してから，高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆

動源確保完了までの必要な要員及び所要時間は以下のとおり。 

・高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 

中央制御室運転員2名，現場運転員2名にて作業を実施した場合は

約20分で可能である。 

・ボンベ切替及び予備の高圧窒素ガスボンベへの交換による逃がし安

全弁駆動源確保 

現場運転員4名にて作業を実施した場合は約60分で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。(添付資料1.3.3-4) 

 

(3)復旧 

a.代替直流電源設備による復旧 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁の機能喪失が起きた場合，代替

直流電源設備により逃がし安全弁(自動減圧機能付き)の駆動に必要な電

源を復旧して原子炉減圧を実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

常設直流電源設備の機能喪失により，直流125V主母線(A)系及び(B)

系の電圧喪失を確認した状況で，可搬型直流電源設備又は直流給電車

いずれかの設備からの給電が可能な場合。 

 

(b)操作手順 

代替直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)は，中央制御室からの遠隔操作が

可能であり，通常の運転操作により対応する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員1名にて作業を実

施した場合，可搬型直流電源設備又は直流給電車いずれかの設備から
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の電源復旧後，逃がし安全弁(自動減圧機能付き)の開放まで約1分で可

能である。 

 

b.代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源喪失が発生している場合，

代替交流電源設備により充電器を受電し，逃がし安全弁(自動減圧機能付

き)の駆動に必要な直流電源を復旧して原子炉減圧を実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により，P/C C系

及びP/C D系の受電が完了している場合。 

 

(b)操作手順 

代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手

順等」にて整備する。 

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)は，中央制御室からの遠隔操作が

可能であり，通常の運転操作により対応する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員1名にて作業を実

施した場合，代替交流電源設備により電源復旧後，逃がし安全弁(自動

減圧機能付き)の開放まで約1分で可能である。 

 

(4)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.3.16に示す。 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型直

流電源設備，逃がし安全弁用可搬型蓄電池，代替逃がし安全弁駆動装置に

より逃がし安全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型直流電

源設備，直流給電車により逃がし安全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失の原因が全交流動力電源喪失の場合は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電器を充電し，直流電源を

確保することで，逃がし安全弁の機能を復旧する。 

逃がし安全弁作動窒素ガスの喪失により逃がし安全弁が動作しない場

合，高圧窒素ガスボンベより逃がし安全弁作動窒素ガスを確保し，逃がし
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安全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

なお，逃がし安全弁の背圧対策として，想定される重大事故等の環境条

件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，予め逃

がし安全弁作動窒素ガス圧力を調整している。 

 

1.3.2.3 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 

(1)EOP「原子炉建屋制御」 

インターフェイスシステムLOCA発生時は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

機能が喪失し，原子炉格納容器外へ原子炉冷却材の漏えいが生じる。した

がって，原子炉格納容器外への漏えいを停止するための破断箇所の隔離，

保有水を確保するための原子炉注水が必要となる。 

破断箇所の発見又は隔離ができない場合は，逃がし安全弁及びタービン

バイパス弁により原子炉を減圧することで，原子炉建屋への原子炉冷却材

漏えいを抑制し，破断箇所の隔離を行う。 

 

a.手順着手の判断基準 

非常用炉心冷却系出口配管の圧力上昇，原子炉建屋内の温度上昇又は

放射線モニタの指示上昇等を示すパラメータの変化及び警報の発生によ

り，インターフェイスシステムLOCAの発生を判断した場合。 

 

b.操作手順 

EOP「原子炉建屋制御」における操作手順の概要は以下のとおり。手順

の対応フローを図1.3.13及び図1.3.14に，タイムチャートを図1.3.15に

示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，インターフェイスシス

テムLOCAの発生を判断し，中央制御室運転員に原子炉手動スクラム

と破断箇所の特定及び隔離を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，原子炉手動スクラムを実施する。ま

た，発生した警報及びパラメータの変化から，破断箇所の特定及び

中央制御室からの遠隔操作にて隔離を実施する。 

③当直副長は，破断箇所の特定及び中央制御室からの遠隔操作にて隔

離不可の場合は，中央制御室運転員に非常用ガス処理系起動及び低

圧炉心注水系2系統以上起動又は代替注水系起動を指示する。 

④中央制御室運転員A及びBは，非常用ガス処理系及び低圧炉心注水系

2系統以上又は代替注水系の起動操作を実施する。 

⑤当直副長は，非常用ガス処理系及び低圧炉心注水系2系統以上又は
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代替注水系の起動後，運転員に原子炉減圧，原子炉水位低下，原子

炉建屋環境悪化(建屋温度，建屋圧力，建屋放射線量)抑制の操作開

始を指示する。 

⑥a復水器使用可能の場合 

中央制御室運転員A及びBは，逃がし安全弁及びタービンバイパス弁

により急速減圧を行い，原子炉減圧(大気圧まで)を実施すること

で，原子炉建屋への原子炉冷却材漏えい量を抑制する。 

⑥b復水器使用不可能の場合 

中央制御室運転員A及びBは，逃がし安全弁により急速減圧を行い，

原子炉減圧(減圧完了圧力まで)を実施することで，原子炉建屋への

原子炉冷却材漏えい量を抑制する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，低圧注水系2系統以上又は代替注水系

により原子炉水位をL-1～L-1.5に維持する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，原子炉建屋放射能及び燃料取替床放射

能が制限値以下の場合，原子炉区域･タービン区域換気空調系の起

動操作を実施し，原子炉建屋環境(建屋温度，建屋圧力，建屋放射

線量)の悪化抑制を行う。 

⑨現場運転員C及びDは，中央制御室からの遠隔操作による破断箇所の

隔離ができない場合は，蒸気漏えいに備え保護具(酸素呼吸器及び

耐熱服)を装着し(現場運転員E及びFは装着補助を行う)，原子炉建

屋(管理区域)にて隔離弁を全閉することで原子炉冷却材圧力バウン

ダリからの漏えいを停止する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，各種監視パラメータの変化から，破断

箇所の隔離が成功していることを確認し，原子炉水位をL-3～L-8に

調整･維持する。 

⑪中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(停止時冷却モー

ド)を起動し，原子炉の冷却を行う。 

 

c.操作の成立性 

上記の操作のうち，中央制御室からの隔離操作は，1ユニット当たり中

央制御室運転員2名にて作業を実施した場合，インターフェイスシステム

LOCA発生から破断箇所の隔離完了まで15分以内で可能である。 

遠隔操作による隔離ができない場合の現場での隔離操作は，1ユニット

当たり中央制御室運転員2名及び現場運転員4名にて作業を実施した場

合，インターフェイスシステムLOCA発生から破断箇所の隔離完了まで約

330分で可能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及び

耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。 

 

(中央制御室からの遠隔隔離操作の成立性) 

インターフェイスシステムLOCAが発生する可能性のある操作は，定

例試験として実施する非常用炉心冷却系電動弁手動開閉試験における

原子炉注入弁の手動開閉操作である。 

上記試験を行う際は，系統圧力を監視し上昇傾向にならないことを

確認しながら操作し，系統圧力が上昇傾向になった場合は速やかに原

子炉注入弁の閉操作を実施することとしている。しかし，故障等によ

り閉操作が困難となり系統圧力が異常に上昇し，低圧設計部分の過圧

を示す警報の発生及び漏えい関連警報が発生した場合には，同試験を

実施していた非常用炉心冷却系でインターフェイスシステムLOCAが発

生していると判断できる。これにより，漏えい箇所の特定及び隔離操

作箇所の特定が容易であり，中央制御室からの遠隔隔離操作を速やか

に行うことが可能である。 

  

(現場隔離操作の成立性) 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートの環境を考慮し

ても，現場での隔離操作は可能である。 

 

(溢水の影響) 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフ

ェイスシステムLOCAにより漏えいが発生する機器よりも上層階に位置

し，溢水の影響を受けない。 

 

(インターフェイスシステムLOCAの検知について) 

インターフェイスシステムLOCA発生時は，原子炉格納容器内外のパ

ラメータ等によりインターフェイスシステムLOCAと判断する。非常用

炉心冷却系ポンプ設置室は，原子炉建屋内において各部屋が分離され

ているため，床漏えい検出器，監視カメラ及び火災報知器により，漏

えい場所を特定するための参考情報の入手並びに原子炉建屋の状況を

確認することが可能である。 

(添付資料1.3.3-5，添付資料1.3.4，添付資料1.3.5，添付資料1.3.6) 

 

1.3.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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逃がし安全弁，中操監視計器類への電源供給手順及び可搬型代替直流電源

設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備への燃料補給手順

については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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表 1.3.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対応設備，手順書一覧(1/3) 

(フロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

自動減圧系 
原
子
炉
減
圧
の
自
動
化 

代替自動減圧ロジック(代替自動減圧機
能） 
逃がし安全弁(自動減圧機能付き C, 

H,N,T の 4 弁） 
主蒸気系配管・クエンチャ 
自動減圧系の起動阻止スイッチ 

自動減圧機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ ※1，※2 

手
動
に
よ
る
原
子
炉
減
圧 

逃がし安全弁(逃がし弁機能） 
主蒸気系配管・クエンチャ 
逃がし弁機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 
原子炉制御「減圧冷却」等 

事故時運転操作手順書(シビア
アクシデント) 
「注水-1」 

タービンバイパス弁 
タービン制御系 

自
主
対
策 

設
備 

※1:代替自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2:自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4:逃がし安全弁の背圧対策は，運転員による操作不要の対策である。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧(2/3) 

(サポート系故障時） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

常設直流電源系統 可
搬
型
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
減
圧 

可搬型直流電源設備 ※3 
常設代替直流電源設備 
AM 用切替装置（SRV） 

燃料補給設備 ※3 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 
「可搬型直流電源設備による

逃がし安全弁開放」 

逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型

蓄
電
池
に
よ
る
減
圧 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 

「逃がし安全弁用可搬型蓄電
池による SRV 開放(多重伝送
盤）」 

代
替
逃
が
し
安
全
弁 

駆
動
装
置
に
よ
る
減
圧 

高圧窒素ガス供給系(代替逃がし安全弁
駆動装置） 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 
「代替 SRV駆動装置による SRV

開放」 

不活性ガス系 
高
圧
窒
素
ガ
ス
供
給
系
（
非
常
用
）

に
よ
る
作
動
窒
素
ガ
ス
確
保 

高圧窒素ガスボンベ 
高圧窒素ガス供給系配管・弁 

自動減圧機能用アキュムレータ 
逃がし弁機能用アキュムレータ 重

大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 

「SRV 駆動源確保」 
 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
の 

背
圧
対
策 

高圧窒素ガスボンベ 
高圧窒素ガス供給系配管・弁 
主蒸気系配管・弁 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ ※4 

※1:代替自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 

※2:自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4:逃がし安全弁の背圧対策は，運転員による操作不要の対策である。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧(3/3) 

(サポート系故障時） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

常設直流電源 
全交流動力電源 

代
替
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
復
旧 

可搬型直流電源設備 ※3 
燃料補給設備 ※3 重

大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ ※3 

直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 
※3 

 

自
主
対
策 

設
備 

代
替
交
流
電
源
設
備 

に
よ
る
復
旧 

常設代替交流電源設備 ※3 
可搬型代替交流電源設備 ※3 

燃料補給設備 ※3 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時 

－ 

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
減
圧 

逃がし安全弁 
主蒸気系配管・クエンチャ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース） 

「原子炉建屋制御」等 

タービンバイパス弁 
タービン制御系 

自
主
対
策 

設
備 

※1:代替自動減圧機能は，運転員による操作不要の減圧機能である。 
※2:自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4:逃がし安全弁の背圧対策は，運転員による操作不要の対策である。 
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表 1.3.2 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(1/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)代替減圧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「減圧冷却」 

 判
断
基
準 

補機監視機能 

高圧炉心注水系(B)吐出圧力 
高圧炉心注水系(C)吐出圧力 

原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力 
RFP 吐出ヘッダ圧力 
復水器器内圧力 

操
作 

 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

補機監視機能 
サプレッション・チェンバ・プール水位 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

復水器器内圧力 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「急速減圧」 
 

判
断
基
準 

補機監視機能 

高圧炉心注水系(B)吐出圧力 

高圧炉心注水系(C)吐出圧力 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力 
RFP 吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 

復水移送ポンプ(C)吐出圧力 
ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 
復水器器内圧力 

操
作 

 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

補機監視機能 
サプレッション・チェンバ・プール水位 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 
復水器器内圧力 
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監視計器一覧(2/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)代替減圧 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水―1」 
 

判
断
基
準 

補機監視機能 

残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 

復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 
ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 
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監視計器一覧(3/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 
(1)常設直流電源系統喪失時の減圧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「可搬型直流電源設備による逃がし

安全弁開放」 

判
断
基
準 

電源 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

直流 125V 充電器盤 A-2 電圧 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 ADS(A)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 ADS(B)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)

出口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 

残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ(A)吐出圧力 
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

操
作 

 
原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 ADS(A)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 ADS(B)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)

出口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「逃がし安全弁用可搬型蓄電池によ
る SRV 開放(多重伝送盤)」 

 

判
断
基
準 

電源 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

直流 125V 充電器盤 A-2 電圧 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 ADS(A)入口圧力 

高圧窒素ガス供給系 ADS(B)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)
出口圧力 

高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 

復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 
ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

操
作 

 

原子炉圧力容器内の
圧力 

原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 ADS(A)入口圧力 

高圧窒素ガス供給系 ADS(B)入口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)
出口圧力 

高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 
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監視計器一覧(4/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 
(1)常設直流電源系統喪失時の減圧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「代替 SRV 駆動装置による SRV 開

放」 

判
断
基
準 

電源 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

直流 125V 充電器盤 A-2 電圧 

補機監視機能 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガスボンベ(A)
出口圧力 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 
SRV 緊急時強制操作用窒素ガス(A)圧力 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガス(B)圧力 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 

復水移送ポンプ(C)吐出圧力 
ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

操
作 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

補機監視機能 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガスボンベ(A)
出口圧力 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 
SRV 緊急時強制操作用窒素ガス(A)圧力 

SRV 緊急時強制操作用窒素ガス(B)圧力 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(2)逃がし安全弁作動窒素ガス喪失時の減圧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「SRV 駆動源確保」 判

断
基
準 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 ドライウェル入口圧
力低警報 

高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)
出口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)

出口圧力 

操
作 

補機監視機能 

高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(A)

出口圧力 
高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ(B)
出口圧力 
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監視計器一覧(5/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.3 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

 「原子炉建屋制御」 

判
断
基
準 

 
 

 
 
格納容器バイパスの

監視 
 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(SA) 
原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 
格納容器内圧力(D/W) 
ドライウェル雰囲気温度 

残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力 

高圧炉心注水系(B)吐出圧力 
高圧炉心注水系(C)吐出圧力 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

RHR ポンプ室雰囲気温度 
RCIC ポンプ室雰囲気温度 
RCIC 機器室雰囲気温度 

エリア放射線モニタ 

補機監視機能 ドライウェルサンプ水位 

漏えい関連警報 

RHR ポンプ(A)室床漏えい 
RHR ポンプ(B)室床漏えい 
RHR ポンプ(C)室床漏えい 

HPCF(B)ポンプ室床漏えい 
HPCF(C)ポンプ室床漏えい 
RCIC ポンプ室床漏えい 

RCIC 蒸気管圧力低 
RCIC 蒸気管流量大 
CUW 差流量大 

操
作 

 

格納容器バイパスの
監視 

 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(SA) 
原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(C)吐出圧力 

高圧炉心注水系(B)吐出圧力 
高圧炉心注水系(C)吐出圧力 
原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

RHR ポンプ室雰囲気温度 
RCIC ポンプ室雰囲気温度 
RCIC 機器室雰囲気温度 

エリア放射線モニタ 
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監視計器一覧(6/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.3.2.3 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応手順 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

 「原子炉建屋制御」 

操
作 

 

原子炉圧力容器への
注水量 

残留熱除去系(A)系統流量 
残留熱除去系(B)系統流量 
残留熱除去系(C)系統流量 

高圧炉心注水系(B)系統流量 
高圧炉心注水系(C)系統流量 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション･チェンバ･プール水位 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

最終ヒートシンクに

よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
残留熱除去系(A)系統流量 

残留熱除去系(B)系統流量 
残留熱除去系(C)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 

残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 
残留熱除去系熱交換器(C)入口温度 
残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 

残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 
残留熱除去系熱交換器(C)出口温度 
原子炉補機冷却水系(A)系統流量 

原子炉補機冷却水系(B)系統流量 
原子炉補機冷却水系(C)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 

残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水流量 
原子炉補機冷却系熱交換器(A)出口冷却水

温度 
原子炉補機冷却系熱交換器(B)出口冷却水
温度 

原子炉補機冷却系熱交換器(C)出口冷却水
温度 
原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)吐出圧力 

原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力 
原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)吐出圧力 
原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)吐出圧力 

原子炉補機冷却海水系ポンプ(E)吐出圧力 
原子炉補機冷却海水系ポンプ(F)吐出圧力 

補機監視機能 

 

復水器器内圧力 

 

 



1.3-41 

表 1.3.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 

 

給電元 
給電母線 

 

【1.3】 
原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する
ための手順等 

逃がし安全弁 

常設代替直流電源設備 
可搬型直流電源設備 
逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

直流 125V A 系 
直流 125V A-2 系 
AM 用直流 125V  

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 
計測用 B系電源 
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図 1.3.1 機能喪失原因対策分析(1/2) 
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図 1.3.1 機能喪失原因対策分析(2/2) 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあること

を示している。ただし，AND 条件，OR 条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

図 1.3.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

 

  

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8 故障要因9

SR弁弁本体故障

ADS A系自動信号

ADS A系手動

ADS A系電磁弁故障

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪

失

外部電源喪
失

ADS B系自動信号

ADS B系手動

ADS B系電磁弁故障

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪
失

外部電源喪

失

アキュムレータ

窒素ガスボンベ

AC系

配管

自動信号

手動

逃がし弁電磁弁故障

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

アキュムレータ

AC系

配管

SR弁弁本体故障

自動信号

手動

逃がし弁電磁弁故障

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

アキュムレータ

AC系

配管

AC電源喪失

ADS機能用駆動源喪
失（窒素ガス） HPIN（非常用）機能喪

失

SR弁による原子炉減
圧機能喪失

SR弁（ADS機能付き）
による減圧機能喪失

ADS機能喪失

ADS A系機能喪失

ADS A系作動回路故

障

ADS A系駆動電源喪
失（DC電源）

逃がし弁機能喪失

M/C故障

ADS B系機能喪失

ADS B系作動回路故

障

ADS B系駆動電源喪
失（DC電源）

直流電源供給機能喪

失 充電器機能喪失
AC電源喪失

M/C故障

直流電源供給機能喪
失 充電器機能喪失

逃がし弁作動回路故

障

逃がし弁駆動電源喪
失（DC電源） 直流電源供給機能喪

失 充電器機能喪失
AC電源喪失

SR弁（ADS機能なし）
による減圧機能喪失 逃がし弁機能喪失

逃がし弁作動回路故

障

逃がし弁駆動電源喪
失（DC電源） 直流電源供給機能喪

失 充電器機能喪失

M/C故障

逃がし弁用駆動源喪
失（窒素ガス） HPIN（常用）機能喪失

M/C故障

逃がし弁用駆動源喪
失（窒素ガス） HPIN（常用）機能喪失

AC電源喪失
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図 1.3.2 EOP 原子炉制御「減圧冷却」対応フロー 
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図 1.3.3 EOP 不測事態「急速減圧」対応フロー 
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図 1.3.4 SOP 「注水-1」対応フロー 
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図 1.3.5 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 概要図 
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図 1.3.6 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 タイムチャート 

  

※ガスタービン発電機及び電源車によるAM用MCC 7B受電の内、最長時間である6時間15分及びAM用充電器受電時間を2時間20分とし,8時間35分で継続供給可能である。

可搬型直流電源設備による逃

がし安全弁開放

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

原子炉の減圧確認につ

いては、中央制御室又

は原子炉建屋地下１階

計装ラック室（管理区

域）にて確認が可能であ

るため、いずれかの計

器で原子炉減圧を確認

する。

 

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2

緊急時対策要員 6

経過時間（時間）
備考

手順の項目 要員（数）

AM用MCC7B受電

AM直流125V充電器盤受電及び換気設備運転

減圧確認

10分 20分 30分 40分 50分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

可搬計測器接続

通信手段確保

電源切替

減圧確認

移動，系統構成

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放
※ 8時間35分

通信手段確保

電源車からの送電

移動・回路構成

電源ケーブル接続

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁開放
35分

電源ケーブル接続前準備

移動，系統構成
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図 1.3.7 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放 概要図 

HPIN N2ガスﾎﾞﾝﾍﾞ

RCCV

ＲＰＶ主蒸気ﾗｲﾝ

NO

ADS用SRV
(A,C,F,H,L,N,R,T)

S/C

HPIN N2ガスﾎﾞﾝﾍﾞ

ﾎﾞﾝﾍﾞ元弁

予備側 使用側

端子接続

ＳＲＶ用
蓄電池

多重伝送現場盤

AC系より

PT

PS

（中央制御室）

可搬
計測器

PI

④※1,2 ④※3,4

sw

設計基準対象施設から
追加した箇所

凡例

MO MO

MO

PIS MO

MO ③

ＡＤＳ用
アキュムレータ

ＳＲＶ用
アキュムレータ
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図 1.3.8 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放 タイムチャート 

 

移動、系統構成

移動、系統構成

2
減圧確認

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2
可搬型蓄電池，ケーブル接続

減圧操作開始

逃がし安全弁用可搬型蓄電池

による逃がし安全弁開放

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

電源確認，通信手段確保 原子炉の減圧確

認については、中

央制御室又は原

子炉建屋地下１階

計装ラック室（管理

区域）にて確認が

可能であるため、

いずれかの計器で

原子炉減圧を確認

する。

可搬計測器接続

減圧確認

現場運転員　Ｃ，Ｄ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁開放 55分
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図 1.3.9 代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放 概要図 

操作手順 弁名称

③※1 高圧窒素ｶﾞｽ供給系重大事故時用窒素ｶﾞｽ供給弁後弁(A)

③※2 高圧窒素ｶﾞｽ供給系重大事故時用窒素ｶﾞｽPCV第二隔離弁(A)

③※3 高圧窒素ｶﾞｽ供給系重大事故時用窒素ｶﾞｽPCV第一隔離弁(A)

④ 高圧窒素ｶﾞｽ供給系重大事故時用窒素ｶﾞｽ排気止め弁(A)

⑦ 高圧窒素ｶﾞｽ供給系重大事故時用窒素ｶﾞｽ(A)供給弁
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図 1.3.10 代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放 タイムチャート 

 

通信手段確保

可搬計測器接続

減圧確認

移動

仮設ホース取り付け，系統構成

減圧確認

移動

系統構成，減圧操作開始

備考
経過時間（分）

手順の項目

代替逃がし安全弁駆動装置に

よる逃がし安全弁開放

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ

現場運転員　Ｃ，Ｄ

現場運転員　Ｅ，Ｆ

2

2

要員（数）

原子炉の減圧確認につ

いては、中央制御室又

は原子炉建屋地下１階

計装ラック室（管理区

域）にて確認が可能であ

るため、いずれかの計

器で原子炉減圧を確認

する。

 

2

10 20 30 40 50 60 70 80

４０分 代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁開放
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図 1.3.11 高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 概要図 

N2ｶﾞｽ
供給装置

HPIN N2ガスﾎﾞﾝﾍﾞ

RCCV

ＲＰＶ主蒸気ﾗｲﾝ

NO

SRV

逃がし弁
機能用
ｱｷｭﾑﾚｰﾀ

MO

MO MO

M
O

R/B

S/C

HPIN N2ガスﾎﾞﾝﾍﾞ

ﾎﾞﾝﾍﾞ元弁

使用側 待機側

Y/D

予備ボンベ予備ボンベ

PIS

②※2,3

②※4,5

MO

②※1

ＡＤＳ用
アキュムレータ



1.3-55 

 

 

 

 

図 1.3.12 高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 タイムチャート 

 

 

通信手段確保

窒素ガス供給確認

移動、ラ イ ン切替

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

高圧窒素ガスボンベによる逃

がし安全弁駆動源確保

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

10 20 30 40 50 60 70

高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保20分
ドライウェル入口圧力低警報 発生

移動、ボンベ切替

ボンベ交換

リークチェ ック

移動、ボンベ切替

ボンベ交換

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

高圧窒素ガスボンベによる逃

がし安全弁駆動源確保

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2

10 20 30 40 50 60 70

60分
高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保

0
窒素ガスボンベ出口圧力低警報 発生
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図 1.3.13 EOP 原子炉制御「スクラム」におけるインターフェイス 

システム LOCA 発生時の対応フロー
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図 1.3.14 EOP 「原子炉建屋制御」におけるインターフェイスシステム LOCA 発生時の対応フロー
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図 1.3.15 インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応 タイムチャート 

(中央制御室からの遠隔操作による破断箇所の隔離ができない場合) 

警報確認，パラ メータ確認，通信手段確保

手動スクラ ム並びに破断箇所特定及び遠隔隔離操作　

ＳＧＴＳ起動並びに低圧注水系若しくは代替注水系起動

原子炉減圧

残留熱除去系（サプレンショ ン・チェ ンバ・プール水冷却モード）

ＲＨＲ停止時冷却モード起動

R/A・T/A送・排風機起動

移動，保護具装着

現場隔離操作

移動，保護具装着補助

 ※　破断の規模によっては，現場での隔離操作の所要時間は330分以内となる。

経過時間（分） 経過時間（時）
備考

2

手順の項目 要員（数）

インターフェイスシステム

ＬＯＣＡ

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2

原子炉水位調整　隔離成功までL-1～L-1.5水位を維持

原子炉水位　隔離成功後L-3～L-8水位を維持

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

10 20 30 2 3 4 6 7

インターフェイスシステムＬＯＣＡ事象発生

5 8

約330分 現場隔離 ※

インターフェイスシステムＬＯＣＡ事象判断

約15分以内 遠隔隔離
原子炉減圧完了，S/Cプール水冷却開始
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図 1.3.16 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/2) 

 

 

 

  

番号 番号技術的能力審査基準（1.3） 設置許可基準規則（46条） 技術基準規則（61条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失

した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備

を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減

圧機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。

⑦

【解釈】

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。
－

【解釈】

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を

「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６１条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。

－

（１）可搬型重大事故防止設備

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁

（逃がし安全弁（BWR の場合）又は、主蒸気逃がし

弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよ

う、手順等が整備されていること。

②

（１）ロジックの追加

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な

状態で、逃がし安全弁を作動させる減圧自動化

ロジックを設けること（BWR の場合）。

（１）ロジックの追加

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可

能な状態で、逃がし安全弁を作動させる減

圧自動化ロジックを設けること（BWR の場

合）。

⑧

（２）可搬型重大事故防止設備

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧

用の弁（逃がし安全弁（BWR の場合）又は主蒸

気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場

合））を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型

代替直流電源設備を配備すること。

（２）可搬型重大事故防止設備

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、

減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の場合）

又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁

（PWR の場合））を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

手動設備又は可搬型代替直流電源設備を配

備すること。

⑨

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の

弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操

作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒素ボン

ベを整備すること。
③

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にする

こと。
④

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧

用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッ

サー又は窒素ボンベを配備すること。

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型

コンプレッサー又は窒素ボンベを配備する

こと。

⑩
（２）復旧

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を

作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が

行えるよう、代替電源による復旧手順等が整備され

ていること。

⑤

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発

生した場合の環境条件において確実に作動する

こと。（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR）

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を

隔離すること。隔離できない場合、加圧器逃がし弁

を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウン

ダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されて

いること。（PWR の場合）

－

（４）インターフェイスシステムLOCA（ISLOCA）

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの損傷箇所を隔離すること。隔離できない

場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑

制するために、逃がし安全弁（BWR の場合）又は主

蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合）を

作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されてい

ること。

⑥

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等

が発生した場合の環境条件において確実に

作動すること。
⑪
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/2) 

 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）
新設

逃がし安全弁（自動減

圧機能付きC,H,N,Tの4

弁）

既設

主蒸気系配管・クエン

チャ
既設

自動減圧系の起動阻止

スイッチ

既設

新設

自動減圧機能用アキュ

ムレータ
既設

逃がし安全弁（逃がし

弁機能）
既設 タービンバイパス弁 常設

主蒸気系配管・クエン

チャ
既設 タービン制御系 常設

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ
既設 － －

可搬型直流電源設備 新設

常設代替直流電源設備 新設

AM用切替装置（SRV） 新設

燃料補給設備
既設

新設

逃がし安全弁用可搬型

蓄電池
新設

高圧窒素ガスボンベ 既設

高圧窒素ガス供給系配

管・弁
既設

自動減圧機能用アキュ

ムレータ
既設

逃がし弁機能用アキュ

ムレータ
既設

－ －

高圧窒素ガスボンベ 既設

高圧窒素ガス供給系配

管・弁
既設

主蒸気系配管・弁 既設

可搬型直流電源設備 新設
直流給電車及び可搬型

代替交流電源設備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

－ －

逃がし安全弁 既設 タービンバイパス弁 常設

主蒸気系配管・クエン

チャ
既設 タービン制御系 常設

※1：手順は「1.14　電源の確保に関する手順等」にて整備する。

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

原

子

炉

減

圧

の

自

動

化

①

⑦

⑧

－ － － －

40分

－

逃

が

し

安

全

弁

に

よ

る

減

圧

①

⑦

タ
ー

ビ

ン

バ

イ

パ

ス

弁

に

よ

る

減

圧

自主対策とす

る理由は本文

参照

－

可

搬

型

直

流

電

源

設

備

に

よ

る

減

圧 ①

②

⑦

⑨

代

替

逃

が

し

安

全

弁

駆

動

装

置

に

よ

る

減

圧

高圧窒素ガス供給系

（代替逃がし安全弁駆

動装置）

常設

－

4名

自主対策とす

る理由は本文

参照逃

が

し

安

全

弁

用

可

搬

型

蓄

電

池

に

よ

る

減

圧
－ －

高

圧

窒

素

ガ

ス

供

給

系

（

非

常

用
）

に

よ

る

作

動

窒

素

ガ

ス

確

保

①

③

⑦

⑩

－ －

－

－ －

逃

が

し

安

全

弁

の

背

圧

対

策

①

④

⑦

⑪

－ － － －

－

代

替

直

流

電

源

設

備

に

よ

る

復

旧

①

⑤

直

流

給

電

車

に

よ

る

復

旧

12時間

※1

6名

※1

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

イ

ン

タ
ー

フ
ェ

イ

ス

シ

ス

テ

ム

L

O

C

A

発

生

時

の

減

圧

①

⑥

イ

ン

タ
ー

フ
ェ

イ

ス

シ

ス

テ

ム

L

O

C

A

発

生

時

の

減

圧

自主対策とす

る理由は本文

参照

－

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

復

旧

①

⑤
－ －

－ － －

1分 1名

1分 1名

－ －

－

：重大事故等対処設備
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図 1 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉) 
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

M/C 7C

P/C 7C-1 P/C 7D-1

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

AM用MCC 7B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

P/C 7E-1

M/C 7E

M

電源

車

D/G

(7A)

M/C 7D

(7B)

D/G

電源

車

緊急用電源切替箱

断路器

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

号炉間電力融通

（６号炉緊急用電源切替箱断路器へ）

MCC
7C-1-4

MCC
7C-1-7

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
７
Ａ

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
７
Ａ―

２

Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器

MCC
7C-1-6

Ａ
Ｍ
用
直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器

MCC
7D-1-4

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
７
Ａ―

２

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
７
Ｂ

MCC
7D-1-7

MCC
7E-1-3

直
流
１
２
５
Ｖ
充
電
器
７
Ｃ

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉)
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重大事故対策の成立性 

 

1.可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

 

a.操作概要 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失した

場合，常設代替直流電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源

を確保し，逃がし安全弁（自動減圧機能なし）を開放し，原子炉の減圧を

実施する。その後，常設代替直流電源設備の枯渇により逃がし安全弁の駆

動電源喪失を防止するため，可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の駆

動に必要な直流電源を継続的に供給する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 4 階，地下 1階(非管理区域) 

原子炉建屋 地下 1階(管理区域) 

 

c.必要要員数および操作時間  

常設代替直流電源設備による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放に必

要な要員数(6 名)，所要時間(35 分)のうち，現場での系統構成，可搬型直流

電源設備による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放及び現場での減圧状

況確認に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。また，常設代替直流電源

設備の枯渇により逃がし安全弁の駆動電源喪失を防止するため，可搬型直流

電源設備により逃がし安全弁の駆動に必要な直流電源を継続的に供給する。

（可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。） 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:35 分(実績時間：28 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。非管理区

域における操作は放射性物質が放出される可能性があることか

ら，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又

は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考

慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備し

て作業を行う。 

添付資料 1.3.3-1 
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移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の端子操作であり，容易に接続が可能である。 

操作に必要な資機材(可搬型小型バッテリー，仮設ケーブル，仮

設電源スイッチ)は原子炉減圧操作場所近傍に配備している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統構成 減圧確認(現場） 
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2．逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放 

 

a.操作概要 

全交流電源喪失，常設直流電源及び代替直流電源の喪失により中央制御室

からの遠隔操作が出来ない場合に，現場多重伝送盤へ逃がし安全弁用可搬型

蓄電池を接続することにより逃がし安全弁を開放する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 4 階，地下 1階(非管理区域) 

原子炉建屋 地下 1階(管理区域) 

 

c.必要要員数および操作時間  

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開

放に必要な要員数(6 名)，所要時間(55 分)のうち，現場での系統構成，逃が

し安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁(自動減圧機能付き)開放及び

現場での減圧状況確認に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:55 分(実績時間:44 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。非管理区

域における操作は放射性物質が放出される可能性があることか

ら，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又

は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可能性を考

慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備し

て作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の端子操作であり，容易に接続が可能である。 

操作に必要な資機材(可搬型小型バッテリー，仮設ケーブル，仮

設電源スイッチ)は原子炉減圧操作場所近傍に配備している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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系統構成 減圧確認(現場） 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池運搬 逃がし安全弁用可搬型蓄電池接続 



1.3-71 

 

3.代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放 

 

a.操作概要 

代替逃がし安全弁駆動装置より逃がし安全弁(自動減圧機能なし)の電磁

弁排気ポートへ窒素ガスを供給することで逃がし安全弁(自動減圧機能な

し)を開放し，原子炉の減圧を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

原子炉建屋 1 階，地下 1階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替逃がし安全弁駆動装置による逃がし安全弁(自動減圧機能なし)開放

に必要な要員数(6 名)，所要時間(40 分)のうち，現場での系統構成，減圧操

作，減圧確認に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:40 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間な

し) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。 

  非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可

能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :設備設置工事中のため，設置工事完了後，操作性について検証

する。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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4.高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保 

(1)高圧窒素ガスボンベによる供給のためのライン切替 

 

a.操作概要 

高圧窒素ガス供給系ドライウェル入口圧力低警報が発生した際，電動弁

の電源が確保できない場合，高圧窒素ガスボンベによる供給のためにライ

ン切替を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 4 階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保に必要な要員数(4

名)，所要時間(20 分)のうち，高圧窒素ガスボンベによる供給のためのラ

イン切替に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分(実績時間:13 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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(2)高圧窒素ガスボンベ(待機側)への切替及び使用済み高圧窒素ガスボンベの

交換 

 

a.操作概要 

原子炉減圧操作中及び減圧完了後の逃がし安全弁開保持期間中に，逃が

し安全弁駆動用の高圧窒素ガス供給系(非常用)出口のボンベ圧力低警報

が発生した場合に，高圧窒素ガスボンベ(待機側)への切替と使用済みボン

ベの交換を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 4 階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁駆動源確保に必要な要員数(4

名)，所要時間(60 分)のうち，高圧窒素ガスボンベ(待機側)への切替え，

使用済み高圧窒素ガスボンベの交換操作に必要な要員数，所要時間は以下

のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:60 分(実績時間:59 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常のボンベ切替･交換操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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5.インターフェイスシステム LOCA 発生時の漏えい停止操作(高圧炉心注水系の

場合) 

 

a.操作概要 

インターフェイスシステムLOCA発生時は，原子炉格納容器外への漏えい

を停止するための破断箇所の隔離が必要となる。破断箇所の発見又は隔離

ができない場合は，逃がし安全弁及びタービンバイパス弁により原子炉を

減圧し，原子炉建屋への原子炉冷却材漏えいを抑制する。その後は原子炉

を冷温停止状態に移行させ，破断箇所の隔離操作を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 1 階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の高圧炉心注水系からの漏えい停

止操作に必要な要員数(6 名)，所要時間(330 分)のうち移動，保護具装着，

原子炉建屋内隔離操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:90 分(実績時間 60 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:現場環境(温度･湿度･圧力)が改善された状態での操作であり，

酸素呼吸器及び耐熱服を確実に装着することにより事故環境下

においても作業可能である。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト･懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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現場手動弁隔離操作 
(保護具着用） 

耐熱服 酸素呼吸器 

保護具装着状態 
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インターフェイスシステム LOCA 時の概要図 

 

 

図 1 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)時の重大事故等対策

の概要図(1/3) (原子炉注水) 

 

 

図 2 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)時の重大事故等対策

の概要図(2/3) (原子炉注水及び原子炉格納容器除熱) 
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図 3 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA)時の重大事故等対策

の概要図(3/3) (原子炉注水，原子炉格納容器除熱及び原子炉冷却) 
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インターフェイスシステム LOCA 発生時の破断面積及び現場環境等について 

 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の破断箇所は，運転中に弁の開閉試験

を実施する系統のうち，インターフェイスシステム LOCA が発生する可能性が最

も高い高圧炉心注水系の吸込配管としている。ここでは，低圧設計部となってい

る配管及び弁，計装設備の耐圧バウンダリとなる箇所に対して，各構造の実耐力

を踏まえた評価を行い，破断面積の評価及びインターフェイスシステム LOCA 発

生時の現場環境への影響について評価する。 

 

(1)インターフェイスシステム LOCA における破断面積の設定 

高圧炉心注水系の電動弁開閉試験にて，原子炉注入逆止弁が故障により開固

着し，原子炉注入電動弁が誤操作又は誤動作した場合，高圧炉心注水系の低圧

設計のポンプ吸込配管の過圧を想定しても，その漏えい面積は 1cm2 を超える

ことはない。 

そこで，インターフェイスシステム LOCA における破断面積は，保守的な想

定とはなるがフランジ部の漏えい面積として保守的に10cm2を想定することと

する。 

他の非常用炉心冷却系においてインターフェイスシステム LOCA が発生する

可能性は本系統と比較して系統構成が異なるためその発生可能性は極めて小

さくなるが，本漏えい面積の評価結果によれば，同様な非常用炉心冷却系への

過圧が起きた場合においても，漏えいはフランジ部又は計装設備からの漏えい

に留まり，加えて，残留熱除去系の吐出側は，ポンプ吐出圧力設計（3.4MPa）

であり，吐出側において顕著な漏えいが発生する可能性は小さい。よって，仮

に他の非常用炉心冷却系において過圧事象が生じた場合においても，漏えいの

規模は本評価における想定と同程度に留まるものと考えられる。 

 

(2)現場の想定 

・評価の想定と事故進展解析 

ここでは破断面積 10cm2 のインターフェイスシステム LOCA 発生時の現場環

境（原子炉建屋内）に着眼し評価を行った。評価条件を表 1に示す。また，評

価に使用する原子炉建屋のノード分割モデルを図 1に示す。 

事象進展解析（MAAP）の実施に際して主要な仮定を以下に示す。 

前提条件：外部電源あり，インターフェイスシステムLOCA時破断面積10cm2， 

健全側高圧注水系による注入 

事象進展：弁誤開又はサーベイランス時における全開誤操作（連続開） 

（この時内側テスタブルチェッキも同時に機能喪失（全開）） 

・状況判断の開始（弁の開閉状態確認，HPCF 室漏えい検出，ポン
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プ吐出圧力，エリアモニタ指示値上昇） 

約 10 分後：手動スクラム 

約 15 分後：高圧炉心注水系の手動起動 

約 20 分後：急速減圧 

約 5.5 時間後：インターフェイスシステム LOCA 発生箇所隔離 

 

・評価の結果 

○温度・湿度・圧力の想定 

主要なパラメータの時間変化を図 2から図 4に示す。 

原子炉建物内の温度は，事象発生直後は上昇するものの 20 分後に原子炉減

圧した後は低下する。また，弁隔離操作のためにアクセスする弁室の温度も同

様に，原子炉減圧操作後に低下した後，約 40℃程度で推移する。湿度につい

ては破断箇所からの漏えいが継続するため高い値で維持されるものの，原子炉

減圧及び破断箇所隔離操作を実施することで，約 5.5 時間以降低下する傾向

にある。圧力については破断直後に上昇するもののブローアウトパネルが開放

され，その後は大気圧相当となる。 

 

○冷却材漏えいによる影響 

破断面積 10cm2 のインターフェイスシステム LOCA に伴う原子炉建屋内への

原子炉内及び復水貯蔵槽からの漏えい量は，原子炉圧力容器及び復水貯蔵槽か

らの流出量を考慮しても最大で約 200m3/h であり，高圧炉心注入ポンプ吸込弁

または復水貯蔵槽側吸込弁の閉止や原子炉水位を漏えい配管の高さ付近で維

持することでさらに漏えい量を少なくすることができる。 

破断した系統の区分と他区分の非常用炉心冷却系が機能喪失に至る約

2,000m3（浸水高さ約 3m）に到達するには 10 時間以上の十分な時間余裕があ

る。 

 

○現場の線量率の想定について 

・評価の想定 

原子炉格納容器バウンダリが喪失することで，原子炉圧力容器から直接的に

放射性物質が原子炉建屋原子炉区域内に放出される。 

漏えいした冷却材中から気相へと移行される放射性物質及び燃料から追加

放出される放射性物質が原子炉建屋から漏えいしないという条件で現場の線

量率について評価した。 

評価上考慮する核種は現行許認可と同じものを想定し（詳細は表 2，3参照），

全希ガス漏えい率（f値）については，近年の運転実績データの最大値である

3.7×108Bq/s を採用して評価する。なお，この値は現行許認可ベースの f値は
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この値にさらに一桁余裕を見た 10 倍の値である。これに伴い，原子炉建屋内

へ放出される放射性物質量は，許認可評価の MSLBA（主蒸気管破断事故）時に

追加放出される放射性物質量の 1/10 となる。なお，冷却材中に存在する放射

性物質量は，追加放出量の数％程度であり大きな影響はない。また，現場作業

の被ばくにおいては，放射線防護具（酸素呼吸器等）を装備することにより内

部被ばくの影響が無視できるため，外部被ばくのみを対象とした。 

 

・評価の方法 

原子炉建屋内の空間線量率は，以下のサブマージョンモデルにより計算する。 

 D = 6.2 × 10 ∙ / ∙ ∙ ∙ ∙ 3600 
ここで， 

D  ：放射線量率（Gy/h） 

6.2 × 10  ：サブマージョンモデルによる換算係数 ∙ ∙∙ ∙  

 ：原子炉区域内放射能量（Bq：γ線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

/  ：原子炉区域内気相部容積（86,000m3） 

 ：γ線エネルギ（0.5MeV/dis） 

  ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

R  ：評価対象部屋の空間容積と等価な半球の半径（m） 

 ：評価対象エリア（原子炉建屋地上 1階）の容積（2,500m3） 

R = ∙ ∙  

 

・評価の結果 

評価結果を図 5に示す。外部被ばくは最大でも約 15mSv/h 程度であり，時間

減衰によってその線量率も低下するため，線量率の上昇が現場操作や期待して

いる機器の機能維持を妨げることはない。 

なお，事故時には原子炉建屋内に漏えいした放射性物質の一部がブローア

ウトパネルを通じて環境へ放出されるが，中央制御室換気空調系の換気口の

位置はプルームの広がりを取り込みにくい箇所にあり，中央制御室内に放射

性物質を大量に取り込むことはないと考えられる（図 6）。さらに，これらの

事故時においては原子炉区域排気放射能高の信号により中央制御室換気空調

系が非常時運転モード（循環運転）となるため，中操にいる運転員は過度な

被ばくの影響を受けることはない。 

 

(3)現場の隔離操作 
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現場での高圧炉心注水隔離弁の隔離操作が必要となった場合，運転員は床漏

えい検知器やサンプポンプの起動頻度増加などにより現場状態を把握すると

ともに，換気空調系による換気や破断からの蒸気の漏えいの低減（原子炉減圧

や原子炉停止時冷却（実施可能な際において））等を行うことで現場環境の改

善を行う。 

現場の温度は 3 時間程度で約 40℃程度まで低下することから，酸素呼吸器

及び耐熱服等の防護装備の着用を実施することで現場での隔離操作は実施可

能である。 

 

(4)まとめ 

(2)，(3)で示した評価結果より，破断面積 10cm2のインターフェイスシステ

ム LOCA 発生による現場の温度上昇は小さく（3 時間程度で 40℃程度）,また，

現場線量率についても 15mSv/h 以下であることから現場操作の妨げとならず，

また設備の機能も維持される。 

なお，他の系統において漏えいが生じた場合においても，現場の温度上昇及

び現場線量率は本評価結果と同程度となると考えられる。 
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表 1 破断面積 10cm2のインターフェイスシステム LOCA 時における温度・湿

度・圧力の評価条件 
項目 内容 根拠 

外部電源 外部電源あり 事象発生時に定格運転中を想定 

漏えい箇所 高圧炉心注水（B）ポンプ室 

漏えいを想定した高圧炉心注水系の低

圧設計部（計装設備やフランジ部等）

の設置場所 

漏えい面積 高圧炉心冷却系配管：10cm2（1.0×10-3m2） 
圧力応答評価に基づき評価された漏え

い面積に十分に余裕をとった値 

事故シナリオ 

事象発生 10 分後に手動スクラムし，事象発

生 15 分後に高圧炉心注水系（1台）を手動

起動 

事象認知及び操作時間に余裕をもった

値 

事象発生 20 分後に手動減圧（逃がし安全弁

8個） 

事象認知及び操作時間に余裕をもった

値 

水位回復後は崩壊熱除去相当の注水を実施

し破断配管の高さにて水位制御 

漏えい量低減のために実施する操作を

想定 

サプレッション・チェンバ・プール冷却系

は急速減圧後（30 分） 

減圧実施によるサプレッション・チェ

ンバのプール水の温度上昇を抑えるた

めの操作を想定 

事象発生約 5.5 時間後にインターフェイス

システム LOCA 発生箇所隔離 

運転員の現場移動時間及び操作時間等

を踏まえて設定 

原子炉建屋への流出経路条

件 

原子炉格納容器及び原子炉建屋からの漏え

いなし 
保守的に考慮しない 

評価コード MAAP 4 － 

原子炉建屋モデル 分割モデル 現実的な伝搬経路を想定 

原子炉建屋壁からの放熱 考慮しない 保守的に考慮しない 

原子炉スクラム 事象発生 10 分後に手動スクラム 事象認知に余裕をもった値 

主蒸気隔離弁 原子炉水位 L1.5 にて自動閉 インターロック設定値 

高圧炉心注水系の水源 復水貯蔵槽 高圧炉心注水系設計条件 

復水貯蔵槽の水温 

0～12 時間：50℃ 

12～24 時間：45℃ 

24 時間以降：40℃ 

復水移送ポンプ吐出温度を参考に設定 

ブローアウトパネル 

開放圧力 
3.4kPa[gage] ブローアウトパネル設定値 

 

表 2 評価条件（f値，追加放出量） 

 

 

 

項目 評価ケース 
現行許認可ベース 

（参考） 

f 値 
3.7×108Bq/s 

（現行許認可の 1/10） 
3.7×109Bq/s 

追加放出量（Bq） 
（γ線 0.5MeV 換算値） 

2.28×1014 2.28×1015 
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表 3 インターフェイスシステム LOCA 時の追加放出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核種 
収率 
（%） 

崩壊定数 
（d-1） 

γ 線実効エネルギ 
（MeV） 

追加放出量（Bq） 
追加放出量（Bq） 

（γ 線実効エネルギ 0.5MeV 換算値） 

I-131 2.84 8.60E-02 0.381 3.70E+12 2.82E+12 

I-132 4.21 7.30 2.253 5.48E+12 2.47E+13 

I-133 6.77 8.00E-01 0.608 8.82E+12 1.07E+13 

I-134 7.61 1.90E+01 2.75 9.91E+12 5.45E+13 

I-135 6.41 2.52 1.645 8.35E+12 2.75E+13 

Br-83 0.53 6.96 0.0075 6.90E+11 1.04E+10 

Br-84 0.97 3.14E+01 1.742 1.26E+12 4.40E+12 

Mo-99 6.13 2.49E-01 0.16 7.99E+12 2.56E+12 

Tc-99m 5.40 2.76 0.13 7.04E+12 1.83E+12 

ハロゲン等 
合計 

－  － 5.32E+13 1.29E+14 

Kr-83m 0.53 9.09 0.0025 1.38E+12 6.90E+09 

Kr-85m 1.31 3.71 0.159 3.41E+12 1.09E+12 

Kr-85 0.29 1.77E-04 0.0022 2.25E+11 9.91E+08 

Kr-87 2.54 1.31E+01 0.793 6.62E+12 1.05E+13 

Kr-88 3.58 5.94 1.95 9.33E+12 3.64E+13 

Xe-131m 0.04 5.82E-02 0.02 1.04E+11 4.17E+09 

Xe-133m 0.19 3.08E-01 0.042 4.95E+11 4.16E+10 

Xe-133 6.77 1.31E-01 0.045 1.76E+13 1.59E+12 

Xe-135m 1.06 6.38E+01 0.432 2.76E+12 2.39E+12 

Xe-135 6.63 1.83 0.25 1.73E+13 8.64E+12 

Xe-138 6.28 7.04E+01 1.183 1.64E+13 3.87E+13 

希ガス 
合計 

－ － － 7.56E+13 9.93E+13 

ハロゲン等 
＋希ガス 

－ － － 1.29E+14 2.28E+14 
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図1 インターフェイスシステムLOCAにおける原子炉建屋ノード分割モデル 
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図 2 原子炉建屋内の温度の時間変化（インターフェイスシステム LOCA） 

 

図 3 原子炉建屋内の湿度の時間変化（インターフェイスシステム LOCA） 

 

  

原子炉急速減圧（20 分後）により原

子炉圧力容器内から原子炉建屋への

漏えいする蒸気量は低下する 

原子炉急速減圧や破断位置以下での水位

調整により，蒸気等の溢水量を低減させ

る。また，残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード）により，

格納容器圧力の上昇を抑制することで原

子炉圧力容器内から発生した蒸気の多く

はサプレッション・チェンバへと移行す

るため，さらに現場の環境が改善される。 

原子炉棟その他 

弁室(B) 

HPCF(B)ポンプ室 

原子炉棟その他 

弁室(B) 

HPCF(B)ポンプ室 
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図 4 原子炉建屋内の圧力の時間変化（インターフェイスシステム LOCA） 

 

 

図 5 原子炉建屋内立入り開始時間と線量率の関係（インターフェイス 

システム LOCA） 

破断発生に伴う原子炉建屋内の圧力上昇は

ブローアウトパネルの開放により緩和され

るため,原子炉建屋内の圧力はほぼ大気圧

程度で維持される 

原子炉建屋内立入り開始時間（h) 

原
子

炉
建
屋

内
空
間

線
量
率

 （
mS
v
/h
) 

10 

原子炉棟その他 

弁室(B) 

HPCF(B)ポンプ室 

原子炉棟その他 

弁室(B) 

HPCF(B)ポンプ室 
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(a)平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)断面図 

 

図 6 原子炉建屋／中央制御室の配置と換気口・ブローアウトパネルの 

位置関係（インターフェイスシステム LOCA） 

  



 

1.3-89 
 

インターフェイスシステム LOCA 発生時の検知手段について 

 

(1)インターフェイスシステム LOCA 発生時の判断方法について 

表 1 にインターフェイスシステム LOCA と原子炉格納容器内での LOCA が発

生した場合のパラメータ比較を示す。インターフェイスシステム LOCA と原子

炉格納容器内での LOCA は，どちらも原子炉冷却材の漏えい事象であるが，漏

えい箇所が原子炉格納容器の内側か外側かという点で異なる。このため，原子

炉圧力，原子炉水位といった原子炉冷却材一次バウンダリ内のパラメータは同

様の挙動を示すが，エリアモニタや格納容器圧力といった原子炉格納容器内外

のパラメータに相違が表れるので，容易にインターフェイスシステム LOCA と

判別することができる。 

 

表 1 インターフェイスシステム LOCA と原子炉格納容器内での LOCA 発生時の

パラメータ比較 

 各パラメータ ISLOCA 
原子炉格納容器内 

での LOCA 

原子炉圧力容器 

パラメータ 

原子炉水位 変動※ 変動※ 

原子炉圧力 変動※ 変動※ 

原子炉格納容器 

パラメータ 

格納容器圧力 変化なし 上昇 

格納容器温度 変化なし 上昇 

D/W サンプ液位 変化なし 上昇 

原子炉格納容器外 

パラメータ 

高圧炉心注水系系統圧力 低下 変化なし 

原子炉建屋サンプポンプ運転回数 増加※ 変化なし 

原子炉建屋放射線モニタ 上昇 変動なし 

※漏えい量により変動しない場合がある 

添付資料 1.3.6 
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(2)インターフェイスシステム LOCA 発生時の漏えい場所(エリア)の特定   

方法について 

インターフェイスシステム LOCA 発生時は，高圧炉心注水系は図 1 に示すと

おり，各部屋が分離されており，床漏えい検出器及び火災報知器による漏えい

場所(エリア)の特定が可能である。また，監視カメラの情報も漏えい場所(エ

リア)特定の参考とすることが可能である。 

 

 

 

 

 

  

図 1 高圧炉心注水系関連の機器が設置されている 

部屋の概要図 
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代替注水系１系注水準備完了にて原子炉を急速減圧する条件及び理由について 

 

原子炉を急速減圧する際は代替注水系 2 系による原子炉への注水準備完了を

基本とするが，以下のケースにおいては原子炉への注水準備が完了している系

統が代替注水系１系※1のみであっても原子炉の急速減圧操作を実施する。 

※1:同じ代替注水系のポンプが 2 台以上起動している場合であっても，代替

注水系 1系とみなす。したがって，有効性評価の高圧・低圧注水機能喪失

において低圧代替注水系（常設）ポンプ 2台注水準備完了にて急速減圧操

作を実施する場合は，代替注水系 1 系注水準備完了にて急速減圧操作を

実施するものに該当する。 

 

（1）原子炉水位が規定値に到達した場合 

【判断基準】 

高圧注水系の不調等により原子炉水位が規定値（レベル 1）まで低下した場

合は，炉心損傷の防止又は著しい炉心損傷の抑制を目的として，原子炉への注

水準備が完了している系統が代替注水系１系かつポンプ 1 台のみであっても

急速減圧操作を実施する。 

 

【理由】 

有効性評価においては，給水系及び復水系の全喪失，並びに高圧及び低圧注

水機能の喪失により原子炉水位が低下した場合において，原子炉水位が規定値

（レベル 1）に到達した段階で急速減圧を実施しているが，急速減圧に先立ち，

注水可能な設備として低圧代替注水系（常設）の１系かつポンプ 2台が準備で

きた場合を想定している。 

この場合，低圧代替注水系（常設）ポンプ 2 台で原子炉への注水を開始する

ことにより，炉心損傷を防止できることが確認されている。 

 一方，急速減圧に先立ち，注水可能な設備として低圧代替注水系（常設）の

１系かつポンプ 1台のみが準備できた場合や低圧代替注水系（常設）以外の代

替注水系の 1 系かつポンプ 1 台のみが準備できた場合において，原子炉水位

が規定値（レベル 1）に到達した段階で急速減圧を実施した場合，炉心損傷の

防止はできないが，著しい炉心損傷の抑制が期待できる。 

特に原子炉停止からの経過時間が長くなるほど，崩壊熱が小さく，原子炉水

位を維持するために必要となる注水量が少なくなることから，著しい炉心損傷

の抑制効果は大きい。 

 

 

添付資料 1.3.7 
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（2）原子炉格納容器パラメータが規定値に到達した場合 

・S/P 水熱容量制限に到達した場合 

【判断基準】 

S/P 水温が設計温度（104℃）を超えた場合，格納容器が損傷するおそれがあ

るため， S/P 水温が S/P 水熱容量制限値に到達した場合は，炉心及び格納容

器の損傷を防止することを目的として，原子炉への注水準備が完了している系

統が代替注水系１系のみであっても急速減圧操作を実施する。 

 

【理由】 

有効性評価においては，崩壊熱除去機能の喪失により S/P 水温が上昇した

場合において，S/P 水熱容量温度制限により急速減圧を実施し，原子炉隔離時

冷却系による注水から低圧代替注水系による注水へ移行しているが，急速減圧

に先立ち，注水可能な設備として低圧代替注水系（常設）の 1系かつポンプ 2

台が準備できた場合を想定している。 

この場合，低圧代替注水系（常設）ポンプ 2 台で低圧代替注水系へ移行する

ことにより格納容器損傷を防止するとともに，炉心の冷却機能を確保すること

により炉心損傷を防止できることが確認されている。 

なお，原子炉の急速減圧が完了した時点で S/P 水温が設計温度を超えない

ようにするためには，下記 S/P 水熱容量制限曲線に従って原子炉の急速減圧

操作を開始する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ S/P 水熱容量制限曲線 
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・S/C 圧力制限に到達した場合 

【判断基準】 

S/C 圧力が制限値（180kPa）に到達した場合は圧力抑制機能の喪失と判断し，

格納容器の損傷を防止することを目的として，原子炉への注水準備が完了して

いる系統が代替注水系１系のみであっても急速減圧操作を実施する。 

 

【理由】 

LOCA 時においても，ブローダウン経路が健全であれば，原子炉エネルギ（蒸

気）はベント管を介して直接 S/P へ放出され，そのエネルギは S/P で凝縮され

ることにより S/C 圧力制限値（180kPa）以下に収まる設計であるが，真空破壊

弁等にバイパスリークが生じている場合は，エネルギが S/P で凝縮されずに

格納容器内へ直接放出されるため，格納容器圧力が S/C 圧力制限値以上に上

昇する。これにより格納容器圧力が上昇し，S/C 圧力が設計限界圧力（310kPa）

を超えた場合，格納容器が損傷するおそれがある。 

したがって，急速減圧操作を実施することで，SRV を通してエネルギを直接

S/P へ導き， S/P でそのエネルギを凝縮させることにより，S/C 圧力の上昇を

抑制する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2 S/P 圧力制限 

 

・格納容器空間部温度制限に到達した場合 

【判断基準】 

格納容器空間部温度が制限（171℃）に到達した場合は，格納容器の損傷を

防止することを目的として，原子炉への注水準備が完了している系統が代替注

水系１系のみであっても急速減圧操作を実施する。 
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【理由】 

LOCA が発生すると，原子炉エネルギ（高温水，蒸気）が原子炉圧力容器から

格納容器内へ放出され，格納容器空間部温度が高温となる。格納容器空間部温

度が高温となった場合，D/W スプレイ操作等にて格納容器の減圧及び温度上昇

の抑制を試みるが，それでもなお格納容器空間部温度が設計温度（171℃)を超

えた場合，格納容器が損傷するおそれがある。 

したがって，急速減圧操作を実施することで，SRV を通して原子炉エネルギ

を直接 S/P へ導き，S/P でそのエネルギを凝縮させることにより，格納容器空

間部温度の上昇を抑制するとともに，原子炉へ注水を促し，炉心の冷却を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－3格納容器空間部温度制限 

 

・S/P 水位（高側）制限を超えた場合 

【判断基準】 

S/C 水位上限（通常運転水位から+565cm）又は S/P 水位＆SRV テールパイプ

曲線を超える場合は，圧力抑制機能が喪失する前に，原子炉への注水準備が完

了している系統が代替注水系１系のみであっても急速減圧操作を実施する。 

 

【理由】 

S/P水位が上昇してS/C水位上限（通常運転水位から+565cm）を超えた場合，

S/C と D/W の圧力を平衡にするための真空破壊弁が水没し，S/C の圧力を D/W

側へ逃がす流路を失い圧力抑制機能が喪失するおそれがある。 

また，S/P 水位が上昇すると，SRV 開操作により，SRV テールパイプ，クエ

ンチャ及びそれらの支持構造物に作用する動荷重が増加するため，S/C 構造物

の許容応力を上回らないように，原子炉を減圧して動荷重を減少させる必要が

ある。 
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図－4 S/P 水位（高側）制限 

 

・S/P 水位（低側）制限を下回った場合 

【判断基準】 

ベント管凝縮限界値（通常運転水位から-259cm）に到達した場合は，ベント

管露出による格納容器の圧力抑制機能が低下する前に，原子炉への注水準備が

完了している系統が代替注水系１系のみであっても急速減圧操作を実施する。 

 

【理由】 

S/P 水位が低下してベント管凝縮限界値(通常運転水位から-259cm)を下回

った場合，ベント管が露出し，S/P の蒸気凝縮能力が喪失する。 
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図－５ S/P 水位（低側）制限 

 

以上 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 

 

  

判断基準記載内容 解釈
復水器が使用可能 復水器真空度がMSIV閉設定値(復水器器内圧力にて

            )以下に維持可能な状態
タービンバイパス弁の開操作が可能 タービン制御油圧力が確立(主タービン高圧制御油圧力

にて圧力低警報      以上)している状態
復水器が使用不可能 MSIV開不能又はタービンバイパス弁が動作不能，又は

復水器真空度がMSIV閉設定値(復水器器内圧力にて
            )以下に維持不可能な状態

逃がし安全弁の開操作が可能 逃がし安全弁作動用窒素ガスが確保(高圧窒素ガス供給
系ADS入口圧力にて圧力低警報       以上)され，かつ
作動電磁弁が正常(電磁弁電源断警報なし)な状態

a.可搬型直流電源設備に
よる逃がし安全弁開放

逃がし安全弁(自動減圧機能なし)作動用窒素ガスが確
保されている場合

高圧窒素ガス供給系(非常用)出口のボンベ圧力が低警
報設定値（      ）以上確保されている場合

b.逃がし安全弁用可搬型
蓄電池による逃がし安全
弁(自動減圧機能付き)開
放

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)作動用窒素ガスが確
保されている場合

高圧窒素ガス供給系(非常用)出口のボンベ圧力が低警
報設定値（      ）以上確保されている場合

c.代替逃がし安全弁駆動
装置による逃がし安全弁
(自動減圧機能なし)開放

逃がし安全弁(自動減圧機能付き)作動用窒素ガスが確
保されている場合

高圧窒素ガス供給系(非常用)出口のボンベ圧力が低警
報設定値（      ）以上確保されている場合

高圧窒素ガス供給系ドライウェル入口圧力低警報が発
生している場合

高圧窒素ガス供給系ドライウェル入口圧力低警報
(       以下)が発生している場合

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報が
発生した場合

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報
（      以下）が発生した場合

(3)復旧 a.代替直流電源設備によ
る復旧

480V P/C C系及び480V P/C D系の受電が完了している
場合

480V P/C 7C-1及び480V P/C 7D-1の受電が完了してい
る場合

手順

1.3.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順

(1)代替減圧 a.手動による原子炉減圧

1.3.2.2　サポート系故
障時の対応手順

(1)常設直流電源系統喪
失時の減圧

(2)逃がし安全弁作動窒
素ガス喪失時の減圧

a.高圧窒素ガスボンベに
よる逃がし安全弁駆動源
確保
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操作手順の解釈一覧 

 

操作手順記載内容 解釈
ATWS/RPT盤 H11-P654
高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，
(B)

P54-MO-F012A,B

高圧窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁 P54-MO-F003A,B
高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁 P54-MO-F203
窒素ガスボンベ出口圧力が規定圧力以上 窒素ガスボンベ出口圧力が       以上
HPAC制御盤 H11-P650
原子炉圧力が逃がし安全による減圧完了圧力となる 原子炉圧力が0.34MPaに到達する
ATWS/RPT盤 H11-P654
高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁 P54-MO-F203
高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，
(B)

P54-MO-F012A,B

高圧窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁 P54-MO-F003A,B
窒素ガスボンベ出口圧力が規定圧力以上 窒素ガスボンベ出口圧力が       以上
多重伝送現場盤 H23-P001A-2
原子炉圧力が逃がし安全による減圧完了圧力となる 原子炉圧力が0.34MPaに到達する
ATWS/RPT盤 H11-P654
高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガス供給弁後弁
(A)

P54-F405A

高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガスPCV第一隔離
弁(A)

P54-407A

高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガスPCV第二隔離
弁(A)

P54-F406A

高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガス排気止め弁
(A)

P54-F410A

高圧窒素ガス供給系重大事故時用窒素ガス(A)供給弁 P54-F403A
原子炉圧力が逃がし安全による減圧完了圧力となる 原子炉圧力が0.34MPaに到達する
高圧窒素ガス供給系非常用窒素ガス(A)，(B)供給弁 P54-MO-F003A,B
高圧窒素ガス供給系常用･非常用窒素ガス連絡弁(A)，
(B)

P54-MO-F012A,B

高圧窒素ガス供給系常用窒素ガス供給止め弁 P54-MO-F203
高圧窒素ガス供給系ADS入口圧力が規定圧力 高圧窒素ガス供給系ADS入口圧力の指示が       以上
高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報 高圧窒素ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報

(      以下)
1.3.2.3　インターフェ
イスシステムLOCA発生時
の対応手順

(1)EOP「原子炉建屋制
御」

逃がし安全弁及びタービンバイパス弁により急速減圧
を行い

逃がし安全弁(～0.34MPaまでの原子炉減圧が可能)及び
タービンバイパス弁(～0MPaまでの原子炉減圧が可能)
により原子炉の急速減圧(～0MPa)を行い

手順

1.3.2.2　サポート系故
障時の対応手順

(1)常設直流電源系統喪
失時の減圧

a.可搬型直流電源設備に
よる逃がし安全弁開放

b.逃がし安全弁用可搬型
蓄電池による逃がし安全
弁(自動減圧機能付き)開
放

c.代替逃がし安全弁駆動
装置による逃がし安全弁
(自動減圧機能なし)開放

(2)逃がし安全弁作動窒
素ガス喪失時の減圧

a.高圧窒素ガスボンベに
よる逃がし安全弁駆動源
確保

添付資料 1.3.8-2 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

ⅱ.重大事故等対処設備 

(c)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

ⅱ.重大事故等対処設備 

c.手順等 

1.4.2 重大事故等発生時の手順 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.低圧代替注水 

(a)低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

(b)低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

(c)消火系による原子炉注水 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉注水 
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b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

(3)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

a.低圧代替注水 

(a)低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

(b)消火系による残存溶融炉心の冷却 

(c)低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.4.2.2 原子炉停止中における対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉除熱 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.4.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料 1.4.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.4.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.4.3 重大事故対策の成立性 

1.低圧代替注水系（常設）による原子炉注水 

2.低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水 

3.残留熱除去系(C)注入配管使用による原子炉注水 

4.高圧炉心注水系(C)注入配管使用による原子炉注水 

5.消火系による原子炉注水 

6.残留熱除去系ポンプによる原子炉除熱 

添付資料 1.4.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

  



1.4-4 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であ

って、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電

用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備

される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を整備する

こと。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び十分な期

間の運転継続ができること。 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，原子炉を冷却するための

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（低圧

注水モード）による原子炉内低圧時における冷却機能である。 

また，原子炉停止中において，原子炉を長期的に冷却するための設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード）による原子炉内の崩壊熱除去機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉を冷却する対処設備を整備しており，ここでは，

この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，原子炉を冷却し炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設計基準事故対

処設備として残留熱除去系（低圧注水モード）を設置している。 

原子炉停止中において，原子炉内の崩壊熱を除去するための設計基準事故

対処設備として残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等の対処に用い

るが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（図 1.4.1）。 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉圧力容器内に

残存した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

 重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

 選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十七条及び技術基準規

則第六十二条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 
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(2)対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除去

系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）の故障を想定する。また，

サポート系故障として，全交流動力電源喪失を想定する。 

更に，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合を想定す

る。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を表 1.4.1

に整理する。 

 

a.原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）が故

障等により原子炉の冷却ができない場合には，低圧代替注水系（常設），

低圧代替注水系（可搬型）及び消火系により原子炉を冷却する手段が

ある。 

 

(ⅰ)低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却 

低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却で使用する設備は以

下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 
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(ⅱ)低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却で使用する設備は

以下のとおり。なお，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷

却は，淡水貯水池から防火水槽へ補給した淡水を使用する手段だけ

でなく，防火水槽へ補給した海水又は直接取水した海水を使用する

手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

・ホース 

・MUWC接続口 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(ⅲ)消火系による原子炉の冷却 

消火系による原子炉の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，

復水補給水系配管・弁，残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ，残留
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熱除去系(A)配管・弁，給水系配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系

配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，燃料補給設備，可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース及

びMUWC接続口は重大事故等対処設備として位置づける。防火水槽は

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態で冷却機能が喪失した場合においても，原子炉を冷却する

ことができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）と同等の機能（流量）を有することから，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生

していない場合において，原子炉を冷却する手段として有効であ

る。 

・残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系(B及びC)

配管・弁・スパージャ※1 

当該配管を用いた注水手段は使用に制限（原子炉への注水流量

が少ない，注水流量の監視ができない，現場での系統構成が必要）

があるが，残留熱除去系(A及びB)配管から注水ができない場合に

おいて，原子炉を冷却する手段として有効である。 

※1：高圧炉心注水系配管・弁・スパージャのうち，復水移送ポ

ンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配

管・弁は重大事故等対処設備であるが，原子炉への注水ラ

インの配管・弁・スパージャは自主対策設備として位置づ

ける。 

 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）が全

交流動力電源喪失により起動できない場合には，「1.4.1(2)a.(a)ⅰ.
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低圧代替注水」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて非常用

所内電気設備へ電源を供給することで残留熱除去系（低圧注水モード）

を復旧する手段がある。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の供給を継続

することにより，残留熱除去系（低圧注水モード）を十分な期間，運

転継続することが可能である。 

なお，原子炉停止後は残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

移行し，長期的に原子炉を除熱する手段がある。残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）については，「1.4.1(2)b.(b)サポート系故障時

の対応手段及び設備」にて整備する。 

 

(ⅰ)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（低圧注水モード）ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・代替原子炉補機冷却系 

・非常用取水設備 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子炉圧

力容器，代替原子炉補機冷却系，常設代替交流電源設備及び燃料補給

設備は重大事故等対処設備として位置づける。また，残留熱除去系（低

圧注水モード）ポンプ，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパー

ジャ，給水系配管・弁・スパージャ，原子炉補機冷却系及び非常用取

水設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（低圧注水モード）

が全交流動力電源喪失により起動できない場合においても，残留熱除

去系（低圧注水モード）を復旧し，原子炉を冷却することができる。 

 

(c)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力容器

内に溶融炉心が残存する場合には，低圧代替注水系（常設），低圧代

替注水系（可搬型）及び消火系により残存溶融炉心を冷却する手段が

ある。 

(ⅰ)低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

低圧代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却で使用する設

備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(ⅱ)低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却で使用する

設備は以下のとおり。なお，低圧代替注水系（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却は，淡水貯水池から防火水槽へ補給した淡水を使用

する手段だけでなく，防火水槽へ補給した海水又は直接取水した海

水を使用する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

・ホース 

・MUWC接続口 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 
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・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(ⅲ)消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，

復水補給水系配管・弁，残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ，残留

熱除去系(A)配管・弁，給水系配管・弁・スパージャ，高圧炉心注水系

配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備，燃料補給設備，可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース及

びMUWC接続口は重大事故等対処設備として位置づける。防火水槽は

「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)

項を満足するための代替淡水源（措置）として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料 1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧力容器内に

残存する場合においても，残存溶融炉心を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 
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耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2 級）と同等の機能（流量）を有することから，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生

していない場合において，残存溶融炉心を冷却する手段として有

効である。 

 

b.原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.低圧代替注水 

原子炉停止中に設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）の故障等により原子炉の冷却ができない場合には，

低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火系によ

り原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「1.4.1(2)a.(a)フロントライ

ン系故障時の対応手段及び設備」で選定した設備と同様である。 

以上の設備により，原子炉停止中に残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の故障等で冷却機能が喪失した場合においても，原子炉を

冷却することができる。 

 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

原子炉停止中に設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）が全交流動力電源喪失により起動できない場合に

は，「1.4.1(2)b.(a)ⅰ.低圧代替注水」の手段に加え，常設代替交流

電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給することで残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧する手段がある。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の供給を継続

することにより，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を十分な

期間，運転継続することが可能である。 

 

(ⅰ)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）の復旧 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプ 

・原子炉圧力容器 
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・残留熱除去系配管・弁・熱交換器・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉補機冷却系 

・代替原子炉補機冷却系 

・非常用取水設備 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，原子炉圧力容器，代替原子炉補機冷却

系，常設代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備と

して位置づける。また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）ポ

ンプ，残留熱除去系配管・弁・熱交換器・スパージャ，給水系配管・

弁・スパージャ，原子炉補機冷却系及び非常用取水設備は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.4.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）が全交流動力電源喪失により起動できない場合においても，

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を復旧し，原子炉を除熱す

ることができる。 

 

c.手順等 

上記「a.原子炉運転中の対応手段及び設備」及び「b.原子炉停止中の対

応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（徴候ベース）（以下，「EOP」という。），事故時運転操作手順

書（シビアアクシデント）（以下，「SOP」という。）及び多様なハザード

対応手順に定める（表1.4.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表1.4.2，表1.4.3）。 

（添付資料1.4.2） 
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1.4.2 重大事故等発生時の手順 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.低圧代替注水 

常設の原子炉注水設備による注水機能が喪失した場合，低圧代替注水系

(常設)，低圧代替注水系(可搬型)及び消火系による原子炉注水の3手段に

ついて，同時並行で注水準備を開始する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，上記手段のうち低圧代替注

水系1台以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点で，その手

段による原子炉注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，上記手段のうち低

圧代替注水系2系以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点で，

逃がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉注水を開始する。原子炉

注水に使用する手段は，準備が完了した低圧代替注水系2系以上のうち，

低圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替注水系(可搬型)の順で選択する。 

なお，原子炉水位が不明になる等，原子炉を満水にする必要がある場合

は，上記手段に加え給水系，復水系，残留熱除去系（低圧注水モード）又

は高圧炉心注水系を使用し原子炉注水を実施する。 

 

(a)低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 

ⅰ.手順着手の判断基準 

給水系，復水系及び非常用炉心冷却系により原子炉注水ができ

ず，原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)以上に維持できない場合

において，低圧代替注水系(常設)及び注入配管が使用可能な場合
※1。 

 

※1:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵槽)が確保されてい

る場合。 

 

ⅱ.操作手順 

低圧代替注水系(常設)による原子炉注水手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを図1.4.2及び図1.4.3に，概要図を図1.4.5

に，タイムチャートを図1.4.6～10に示す。 

(各注入配管使用の場合について，手順⑥⑧⑨以外は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に低圧代替注

水系(常設)による原子炉注水の準備開始を指示する。 



1.4-15 

②中央制御室運転員A及びBは，低圧代替注水系(常設)による原子炉

注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷

容量確認を依頼し，低圧代替注水系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として

復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプ(2台)の起動操作を実

施し，復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上であることを確認

する。 

⑥a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)の全開操

作を実施する。 

⑥b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(A)の全開操

作を実施する。 

⑥c残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(C)の全開操

作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員C及びDは残留熱除去

系注入隔離弁(C)の現場での手動全開操作を実施する。 

⑥d高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(B)の全開

操作を実施する。 

⑥e高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(C)の全開

操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員C及びDは，高圧炉心注

水系注入隔離弁(C)の現場での手動全開操作を実施する。 

⑦当直副長は，原子炉圧力が復水移送ポンプ吐出圧力以下であるこ

とを確認後，運転員に低圧代替注水系(常設)による原子炉注水の

開始を指示する。 

⑧a残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め

弁(B)の全開操作を実施する。 
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⑧b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め

弁(A)の全開操作を実施する。 

⑧c残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C)の

全開操作を実施する。 

⑧d高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)の全

開操作を実施する。 

⑧e高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)の全

開操作を実施する。 

⑨a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水

位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要となる間，

原子炉格納容器への格納容器スプレイを実施する場合は，残留熱

除去系注入隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁

(B)を全開とし，格納容器スプレイを実施する。 

⑨b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水

位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑨c残留熱除去系(C)及び高圧炉心注水系(B)，(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

原子炉水位指示上昇により確認し，当直副長に報告するとともに

原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)

の間で維持する。 

⑩現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源確保として復水移送ポ

ンプ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡管一次，

二次止め弁の開操作)を実施する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水
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貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は， 1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから低圧代替注水系

(常設)による原子炉注水開始までの所要時間は以下のとおり。 

残留熱除去系(B)注入配管使用:12分以内 

残留熱除去系(A)注入配管使用:12分以内 

残留熱除去系(C)注入配管使用:約40分 

高圧炉心注水系(B)注入配管使用:約25分 

高圧炉心注水系(C)注入配管使用:約30分 

なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央制御室対

応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1名にて作業を実施す

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.4.3-1，1.4.3-3，1.4.3-4) 

 

(b)低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水 

ⅰ.手順着手の判断基準 

常設の原子炉注水設備，低圧代替注水系(常設)，消火系により原

子炉注水ができず，原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)以上に維持

できない場合において，低圧代替注水系(可搬型)及び注入配管が使

用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水槽)が確保されている

場合。 

 

ⅱ.操作手順 

低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを図1.4.2及び図1.4.3に，概要図を図1.4.11

に，タイムチャートを図1.4.12～16に示す。 

(各注入配管使用の場合について，手順⑥⑦⑫以外は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に低圧代替注

水系(可搬型)による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に低圧
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代替注水系(可搬型)による原子炉注水の準備のため，可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)の配備及びホース接続を依頼する。 

③中央制御室運転員A及びBは，低圧代替注水系(可搬型)による原子

炉注水に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として

復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤現場運転員C及びDは，復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止

め弁１又は復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁１のど

ちらかを選択し全開操作を実施する。(当該弁はユニハンドラー弁

のためリンク機構を取り外し，弁操作を行う。) 

⑥a現場系統構成 残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C)の

全開操作を実施する。 

⑥b高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)の全

開操作を実施する。 

⑥c高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)の全

開操作を実施する。 

⑦a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)の全開操

作及び原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であるこ

とを確認後，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B)の全開操作

を実施する。 

⑦b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(A)の全開操

作及び原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であるこ

とを確認後，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A)の全開操作

を実施する。 

⑦c残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ

吐出圧力以下であることを確認後，残留熱除去系注入隔離弁(C)の

全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員C及びDは残留熱除去

系注入隔離弁(C)の現場での手動全開操作を実施する。 
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⑦d高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ

吐出圧力以下であることを確認後，高圧炉心注水系注入隔離弁(B)

の全開操作を実施する。 

⑦e高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ

吐出圧力以下であることを確認後，高圧炉心注水系注入隔離弁(C)

の全開操作を実施する。 

なお，電源が確保できない場合，現場運転員C及びDは，高圧炉心注

水系注入隔離弁(C)の現場での手動全開操作を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備及びホー

ス接続を行い，低圧代替注水系(可搬型)による送水準備完了につ

いて緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長

へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員の選択した送水

ラインからの低圧代替注水系(可搬型)による送水開始を緊急時対

策本部へ依頼する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員に低圧代替注水系(可搬型)による

原子炉注水の確認を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動後，運転員

の選択した送水ラインから送水するため，復水補給水系建屋外北

側外部送水ライン止め弁又は復水補給水系建屋外南側外部送水ラ

イン止め弁のどちらかを全開に実施し，送水開始について緊急時

対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報告する。 

⑫a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水

位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要となる間，

原子炉格納容器への格納容器スプレイを実施する場合は，残留熱

除去系注入隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁

(B)を全開とし，格納容器スプレイを実施する。 

⑫b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを
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残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水

位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑫c残留熱除去系(C)及び高圧炉心注水系(B)，(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

原子炉水位指示上昇により確認し，当直副長に報告するとともに

原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)

の間で維持する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧代替注水系(可搬型)

による原子炉注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は， 1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転

員2名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断し

てから低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水開始まで残留熱除

去系(A)(B)(C)又は高圧炉心注水系(B)(C)いずれの注入配管を使用

した場合においても約95分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いるこ

とで，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料1.4.3-2，1.4.3-3，1.4.3-4) 

 

(c)消火系による原子炉注水 

ⅰ.手順着手の判断基準 

常設の原子炉注水設備，低圧代替注水系(常設)により原子炉注水

ができず，原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)以上に維持できない

場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合※1。ただし，重

大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていない場合。 

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保されて

いる場合。 
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ⅱ.操作手順 

消火系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを図1.4.2及び図1.4.3に，概要図を図1.4.17に，タイムチャ

ートを図1.4.18～22に示す。 

(各注入配管使用の場合について，手順③⑦⑪⑫以外は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系によ

る原子炉注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に消火

系による原子炉注水準備のため，ディーゼル駆動消火ポンプの起

動を依頼する。 

③a受電操作 残留熱除去系(B)，(A)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，消火系による原子炉注水に必要な電動弁の

電源の受電操作を実施する。 

③b残留熱除去系(C)及び高圧炉心注水系(B)，(C)注入配管使用の場合 

現場運転員E及びFは，消火系による原子炉注水に必要な電動弁の

電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，消火系による原子炉注水に必要な電

動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として

復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，消火系による原子炉注水の系統構成

として，復水補給水系消火系第一，第二連絡弁の全開操作を実施

する。 

⑦a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)の全開操

作を実施する。 

⑦b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(A)の全開操

作を実施する。 

⑦c残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(C)の全開操

作を実施する。 

なお，残留熱除去系注入隔離弁(C)の電源が確保できない場合，現

場運転員C及びDは現場での手動全開操作実施する。 

⑦d高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合 
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中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(B)の全開

操作を実施する。 

⑦e高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，高圧炉心注水系注入隔離弁(C)の全開

操作を実施する。 

なお，高圧炉心注水系注入隔離弁(C)の電源が確保できない場合，

現場運転員C及びDは現場での手動全開操作を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了を緊急

時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報告す

る。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による原子炉注

水開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑩当直副長は，原子炉圧力がディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力以

下であることを確認後，運転員に消火系による原子炉注水の開始

を指示する。 

⑪a注水 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め

弁(B)の全開操作を実施する。 

⑪b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め

弁(A)の全開操作を実施する。 

⑪c残留熱除去系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C)の

全開操作を実施する。 

⑪d高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合現場運転員C及びDは高圧

炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)の全開操作を実施する。 

⑪e高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)の全

開操作を実施する。 

⑫a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水

位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要となる間，

原子炉格納容器への格納容器スプレイを実施する場合は，残留熱
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除去系注入隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁

(B)を全開とし，格納容器スプレイを実施する。 

⑫b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇に

より確認し当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位

低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑫c残留熱除去系(C)及び高圧炉心注水系(B)，(C)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

原子炉水位指示上昇により確認し，当直副長に報告するとともに

原子炉水位を原子炉水位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)

の間で維持する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による原子炉注

水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉注水開始までの必

要な要員及び所要時間は以下のとおり。 

残留熱除去系(A)又は(B)注入配管使用 

・1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2名及び緊

急時対策要員2名にて所要時間を約30分 

残留熱除去系(C)注入配管使用 

・1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4名及び緊

急時対策要員2名にて所要時間を約40分 

高圧炉心注水系(B)又は(C)注入配管使用 

・1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4名及び緊

急時対策要員2名にて所要時間を約30分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.4.3-3，1.4.3-4，1.4.3-5) 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを図1.4.27に示す。 
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代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場合，復水貯蔵槽

水源が使用可能であれば低圧代替注水系(常設)により原子炉を冷却する。

復水貯蔵槽水源が使用できない場合，消火系又は低圧代替注水系(可搬型)

により原子炉を冷却する。 

交流動力電源が確保できない場合，現場の手動操作により系統構成を実

施し，消火系又は低圧代替注水系(可搬型)により原子炉を冷却する。 

なお，消火系による原子炉の冷却は，発電所構内(大湊側)で重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと

が確認できた場合に実施する。 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，中央制御室からの操

作が可能であって，注水流量が多いものを優先して使用する。優先順位

は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(B)注入配管(中央制御室からの操作が可能) 

優先②：残留熱除去系(A)注入配管(中央制御室からの操作が可能) 

優先③：残留熱除去系(C)注入配管 

優先④：高圧炉心注水系(B)注入配管 

優先⑤：高圧炉心注水系(C)注入配管 

 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉注水 

全交流動力電源の喪失により常設の原子炉注水設備による注水機能

の喪失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプ

の電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷却系によ

り冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(低圧注水モード)にて

原子炉への注水を実施する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧

母線C系又はD系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ(低圧注水モー

ド)が使用可能な状態※1に復旧された場合。 

 

※1:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッショ

ン・チェンバ)が確保されている状態。 

 

ⅱ.操作手順 
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残留熱除去系ポンプ(B)による原子炉注水手順の概要は以下のと

おり。(残留熱除去系ポンプ(A)による原子炉注水手順も同様)概要図

を図1.4.23に，タイムチャートを図1.4.24に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

残留熱除去系ポンプ(低圧注水モード)による原子炉注水の準備開

始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(低圧注水モー

ド)の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保され

ていること，並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示

にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認

を依頼し，残留熱除去系ポンプが使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(B)(低圧注水モ

ード)の起動操作を実施し，ポンプ吐出圧力が確立したことを確認

後，当直副長に残留熱除去系ポンプ(B)(低圧注水モード)による原

子炉注水の準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，原子炉圧力が残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力以下で

あることを確認後，中央制御室運転員A及びBに，残留熱除去系ポ

ンプ(低圧注水モード)による原子炉注水の開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)を全開と

して原子炉への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

残留熱除去系(B)の系統流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉注水が不要となる間，

原子炉格納容器への格納容器スプレイを実施する場合は，残留熱

除去系注入隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系格納容

器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁

(B)を全開とし，格納容器スプレイを実施する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は， 1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系による原子炉

注水開始まで15分以内で可能である。 
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なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央制御室対

応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1名にて作業を実施す

る。 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを図1.4.27に示す。 

 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場

合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系ポンプ(低圧注

水モード)により原子炉を冷却する。原子炉補機冷却系の運転ができない

場合，代替原子炉補機冷却系を設置し，残留熱除去系ポンプ(低圧注水モ

ード)により原子炉を冷却するが，代替原子炉補機冷却系の設置に時間を

要することから，低圧代替注水系(常設)等による原子炉の冷却を並行して

実施する。 

原子炉停止後は，残留熱除去系ポンプ(原子炉停止時冷却モード)により

原子炉を除熱する。 

 

(3)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉心が原子炉圧力

容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合，格納容器下部注水系によ

り原子炉格納容器下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷却するが，原

子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は，低圧代替注水により原子炉圧

力容器へ注水することで残存溶融炉心を冷却し，原子炉圧力容器から原子炉

格納容器への放熱量を抑制する。 

 

a.低圧代替注水 

(a)低圧代替注水系(常設)による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ.手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器が破損した場合において，低圧代替注水系(常設)に

よる原子炉圧力容器への注水が可能な場合※１。 

 

※1:原子炉格納容器スプレイ及び原子炉格納容器下部への注水に必要

な流量(140m3/h，35～70 m3/h)が確保され，更に復水移送ポンプに

より原子炉圧力容器への注水に必要な流量(30m3/h)が確保できる

場合。 
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なお，低圧代替注水により3箇所(原子炉圧力容器，原子炉格納容

器，原子炉格納容器下部)への注水ができない場合には，以下の優

先順とする。 

1.原子炉格納容器(1-1.ドライウェル，1-2.サプレッション・チ

ェンバ) 

2.原子炉格納容器下部 

3.原子炉圧力容器 

ただし，原子炉格納容器スプレイ停止時には原子炉圧力容器への

注水を再開する。 

 

ⅱ.操作手順 

低圧代替注水系(常設)による残存溶融炉心の冷却については， 

1.4.2.1(1)a.(a)の操作手順のうち，残留熱除去系(B)注入配管及び残

留熱除去系(A)注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを図1.4.4に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから低圧代替注水系(常

設)による原子炉注水開始までの所要時間は以下のとおり。 

残留熱除去系(B)注入配管使用:12分以内 

残留熱除去系(A)注入配管使用:12分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.4.3-1) 

 

(b)消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ.手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器が破損した場合において，低圧代替注水系(常設)が

使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合※１。 

 

※1:原子炉格納容器スプレイ及び原子炉格納容器下部への注水に必要

な流量(140m3/h，35～70 m3/h)が確保され，更に消火系により原子

炉圧力容器への注水に必要な流量(30m3/h)が確保できる場合。た

だし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 
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なお，低圧代替注水により3箇所(原子炉圧力容器，原子炉格納容

器，原子炉格納容器下部)への注水ができない場合には，以下の優

先順とする。 

1.原子炉格納容器(1-1.ドライウェル，1-2.サプレッション・チ

ェンバ) 

2.原子炉格納容器下部 

3.原子炉圧力容器 

ただし，原子炉格納容器スプレイ停止時には原子炉圧力容器への

注水を再開する。 

 

ⅱ.操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については， 1.4.2.1(1)a.(c)の

操作手順のうち，残留熱除去系(B)注入配管及び残留熱除去系(A)注入

配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを図1.4.4に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

  作業開始を判断してから，消火系による原子炉注水開始までの必要

な要員及び所要時間は以下のとおり。 

  残留熱除去系(A)又は(B)注入配管使用 

・1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2名及び緊急時

対策要員2名にて所要時間を約30分 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.4.3-5) 

 

(c)低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ.手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器が破損した場合において，低圧代替注水系(常設)及

び消火系が使用できず，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容

器への注水が可能な場合※１。 

 

※1:原子炉格納容器スプレイ及び原子炉格納容器下部への注水に必要

な流量(140m3/h，35～70 m3/h)が確保され，更に可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2級)により原子炉圧力容器への注水に必要な流量

(30m3/h)が確保できる場合。 
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なお，低圧代替注水により3箇所(原子炉圧力容器，原子炉格納容

器，原子炉格納容器下部)への注水ができない場合には，以下の優

先順とする。 

1.原子炉格納容器(1-1.ドライウェル，1-2.サプレッション・チ

ェンバ) 

2.原子炉格納容器下部 

3.原子炉圧力容器 

ただし，原子炉格納容器スプレイ停止時には原子炉圧力容器への

注水を再開する。 

 

ⅱ.操作手順 

低圧代替注水系(可搬型)による残存溶融炉心の冷却については，

1.4.2.1(1)a.(b)の操作手順のうち，残留熱除去系(B)注入配管及び残

留熱除去系(A)注入配管を使用した手順と同様。 

なお，手順の対応フローを図1.4.4に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員 

2名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水開始まで残留熱除去系

(A)又は(B)の注入配管を使用した場合において約95分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料1.4.3-2) 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを図1.4.27に示す。 

 

代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場合，復水貯蔵槽

水源が使用可能であれば低圧代替注水系(常設)により残存溶融炉心を冷

却する。復水貯蔵槽水源が使用できない場合，消火系又は低圧代替注水系
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(可搬型)により残存溶融炉心を冷却する。 

なお，消火系による原子炉の冷却は，発電所構内(大湊側)で重大事故等

へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないこと

が確認できた場合に実施する。 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，注水流量が多いもの

を優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(B)注入配管 

優先②：残留熱除去系(A)注入配管 

 

1.4.2.2 原子炉停止中における対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

原子炉停止中に低圧注水系が機能喪失した場合の対応手順については， 

1.4.2.1(1)フロントライン系故障時の対応手順と同様である。 

 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉除熱 

全交流動力電源の喪失により残留熱除去系による崩壊熱除去機能の

喪失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプの

電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷却系により

冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(原子炉停止時冷却モー

ド)にて原子炉の除熱を実施する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧

母線 C系又は D系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ(原子炉停止

時冷却モード)が使用可能な状態※1に復旧された場合。 

 

※1:設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保されており，原

子炉水位低(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)に維持され，

かつ原子炉圧力が規定圧力以下の状態。 

 

ⅱ.操作手順 

残留熱除去系ポンプ(B)による原子炉除熱手順の概要は以下のと

おり。(残留熱除去系ポンプ(A)による原子炉冷却手順も同様)概要図

を図1.4.25に，タイムチャートを図1.4.26に示す。 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残留熱除去

系ポンプ(原子炉停止時冷却モード)による原子炉除熱の準備開始

を指示する。 

②中央制御室運転員 A 及び B は，残留熱除去系ポンプ(B)(原子炉停

止時冷却モード)の起動に必要なポンプ，電動弁，及び監視計器の

電源が確保されていること，並びに補機冷却水及び原子炉水位低

(レベル 3)から原子炉水位高(レベル 8)の原子炉水位が確保され

ていて，原子炉圧力が原子炉停止時冷却モードインターロック解

除の設定圧力以下であることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認

を依頼し，残留熱除去系ポンプが使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員 A 及び B は，残留熱除去系ポンプ(B)(原子炉停

止時冷却モード)による原子炉冷却の系統構成として，残留熱除去

系ポンプ S/P 水吸込隔離弁(B)，残留熱除去系最少流量バイパス弁

(B)を全閉、残留熱除去系停止時冷却内側(B)，外側隔離弁(B)，残

留熱除去系ポンプ炉水吸込弁(B)，残留熱除去系注入隔離弁(B)の

全開操作を実施する。 

⑤現場運転員 C及び Dは，残留熱除去系封水ポンプ(B)吸込弁，残留

熱除去系封水ポンプ(B)吐出弁，残留熱除去系封水ポンプ(B)最小

流量吐出弁の全閉操作を実施する。 

⑥現場運転員 E及び Fは，残留熱除去系封水ポンプ(B)及び残留熱除

去系最小流量バイパス弁(B)の MCC 電源｢切｣操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(B)(原子炉停止

時冷却モード)運転の準備完了を当直副長へ報告する。 

⑧当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系ポンプ(B)(原子炉

停止時冷却モード)による原子炉除熱の開始を指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(B)(原子炉停止

時冷却モード)の起動操作を実施し，ポンプ吐出圧力が確立したこ

とを残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力にて確認し，残留熱除去系熱

交換器出口弁(B)の調整により原子炉の除熱を開始する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，原子炉の除熱が開始されたことを残

留熱除去系(B)の系統流量の上昇及び残留熱除去系熱交換器入口

温度の低下により確認し，当直副長に報告する。 

 

ⅲ.操作の成立性 
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上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員4名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除

去系による原子炉除熱開始まで20分以内で可能である。 

なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央制御室対

応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1名にて作業を実施す

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.4.3-6) 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.4.27に示す。 

 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場

合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系ポンプ(原子炉

停止時冷却モード)により原子炉を除熱する。原子炉補機冷却系の運転が

できない場合，代替原子炉補機冷却系を設置し，残留熱除去系ポンプ(原

子炉停止時冷却モード)により原子炉を除熱するが，代替原子炉補機冷却

系の設置に時間を要することから，低圧代替注水系(常設)等による原子炉

の冷却を並行して実施する。 

 

1.4.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系ポンプへの代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

復水貯蔵槽，防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並びに可搬型代替

注水ポンプによる送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

復水移送ポンプ，残留熱除去系ポンプ，電動弁及び中操監視計器類への電源

供給手順並びに第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機，電源車，

ディーゼル駆動消火ポンプ，可搬型代替注水ポンプへの燃料補給手順について

は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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表 1.4.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(1/5) 

(原子炉運転中のフロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系(低圧注
水モード) 
 

低
圧
代
替
注
水
系(

常
設)

に
よ
る 

原
子
炉
の
冷
却 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系配管・弁 ※4 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書 
(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「MUWC による原子炉注水」 

残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 

自
主
対
策 

設
備 

低
圧
代
替
注
水
系(

可
搬
型)

に
よ
る 

原
子
炉
の
冷
却 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
ホース 
MUWC 接続口 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書 
(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「消防車による原子炉注水」 
 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海
水)」※1 

防火水槽 ※1，※5 
残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 

自
主
対
策 

設
備 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却 

ディーゼル駆動消火ポンプ 
ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 

復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 

給水系配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書 
(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「消火ポンプによる原子炉注
水」 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※4:復水移送ポンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配管・弁が対象 

※5:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(2/5) 

(原子炉運転中のサポート系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱 

除
去
系(

低
圧
注
水
モ
ー
ド)

の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 
原子炉圧力容器 
代替原子炉補機冷却系 ※3 

常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書 
(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「RHR(A)による原子炉注水」 
「RHR(B)による原子炉注水」 

残留熱除去系(低圧注水モード)ポンプ 
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スパ
ージャ 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉補機冷却系 
非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

(

設
計
基
準
拡
張) 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※4:復水移送ポンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配管・弁が対象 
※5:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(3/5) 

(溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

低
圧
代
替
注
水
系(

常
設)

に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系配管・弁 ※4 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビア
アクシデント) 
「注水-4」等 

「MUWC(RPV 破損後の RPV 代替
注水)」 

消
火
系
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

ディーゼル駆動消火ポンプ 
ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビア

アクシデント) 
「注水-4」等 
「FP(RPV 破損後の RPV 代替注

水)」 

低
圧
代
替
注
水
系(

可
搬
型)

に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
ホース 
MUWC 接続口 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビア
アクシデント) 

「注水-4」等 
「消防車による原子炉注水」 
 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海
水)」※1 

防火水槽 ※1，※5 
 自

主
対
策 

設
備 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※4:復水移送ポンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配管・弁が対象 
※5:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(4/5) 

(原子炉停止中のフロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系(原子炉
停止時冷却モード) 

低
圧
代
替
注
水
系(

常
設)

に
よ
る 

原
子
炉
の
冷
却 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系配管・弁 ※4 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース) 
「水位確保」等 

「MUWC による原子炉注水」 

残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 

自
主
対
策 

設
備 

低
圧
代
替
注
水
系(

可
搬
型)

に
よ
る 

原
子
炉
の
冷
却 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
ホース 
MUWC 接続口 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ

ース) 
「水位確保」等 
「消防車による原子炉注水」 

 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海

水)」※1 

防火水槽 ※1，※5 
残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 

自
主
対
策 

設
備 

消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却 

ディーゼル駆動消火ポンプ 
ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

残留熱除去系(B)配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(A)配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
残留熱除去系(C)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(B)配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系(C)配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ

ース) 
「水位確保」等 
「消火ポンプによる原子炉注

水」 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※4:復水移送ポンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配管・弁が対象 
※5:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(5/5) 

(原子炉停止中のサポート系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系 

(

原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド)

の
復
旧 

原子炉圧力容器 
代替原子炉補機冷却系 ※3 
常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 重

大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(徴候ベ
ース) 
「水位確保」等 

 
「RHR(A)による原子炉除熱」 
「RHR(B)による原子炉除熱」 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)ポ
ンプ 
残留熱除去系配管・弁・熱交換器・スパー

ジャ 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉補機冷却系 
非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

(

設
計
基
準
拡
張) 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※4:復水移送ポンプの吸込ライン(復水貯蔵槽下部の非常用ライン)の配管・弁が対象 
※5:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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表 1.4.2 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(1/6) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 
a.低圧代替注水 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「MUWC による原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水

量 
復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ吐出圧力(A) 
復水移送ポンプ吐出圧力(B) 

復水移送ポンプ吐出圧力(C) 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 

「消防車による原子炉注水」 
 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水)」 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
防火水槽 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 

・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 可搬型代替注水ポンプ吐出圧力 

水源の確認 防火水槽 
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監視計器一覧(2/6) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.低圧代替注水 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 
「消火ポンプによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 

・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(3/6) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 
(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 
「RHR(A)による原子炉注水」 

「RHR(B)による原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

補機監視機能 
原子炉補機冷却系(A)系統流量 
原子炉補機冷却系(B)系統流量 

残留熱除去系(A)熱交換器入口冷却水流量 
残留熱除去系(B)熱交換器入口冷却水流量 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

残留熱除去系(A)系統流量 
残留熱除去系(B)系統流量 

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 

残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 
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監視計器一覧(4/6) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 
(3)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

a.低圧代替注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-4」 
「MUWC(RPV 破損後の RPV 代替注水)」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水

量 
復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ吐出圧力(A) 
復水移送ポンプ吐出圧力(B) 

復水移送ポンプ吐出圧力(C) 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-4」 
「FP(RPV 破損後の RPV 代替注水)」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 

・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(5/6) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.4.2.1 原子炉運転中における対応手順 
(3)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

a.低圧代替注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-4」 
「消防車による原子炉注水」 
 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海水)」 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
防火水槽 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 

・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 可搬型代替注水ポンプ吐出圧力 

水源の確認 防火水槽 
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監視計器一覧(6/6) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.4.2.2 原子炉停止中における対応手順 

(2)サポート系故障時の対応手順 
a.復旧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「水位確保」等 
「RHR(A)による原子炉除熱」 

「RHR(B)による原子炉除熱」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の温度 
原子炉圧力容器温度 

残留熱除去系(A)熱交換器入口温度 
残留熱除去系(B)熱交換器入口温度 

補機監視機能 
原子炉補機冷却系(A)系統流量 

原子炉補機冷却系(B)系統流量 
残留熱除去系(A)熱交換器入口冷却水流量 
残留熱除去系(B)熱交換器入口冷却水流量 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の温度 
原子炉圧力容器温度 

残留熱除去系(A)熱交換器入口温度 
残留熱除去系(B)熱交換器入口温度 

原子炉圧力容器への注水

量 
残留熱除去系(A)系統流量 

残留熱除去系(B)系統流量 

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力 
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 
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表 1.4.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.4】 
原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に

発電用原子炉を冷却するための手順等 

復水移送ポンプ 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 
MCC C 系 
AM 用 MCC 

復水補給水系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
MCC D 系（6号炉のみ） 

AM 用 MCC 
残留熱除去系ポンプ 常設代替交流電源設備 

 

M/C C 系 
M/C D 系 

残留熱除去系弁 常設代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系 
AM 用 MCC 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 

計測用 B系電源 
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図 1.4.1 機能喪失原因対策分析(1/2) 

  

原子炉低圧時の冷却機能喪失

RHR A機能喪失

フロントライン系故障時の対応手段

①：低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却

②：低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却
③：消火系による原子炉の冷却

サポート系故障時の対応手段

④：常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧

⑤：常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の復旧

注：RHR C系は、④，⑤の対応手段は対象外

凡例

：AND条件

：OR条件

：フロントライン系の対応

：サポート系の対応

弁故障RHRポンプ

故障
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駆動源喪失

（AC電源）

駆動源喪失

（DC電源）

※2

※3

※4

※1

フロントライン系

※1

④，⑤

駆動源喪失

（AC電源）

P/C故障 M/C故障

D/G機能

喪失

外部電源

喪失

※3

④，⑤

駆動源喪失

（DC電源）

主母線盤故障 遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障AC電源

喪失

※3

※4

補機冷却系

故障

配管

RCW機能喪失

RCWポンプ

静的機器

弁

RCW Hx

ｽﾄﾚｰﾅ

RSW機能喪失

RSWポンプ

静的機器

弁

配管

駆動源喪失

（AC,DC電源）

※3 ※4

※2

※1

RHR B機能喪失

RHR C機能喪失

サポート系

①，②，③
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図 1.4.1 機能喪失原因対策分析(2/2) 

対応手段①

選択不可

MUWC

ポンプ故障

駆動源喪失

（AC電源）

※3

CSP

枯渇

凡例

：AND条件

：OR条件

：フロントライン系の対応

：サポート系の対応

弁・配管

故障

※5

対応手段②

選択不可

消防車

故障

※5

防火水槽

枯渇

弁・配管

故障

対応手段③

選択不可

D/D FP

故障

※5

ろ過水タンク

枯渇

弁・配管

故障

RHR B

注入弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

RHR B

注入配管

故障

手動開

RHR B

洗浄弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

RHR B

洗浄配管

故障

手動開

RHR B 注入ライン

選択不可

RHR A

注入弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

RHR A

注入配管
故障

手動開

RHR A

洗浄弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

RHR A

洗浄配管

故障

手動開

RHR A 注入ライン

選択不可

RHR C

注入弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

RHR C

注入配管
故障

手動開

RHR C

洗浄弁

故障

RHR C

洗浄配管

故障

RHR C 注入ライン

選択不可

HPCF B

注入弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

HPCF B

注入配管

故障

手動開

HPCF B

洗浄弁

故障

HPCF B

洗浄配管

故障

HPCF B 注入ライン

選択不可

HPCF C

注入弁

故障

駆動源

喪失

（AC電源）

※3

HPCF C

注入配管

故障

手動開

HPCF C

洗浄弁

故障

HPCF C

洗浄配管

故障

HPCF C 注入ライン

選択不可

弁・配管

故障

※5
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあること

を示している。ただし，AND 条件，OR 条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

図 1.4.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

 

  

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8

RHRポンプ故障

弁故障

RHR Hx

配管

S/P

ストレーナ

RCWポンプ

弁

RCW Hx

配管

RSWポンプ

弁

配管

ストレーナ

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪

失

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

静的機器故障

水源

補機冷却系故障

RCW機能喪失

充電器機能喪失
AC電源喪失

RHR B機能喪失

RHR A機能喪失

RHR C機能喪失

低圧注水系機能喪失

静的機器故障

RSW機能喪失

静的機器故障

駆動源喪失（AC，DC
電源）

※3同様

※4同様

※3

※4

※2

※1

※3同様

※1同様

※1同様
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図 1.4.2 EOP 原子炉制御「水位確保」における対応フロー 
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図 1.4.3 EOP 不測事態「水位回復」における対応フロー 
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図 1.4.4 SOP 「注水-4」における対応フロー 
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図 1.4.5 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 概要図 

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合

残留熱除去系(C)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑥b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑥c 残留熱除去系注入隔離弁(C)

⑥d 高圧炉心注水系注入隔離弁(B)

⑥e 高圧炉心注水系注入隔離弁(C)

⑧a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑧b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)

⑧c 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(C)

⑧d 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)

⑧e 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)

⑩※1 復水補給水系常/非常用連絡管一次止め弁

⑩※2 復水補給水系常/非常用連絡管二次止め弁
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図 1.4.6 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4.7 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用) タイムチャート 

通信手段確保，電源確認

バイパス流防止処置，ポンプ起動

系統構成

注水開始，注水状況確認

移動，ＣＳＰ水源確保

備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）による

原子炉注水

（残留熱除去系（B）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
5 10 15 20 25

12分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

通信手段確保，電源確認

バイパス流防止処置，ポンプ起動

系統構成

注水開始，注水状況確認

備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）による

原子炉注水

（残留熱除去系（A）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2
移動，ＣＳＰ水源確保

経過時間（分）

12分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

5 10 15 20 25
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図 1.4.8 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(C)注入配管使用) タイムチャート

 

図 1.4.9 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(高圧炉心注水系(B)注入配管使用) タイムチャート 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止処置、ポンプ起動

注水状況確認

移動、系統構成

注水弁開操作

移動、ＣＳＰ水源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｃ）

注入配管使用）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

10 20 30 40 50 60 70 80

40分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止処置、ポンプ起動

系統構成

注水状況確認

移動

注水弁開操作

移動、ＣＳＰ水源確保

2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水

（高圧炉心注水系（Ｂ）

注入配管使用）

現場運転員　Ｃ、Ｄ

10 20 30 40 50 60 70 80

25分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水
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図 1.4.10 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(高圧炉心注水系(C)注入配管使用) タイムチャート 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止処置、ポンプ起動

注水状況確認

移動、系統構成

注入隔離弁開操作

移動、ＣＳＰ水源確保

2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水

（高圧炉心注水系（Ｃ）

注入配管使用）

現場運転員　Ｃ、Ｄ

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水
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図 1.4.11 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水 概要図 

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑤ 復水補給水系建屋内南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑤ 復水補給水系建屋内北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑥a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(C)

⑥b 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)

⑥c 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)

⑦a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑦a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑦b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑦b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)

⑦c 残留熱除去系注入隔離弁(C)

⑦d 高圧炉心注水系注入隔離弁(B)

⑦e 高圧炉心注水系注入隔離弁(C)

⑪ 復水補給水系建屋外北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁

⑪ 復水補給水系建屋外南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合

残留熱除去系(C)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所
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図 1.4.12 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置，系統構成

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｂ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3
※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.4.13 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置，系統構成

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

備考

※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

経過時間（分）

緊急時対策要員

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

3

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（残留熱除去系（A）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.4.14 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(残留熱除去系(C)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

系統構成（注入隔離弁開操作含む）

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（残留熱除去系（C）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.4.15 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(高圧炉心注水系(B)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置，系統構成

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

系統構成

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

備考

※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

2

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（高圧炉心注水系（Ｂ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.4.16 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(高圧炉心注水系(C)注入配管使用) タイムチャート 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

系統構成（注入隔離弁開操作含む）

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（高圧炉心注水系（C）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.4.17 消火系による原子炉注水 概要図 

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(B)注入配管使用の場合

残留熱除去系(C)注入配管使用の場合

高圧炉心注水系(C)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥※1 復水補給水系消火系第一連絡弁

⑥※2 復水補給水系消火系第二連絡弁

⑦a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑦b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑦c 残留熱除去系注入隔離弁(C)

⑦d 高圧炉心注水系注入隔離弁(B)

⑦e 高圧炉心注水系注入隔離弁(C)

⑪a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑪b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)

⑪c 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(C)

⑪d 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B)

⑪e 高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)
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図 1.4.18 消火系による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

 
図 1.4.19 消火系による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用) タイムチャート 

 

通信手段確保，電源確保確認

系統構成，バイ パス流防止処置

注水開始，注水状況確認

電源確保

消火ポンプ起動
緊急時対策要員 2

2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

　

消火系による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｂ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水

通信手段確保，電源確保確認

バイ パス流防止処置，系統構成

注水開始，注水状況確認

電源確保

消火ポンプ起動

　

消火系による原子炉注水

（残留熱除去系（Ａ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

備考

手順の項目 要員（数）

緊急時対策要員 2

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水
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図 1.4.20 消火系による原子炉注水(残留熱除去系(C)注入配管使用) タイムチャート  

通信手段確保，電源確保確認

バイ パス流防止処置，系統構成

注水状況確認

移動，系統構成

注水開始

電源確保

消火ポンプ起動

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

　

消火系による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｃ）

注入配管使用）
現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）

緊急時対策要員 2

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2

備考10 20 30 40 50 60 70 80

40分 消火系による原子炉注水
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図 1.4.21 消火系による原子炉注水(高圧炉心注水系(B)注入配管使用) タイムチャート 

通信手段確保，電源確保確認

バイ パス流防止処置，系統構成

注水状況確認

移動

注水開始

電源確保

消火ポンプ起動

　

消火系による原子炉注水

（高圧炉心注水系（Ｂ）

注入配管使用）
現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

緊急時対策要員 2

要員（数）

経過時間（分）
備考

手順の項目

現場運転員　Ｅ，Ｆ 2

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水
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図 1.4.22 消火系による原子炉注水(高圧炉心注水系(C)注入配管使用) タイムチャート 

 

 

通信手段確保，電源確保確認

バイ パス流防止処置，系統構成

注水状況確認

移動，系統構成

注水開始

電源確保

消火ポンプ起動

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｅ，Ｆ

備考

　

消火系による原子炉注水

（高圧炉心注水系（Ｃ）

注入配管使用）
現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）

2

緊急時対策要員 2

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水
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図 1.4.23 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉注水 概要図 

RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

MO

MO
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O
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O

RCW系、代替Hx
による冷却
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RCCV
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RHR熱交換器(B)

RCW系、代替Hx
による冷却

MO
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SAM系

SPH系

MO

MO

MO

FCS系

FPC系

MUWC系

NO

封水ﾎﾟﾝﾌﾟ

MO

FT

FI
（中央制御室）

⑥

操作手順 弁名称

⑥ 残留熱除去系注入隔離弁(B)
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図 1.4.24 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉注水 タイムチャート
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図 1.4.25 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉除熱 概要図 

RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(B)
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RCW系、代替Hx
による冷却
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RHR熱交換器(B)

RCW系、代替Hx
による冷却
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FCS系

FPC系

MUWC系
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封水ﾎﾟﾝﾌﾟ

MO

FT

FI
（中央制御室）

MOMO
④※6

④※5

④※1

④※2

④※4

④※3

⑤
※3

⑤
※1

⑤
※2

⑨

操作手順 弁名称

④※1 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟS/P水吸込隔離弁(B)

④※2 残留熱除去系最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁(B)

④※3 残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁(B)

④※4 残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁(B)

④※5 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ炉水吸込弁(B)

④※6 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑤※1 残留熱除去系封水ポンプ(B)吸込弁

⑤※2 残留熱除去系封水ポンプ(B)吐出弁

⑤※3 残留熱除去系封水ポンプ(B)最小流量吐出弁

⑨ 残留熱除去系熱交換器出口弁(B)
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図 1.4.26 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉除熱 タイムチャート 
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図 1.4.27 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(1/2) 

原子炉

補機冷却系

運転可能

代替原子炉補機

冷却系設置・起動

残留熱除去系復旧

注水又は除熱

No

Yes

全交流動力電源喪失による

低圧注水系機能喪失

常設代替交流電源設備

による給電

※2

(2)サポート系故障時の対応手段の選択

優先①残留熱除去系(B)注入配管

優先②残留熱除去系(A)注入配管

優先③残留熱除去系(C)注入配管

優先④高圧炉心注水系(B)注入配管

優先⑤高圧炉心注水系(C)注入配管

代替交流

電源設備により

電源供給

交流動力電源

あり

復水貯蔵槽

水源使用可能

電動弁を手動操作

にて系統構成実施

優先①

低圧代替注水系

（常設）による注水

※1

優先③

低圧代替注水系

（可搬型）による注水

※1

優先②

消火系による注水

※1

No

Yes No

No

Yes

Yes

低圧注水系機能喪失
【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

※2

重大事故等へ対処するために消火系によ

る消火が必要な火災の発生なし

ろ過水タンク

水源使用可能

Yes

No

No

Yes

(1)フロントライン系故障時の対応手段の選択

※1注入配管優先順位
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図 1.4.27 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(2/2) 

優先①残留熱除去系(B)注入配管

優先②残留熱除去系(A)注入配管

代替交流

電源設備により

電源供給

交流動力電源

あり

復水貯蔵槽

水源使用可能

優先①

低圧代替注水系

（常設）による注水

※1

優先③

低圧代替注水系

（可搬型）による注水

※1

優先②

消火系による注水

※1

No

Yes

No

Yes

低圧注水系機能喪失
【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

※2

重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災の発生なし

ろ過水タンク

水源使用可能

Yes

No

No

Yes

※1注入配管優先順位

(3)溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段の選択
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/3) 

 
※1：復水移送ポンプの吸込ライン（復水貯蔵槽下部の非常用ライン）の配管・弁が対象 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

番号 番号

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設 復水移送ポンプ 常設

復水貯蔵槽 既設 復水貯蔵槽 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
復水補給水系配管・弁 常設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
既設

残留熱除去系(C)配管・

弁・スパージャ
常設 40分 4名

残留熱除去系(A)配管・

弁
既設

高圧炉心注水系(B)配

管・弁・スパージャ
常設 25分 4名

給水配管・弁・スパー

ジャ
既設

高圧炉心注水系(C)配

管・弁・スパージャ
常設 30分 4名

高圧炉心注水系配管・

弁　※1
既設

高圧炉心注水系配管・

弁　※1
常設

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬
ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

ろ過水タンク 常設

消火系配管・弁 常設

復水補給水系配管・弁 常設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
常設 30分 6名

残留熱除去系(A)配管・

弁
常設

給水系配管・弁・ス

パージャ
常設

残留熱除去系(C)配管・

弁・スパージャ
常設 40分 8名

高圧炉心注水系(B)配

管・弁・スパージャ
常設 30分 8名

高圧炉心注水系(C)配

管・弁・スパージャ
常設 30分 8名

原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
常設

可搬

消

火

系

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

－ －

自主対策とす

る理由は本文

参照

30分 6名

－ －

低

圧

代

替

注

水

系

(

常

設

)

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

①

④

⑥

⑦

低

圧

代

替

注

水

系
（

常

設
）

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

－ －

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

－ －

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、

設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独

立性を有し、位置的分散を図ること。

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備

は、設計基準事故対処設備に対して、多様

性及び独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。

⑦

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作

に関する手順等を整備すること。 ②

（１）重大事故防止設備

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。

（１）重大事故防止設備

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備するこ

と。
⑤

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕

のない場合に対応するため、常設重大事故防止

設備を設置すること。

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的

余裕のない場合に対応するため、常設重大

事故防止設備を設置すること。
⑥

（２）復旧

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続するこ

とにより起動及び十分な期間の運転継続ができるこ

と。
③

④

【解釈】

１　「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電

用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。

－

【解釈】

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を

「防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。

【解釈】

１ 第６２条に規定する「炉心の著しい損

傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。

－

技術的能力審査基準（1.4） 設置許可基準規則（47条） 技術基準規則（62条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失

した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子

炉を冷却するために必要な設備を設けなければ

ならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力

バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備を施設しなければならない。

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

添付資料 1.4.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 

 

※1：復水移送ポンプの吸込ライン（復水貯蔵槽下部の非常用ライン）の配管・弁が対象 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

 
  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
可搬

防火水槽　※2 新設 防火水槽 常設

ホース 新設 ホース 可搬

MUWC接続口 新設 MUWC接続口 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
復水補給水系配管・弁 常設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
既設

残留熱除去系(C)配管・

弁・スパージャ
常設 95分 7名

残留熱除去系(A)配管・

弁
既設

高圧炉心注水系(B)配

管・弁・スパージャ
常設 95分 7名

給水配管・弁・スパー

ジャ
既設

高圧炉心注水系(C)配

管・弁・スパージャ
常設 95分 7名

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

残留熱除去系（低圧注

水モード）ポンプ
既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

残留熱除去系配管・

弁・ストレーナ・ス

パージャ

既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

原子炉補機冷却系 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

非常用取水設備 既設

常設代替交流電源設備 新設

燃料補給設備
既設

新設

低

圧

代

替

注

水

系
（

可

搬

型
）

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

－ －

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

低

圧

代

替

注

水

系
（

可

搬

型
）

に

よ

る

原

子

炉

の

冷

却

①

②

④

⑤

⑦

－ －

常

設

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

残

留

熱

除

去

系

(

低

圧

注

水

モ
ー

ド

)

の

復

旧

①

③

④

－ －

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 

 

※1：復水移送ポンプの吸込ライン（復水貯蔵槽下部の非常用ライン）の配管・弁が対象 
※2:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設
ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

復水貯蔵槽 既設 ろ過水タンク 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
消火系配管・弁 常設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
既設 復水補給水系配管・弁 常設

残留熱除去系(A)配管・

弁
既設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
常設 30分 6名

給水配管・弁・スパー

ジャ
既設

残留熱除去系(A)配管・

弁
常設

高圧炉心注水系配管・

弁　※1
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
常設

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

防火水槽　※2 新設

ホース 新設

MUWC接続口 新設

復水補給水系配管・弁
既設

新設

残留熱除去系(B)配管・

弁・スパージャ
既設

残留熱除去系(A)配管・

弁
既設

給水配管・弁・スパー

ジャ
既設

原子炉圧力容器 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）ポ

ンプ

既設

原子炉圧力容器 既設

残留熱除去系配管・

弁・熱交換器・スパー

ジャ

既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉補機冷却系 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

非常用取水設備 既設

常設代替交流電源設備 新設

燃料補給設備
既設

新設

常

設

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

残

留

熱

除

去

系

(

原

子

炉

停

止

時

冷

却

モ
ー

ド

)

の

復

旧

①

③

④

－ － － － －

自主対策とす

る理由は本文

参照30分 6名

－ －

－

－ － －

低

圧

代

替

注

水

系
（

可

搬

型
）

に

よ

る

残

存

溶

融

炉

心

の

冷

却

①

④
－ － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

低

圧

代

替

注

水

系

(

常

設

)

に

よ

る

残

存

溶

融

炉

心

の

冷

却

①

④

消

火

系

に

よ

る

残

存

溶

融

炉

心

の

冷

却

－ －

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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図 1 対応手段として選定した設備の電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備

添付資料 1.4.2 
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図 2 対応手段として選定した設備の電源構成図(6 号炉) 
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 3 対応手段として選定した設備の電源構成図(7 号炉) 
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【凡例】

：配線用遮断器
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：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機
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【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機
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MCC ：モータ・コントロール・センタ
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重大事故対策の成立性 

 

1.低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 

(1)復水貯蔵槽水源確保 

 

a.操作概要 

復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉へ注水する際に，

ポンプの吸込ラインを通常のラインから復水貯蔵槽下部からのラインに

切り替えることにより水源を確保する。 

 

b.作業場所 

廃棄物処理建屋 地下 3階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:15 分(実績時間:14 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施 

している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

添付資料 1.4.3-1 
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  復水移送ポンプ吸込ライン切替 反射テープ 
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2.低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水 

(1)遠隔操作機構(ユニハンドラー)の取り外し 

 

a.操作概要 

低圧代替注水系(可搬型)により原子炉へ注水する際に，現場にて手動弁

の遠隔操作機構の取り外しを行い，系統構成を実施する。 

 
b.作業場所 

原子炉建屋 1 階(管理区域) 

原子炉建屋 2 階(管理区域) 

 
c.必要要員数及び操作時間 

低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水に必要な要員数(7 名)，所要

時間(95 分)のうち，ユニハンドラー取り外しに必要な要員数，所要時間は

以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:25 分(実績時間:10 分) 

 
d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。ユニハン

ドラー取り外し及び取り外し後の操作対象弁の操作性につい

ては，設置工事完了後に検証する。操作対象弁には，暗闇でも

識別し易いように反射テープを施す。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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ユニハンドラー弁のリンク機構 

リンク機構の取外し操作 （系統構成） 

リンク機構の取外し後に， 

ハンドルを取付け，弁操作 
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(2)屋外接続口から原子炉への注水(淡水/海水) 

 

a.操作概要 

緊急時対策本部は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による原子炉への注

水が必要な状況において，接続口(消防ホース接続箇所)及び水源を選定

し，注水ルートを決定する。 

現場では，指示された注水ルートを確保したうえで，可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)により注水する。 

 

b.作業場所 

屋外(原子炉建屋周辺，取水箇所(護岸，海水取水ピット，防火水槽)周辺) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による原子炉への注水に必要な要員(7

名)，所要時間(95 分)のうち，屋外接続口から原子炉への注水に必要な要

員数,所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :3 名(緊急時対策要員 3名) 

所要時間目安:95 分(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能ライ

トにより，夜間における作業性を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機

能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の

結合金具(オス・メス)であり，容易に操作可能である。また，

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ

ースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(電力保安通信用電話設備，衛星電話設備，無線

連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部及

び中央制御室に連絡する。 
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3.残留熱除去系(C)注入配管使用による原子炉注水 

(1)系統構成 

 

a.操作概要 

復水移送ポンプからの注水が行えるよう，手動にて残留熱除去系注入隔

離弁(C)を全開とし，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C)を開にて原

子炉注水を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 1 階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(C)ライン)に必

要な要員数(4 名)，所要時間(40 分)のうち，現場での系統構成，注水操作

に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:40 分(実績時間:37 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は弁室にあり，操作性に支障はない。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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現場での注水操作 系統構成 
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4.高圧炉心注水系(C)注入配管使用による原子炉注水 

(1)系統構成 

 

a.操作概要 

復水移送ポンプからの注水が行えるよう，手動にて高圧炉心注水系注入

隔離弁(C)を全開とし，高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C)を開にて原

子炉注水を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 1 階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(高圧炉心注水系(C)ライン)に

必要な要員数(4 名)，所要時間(30 分)のうち，現場での系統構成，注水操

作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:30 分(実績時間:26 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバック

アップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は弁室にあり，操作性に支障はない。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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系統構成 現場での注水操作 
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5．消火系による原子炉注水 

(1)受電操作 
 

a.操作概要 

消火系による原子炉注水の系統構成のために電源確保を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

消火系による原子炉注水に必要な要員数(6 名)，所要時間(30 分)のうち

系統構成のための電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分(実績時間:18 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行し

て作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。
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受電操作               受電確認 
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6．残留熱除去系ポンプによる原子炉除熱 

 

a.操作概要 

残留熱除去系ポンプを停止時冷却モードにて起動し原子炉の除熱を実施

するため，残留熱除去系の停止時冷却モードのラインナップおよびそれに

必要な電源開放操作を実施し，残留熱除去系ポンプを起動させ，原子炉の

除熱を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 3階(管理区域) 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

 

c.必要要員数および操作時間 

残留熱除去系による原子炉除熱に必要な要員数(6 名)，所要時間(20 分)

のうち，現場での系統構成および電源開放操作に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:系統構成 15 分(実績時間:14 分) 

        電源開放 15 分(実績時間:12 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッ

ドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備または携行して作業を行う。管理区域においては汚染の

可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手

袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。 
         アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に操作可能である。電源開放操作に

おいても通常操作であるため，容易に操作可能である。 
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連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

   

     

 

系統構成(RHR ポンプ室) 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 
  

判断基準記載内容 解釈
(a)低圧代替注水系(常
設)による原子炉注水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

(b)低圧代替注水系(可搬
型)による原子炉注水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

(c)消火系による原子炉
注水

原子炉水位低(レベル3) 原子炉水位(狭帯域)にて原子炉水位低(レベル3)

1.4.2.2　原子炉停止中
における対応手順

(2)サポート系故障時の
対応手順
a.復旧

(a)残留熱除去系ポンプ
電源復旧後の原子炉除熱

原子炉圧力が規定値以下 原子炉圧力が       以下

手順

1.4.2.1　原子炉運転中
における対応手順

(1)フロントライン系故
障時の対応手順
a.低圧代替注水
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操作手順の解釈一覧(1/2) 

 
  

操作手順記載内容 解釈
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上 復水移送ポンプ吐出圧力が       以上
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
残留熱除去系注入隔離弁(C) E11-MO-F005C
残留熱除去系注入隔離弁(C) E11-MO-F005C
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
高圧炉心注水系注入隔離弁(B) E22-MO-F003B
高圧炉心注水系注入隔離弁(C) E22-MO-F003C
原子炉圧力が復水移送ポンプ吐出圧力以下であること 原子炉圧力が       以下であること
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C) E11-F032C
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B) E22-F016B
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C) E22-F016C
残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(B)注入配管の流量が300m³/h程度まで上

昇
残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(A)注入配管流量が       程度まで上昇
復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次止め弁 （一次止め弁）P13-F019

（二次止め弁）P13-F020
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁１ P13-F137
復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁１ P13-F133
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C) E11-F032C
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B) E22-F016B
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C) E22-F016C
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であ
ること

原子炉圧力が       以下であること

残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
残留熱除去系注入隔離弁(C) E11-MO-F005C
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
高圧炉心注水系注入隔離弁(B) E22-MO-F003B
高圧炉心注水系注入隔離弁(C) E22-MO-F003C
復水補給水系建屋外北側外部送水ライン止め弁 P13-F132
復水補給水系建屋外南側外部送水ライン止め弁 P13-F136

1.4.2.1　原子炉運転中
における対応手順

(1)フロントライン系故
障時の対応手順
a.低圧代替注水

(a)低圧代替注水系(常
設)による原子炉注水

(b)低圧代替注水系(可搬
型)による原子炉注水

手順
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操作手順の解釈一覧(2/2) 

 

操作手順記載内容 解釈
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系消火系第一，第二連絡弁 （第一連絡弁）P13-MO-F090

（第二連絡弁）P13-MO-F091
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
残留熱除去系注入隔離弁(C) E11-MO-F005C
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
高圧炉心注水系注入隔離弁(B) E22-MO-F003B
高圧炉心注水系注入隔離弁(C) E22-MO-F003C
原子炉圧力がディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力以下
であること

原子炉圧力が       以下であること

残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(C) E11-F032C
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(B) E22-F016B
高圧炉心注水系洗浄用補給水止め弁(C) E22-F016C
残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(B)注入配管の流量が       程度まで上

昇
残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(A)注入配管の流量が       程度まで上

昇
ポンプ吐出圧力が確立 残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力にて       以上

原子炉圧力が残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力以下 原子炉圧力が       以下
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系(B)の系統流量の上昇 残留熱除去系(B)の系統流量が954m³/h程度まで上昇
原子炉圧力が原子炉停止時冷却モードインターロック
解除の設定圧力以下

原子炉圧力が       以下

残留熱除去系ポンプS/P水吸込隔離弁(B) E11-MO-F001B
残留熱除去系最少流量バイパス弁(B) E11-MO-F021B
残留熱除去系停止時冷却内側(B)，外側隔離弁(B) （内側隔離弁）E11-MO-F010B

（外側隔離弁）E11-MO-F011B
残留熱除去系ポンプ炉水吸込弁(B) E11-MO-F012B
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系封水ポンプ(B)吸込弁 E11-F022B
残留熱除去系封水ポンプ(B)吐出弁 E11-F024B
残留熱除去系封水ポンプ(B)最小流量吐出弁 E11-F025B
残留熱除去系熱交換器出口弁(B) E11-MO-F004B
残留熱除去系(B)の系統流量の上昇 残留熱除去系(B)の系統流量が954m³/h程度まで上昇

1.4.2.1　原子炉運転中
における対応手順

(1)フロントライン系故
障時の対応手順
a.低圧代替注水

(c)消火系による原子炉
注水

(2)サポート系故障時の
対応手順
a.復旧

(a)残留熱除去系ポンプ
電源復旧後の原子炉注水

1.4.2.2　原子炉停止中
における対応手順

(2)サポート系故障時の
対応手順
a.復旧

(a)残留熱除去系ポンプ
電源復旧後の原子炉除熱

手順
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 
 

＜ 目 次 ＞ 
 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

c.手順等 

1.5.2 重大事故等発生時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場

合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(2)最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場

合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場

操作） 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(3)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送 

a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

b.代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.5.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料 1.5.1  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.5.2  対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.5.3  重大事故対策の成立性 

1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

2.PCV ベント弁駆動源確保［予備ボンベ］ 

3.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

4.フィルタベント水位調整（水張り） 

5.フィルタベント水位調整（水抜き） 

6.フィルタベント停止後の N2パージ 

7.フィルタベント計装（サンプリングポンプ起動） 

8.フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

9.ドレン移送ライン N2パージ 

10.ドレンタンク水抜き 

11.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱 

12.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

13.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

14.熱交換器ユニットによる補機冷却水確保 

15.代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による

補機冷却水確保 

添付資料 1.5.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシン

クへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

BWR においては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機

能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒ

ートシンク（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送がで

きること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮

すること。 

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁に

よる２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送がで

きること。 

 

 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は，残留

熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ

冷却モード及び原子炉停止時冷却モード），原子炉補機冷却系による冷却機能で

ある。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するた

め，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備しており，ここでは，

この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生す

る前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送

する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処

設備として，残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モー

ド，格納容器スプレイ冷却モード及び原子炉停止時冷却モード），原子炉補

機冷却系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等の対処に用い

るが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（図 1.5.1）。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十八条及び技術基準規

則第六十三条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 



1.5-5 
 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除去

系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷

却モード及び原子炉停止時冷却モード）の故障を想定する。また，サポート

系故障として，原子炉補機冷却系の故障，全交流動力電源喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を表 1.5.1

に整理する。 

 

a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a)最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレッション・チェ

ンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モード及び原子炉

停止時冷却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送でき

ない場合には，格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器圧力逃がし

装置により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための手順等」における「格納容器圧力逃がし装置及び代替

格納容器逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選

定する対応手段及び設備と同様である。 

格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器圧力逃がし装置 

・専用空気ボンベ 

 

・代替格納容器圧力逃がし装置 

 

ⅱ.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレッション・チェ

ンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モード及び原子炉

停止時冷却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送でき

ない場合には，耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ
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熱を輸送する手段がある。 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用す

る設備は以下のとおり。 

・耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 

・耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁 

・遠隔手動弁操作設備 

・専用空気ボンベ 

・原子炉格納容器 

・不活性ガス系配管・弁 

・非常用ガス処理系配管・弁 

 

原子炉格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以

下のとおりとする。 

優先①：格納容器圧力逃がし装置によるW/W側ベント 

優先②：格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント 

優先③：代替格納容器圧力逃がし装置によるW/W側ベント 

優先④：代替格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント 

優先⑤：耐圧強化ベント系によるW/W側ベント 

優先⑥：耐圧強化ベント系によるD/W側ベント 

ただし，代替格納容器圧力逃がし装置が完成するまでの期間におけ

る優先順位は，①→②→⑤→⑥の順とする。 

 

ⅲ.現場操作 

格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強

化ベント系の隔離弁（空気駆動弁，電動駆動弁）の駆動源や制御電源

が喪失した場合，隔離弁を手動にて遠隔操作することで最終ヒートシ

ンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。なお，隔離弁を手動にて遠

隔操作するエリアは二次格納施設外とする。 

格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強

化ベント系の現場操作で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作設備 

・専用空気ボンベ 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち，格納容器圧力
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逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置は重大事故等対処設備と

して位置づける。 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用す

る設備のうち，耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁，耐圧強化ベント系

（D/W）配管・弁，遠隔手動弁操作設備，原子炉格納容器，不活性ガス

系配管・弁及び非常用ガス処理系配管・弁は重大事故等対処設備とし

て位置づける。 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔手動弁操作設備は重大事故等

対処設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.5.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（サプレッション・

チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モード及び原

子炉停止時冷却モード）の使用が不可能な場合においても最終ヒート

シンク（大気）へ熱を輸送できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・専用空気ボンベ 

重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は十分では

ないものの，空気駆動弁である原子炉格納容器一次隔離弁等の駆動

に必要な空気を空気ボンベより供給が可能であれば，中央制御室又

は二次格納施設外からの遠隔操作が可能となり，原子炉格納容器ベ

ント時の系統構成の手段として有効である。 

 

b.サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a)最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送 

ⅰ.代替原子炉補機冷却系による除熱 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故障等又は全交流

動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合には，

代替原子炉補機冷却系とあわせて設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器

スプレイ冷却モード又は原子炉停止時冷却モード）により最終ヒート

シンク（海洋）へ熱を輸送する手段がある。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系ポンプが起動できな

い場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を
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供給することで残留熱除去系を復旧する。 

代替原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・熱交換器ユニット 

・代替原子炉補機冷却海水ポンプ 

・代替原子炉補機冷却海水ストレーナ 

・ホース 

・代替原子炉補機冷却系接続口 

・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・真空破壊弁（S/C→D/W） 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

・補機冷却用海水取水路 

・補機冷却用海水取水槽 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ. 代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による除熱 

上記「(a)ⅰ.代替原子炉補機冷却系による除熱」の代替原子炉補機

冷却系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合には，

代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車により原子炉補機冷

却系へ直接海水を送水する。代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容

量送水車あわせて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレ

ッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モ

ード又は原子炉停止時冷却モード）により最終ヒートシンク（海洋）

へ熱を輸送する手段がある。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系ポンプが起動できな

い場合には，常設代替交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を

供給することで残留熱除去系を復旧する。 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による除熱で使用

する設備は以下のとおり。 

・代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車 
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・ホース 

・代替原子炉補機冷却系接続口 

・原子炉補機冷却系配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード） 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・真空破壊弁（S/C→D/W） 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

・補機冷却用海水取水路 

・補機冷却用海水取水槽 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備のうち，熱交換器

ユニット，代替原子炉補機冷却海水ポンプ，代替原子炉補機冷却海水

ストレーナ，ホース，代替原子炉補機冷却系接続口，原子炉補機冷却

系配管・弁・サージタンク，残留熱除去系熱交換器，真空破壊弁

（S/C→D/W），海水貯留堰，スクリーン室，取水路，可搬型代替交流

電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置づける。

また，補機冷却用海水取水路及び補機冷却用海水取水槽は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

代替原子炉補機冷却系とあわせて使用する残留熱除去系（サプレッ

ション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モー

ド又は原子炉停止時冷却モード）は重大事故等対処設備(設計基準拡

張)として位置づける。 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系海水ポンプ，原子炉

補機冷却系中間ループ循環ポンプ，原子炉補機冷却系サージタンク，

原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ及び原子炉補機冷却系熱

交換器は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.5.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシンクへ熱を輸送で

きない場合においても，炉心及び原子炉格納容器内を除熱できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車 

原子炉補機冷却水系に直接海水を送水することから，熱交換器の

破損や配管の腐食が発生する可能性があるが，残留熱除去系（サプ

レッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷

却モード又は原子炉停止時冷却モード）とあわせて使用することで

最終ヒートシンク（海洋）へ熱を輸送する手段として有効である。 

 

c.手順等 

上記「a.フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及び「b.サポー

ト系故障時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整

備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（徴候ベース）（以下，「EOP」という。）及び多様なハザード対

応手順に定める（表1.5.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表1.5.2，表1.5.3）。 

（添付資料1.5.2） 
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1.5.2 重大事故等発生時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

 a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置により最終ヒートシンク（大気）

へ熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後，炉心損傷を判断した場合，又は格納容器逃が

し装置以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復

し，格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，原子炉格納

容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

 炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持できな

い場合。 

 

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

 

(ⅱ)操作手順 

 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順は以下のとおり。手順対応フローを図1.5.3に，概要図を1.5.6

に，タイムチャートを図1.5.7及び図1.5.8に示す。 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑧以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限（ベ

ントライン－1m）以下であることを確認し，格納容器圧力逃がし装

置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう

運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ

ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側か

らの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報告す
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る。 

③現場運転員C及びDは，格納容器逃がし装置による原子炉格納容器ベ

ントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子炉

格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位が

通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水

張りが完了していることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の確認とし

て，AC系隔離信号が発生している場合は，格納容器補助盤にて，AC

系隔離信号の除外操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成と

して，非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処理系

出口Uシール元弁の全閉操作，耐圧強化ベント系PCVベントライン排

気筒側隔離弁，不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離

弁，不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁，非常用ガス処

理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系側PCVベント用隔離弁

後弁の全閉及び，耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベン

ト容器側隔離弁の全開を確認する。 

⑧ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気

供給弁を全開とすることで駆動空気を確保し，不活性ガス系 S/Cベ

ント用出口隔離弁の全開操作を実施する。 

不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁の駆動源が確保できない場

合，現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により全開操作を実施

する。 

⑧ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気

供給弁を全開とすることで駆動空気を確保し，不活性ガス系D/Wベ

ント用出口隔離弁の全開操作を実施する。 

不活性ガス系 D/Wベント用出口隔離弁の駆動源が確保できない場

合，現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により全開操作を実施

する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告す
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る。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行

い,当直長へ報告する。また，当直長は原子炉格納容器内の圧力に

関する情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑫当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到達

する時間，原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し，中央制御室運

転員に原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連

絡配管隔離弁を規定開度（約50%開）とし，格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器ベントを開始する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合

は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の増開操作

を実施する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子炉

格納容器ベントが開始されたことを原子炉格納容器内の圧力指示下

降，フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線モニ

タ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長は，

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開始された

ことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑮中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位を

確認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また、当直

長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ依

頼する。 

⑯中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心損

傷を判断した場合，又は格納容器逃がし装置以外の格納容器除熱機

能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復し，格納容器圧力逃がし

装置を停止できると判断した場合は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベ

ント用連絡配管隔離弁の全閉，その後に不活性ガス系 S/Cベント用

出口隔離弁又は不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の全閉操作を

実施する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器
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圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約35

分で可能である。また，空気駆動弁の駆動源が確保できない場合で遠

隔手動操作設備による操作を実施する場合は約75分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-1) 

 

ⅱ.PCVベント弁駆動源確保[予備ボンベ] 

残留熱除去系の機能が喪失し，格納容器逃がし装置により大気を最

終ヒートシンクとして熱を輸送する場合，格納容器一次隔離弁(空気作

動弁)を全開にして，ベントラインを構成する必要があり，通常の駆動

空気供給源である計装用圧縮空気系が喪失した状況下ではAM対策用空

気ボンベが駆動源となる。常設のボンベの残量が減少した場合に，常

設ボンベと予備ボンベを交換し，格納容器一次隔離弁の駆動圧力を確

保する。 

ボンベ交換の際には，格納容器一次隔離弁(空気作動弁)を全閉とす

る必要があることから原子炉格納容器内の圧力がベント開始圧力に

(310kPa[gage])到達する時間，原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮

し，交換作業を実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

原子炉格納容器ベントラインナップ及び原子炉格納容器ベント中，

各隔離弁の駆動源である空気ボンベの残量が減少した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

PCVベント弁駆動源確保[予備ボンベ]の手順の概要は以下のとお

り。概要図を図1.5.9に，タイムチャートを図1.5.10に示す。 

 

・不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁駆動用空気ボンベ交換 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に不活性ガ

ス系S/Cベント用出口隔離弁の全閉操作及び不活性ガス系S/Cベ

ント用出口隔離弁駆動用空気ボンベを，使用済み空気ボンベか

ら空気ボンベ(予備)への交換を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離

弁の全閉操作を実施する。 

③現場運転員C及びDは，予備ボンベを予備ボンベラックより運搬



1.5-15 

する。 

④現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気ボン

ベ出口弁及びボンベ本体のバルブを全閉とし，使用中ボンベを

取り外し，予備ボンベを接続する。 

⑤現場運転員C及びDは，ボンベ本体のバルブを全開とし，ボンベ

接続部から不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気ボンベ出口弁ま

でのリークチェックを実施する。 

⑥現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気ボン

ベ出口弁を全開にする。 

⑦現場運転員C及びDは，使用済みボンベをボンベラックへ収納す

る。 

⑧現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁駆動

用ボンベの交換完了を当直副長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，空気ボンベ(予備)の

確保を緊急時対策本部へ依頼する。 

 

・不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁駆動用空気ボンベ交換 

①当直副長は，手順着手の判断に基づき，運転員に不活性ガス系

D/Wベント用出口隔離弁の全閉操作及び不活性ガス系D/Wベント

用出口隔離弁駆動用空気ボンベを，使用済み空気ボンベから空

気ボンベ(予備)への交換を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離

弁の全閉操作を実施する。 

③現場運転員C及びDは，予備ボンベを予備ボンベラックより運搬

する。 

④現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気ボン

ベ出口弁及びボンベ本体のバルブを全閉とし，使用中ボンベを

取り外し，予備ボンベラックへ運搬する。 

⑤現場運転員C及びDは，ボンベ本体のバルブを全開とし，ボンベ

接続部から不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気ボンベ出口弁ま

でのリークチェックを実施する。 

⑥現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気ボン

ベ出口弁を全開にする。 

⑦現場運転員C及びDは，使用済みボンベをボンベラックへ収納す

る。 

⑧現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁駆動
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用ボンベの交換完了を当直副長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，空気ボンベ(予備)の

確保を緊急時対策本部へ依頼する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからボンベ交換

終了まで約45分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.5.3-2) 

 

ⅲ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

残留熱除去系の機能が喪失した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの手順は以下のとおり。概要

図を図1.5.11に，タイムチャートを図1.5.12に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へドレン移送ポンプ水張りを指示する。  

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁を全開操作し，

フィルタベント遮へい壁附室にてFCVSフィルタベント装置遮へい

壁内側ドレン弁を遠隔手動操作にて全開した後，フィルタベント

遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタベント装置移送ポンプテス

トライン止め弁を開操作することで系統内のエア抜きを実施し，

エア抜き完了にてFCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライ

ン止め弁を全閉する。 

③緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプ水張りの完了を緊急時対
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策本部へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからフィルタ装置ドレン移送ポンプ水

張りの完了まで60分以内で可能である。 

操作は原子炉格納容器ベント操作前の屋外であるため，作業エリア

の環境による作業性への影響はない。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設

備を整備する。 

 (添付資料1.5.3-3) 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位が通常水位を下回ると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント水位調整(水張り)手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.5.13に，タイムチャートを図1.5.14に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へフィルタベント水位調整(水張り)の準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を配備し，防火水槽から可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)へ，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィ

ルタ装置補給水接続口へそれぞれ送水ホースを接続し，フィルタ

ベント水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告す

る。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員にフィルタベント水位調整

(水張り)の開始を指示する。 

④緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動とFCVSフ

ィルタベント装置給水ライン元弁の全開操作を実施し，フィルタ

ベント容器への給水が開始されたことを，フィルタベント遮へい
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壁附室のFCVS計器ラックにて，フィルタ装置水位の指示上昇によ

り確認する。その後，規定水位に到達したことを確認し，可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)停止とFCVSフィルタベント装置給水ライ

ン元弁の全閉操作及びフィルタ装置補給水接続口送水ホースの取

外操作を実施する。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタベント水位調整

(水張り)の完了を報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員4名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)の配備～送水準備～フィルタ装置補給用接続

口使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水開始まで約80

分，フィルタベント水位調整(水張り)を約50分，計約130分で可能で

ある。なお，炉心損傷がない状況下での原子炉格納容器ベントである

ことから，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業は

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 (添付資料1.5.3-4) 

 

ⅴ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィルタ差圧が設計

上限差圧に到達すると判断した場合はフィルタ装置機能維持のためフ

ィルタ装置の排水を実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィルタ差圧が設計

上限差圧に到達すると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.5.15に，タイムチャートを図1.5.16に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へフィルタベント水位調整(水抜き)の準備開始を指示する。 
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②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて

FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全

開操作し，原子炉建屋外壁東側(屋外) にてFCVSフィルタベント

装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作した後，フ

ィルタベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタベント装置ド

レン移送ポンプ吐出側第一止め弁を微開とする。また，フィルタ

ベント遮へい壁附室にて，ドレン移送ポンプの電源が確保されて

いることをフィルタベント現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状

態ランプにより確認する。 

③緊急時対策要員は，フィルタベント水位調整(水抜き)系統構成

完了を緊急時対策本部に報告する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員へフィルタベント水位調整

(水抜き)の開始を指示する。 

⑤緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプA又はBの起動及びポンプ

起動後，FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止

め弁の増し開操作により，ポンプ吐出側流量を必要流量に調整

し，フィルタベント容器からの排水が開始されたことをフィルタ

ベント遮へい壁附室FCVS計器ラックのフィルタ装置水位で確認す

る。その後，通常水位に到達した事を確認し，ドレン移送ポンプ

を停止し，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタ

ベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁，FCVSフィルタベ

ント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作し，原子

炉建屋外壁東側(屋外) にてFCVSフィルタベント装置ドレンライ

ン二次格納施設外側止め弁を全閉操作する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタベント水位調整

(水抜き)の完了を報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからフィルタベント水位調整(水抜き)

完了まで約135分で可能である。なお，炉心損傷がない状況下での原

子炉格納容器ベントであることから，本操作における作業エリアの被

ばく線量率は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-5) 
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ⅵ.フィルタベント停止後のN2パージ 

原子炉格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するた

め及びフィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側

配管内が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げ

られることを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

残留熱除去系あるいは代替循環冷却系の機能が復旧し，フィルタベ

ントの停止を判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント停止後のN₂パージ手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.5.17に，タイムチャートを図1.5.18に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へフィルタベント停止後のN2パージの準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，原子炉建屋非管理区域内サンプリングラッ

クにて，水素濃度測定のための系統構成及び工具準備，サンプリ

ングポンプ起動，フィルタ装置水素濃度の校正を実施する。ま

た，原子炉建屋外壁南側(屋外)へ可搬型窒素供給装置を配備し送

気ホースを接続口へ取付操作し，窒素ガス注入の準備完了を緊急

時対策本部へ報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの注入開始を指

示する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建屋外壁南側(屋外)にて，FCVS PCV

ベントラインフィルタベント側N2パージ用元弁の開操作により窒

素ガスの注入を実施する。 

⑤緊急時対策要員は，フィルタ装置水素濃度の校正完了を緊急時

対策本部へ報告する。 

⑥緊急時対策本部は，可搬型窒素供給装置からの窒素注入の完了

及びフィルタ装置水素濃度の校正完了を当直長に連絡するととも

に，フィルタ装置入口配管内の正圧確認及びフィルタ装置水素濃

度の監視を依頼する。 
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⑦当直副長は，中央制御室運転員にフィルタ装置入口配管内の正

圧確認及びフィルタ装置水素濃度監視を指示する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤のフィルタ装置水素濃

度にて許容濃度以下まで低下したことを確認し，窒素ガス注入完

了を当直副長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ窒

素ガス注入完了を報告する。当直副長は中央制御室運転員A及びB

へ継続的なフィルタ装置入口配管内の正圧確認及びフィルタ装置

水素濃度の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員へ窒素ガス注入の停止操作

を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，原子炉建屋外壁南側(屋外)にてFCVS PCVベ

ントラインフィルタベント側N2パージ用元弁の全閉操作を実施

し，窒素ガスの注入停止を緊急時対策本部に報告する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，窒素ガスの注入停止後のフィルタ

装置水素濃度測定をFCVS制御盤のフィルタ装置水素濃度にて，フ

ィルタ装置入口配管内が正圧で維持されていることについては

FCVS制御盤内PCVベントライン圧力にてそれぞれ継続的に監視を

続ける。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，フィルタ装置入口配

管内の正圧状態とフィルタ装置水素濃度の継続監視をもってフィ

ルタベント停止後のN₂パージの完了を緊急時対策本部へ報告す

る。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び緊急時対

策要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからフィル

タベント停止後のN₂パージ完了まで約240分で可能である。なお，炉

心損傷がない状況下での原子炉格納容器ベントであることから，本操

作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

                          (添付資料1.5.3-6，1.5.3-7) 

 

ⅶ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク
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ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタベントガスの凝縮水により，フィルタ装置水位が上限水位

に到達すると判断し，排水を行った場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタ装置スクラバ水pH調整の手順は以下のとおり。概要図を図

1.5.19に，タイムチャートを図1.5.20に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へスクラバ水のpH測定実施と薬液補給の準備開始を指示す

る。 

②緊急時対策本部は当直長にスクラバ水のpH値及び水位の測定を

依頼する。 

③緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)へ薬液補

給用として空気圧縮機，ホース接続，補給用ポンプ及び薬液を配

備するとともに，フィルタベント遮へい壁附室にて，系統構成の

ためフィルタベント装置 pH 計入口止め弁，フィルタベント装置

pH 計出口止め弁を全開操作した後 pH 計サンプルポンプを起動さ

せ，サンプルポンプの起動を緊急時対策本部へ報告する。また，

緊急時対策本部は当直長へ報告する。 

④当直副長は，スクラバ水の pH 値及び水位の測定を中央制御室運

転員に指示する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，FCVS 制御盤フィルタ装置スクラバ

水 pH により確認した pH 値及びフィルタ装置水位により確認した

水位を当直副長へ報告する。当直長は，当直副長からの依頼に基

づき，pH 値と水位を緊急時対策本部へ報告する。 

⑥緊急時対策本部は，当直長からの報告に基づき算出された量の薬

液を補給するよう緊急時対策要員に指示する。 

⑦緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

薬液補給のためFCVSフィルタベント装置給水ライン元弁を全開操

作し，補給用ポンプを起動，算出された量の薬液を補給する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，スクラバ水のpH値が規定値である

ことを確認し，薬液補給の完了を当直副長に報告する。 
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⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，薬液補給の完了を緊

急時対策本部に報告する。緊急時対策本部は緊急時対策要員に薬

液補給の停止とpH測定の停止を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，補給用ポンプを停止し，FCVSフィルタベン

ト装置給水ライン元弁を全閉操作の後，pH計サンプルポンプを停

止し，フィルタベント装置pH計入口止め弁，フィルタベント装置

pH計出口止め弁を全閉操作し，緊急時対策本部へスクラバ水pH調

整作業完了を報告する。 

 

 (ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び緊急時対

策要員6名にて作業を実施した場合，作業開始の判断をしてから格納

容器圧力逃がし装置スクラバ水pH調整完了まで約90分で可能である。

なお，炉心損傷がない状況下での原子炉格納容器ベントであることか

ら，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業は可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料 1.5.3-8) 

 

ⅷ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後，フィルタ装置排水ラインの水

の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガスに

よるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェン

バに排水する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタベント水位調整(水抜き)完了後又はドレンタンク水抜き完

了後。 

 

(ⅱ)操作手順 

ドレン移送ラインN₂パージ手順の概要は以下のとおり。概要図を図

1.5.21に，タイムチャートを図1.5.22に示す。 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員へドレン移送ラインN₂パージの準備開始を指示する。 
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② 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

可搬型窒素供給装置を配置し，排水ライン接続口に可搬型窒素

供給装置からの送気ホースを排水ライン窒素供給口へ接続す

る。 

FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を

開操作し，原子炉建屋外壁東側(屋外)にて，FCVSフィルタベン

ト装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し，窒

素ガス注入の準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの注入開始を指

示する。 

④ 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

FCVSフィルタベント装置ドレンラインN2パージ用元弁を全開操

作し，窒素ガスの注入を開始する。 

⑤ 緊急時対策要員は，FCVSフィルタベント装置ドレンラインN2パ

ージ用元弁を全閉操作し，窒素ガスの注入を停止した後，フィ

ルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置

ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作し，原子炉建屋

外壁東側(屋外)にてFCVSフィルタベント装置ドレンライン二次

格納施設外側止め弁を全閉操作し，ドレン移送ポンプ出口ライ

ン配管内が正圧で維持されていることをドレン移送ライン圧力

を確認することにより，ドレン移送ラインN₂パージが完了した

ことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからドレン移送ラインN₂パージ完了ま

で約100分で可能である。なお，炉心損傷がない状況下での原子炉格

納容器ベントであることから，本操作における作業エリアの被ばく線

量率は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-9) 

 

ⅸ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの機能維持

のため排水を実施する。 
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(ⅰ)手順着手の判断基準 

ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

ドレンタンク水抜きの概要は以下のとおり。概要図を図1.5.23に，

タイムチャートを図1.5.24に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策

要員にドレンタンク水抜きを指示する。 

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁附室にて，ドレン 

移送ポンプの電源が確保されていることをフィルタベント現場制

御盤ドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確認し，FCVSフィル

タベント装置遮へい壁内側ドレン弁を遠隔手動操作にて全閉とす

る。フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，FCVSフィルタベン

ト装置ドレンタンク出口止め弁，FCVSフィルタベント装置ドレン

移送ポンプ吐出側第二止め弁を全開操作し，原子炉建屋外壁東側

(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設

外側止め弁を全開操作した後，フィルタベント遮へい壁南側(屋

外)にて，FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一

止め弁を微開とし，ドレン移送ポンプを起動した後，FCVSフィル

タベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁の増し開操作に

より，ポンプ吐出側流量を必要流量に調整し，ドレンタンク内の

水をサプレッション・チェンバへ排水する。 

③緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁附室FCVS計器ラッ

クドレンタンク水位にて排水による水位減少を確認し，ドレン移

送ポンプを停止した後，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)に

て，FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁，FCVSフィ

ルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁，FCVSフィル

タベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作し，

原子炉建屋外壁東側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置ドレン

ライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作，フィルタベント遮へ

い壁附室にて，FCVSフィルタベント装置遮へい壁内側ドレン弁を

遠隔手動操作にて全開とし，ドレンタンク水抜きの完了を緊急時

対策本部へ報告する。 
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(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからドレンタンク水抜き完了まで約

105分で可能である。なお，炉心損傷がない状況下での原子炉格納容

器ベントであることから，本操作における作業エリアの被ばく線量率

は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-10) 

 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，代替格納容器圧力逃がし装置により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後，炉心損傷を判断した場合，又は格納容器逃が

し装置以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復

し，代替格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，原子炉

格納容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持できな

い場合で，格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※2した場合。 

 

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」設備に故障が発生した場

合。 

 

(ⅱ)操作手順 

 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローは図1.5.3に，概要図

を図1.5.25に，タイムチャートを図1.5.26及び図1.5.27に示す。 
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［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑥⑫以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，代替格納容器圧

力逃がし装置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開

始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッ

ション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場

合はD/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示

する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始

を報告する。 

③現場運転員C及びDは，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉

格納容器ベントに必要な電動弁の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，

及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，制御盤にてフィルタ装置の水位が通

常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水

張りが完了していることを確認する。 

⑥ａW/W ベントの場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，D/W 側第一隔離弁及び D/W 側第二隔離弁の全閉を確認し，

S/C 側第二隔離弁を全開する。 

⑥ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，S/C 側第一隔離弁及び S/C 側第二隔離弁の全閉を確認し，

D/W 側第二隔離弁を全開する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑧当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行

い，当直長へ報告する。また，当直長は，原子炉格納容器内の圧

力に関する情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告
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する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到達

する時間，格納容器内圧力(S/C)上昇率を考慮し，中央制御室運転員

に原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑫ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員 A 及び B は，S/C 側第一隔離弁を全開とし，代替

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベント操作を開始

する。 

⑫ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員 A 及び B は，D/W 側第一隔離弁を全開とし，代替

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベント操作を開始

する。 

⑬中央制御室運転員 A及び Bは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力(S/C)指

示下降，フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線

モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長

は，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開

始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位を確

認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当直

長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑮中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心

損傷を判断した場合，又は格納容器逃がし装置以外の格納容器除

熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復し，代替格納容器

圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，S/C側第一隔離弁

又はD/W側第一隔離弁の全閉，その後にS/C側第二隔離弁又はD/W側

第二隔離弁の全閉操作を実施する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから代替格納

容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで
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約25分で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-11) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.(1) a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合及び金属フィルタ差圧

が設計上限差圧に到達した場合は，フィルタ装置機能維持のためフィ

ルタ装置の排水を実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN2パージ 

原子炉格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するた

め及びフィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側

配管内が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げ

られることを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅵの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 
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ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅶの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後は，フィルタ装置排水ラインの

水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガス

によるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェ

ンバに排水する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅷの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅸの操作手順と同様であ

る。 

 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ

熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後は，炉心損傷を判断した場合，又は耐圧強化ベ

ント系以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復

し，耐圧強化ベント系を停止できると判断した場合は，原子炉格納容器ベ

ント弁を全閉する。 

    

ⅰ.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持できな

い場合で，格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置

が機能喪失※2した場合。 
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※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

※2:「格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機

能喪失」とは，設備に故障が発生した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.5.3に，概要図を図

1.5.28に，タイムチャートを図1.5.29及び図1.5.30に示す。 

 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑪以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，耐圧強化ベント

系によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう

運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ

ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側か

らの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る除熱準備開始を緊急時対策本部へ報告する。 

③現場運転員C及びDは，耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベ

ントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の確認とし

て，AC系隔離信号が発生している場合は，格納容器補助盤にて，

AC系隔離信号の除外操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処

理系出口Uシール元弁の全閉操作，不活性ガス系非常用ガス処理系

側PCVベント用隔離弁，不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔

離弁，非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系

側PCVベント用隔離弁後弁の全閉確認を実施する。 

⑦現場運転員C及びDは，PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操
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作用空気ボンベ出口弁を全開とすることで，耐圧強化ベント系PCV

ベントラインフィルタベント容器側隔離弁の駆動源を確保し，当

直副長へ報告する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成と

して，耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器側隔

離弁の全閉操作を実施する。 

 現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により耐圧強化ベント系

PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁の全閉操作を実施す

る。 

⑨現場運転員 C 及び D は，PCV ベントライン排気筒側隔離弁操作用空

気ボンベ出口弁を全開とすることで，耐圧強化ベント系 PCV ベント

ライン排気筒側隔離弁の駆動源を確保し，当直副長へ報告する。 
⑩中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁の全開

操作を実施する。 

 耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁の駆動源が確保

できない場合，現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により全

開操作を実施する。 

⑪ａW/W ベントの場合 
中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁を全開とし駆

動源を確保することで，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁の全

開操作を実施する。 

不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁の駆動源が確保できない場

合，現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により全開操作を実

施する。 

⑪ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁を全開とし駆

動源を確保することで，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の全

開操作を実施する。 

不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の駆動源が確保できない場

合，現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により全開操作を実

施する。 

⑫中央制御室運転員 A及び Bは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 
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⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベントの準備完了を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑭当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行

い，当直長へ報告する。また，当直長は，原子炉格納容器内の圧

力に関する情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベント開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑯当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到

達する時間，格納容器内圧力(S/C)上昇率を考慮し，中央制御室運

転員に耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベント開始を指示

する。 

⑰中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連

絡配管隔離弁を規定開度（約50%開）とし，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベントを開始する。 

なお，格納容器内圧力(S/C)に低下傾向が確認されなかった場合

は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の増開操作

を実施する。 

⑱中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力(S/C)指示下降，耐

圧強化ベント放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報

告する。また，当直長は，耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑲中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心損

傷を判断した場合，又は耐圧強化ベント系以外の格納容器除熱機能

及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復し，耐圧強化ベント系を停

止できると判断した場合は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連

絡配管隔離弁の全閉，その後に不活性ガス系S/Cベント用出口隔離

弁又は不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の全閉操作を実施す

る。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから耐圧強化

ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで60分以内で

可能である。また，空気駆動弁の駆動源が確保できない場合で遠隔手
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動操作設備による操作を実施する場合は約180分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-12) 

 

ⅱ.PCVベント弁駆動源確保[予備ボンベ] 

PCV圧力上昇に対するPCVベントの必要性が認識された場合，ベント

隔離弁を「全開」にして，ベントラインを構成する必要があり，通常

の駆動源である計装用圧縮空気系が喪失した状況下ではAM対策用空気

ボンベが駆動源となる。常設のボンベの残量が減少した場合に，常設

ボンベと予備ボンベを交換し，隔離弁の駆動圧力を確保する。 

ボンベ交換の際には，格納容器一次隔離弁(空気作動弁)を全閉とす

る必要があることから原子炉格納容器内の圧力がベント開始圧力に

(310kPa[gage])到達する時間，原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮

し，交換作業を実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

原子炉格納容器ベントラインナップ及び原子炉格納容器ベント中，

各隔離弁の駆動源である空気ボンベの残量が減少した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

PCVベント弁駆動源確保[予備ボンベ]の手順の概要は以下のとお

り。概要図を図1.5.9に，タイムチャートを図1.5.10に示す。 

 

・不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁駆動用空気ボンベ交換 

操作手順については，1.5.2.1(1)a.ⅱの操作手順と同様である。 

 

・不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁駆動用空気ボンベ交換 

操作手順については，1.5.2.1(1)a.ⅱの操作手順と同様である。 

 

・耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボ

ンベ交換 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に耐圧強化

ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁の全閉及び耐圧強化ベ

ント系PCVベントライン排気筒側隔離弁駆動用空気ボンベを使用

済みの空気ボンベから予備空気ボンベへの交換を指示する。 
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②中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系PCVベントライン

排気筒側隔離弁の全閉操作を実施する。 

③現場運転員C及びDは，予備ボンベを予備ボンベラックより運搬

する。 

④現場運転員C及びDは，PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空

気ボンベ出口弁及びボンベ本体のバルブを全閉とし，使用中の

ボンベを取り外し，予備ボンベを接続する。 

⑤現場運転員C及びDは，ボンベ本体のバルブを全開とし，ボンベ

接続部からPCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボンベ出

口弁までのリークチェックを実施する。 

⑥現場運転員C及びDは，PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空

気ボンベ出口弁を全開にする。 

⑦現場運転員C及びDは，使用済みボンベをボンベラックへ収納す

る。 

⑧現場運転員C及びDは，耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒

側隔離弁駆動用ボンベの交換終了を当直副長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，空気ボンベ(予備)の

確保を緊急時対策本部へ依頼する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからボンベ交換

終了まで約45分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.5.3-2) 

 

(2)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

 a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場

操作) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置により最終ヒートシンク（大気）

へ熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後，炉心損傷を判断した場合，又は格納容器逃が

し装置以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復
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し，格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，原子炉格納

容器ベント弁を全閉する。 

なお，全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行うとともに

二次格納施設内の系統構成は事前に着手する。 

 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作) 

(i)手順着手の判断基準 

『二次格納施設内の系統構成』 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない場合。 

『原子炉格納容器ベント準備』 

炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持でき

ない場合。 

 

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

 

(ⅱ)操作手順 

 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順は以下のとおり。手順対応フローを図1.5.3に，概要図を1.5. 31

に，タイムチャートを図1.5.32及び図1.5.33に示す。 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑧以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，二次格納施設内の系

統構成を現場運転員に指示する。現場運転員E及びFは，非常用ガ

ス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処理系出口Uシール元

弁の全閉操作を実施する。  

②当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，格納容器圧力逃

がし装置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始す

るよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合は

D/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示す

る)。 
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③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納

容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報

告する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，FCVS 制御盤にてフィルタ装置の水位

が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプ

の水張りが完了していることを確認する。 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁，非常

用ガス処理系側 PCV ベント用隔離弁後弁及び換気空調系側 PCV ベン

ト用隔離弁後弁の全閉及び，耐圧強化ベント系 PCV ベントラインフ

ィルタベント容器側隔離弁の全開を確認する。 

⑦現場運転員 E及び Fは，原子炉格納容器ベント前の系統構成として，

非常用ガス処理系側 PCV ベント用隔離弁，不活性ガス系換気空調系

側 PCV ベント用隔離弁の全閉を確認する。 

⑧ａW/W ベントの場合 

現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とする。また，遠隔手動弁操作

設備による操作以外の手段として，直流電源が健全である場合

は，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁を現場で手動開

し，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更にS/Cベント弁逆操作用空気排気側止め弁

を全閉，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁及びS/Cベン

ト弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポート

へ駆動空気を供給し，不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁を全

開とする手段がある。 

⑧ｂD/W ベントの場合 

現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とする。また，遠隔手動弁操作

設備による操作以外の手段として，直流電源が健全である場合

は，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁を現場で手動開

し，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更にD/Wベント弁逆操作用空気排気側止め弁

を全閉，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁及びD/Wベン
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ト弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポート

へ駆動空気を供給し，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を全開

とする手段がある。 

⑨中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 
⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑪当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い,

当直長へ報告する。また，当直長は原子炉格納容器内の圧力に関す

る情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑬当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到達

する時間，弁操作に必要な時間，原子炉格納容器内の圧力上昇率を

考慮し，運転員に原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑭現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント用連絡配

管隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で「50%開」とし，格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントを開始する。不活性

ガス系 PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の開操作ができない場

合は，PCV 耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁を遠隔手動

弁操作設備による操作で「50%開」とし，格納容器圧力逃がし装置に

よる原子炉格納容器ベントを開始する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合

は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の増開操作

を実施する。 

⑮中央制御室運転員 A 及び B は，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントが開始されたことを原子炉格納容器内の圧力指

示下降，フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線

モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長

は，格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開始さ

れたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑯中央制御室運転員 A及び Bは，FCVS 制御盤にてフィルタ装置の水位

を確認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当

直長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 
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⑰中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心

損傷を判断した場合，又は格納容器逃がし装置以外の格納容器除熱

機能及び可燃性ガス濃度制御系機能が回復し，格納容器圧力逃がし

装置を停止できると判断した場合は，不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベ

ント用連絡配管隔離弁又はPCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バ

イパス弁の全閉，その後に不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁又

は不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の全閉操作をするよう現場

運転員に指示する。 

⑱現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント用連絡配

管隔離弁又は PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁を遠

隔手動弁操作設備による操作で全閉，その後に不活性ガス系 S/C ベ

ント用出口隔離弁又は不活性ガス系 D/Wベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全閉とする。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運

転員4名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器

圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約55

分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具はなく通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており，

建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライ

ト・懐中電灯をバックアップとして携行する。 

(添付資料1.5.3-1) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 
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フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.(1) a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合及び金属フィルタ差圧

が設計上限差圧に到達した場合は，フィルタ装置機能維持のためフィ

ルタ装置の排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は，代替交流電

源設備より受電可能である。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN2パージ 

原子炉格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するた

め及びフィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側

配管内が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げ

られることを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅵの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅶの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後は，フィルタ装置排水ラインの

水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガス

によるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェ

ンバに排水する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅷの操作手順と同様であ



1.5-41 

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は，代替交流電源

設備より受電可能である。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅸの操作手順と同様であ

る。 

 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，代替格納容器圧力逃がし装置により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後，炉心損傷を判断した場合，又は格納容器逃が

し装置以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復

し，代替格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，原子炉

格納容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

(現場操作) 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原

子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持できな

い場合で，格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※2した場合。 

 

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に故障が発生

した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローは図1.5.3に，概要図

を図1.5.34に，タイムチャートを図1.5.35及び図1.5.36に示す。 
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［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑤⑪以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，代替格納容器圧

力逃がし装置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開

始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッ

ション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場

合はD/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示

する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始

を報告する。 

③中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位が通

常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水

張りが完了していることを確認する。 

⑤ａW/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，D/W 側第一隔離弁及び D/W 側第二隔離弁の

遠隔手動弁操作設備の開度指示にて全閉を確認し，S/C 側第二隔離

弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。 

⑤ｂD/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，S/C 側第一隔離弁及び S/C 側第二隔離弁の

遠隔手動弁操作設備による操作の開度指示にて全閉を確認し，D/W

側第二隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑦当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行

い，当直長へ報告する。また，当直長は，原子炉格納容器内の圧

力に関する情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ

報告する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到
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達する時間，弁操作に必要な時間，格納容器内圧力(S/C)上昇率を

考慮し，運転員に原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報

告する。 

⑪ａW/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，S/C 側第一隔離弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全開とし代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベント操作を開始する。 

⑪ｂD/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，D/W 側第一隔離弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全開とし代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベント操作を開始する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントが開始されたことを原子炉格納容器内の圧

力指示下降，フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口

放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。ま

た，当直長は，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容

器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位を確

認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当直

長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心

損傷を判断した場合，又は代替格納容器圧力逃がし装置以外の格

納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復し，代替

格納容器圧力逃がし装置を停止できると判断した場合は，S/C側第

一隔離弁又はD/W側第一隔離弁の全閉，その後にS/C側第二隔離弁

又はD/W側第二隔離弁の全閉操作をするよう現場運転員に指示す

る。 

⑮現場運転員C及びDは，S/C側第一隔離弁又はD/W側第一隔離弁を遠

隔手動弁操作設備による操作で全閉，その後にS/C側第二隔離弁又

はD/W側第二隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とす

る。 

 

(ⅲ)操作の成立性 



1.5-44 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから代替格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約

40分で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照

明及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具はなく通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており，

建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライ

ト・懐中電灯をバックアップとして携行する。 

(添付資料1.5.3-11) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.(1) a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合及び金属フィルタ差圧

が設計上限差圧に到達した場合は，フィルタ装置機能維持のためフィ

ルタ装置の排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は，代替交流電

源設備より受電可能である。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN2パージ 

原子炉格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放
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射性物質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するた

め及びフィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側

配管内が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げ

られることを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅵの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅶの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後は，フィルタ装置排水ラインの

水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガス

によるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェ

ンバに排水する。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅷの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は，代替交流電源

設備より受電可能である。 

なお，操作手順については，1.5.2.1(1) a.ⅸの操作手順と同様であ

る。 

 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ

熱を輸送する。 

原子炉格納容器ベント後は，炉心損傷を判断した場合，又は耐圧強化ベ

ント系以外の格納容器除熱機能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復
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し，耐圧強化ベント系を停止できると判断した場合は，原子炉格納容器ベ

ント弁を全閉する。 

なお，全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行うとともに

二次格納施設内の系統構成は事前に着手する。 

    

ⅰ.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 

(i)手順着手の判断基準 

『二次格納施設内の系統構成』 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない場合 

『格納容器ベント準備』 

炉心損傷※1前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，

原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持で

きない場合で，格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃が

し装置が機能喪失※2した場合。 

  

※1:｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と「SOP導入

条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度300℃以上の確認

から炉心損傷を判断する。 

※2:「格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機

能喪失」とは，設備に故障が発生した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.5.3に，概要図を図

1.5.37に，タイムチャートを図1.5.38及び図1.5.39に示す。 

 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑧以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，二次格納施設内の系

統構成を現場運転員に指示する。現場運転員E及びFは，非常用ガ

ス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処理系出口Uシール元

弁の全閉操作を実施する。 

②当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，耐圧強化ベント

系によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう

運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ
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ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側か

らの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る除熱準備開始を緊急時対策本部へ報告する。 

④中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを状態

表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系

側PCVベント用隔離弁後弁の全閉を確認する。 

⑥現場運転員E及びFは，原子炉格納容器ベント前の系統構成とし

て，非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁，不活性ガス系換気空

調系側PCVベント用隔離弁の全閉を確認する。 

⑦現場運転員 C及び Dは，原子炉格納容器ベント前の系統構成として，

耐圧強化ベント系 PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁を

遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とする。また，遠隔手動弁操

作設備による操作以外の手段として，直流電源が健全である場合は，

耐圧強化ベント系 PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁の

駆動空気を確保し，耐圧強化ベント系 PCV ベントラインフィルタベ

ント容器側隔離弁を中央制御室の操作により全閉とする手段があ

る。更に PCV ベントラインフィルタベント側隔離弁逆操作用空気排

気側止め弁を全閉, PCV ベントラインフィルタベント側隔離弁操作

用空気ボンベ出口弁及び PCVベントラインフィルタベント側隔離弁

操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆

動空気を供給し，耐圧強化ベント系 PCV ベントラインフィルタベン

ト容器側隔離弁を全閉とする手段がある。 
⑧現場運転員 C及び Dは，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒

側隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。また，遠

隔手動弁操作設備による操作以外の手段として，直流電源が健全で

ある場合は，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁の

駆動空気を確保し，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔

離弁を中央制御室の操作により全開とする手段がある。更に耐圧強

化ベント系 PCVベントライン排気筒側隔離弁逆操作用空気排気側止

め弁を全閉, 耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁操

作用空気ボンベ出口弁及び耐圧強化ベント系 PCVベントライン排気

筒側隔離弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気
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ポートへ駆動空気を供給し，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排

気筒側隔離弁を全開とする手段がある。 
⑨ａW/W ベントの場合 

現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とする。また，遠隔手動弁操作

設備による操作以外の手段として，直流電源が健全である場合

は，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁を現場で手動開

し，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更にS/Cベント弁逆操作用空気排気側止め弁

を全閉，不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁及びS/Cベン

ト弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポート

へ駆動空気を供給し，不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁を全

開とする手段がある。 

⑨ｂD/W ベントの場合 
現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とする。また，遠隔手動弁操作

設備による操作以外の手段として，直流電源が健全である場合

は，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁を現場で手動開

し，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を中央制御室の操作にて

全開する手段がある。更にD/Wベント弁逆操作用空気排気側止め弁

を全閉，不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁及びD/Wベン

ト弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポート

へ駆動空気を供給し，不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁を全

開とする手段がある。 

⑩中央制御室運転員 A及び Bは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 
⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器ベントの準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 
⑫当直副長は，原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行

い，当直長へ報告する。また，当直長は，原子炉格納容器内の圧

力に関する情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベント開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑭当直副長は，原子炉格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到

達する時間，弁操作に必要な時間，格納容器内圧力(S/C)上昇率を

考慮し，運転員に耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベント
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開始を指示する。 

⑮現場運転員C及びDは，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管

隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で「50%開」とし，耐圧強

化ベント系による原子炉格納容器ベントを開始する。不活性ガス

系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の開操作ができない場合

は，PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁

操作設備による操作で「50%開」とし，耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器ベントを開始する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった

場合は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の増開

操作を実施する。 

⑯中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力(S/C)指示下降，耐

圧強化ベント放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報

告する。また，当直長は，耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑰中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，炉心

損傷を判断した場合，又は耐圧強化ベント以外の格納容器除熱機

能及び可燃性ガス濃度制御系の機能が回復し，耐圧強化ベント系

を停止できると判断した場合は，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント

用連絡配管隔離弁又はPCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパ

ス弁の全閉，その後に不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁又は不

活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の全閉操作をするよう現場運転

員に指示する。  

⑱現場運転員C及びDは，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管

隔離弁又はPCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全閉，その後に不活性ガス系S/Cベン

ト用出口隔離弁又は不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を遠隔手

動弁操作設備による操作で全閉とする。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員4名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで135分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明
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及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.5.3-12) 

 

(3)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを図 1.5.44 に示す。 

残留熱除去系が機能喪失した場合は，格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の除熱を実施する。格納容器圧力逃がし装置が機能喪失し

た場合は代替格納容器圧力逃がし装置により実施し，格納容器圧力逃がし

装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合は耐圧強化ベン

ト系により原子炉格納容器内の除熱を実施する。 

格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場

合，現場での手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置及び耐圧

強化ベント系を用いて，原子炉格納容器ベントを実施する際には，スクラ

ビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるW/Wを経由する経路を第一

優先とする。W/Wベントラインが水没などの理由で使用できない場合は，

D/Wを経由してフィルタベントを通る経路を第二優先とする。 

 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1)最終ヒートシンク(海洋)への代替熱輸送 

a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の機能が喪失した場合，

残留熱除去系を使用した原子炉除熱，格納容器除熱，使用済燃料プール除

熱戦略ができなくなるため，代替原子炉補機冷却系を用いた補機冷却水確

保のため，原子炉補機冷却水系の系統構成を行い，代替原子炉補機冷却系

により補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプの電源が確保されて

いる場合に，冷却水通水確認後，残留熱除去系（サプレッション・チェン

バ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷却モード又は原子炉停止時

冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海洋）へ熱を輸送する。 

    

(a)手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系又は原子炉補機冷却海水系の機器の故障，電源喪失

等により運転継続できない場合。 
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(b)操作手順 

代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順の概要は以下のと

おり。(B 系冷却水確保の手順も同様) 

手順の対応フローを図 1.5.2 に，概要図を図 1.5.40 に，タイムチャ

ートを図 1.5.41 に示す。 

 

ⅰ.運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に代替原子炉補

機冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替

原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の準備のため，熱交換器

ユニットの配備及び主配管(可搬型)の接続を依頼する。 

③現場運転員 C及び Dは，代替原子炉補機冷却系による補機冷却水

確保に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，代替原子炉補機冷却系による補機

冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，代替原子炉補機冷却系による補機

冷却水確保の中央制御室側系統構成を実施し，当直副長に報告す

る。(図 1.5.40 参照) 

⑥ 現場運転員 C及び Dは，代替原子炉補機冷却系による補機冷却水

確保の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。

(図 1.5.40 参照) 

⑦現場運転員 C及び Dは，代替原子炉補機冷却系による補機冷却水

確保の管理区域側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。(図

1.5.40 参照) 

⑧緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保

のための熱交換器ユニットの配備及び主配管(可搬型)の接続完了

について緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替原子炉補機冷却系

による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部へ依頼する。 

⑩緊急時対策要員は，熱交換器ユニット内の代替原子炉補機冷却水

ポンプを起動し，代替原子炉補機冷却系による補機冷却水供給開

始について緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 
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ⅱ.緊急時対策要員操作(補機冷却水供給) 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部より荒浜側又は大湊側高台資

機材置場へ移動する。 

②緊急時対策要員は，移動式変圧器,熱交換器ユニット等の健全性確

認を行う。 

③緊急時対策要員は，移動式変圧器,熱交換器ユニット等を荒浜側又

は大湊側高台資機材置場よりタービン建屋近傍屋外に移動させ

る。 

④緊急時対策要員は，可搬型の主配管(淡水用ホース及び海水用ホー

ス)の布設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの布設及び移動式変圧器の接続

を行う。 

⑥緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の淡水側の水張りに向け

系統構成のための弁の開閉操作を行う。 

⑦緊急時対策要員は，中央制御室運転員A及びBと連絡を密にし，熱

交換器ユニット等の淡水側の水張りのためRCW代替冷却水供給止め

弁[P21-F143]の開操作を行う。 

⑧緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の淡水側の水張り範囲内

におけるベント弁の開操作及びRCW代替冷却水戻り止め弁の開操作

を行い，配管内の空気抜きを実施する。 

⑨緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において漏えいのない

ことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，電源車の起動操作を行う。 

⑪緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の海水側の水張りに向け

系統構成のための弁の開閉操作を行う。 

⑫緊急時対策要員は，熱交換器ユニット等の海水側の水張りのため

代替原子炉補機冷却海水ポンプを起動させる。 

⑬緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内におけるベント弁の開

操作を行い，配管内の空気抜きを実施する。 

⑭緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内において漏えいのない

ことを確認する。 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に熱交換器ユニッ

トによる補機冷却水確保の準備が完了したことを連絡する。 

⑯緊急時対策要員は，中央制御室運転員A及びBと連絡を密にし，熱交

換器ユニット内の代替原子炉補機冷却水ポンプを起動し，補機冷却

水の供給を行う。 
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⑰緊急時対策要員は，代替RCWユニット出口流量調整弁の開操作を行

い，代替RCWポンプ吐出圧力を確認し吐出圧力が規定圧力となるよ

う開度を調整する。(ポンプの流量－揚程曲線より規定流量となる

よう調整する) 

⑱緊急時対策要員は，熱交換器ユニット及び代替原子炉補機冷却海水

ポンプの運転状態を継続して監視する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2

名及び緊急時対策要員13名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから運転員操作の系統構成完了まで約4時間15分，緊急時対策要員

操作の補機冷却水供給開始まで約7時間で可能である。 

なお，プラント停止中の運転員の体制においては，中央制御室対応

は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1名にて作業を実施する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.5.3-13，1.5.3-14) 

 

b.代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 

原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の機能が喪失した場合，

残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため，代替原子炉補機冷

却系により補機冷却水を確保するが，代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニ

ットが機能喪失した場合には，原子炉補機冷却水系の系統構成を行い，代

替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車により，原子炉補機冷却水

系に海水を注入することで補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプの電源が確保されて

いる場合に，冷却水通水確認後，目的に応じた運転モードで残留熱除去系

（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード，格納容器スプレイ冷

却モード及び原子炉停止時冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海

洋）へ熱を輸送する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失した場合。 

 

(b)操作手順 
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代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水

確保手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図 1.5.2 に，概要

図を図 1.5.42 図に，タイムチャートを図 1.5.43 図に示す。 

 

ⅰ.運転員操作(大容量送水車の場合) 

(本手順は A系使用の場合であり，B系使用時は手順⑦以外は同様) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉補機冷却水系又

は原子炉補機冷却海水系，及び代替原子炉補機冷却系による冷却水

確保が不可能と判断した場合は，運転員に大容量送水車による補機

冷却水確保の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大容量

送水車による補機冷却水確保の準備として，大容量送水車の配備及

びホースの接続を依頼する。 

③現場運転員 C及び Dは，大容量送水車による補機冷却水確保に必要

な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，大容量送水車による補機冷却水確保

に必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計器の電源が確

保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，大容量送水車による補機冷却水確保

の中央制御室側系統構成を実施し，当直副長に報告する。(図 1.5.42

参照) 

⑥現場運転員 C及び Dは，大容量送水車による補機冷却水確保の非管

理区域側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。(図 1.5.42 参照) 

⑦ａ現場運転員 C 及び D は，大容量送水車による補機冷却水確保の管

理区域側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。(図 1.5.42 参照) 

⑦ｂB 系使用時は，大容量送水車の繋ぎ込み箇所が，RCW 熱交換器(B/E)

冷却水出口弁の後になるため，RCW 熱交換器(B/E)冷却水出口弁につ

いては系統構成対象外とする。(A 系使用時は，RCW 熱交換器(A/D)冷

却水出口弁の前に繋ぎこむ) 

⑧緊急時対策要員は，大容量送水車による補機冷却水確保のための海

水ポンプの配備及び主配管(可搬型)の接続完了を，緊急時対策本部

を経由し，当直長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大容量送水車による補機

冷却水供給開始を緊急時対策本部へ依頼する。 

⑩緊急時対策要員は，大容量送水車による補機冷却水供給開始につい

て緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 
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ⅱ.緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部より荒浜側又は大湊側高台資

機材置場へ移動する。 

②緊急時対策要員は，大容量送水車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，大容量送水車を荒浜側又は大湊側高台資機材

置場よりタービン建屋近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの布設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大容量送水車に

よる補機冷却水確保の準備が完了したことを連絡する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員A及びBと連絡を密にし，大容

量送水車を起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大容量送水車の吐出圧力をみて必要流量が確保

されていることを確認する。(具体的な必要流量は評価中である。) 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲について漏えいの無

いことを確認する。  

⑨緊急時対策要員は，大容量送水車の運転状態を継続して監視する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2

名及び緊急時対策要員8名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから運転員操作の系統構成完了まで約4時間15分，緊急時対策要員操

作の補機冷却水供給開始まで約5時間で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料1.5.3-15) 

 

(2)重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを図 1.5.44 に示す。 

原子炉補機冷却海水系及び原子炉補機冷却水系が機能喪失した場合は，

代替原子炉補機冷却系により海洋へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除

去系を使用して原子炉の除熱を行う。 

代替原子炉補機冷却系が故障等により熱を輸送できない場合には，代替

原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車により原子炉補機冷却系へ直
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接海水を送水し，残留熱除去系を使用して原子炉の除熱を行う。 

 

1.5.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置を用いた原子炉格納

容器除熱手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」

にて整備する。 

残留熱除去系ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への電源供給手順及び

電源車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)手順については，「1.4 原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備

する。 

残留熱除去系(サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容

器スプレイ冷却モード)手順については，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等の

ための手順等」にて整備する。 
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表 1.5.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対応設備，手順書一覧(1/2) 

(フロントライン系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（サプレ
ッション・チェンバ・プ
ール水冷却モード，格

納容器スプレイ冷却モ
ード，原子炉停止時冷
却モード） 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
又
は
代
替
格
納
容
器
圧
力
逃
が

し
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

格納容器圧力逃がし装置 
※2 
代替格納容器圧力逃がし

装置  ※2 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書
(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」 

「FCVS(S/P 側):フィル
タベント設備使用」 
「FCVS(D/W 側):フィル

タベント設備使用」 

専用空気ボンベ 
 自

主
対
策
設
備 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

耐圧強化ベント系(W/W)配
管・弁 

耐圧強化ベント系(D/W) 
配管・弁 
遠隔手動弁操作設備 

原子炉格納容器 
不活性ガス系配管・弁 
非常用ガス処理系配管・弁 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書
(徴候ベース) 

「PCV 圧力制御」 
「耐圧強化ライン使用
(S/C 側)」 

「耐圧強化ライン使用
(D/W 側)」 

専用空気ボンベ 

自
主 

対
策
設
備 

残留熱除去系（サプレ
ッション・チェンバ・プ

ール水冷却モード，格
納容器スプレイ冷却モ
ード，原子炉停止時冷

却モード） 
全交流動力電源 

現
場
操
作 

遠隔手動弁操作設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書
(徴候ベース) 

「PCV 圧力制御」 
「FCVS(S/P 側):フィル
タベント設備使用」 

「FCVS(D/W 側):フィル
タベント設備使用」 
「耐圧強化ライン使用

(S/C 側)」 
「耐圧強化ライン使用
(D/W 側)」 

専用空気ボンベ 

自
主 

対
策
設
備 

※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧(2/2) 

(サポート系故障時) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 

対応設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

原子炉補機冷却系 
全交流動力電源 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
系
に
よ
る
除
熱 

熱交換器ユニット 
代替原子炉補機冷却海水ポ
ンプ 

代替原子炉補機冷却海水ス
トレーナ 
ホース 

代替原子炉補機冷却系接続
口 
原子炉補機冷却系配管・弁・

サージタンク 
残留熱除去系熱交換器 
真空破壊弁（S/C→D/W） 

海水貯留堰 
スクリーン室 
取水路 

可搬型代替交流電源設備  
燃料補給設備 ※1 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書
(徴候ベース) 
「S/P 温度制御」等 

「代替 Hx による補機冷
却水(A 系)確保」 
「代替 Hx による補機冷

却水(B 系)確保」 
 
多様なハザード対応手

順 
「熱交換器ユニットに
よる補機冷却水確保(A

系)」 
「熱交換器ユニットに
よる補機冷却水確保(B

系)」 

残留熱除去系(サプレッシ
ョン・チェンバ・プール水
冷却モード) ※3 

残留熱除去系（格納容器ス
プレイ冷却モード） ※3 
残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード） ※4 
補機冷却用海水取水路 
補機冷却用海水取水槽 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

(

設
計
基
準
拡
張) 

代
替
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
又
は 

大
容
量
送
水
車
に
よ
る
除
熱 

代替原子炉補機冷却海水ポ
ンプ又は大容量送水車 

代替原子炉補機冷却系接続
口 
ホース 

原子炉補機冷却系配管・弁 
残留熱除去系熱交換器 
残留熱除去系(サプレショ

ン・チェンバ・プール水冷
却モード) ※3 
残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード） ※3 
残留熱除去系（原子炉停止
時冷却モード） ※4 

真空破壊弁（S/C→D/W） 
海水貯留堰 
スクリーン室 

取水路 
補機冷却用海水取水路 
補機冷却用海水取水槽 

可搬型代替交流電源設備 
燃料補給設備 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書
(徴候ベース) 

「S/P 温度制御他」 
「代替 Hx による補機冷
却水(A 系)確保」 

「代替 Hx による補機冷
却水(B 系)確保」 
 

多様なハザード対応手
順 
「代替原子炉補機冷却

海水ポンプ又は，大容量
送水車による補機冷却
水確保」 

※1:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※4:手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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表 1.5.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」 
「FCVS(S/P 側):フィルタベント設備

使用」 
「FCVS(D/W 側):フィルタベント設備

使用」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 

格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の
酸素濃度 

格納容器内酸素濃度 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに

よる冷却状態の確認 

フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
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監視計器一覧(2/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張
り 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

- - 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水張り) 判

断
基
準 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

操
作 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水抜き) 判

断
基
準 

 

補機監視機能 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置ドレン移送流量 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント停止後の N2パージ手

順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 

フィルタ装置入口水素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 
フィルタ装置入口圧力 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
ドレン移送ライン N2パージ手順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 ドレン移送ライン圧力 

多様なハザード対応手順 

ドレンタンク水抜き 
判
断
基
準 

補機監視機能 ドレンタンク水位 

操
作 

補機監視機能 ドレンタンク水位 
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監視計器一覧(3/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「PCV 圧力制御」 
「耐圧強化ライン使用(S/C 側)」 
「耐圧強化ライン使用(D/W 側)」 

 
 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の
酸素濃度 

格納容器内酸素濃度 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

耐圧強化ベント放射線モニタ 
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監視計器一覧(4/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(2)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」 
「FCVS(S/P 側):フィルタベント設備

使用」 
「FCVS(D/W 側):フィルタベント設備

使用」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉格納容器内の

水素濃度 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
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監視計器一覧(5/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(2)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張
り 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

- - 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水張り) 判

断
基
準 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

操
作 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水抜き) 判

断
基
準 

 

補機監視機能 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置ドレン移送流量 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント停止後の N₂パージ手

順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 

フィルタ装置入口水素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 
フィルタ装置入口圧力 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
ドレン移送ライン N2パージ手順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 ドレン移送ライン圧力 

多様なハザード対応手順 

ドレンタンク水抜き 
判
断
基
準 

補機監視機能 ドレンタンク水位 

操
作 

補機監視機能 ドレンタンク水位 
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監視計器一覧(6/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 
(2)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「PCV 圧力制御」 
「耐圧強化ライン使用(S/C 側)」 
「耐圧強化ライン使用(D/W 側)」 

 
 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

耐圧強化ベント放射線モニタ 
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監視計器一覧(7/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 
(1)最終ヒートシンク(海洋)への代替熱輸送 

a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 
b.代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「S/P 温度制御他」 
「代替 Hx による補機冷却水(A 系)確

保」 
「代替 Hx による補機冷却水(B 系)確
保」 

 
多様なハザード対応手順 
「熱交換器ユニットによる補機冷却

水確保(A 系)」 
「熱交換器ユニットによる補機冷却
水確保(B 系)」 

判
断
基
準 

 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
RCW サージタンク水位(A)水位 
RCW サージタンク水位(B)水位 

操
作 

最終ヒートシンクに

よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉補機冷却系(A)系統流量 
原子炉補機冷却系(B)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 

残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

補機監視機能 

代替 RCW ユニット入口温度 

代替 RCW ポンプ(A)吸込圧力 
代替 RCW ポンプ(B)吸込圧力 
代替 RCW ポンプ(A)吐出圧力 

代替 RCW ポンプ(B)吐出圧力 
代替 RSW ポンプ出口圧力 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「S/P 温度制御他」 
「代替 Hx による補機冷却水(A 系)確
保」 

「代替 Hx による補機冷却水(B 系)確
保」 
 

多様なハザード対応手順 
「代替原子炉補機冷却海水ポンプ又
は，大容量送水車による補機冷却水

確保」 

判
断
基
準 

 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

操
作 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
原子炉補機冷却系(A)系統流量 

原子炉補機冷却系(B)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

補機監視機能 大容量送水車吐出圧力 
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表 1.5.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 給電元 

給電母線 

【1.5】 
最終ヒートシンクへ熱を輸送するための
手順等 

格納容器圧力逃がし装置 常設代替直流電源設備 
 
AM 用直流 125V 

代替格納容器圧力逃がし装

置 

常設代替直流電源設備 

 
AM 用直流 125V 

不活性ガス系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系（7号炉のみ） 
直流 125V A 系 

非常用ガス処理系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系 

代替原子炉補機冷却系 可搬型代替交流電源設備 
 
移動式変圧器 

原子炉補機冷却系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

MCC C 系 
MCC D 系 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 

計測用 B系電源 

  



1.5-67 

 

図 1.5.1 機能喪失原因対策分析
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち，機器の機

能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし，AND 条件，OR 条件については

表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

図 1.5.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8

RHRポンプA故障

弁故障

RHR Hx(A)

配管

S/P

ストレーナ

RCWポンプ

弁

RCW Hx

配管

RSWポンプ

弁

配管

ストレーナ

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

RHRポンプB故障

弁故障

RHR Hx(B)

配管

S/P
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RCWポンプ

弁

RCW Hx

配管

RSWポンプ

弁
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P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

RHRポンプC故障

弁故障

RHR Hx(C)

配管

S/P

ストレーナ

RCWポンプ

弁

RCW Hx

配管

RSWポンプ

弁

配管

ストレーナ

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

AC電源喪失
M/C故障

静的機器故障

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪
失 充電器機能喪失

AC電源喪失
M/C故障

最終ヒートシンク喪失 RHR C機能喪失

静的機器故障

水源

補機冷却系故障

RCW機能喪失

静的機器故障

RSW機能喪失

駆動源喪失（AC電
源）

M/C故障

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪
失 充電器機能喪失

AC電源喪失
M/C故障

RHR B機能喪失

静的機器故障

水源

補機冷却系故障

RCW機能喪失

静的機器故障

RSW機能喪失

静的機器故障

充電器機能喪失

補機冷却系故障

RCW機能喪失

静的機器故障

RSW機能喪失

静的機器故障

最終ヒートシンク喪失

RHR A機能喪失

静的機器故障

水源

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪
失
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図 1.5.2 EOP 格納容器制御「S/P 温度制御」における対応フロー 
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図 1.5.3 EOP 格納容器制御「PCV 圧力制御」における対応フロー
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図 1.5.4 SOP 「除熱-1」における対応フロー 
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図 1.5.5 SOP 「除熱-2」における対応フロー 
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図 1.5.6 格納容器圧力逃がし装置による                      

              原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 
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FE

可燃性ガス濃度制御系
気水分離器より

FE MO
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オリフィス

主排気筒

H2E

ド
レ
ン
タ
ン
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格納容器内圧力(D/W)

⑦※3

⑬⑯※1

⑧a※2

⑯※2

⑦※4

⑦※5

⑦※7

⑦※8

⑧b※2

⑯※3

⑦※6

⑧a※1

ボンベ

MO

⑧b※1格納容器内圧力(S/C)

ラプチャーディスク

フィルタ装置
出口放射線モニタ

7号炉

フィルタ装置水位

フィルタ装置
金属フィルタ差圧

フィルタ装置
スクラバ水pHドレン

ポンプ設備

フィルタ装置圧力

ラプチャーディスク

フィルタ装置出口圧力

ドレンポンプ流量

フィルタ装置
水素濃度

フィルタ装置
入口圧力

フィルタ装置
水素濃度

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

ドレン
ポンプ設備

MO

Uシール

⑦※1

⑦※1

⑦※2

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑦※1 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁

⑦※2 非常用ガス処理系出口Uシール元弁

⑦※3 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑦※4 不活性ｶﾞｽ系非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※5 不活性ｶﾞｽ系換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※6 耐圧強化ﾍﾞﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ容器側隔離弁

⑦※7 非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁

⑦※8 換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁

⑧a※1 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑧a※2⑯※2 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑧b※1 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑧b※2⑯※3 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑬⑯※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁
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図 1.5.7 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート                                          

 

 

   
図 1.5.8 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント)  タイムチャート                                          

ベント開始

系統構成※

※空気駆動弁の駆動源が確保でき中央制御室から遠隔操作した場合は，トータルの操作時間は35分と想定する。

経過時間（分）

系統構成

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

移動，電源確保
※空気駆動弁の駆

動源が確保できた場

合，本操作は不要。

備考

手順の項目 要員（数）

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

通信手段確保，電源確認

電源を復旧しながら

系統構成を行う。

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 75分

ベント開始

系統構成※

※空気駆動弁の駆動源が確保でき中央制御室から遠隔操作した場合は，トータルの操作時間は35分と想定する。

経過時間（分）

系統構成

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

移動，電源確保
※空気駆動弁の駆

動源が確保できた場

合，本操作は不要。

備考

手順の項目 要員（数）

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

通信手段確保，電源確認

電源を復旧しながら

系統構成を行う。

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 75分
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図 1.5.9 PCV ベント弁駆動源確保[予備ボンベ] 概要図 
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 図 1.5.10 PCV ベント弁駆動源確保[予備ボンベ] タイムチャート 

 

系統構成

リークチェ ック

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員C及びD 2

移動、ボンベ交換
※時間は1弁のボンベ交換時

間

　３弁すべてを連続で交換した

場合、2時間15分

ＰＣＶベント駆動源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ＰＣＶベント駆動源確保 45分
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図 1.5.11 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 概要図 

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.5.12 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り タイムチャート 

 

TSC～フィルタベント遮へい壁　南側

系統構成（手動弁開操作）

系統水張り完了

フィルタ装置

ドレン移送ポンプ水張り
緊急対策要員 2

※設備未完成のため、系統完成後改めて検証・確認を行う

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

水張り完了確認
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図 1.5.13 フィルタベント水位調整(水張り) 概要図 
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④ FCVS フィルタベント装置 給水ライン元弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.5.14 フィルタベント水位調整(水張り) タイムチャート 
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図 1.5.15 フィルタベント水位調整(水抜き) 概要図 
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操作手順 弁名称

②※1⑤※1 FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁

②※2⑤※2 FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁

②※3⑤※3 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設外側止め弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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 図 1.5.16 フィルタベント水位調整(水抜き) タイムチャート 

TSC～FV遮蔽壁外南側

弁開操作・系統構成

備考

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

※設備未完成のため、系統完成後改めて検証・確認を行う

フィルタベント水位調整

(水抜き)
緊急時対策要員 2

10 20 30 40 50 60 70 80

フィルタベント容器水位調整（水抜き）作業完了

水抜き（水位2200[mm] → 1000[mm] ）・操作完了

ポンプ起動・流量調整

120 130 140

フィルタベント水位計継続監視
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図 1.5.17 フィルタベント停止後の N₂パージ 概要図 
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操作手順 弁名称

④⑪ FCVS PCVベントラインフィルタベント側 N2パージ用元弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 



1.5-84 

 
 

1.5.18 フィルタベント停止後の N₂パージ タイムチャート 
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図 1.5.19 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 概要図 
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操作手順 弁名称

⑦⑩※1 FCVS フィルタベント装置 給水ライン元弁

③※1⑩※2 フィルタベント装置pH計入口止め弁（名称未定）

③※2⑩※3 フィルタベント装置pH計出口止め弁（名称未定）

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.5.20 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 タイムチャート 
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図 1.5.21 ドレン移送ライン N₂パージ手順 概要図 
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操作手順 弁名称

②※1⑤※1 FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁

②※2⑤※2 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設外側止め弁

④⑤※3 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン N2パージ用元弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.5.22 ドレン移送ライン N₂パージ手順 タイムチャート 
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図 1.5.23 ドレンタンク水抜き 概要図 
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操作手順 弁名称

②※1③※1 FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁

②※2③※2 FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁

②※3③※3 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設外側止め弁

②※4③※4 FCVS フィルタベント装置 遮へい壁内側ドレン弁

②※5③※5 FCVS フィルタベント装置 ドレンタンク出口止め弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 



1.5-90 

図 1.5.24 ドレンタンク水抜き タイムチャート 

TSC～FV遮蔽壁外南側

弁開操作・系統構成

※設備未完成のため、系統完成後改めて検証・確認を行う
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手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ドレンタンク水抜き作業完了

水抜き完了（水位3000[mm] → 0[mm]： 50分）

ポンプ起動・流量調整

100 110 120

ドレンタンク水位継続監視
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図 1.5.25 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 
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設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑥b※1⑫a⑮※1 S/C側第一隔離弁[未定]

⑥a※1⑥b※2⑮※3 S/C側第二隔離弁[未定]

⑥a※2⑫b⑮※2 D/W側第一隔離弁[未定]

⑥a※3⑥b※3⑮※4 D/W側第二隔離弁[未定]
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図 1.5.26 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

 

 

 

 
図 1.5.27 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 
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※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う
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手順の項目 要員（数）
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図 1.5.28 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(1/2) 
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設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例



1.5-94 

 

図 1.5.28 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(2/2) 

操作手順 弁名称

⑥※1 非常用ｶﾞｽ処理系ﾌｨﾙﾀ装置出口弁

⑥※2 非常用ｶﾞｽ処理系出口Uｼｰﾙ元弁

⑥※3 不活性ｶﾞｽ系非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑥※4 不活性ｶﾞｽ系換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑥※5 非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑥※6 換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑦ PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ側隔離弁操作用空気ﾎﾞﾝﾍﾞ出口弁

⑧ 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ容器側隔離弁

⑨ PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁操作用空気ﾎﾞﾝﾍﾞ出口弁

⑩ 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑪a※1 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑪a※2⑲※2 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑪b※1 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑪b※2⑲※3 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑰⑲※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁
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図 1.5.29 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

 

 

  
図 1.5.30 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント)  タイムチャート 
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通信手段確保，電源確認

10 20 4030 50 175 180 190 20055

180分 減圧及び除熱開始

ベント開始

※空気駆動弁の駆動源が確保でき中央制御室から遠隔操作した場合は，トータルの操作時間は60分と想定する。

通信手段確保，電源確認
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合，本操作は不要。

系統構成

系統構成　※

10 20 4030 50 175 180 190 20055

180分 減圧及び除熱開始
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図 1.5.31 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 概要図（1/2） 
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遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

①※1

MO

Uシール

①※1

①※2

遠隔手動弁操作設備

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例
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図 1.5.31 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 概要図（2/2） 

 

操作手順 弁名称

①※1 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁

①※2 非常用ガス処理系出口Uシール元弁

⑥※1 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑥※2 耐圧強化ﾍﾞﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ容器側隔離弁

⑥※3 非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁

⑥※4 換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁

⑦※1 不活性ｶﾞｽ系非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※2 不活性ｶﾞｽ系換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑧a※1 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑧a※2⑱※3 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑧a※3 S/Cベント弁操作用空気排気側止め弁(弁名称未定)

⑧a※4 S/Cベント弁逆操作用空気排気側止め弁(弁名称未定)

⑧b※1 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑧b※2⑱※4 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑧b※3 D/Wベント弁操作用空気排気側止め弁(弁名称未定)

⑧b※4 D/Wベント弁逆操作用空気排気側止め弁(弁名称未定)

⑭※1⑱※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁

⑭※2⑱※2 PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁
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図 1.5.32 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（W/W ベント） タイムチャート 

(現場操作) 

 

  
図 1.5.33 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（D/W ベント） タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

通信手段確保，弁状態及び監視計器指示の確認

ベント開始

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱(現場

操作)

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

移動，系統構成

現場運転員Ｅ，Ｆ 2
移動，系統構成

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

55分 減圧及び除熱開始

通信手段確保，弁状態及び監視計器指示の確認

ベント開始

移動，系統構成

現場運転員Ｅ，Ｆ 2
移動，系統構成

手順の項目 要員（数）

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱(現場

操作)

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
備考10 20 30 40 50 60 7030 40 60 70 80

55分 減圧及び除熱開始
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図 1.5.34 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 概要図 

遠隔手動弁操作設備
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二次格納施設
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フィルタ装置
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フィルタ
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フィルタ装置
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７号炉 フィルタ装置出口放射線モニタ

フィルタ装置出口圧力

遠隔手動弁操作設備

⑤a※3

⑤b※3⑮※4

⑤a※1

⑤b※2

⑮※3

⑤b※1

⑪a

⑮※1

⑤a※2

⑪b

⑮※2

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑤b※1⑪ａ⑮※1 S/C側第一隔離弁[未定]

⑤a※1⑤b※2⑮※3 S/C側第二隔離弁[未定]

⑤a※2⑪b⑮※2 D/W側第一隔離弁[未定]

⑤a※3⑤b※3⑮※4 D/W側第二隔離弁[未定]
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図 1.5.35 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

図 1.5.36 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

通信手段確保，監視計器指示の確認

　　　　　移動，系統構成

ベント開始

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

経過時間（分）

2

備考

手順の項目 要員（数）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2
代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱

(現場操作)

（W/Wベント）
現場運転員Ｃ，Ｄ

10 20 30 40 50 60 70 80

40分 減圧及び除熱開始

通信手段確保，監視計器指示の確認

　　　　　移動，系統構成

ベント開始

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱

(現場操作)

（D/Wベント）
現場運転員Ｃ，Ｄ 2

中央制御室運転員Ａ，Ｂ

10 20 30 40 50 60 70 8010 20 30 40 60 70

40分 減圧及び除熱開始
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図 1.5.37 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 概要図(1/2) 
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図 1.5.37 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 概要図(2/2) 

操作手順 弁名称

①※1 非常用ｶﾞｽ処理系ﾌｨﾙﾀ装置出口弁

①※2 非常用ｶﾞｽ処理系出口Uｼｰﾙ元弁

⑤※1 非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑤※2 換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑥※1 不活性ｶﾞｽ系非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑥※2 不活性ｶﾞｽ系換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※1 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ側隔離弁操作用空気ﾎﾞﾝﾍﾞ出口弁

⑦※2 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ容器側隔離弁

⑦※3 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ側隔離弁操作用空気排気側止め弁

⑦※4 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝﾌｨﾙﾀﾍﾞﾝﾄ側隔離弁逆操作用空気排気側止め弁

⑧※1 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁操作用空気ﾎﾞﾝﾍﾞ出口弁

⑧※2 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑧※3 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁操作用空気排気側止め弁

⑧※4 PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁逆操作用空気排気側止め弁

⑨a※1 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑨a※2⑱※3 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑨a※3 S/Cベント弁操作用空気排気側止め弁

⑨a※4 S/Cベント弁逆操作用空気排気側止め弁

⑨b※1 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ弁操作用空気供給弁

⑨b※2⑱※4 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑨b※3 D/Wベント弁操作用空気排気側止め弁

⑨b※4 D/Wベント弁逆操作用空気排気側止め弁

⑮※1⑱※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁

⑮※2⑱※2 PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁バイパス弁
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図 1.5.38 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

図 1.5.39 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

通信手段確保・計器電源確認

　　　　　ベント開始

耐圧強化ベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除

熱(現場操作)

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

現場運転員Ｅ，Ｆ 2

　移動・系統構成

　移動・系統構成

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10

135分 減圧及び除熱開始

20 30 140 15013035 135

通信手段確保・計器電源確認

　　　　　ベント開始

　移動・系統構成

現場運転員Ｅ，Ｆ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

2

　移動・系統構成

耐圧強化ベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除

熱(現場操作)

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

10 20 30 140 15013035 135

135分 減圧及び除熱開始
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図 1.5.40 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 概要図(1/2) 

操作手順 弁名称

⑤※1 原子炉補機冷却水系常用冷却水供給側分離弁(A)

⑤※2 原子炉補機冷却水系常用冷却水戻り側分離弁(A)

⑤※3 原子炉補機冷却水系ＲＨＲ熱交換器(A)冷却水出口弁

⑤※4 原子炉補機冷却水系 非常用D/G(A)冷却水出口弁(A)

⑤※5 原子炉補機冷却水系 非常用D/G(A)冷却水出口弁(D)

⑥※1 RCW HECW冷凍機(A)換気空調補機非常用冷却水系冷却水温度調節弁後弁

⑥※2 RCW HECW冷凍機(C)換気空調補機非常用冷却水系冷却水温度調節弁後弁
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図 1.5.40 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 概要図(2/2) 

操作手順 弁名称

⑥※3 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)吸込弁

⑥※4 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(D)吸込弁

⑥※5 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)冷却水出口弁

⑥※6 原子炉補機冷却水系熱交換器(D)冷却水出口弁

⑥※7 原子炉補機冷却水系原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)電動機軸受出口弁

⑥※8 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(D)電動機軸受出口弁

⑦※1 原子炉補機冷却水系ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(A)出口弁

⑦※2 原子炉補機冷却水系 ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(A)換気空調補機非常用冷却水系側出口弁

⑦※3 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)入口弁

⑦※4 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)出口弁

⑦※5 原子炉補機冷却水系 可燃性ガス濃度制御系室空調機(A)出口弁

⑦※6 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)出口弁

⑦※7 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)入口弁

⑦※8 原子炉補機冷却水系 非常用ガス処理系室空調機(A)出口弁

⑦※9 原子炉補機冷却水系 サプレッションプール浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機出口弁

⑦※10 原子炉補機冷却水系 原子炉隔離時冷却系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機出口弁

⑦※11 原子炉補機冷却水系 格納容器雰囲気ﾓﾆﾀﾗｯｸ(A)入口弁

⑦※12 原子炉補機冷却水系 格納容器雰囲気ﾓﾆﾀﾗｯｸ(A)出口弁

⑦※13 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(A)冷却水入口弁

⑦※14 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)冷却水出口弁

⑦※15 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系熱交換器(A)入口弁

⑦※16 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系熱交換器(A)出口弁

⑦※17 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)入口弁

⑦※18 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)出口弁



1.5-106 

 
図 1.5.41 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 タイムチャート 

　　　　　　　　　　　　通信手段確保，系統構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動，電源確保

系統構成

　熱交換器ユニット他移動

　主配管（可搬型）等の接続

　補機冷却水の供給，流量調整

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2
代替原子炉補機冷却系による

補機冷却水確保

緊急時対策要員

経過時間（時間）
備考

手順の項目 要員（数）

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7時間 代替原子炉補機冷却系による

補機冷却水確保
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図 1.5.42 代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 概要図(1/2)

RCWﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

RCWﾎﾟﾝﾌﾟ(D)

RCW熱交換器(A)

RSWﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

RCW熱交換器(D)

RSWﾎﾟﾝﾌﾟ(D)

MO

非常用Ｄ／Ｇ（Ａ）

ＦＣＳ（Ａ）室空調機

ＦＰＣポンプ（Ａ）室空調機

ＳＧＴＳ（Ａ）室空調機

ＦＰＣ熱交換器（Ａ）

ＳＰＣＵポンプ室空調機

ＲＣＩＣポンプ室空調機

ＤＷＣ冷却器（Ａ）（ＨＶＨ）

ＤＷＣ冷却器（Ｂ）（ＨＶＨ）

ＨＷＨ温水熱交換器（Ａ）

ＣＵＷ非再生熱交換器（Ａ）

ＣＲＤポンプ（Ａ）油冷却器

ＣＵＷポンプ（Ａ）熱交換器

ＲＩＰ ＭＧセット

ＩＡ空気圧縮機 冷却器

ＳＡ空気圧縮機 冷却器

ＲＩＰモータ熱交換器
Ａ，Ｂ，Ｅ，Ｆ，Ｈ

Ｄ／Ｗ ＬＣＷサンプ冷却器

RCCV

M
O

MO

Ｒ／Ｂ ＬＣＷサンプ冷却器

MO

ＲＳＷポンプモータ軸受
冷却器（Ａ），（Ｄ）

ＨＥＣＷ冷凍機（Ａ），（Ｃ）

海水

R/B Y/D
大容量送水車

M
O

ＡO

ＣＡＭＳ（Ａ）サンプルクーラ

ＲＨＲポンプ（Ａ）軸受
冷却器

ＲＨＲ熱交換器（Ａ）

MO

ＲＨＲポンプ（Ａ）室空調機

RCW
ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(Ａ)

FT

FI （中央制御室）

FT FI （中央制御室）

M
O

MO
⑤※1

⑤※4,5

⑦※7

⑦※3

⑦※11

⑦※13

⑦※17 ⑦※18

⑦※16
⑤※3

⑦※5

⑦※6

⑦※8

⑦※4

⑥※1,2

⑦※9

⑦※10

⑥※7,8

⑦※12

⑦※14
⑥※5

⑥※6
⑥※4

⑥※3

⑤※2

⑦※2

⑦※1

設計基準対象施設から追加した箇所
凡例

操作手順 弁名称

⑤※1 原子炉補機冷却水系常用冷却水供給側分離弁(A)

⑤※2 原子炉補機冷却水系常用冷却水戻り側分離弁(A)

⑤※3 原子炉補機冷却水系ＲＨＲ熱交換器(A)冷却水出口弁

⑤※4 原子炉補機冷却水系 非常用D/G(A)冷却水出口弁(A)

⑤※5 原子炉補機冷却水系 非常用D/G(A)冷却水出口弁(D)

⑥※1 RCW HECW冷凍機(A)換気空調補機非常用冷却水系冷却水温度調節弁後弁

⑥※2 RCW HECW冷凍機(C)換気空調補機非常用冷却水系冷却水温度調節弁後弁
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図 1.5.42 代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保  

概要図(2/2) 

  

操作手順 弁名称

⑥※3 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)吸込弁

⑥※4 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(D)吸込弁

⑥※5 原子炉補機冷却水系熱交換器(A)冷却水出口弁

⑥※6 原子炉補機冷却水系熱交換器(D)冷却水出口弁

⑥※7 原子炉補機冷却水系原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)電動機軸受出口弁

⑥※8 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(D)電動機軸受出口弁

⑦※1 原子炉補機冷却水系ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(A)出口弁

⑦※2 原子炉補機冷却水系 ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(A)換気空調補機非常用冷却水系側出口弁

⑦※3 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)入口弁

⑦※4 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系熱交換器(A)出口弁

⑦※5 原子炉補機冷却水系 可燃性ガス濃度制御系室空調機(A)出口弁

⑦※6 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)出口弁

⑦※7 原子炉補機冷却水系 燃料プール冷却浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)入口弁

⑦※8 原子炉補機冷却水系 非常用ガス処理系室空調機(A)出口弁

⑦※9 原子炉補機冷却水系 サプレッションプール浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機出口弁

⑦※10 原子炉補機冷却水系 原子炉隔離時冷却系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機出口弁

⑦※11 原子炉補機冷却水系 格納容器雰囲気ﾓﾆﾀﾗｯｸ(A)入口弁

⑦※12 原子炉補機冷却水系 格納容器雰囲気ﾓﾆﾀﾗｯｸ(A)出口弁

⑦※13 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(A)冷却水入口弁

⑦※14 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)冷却水出口弁

⑦※15 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系熱交換器(A)入口弁

⑦※16 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系熱交換器(A)出口弁

⑦※17 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)入口弁

⑦※18 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系ﾎﾟﾟﾝﾌﾟ室空調機(A)出口弁
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図 1.5.43 代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 タイムチャート 

 

　　　　　　　　　　　　通信手段確保，系統構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動，電源確保

系統構成

　大容量送水車他移動

　ホース接続

　補機冷却水の供給，流量調整

海水ポンプ又は大容量送水車

による補機冷却水確保

（大容量送水車の場合）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ

経過時間（時間）
備考

手順の項目 要員（数）

2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

緊急時対策要員 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5時間 大容量送水車による補機冷却水確保
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図 1.5.44 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/2) 

 

番号 番号技術的能力審査基準（1.5） 設置許可基準規則（48条） 技術基準規則（63条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設

備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に

生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備

が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発

生する前に生ずるものに限る。）を防止するた

め、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必

要な設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するため、最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために必要な設備を施設

しなければならない。

③

【解釈】

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等

以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。

－

【解釈】

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱

を輸送するために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６３条に規定する「最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

－

④

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設

備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有

し、位置的分散を図ること。

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多重性又は多様性及び独

立性を有し、位置的分散を図ること。
⑤

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが

喪失することを想定した上で、BWR において

は、サプレッションプールへの熱の蓄積によ

り、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内

に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終

ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができるこ

と。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能

な場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水ポ

ンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系から

の除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の

輸送ができること。

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシン

クが喪失することを想定した上で、BWR に

おいては、サプレッションプールへの熱の

蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる

一定の期間内に、十分な余裕を持って所内

車載代替の最終ヒートシンクシステム

(UHSS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができること。加えて、残

留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合に

ついて考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給

水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷

却系からの除熱により、最終的な熱の逃が

し場への熱の輸送ができること。

⑥

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合

は、本規程第５０条１ｂ)に準ずること。また、

その使用に際しては、敷地境界での線量評価を

行うこと。

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場

合は、本規程第６５条１ｂ)に準ずるこ

と。また、その使用に際しては、敷地境界

での線量評価を行うこと。
⑦

（１）炉心損傷防止

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失

することを想定した上で、BWRにおいては、サプ

レッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却

機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を

持って所内車載代替の最終ヒートシンク（UHS）の

繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送が

できること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が

不可能な場合について考慮すること。

また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ

及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱に

より、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる

こと。

②

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大

事故防止設備を整備すること。

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、

重大事故防止設備を整備すること。

添付資料 1.5.1 添付資料 1.5.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/2) 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

格納容器圧力逃がし装

置
新設

代替格納容器圧力逃が

し装置
新設

専用空気ボンベ 新設

耐圧強化ベント系

（W/W）配管・弁

既設

新設

耐圧強化ベント系

（D/W）配管・弁

既設

新設

遠隔手動弁操作設備 新設

原子炉格納容器 既設

不活性ガス系配管・弁 既設

非常用ガス処理系配

管・弁
既設

専用空気ボンベ 新設

遠隔手動弁操作設備 新設 専用空気ボンベ 常設 － －

－ － － － － －

熱交換器ユニット 新設

代替原子炉補機冷却海

水ポンプ又は大容量送

水車

可搬

代替原子炉補機冷却海

水ポンプ
新設 ホース 可搬

代替原子炉補機冷却海

水ストレーナ
新設

代替原子炉補機冷却系

接続口
常設

ホース 新設
原子炉補機冷却系配

管・弁
常設

代替原子炉補機冷却系

接続口
新設 残留熱除去系熱交換器 常設

原子炉補機冷却系配

管・弁・サージタンク
既設

残留熱除去系(サプレ

ション・チェンバ・

プール水冷却モード)

常設

残留熱除去系熱交換器 既設

残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モー

ド）

常設

真空破壊弁

（S/C→D/W）
既設

残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）
常設

海水貯留堰 新設
真空破壊弁

（S/C→D/W）
常設

スクリーン室 既設 海水貯留堰 常設

取水路 既設 スクリーン室 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設 取水路 常設

燃料補給設備
既設

新設
補機冷却用海水取水路 常設

残留熱除去系(サプレ

ション・チェンバ・

プール水冷却モード)

既設 補機冷却用海水取水槽 常設

残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モー

ド）

既設
可搬型代替交流電源設

備
可搬

残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）
既設 燃料補給設備

常設

可搬

補機冷却用海水取水路 既設

補機冷却用海水取水槽 既設

－ －

代

替

原

子

炉

補

機

冷

却

系

に

よ

る

除

熱

①

②

③

④

⑤

⑥

海

水

ポ

ン

プ

又

は

大

容

量

送

水

車

に

よ

る

除

熱

運転員側

255分

緊急時対策

要員側

300分

運転員側

4名

緊急時対策

要員側

8名

自主対策とす
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：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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図１ 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(６号及び 7号炉) 
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添付資料 1.5.2 
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(６号炉) 
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(６号炉) 
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(７号炉) 
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉) 
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重大事故対策の成立性 

 

１.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(1)交流動力電源確立時 

a.操作概要 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作

に必要な電動弁の電源確保及び現場での系統構成を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下１階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必

要な要員数(4 名)，所要時間 (35 分※)のうち，電源確保及び現場での系統

構成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:電源確保 30 分(実績時間:24 分) 

※空気駆動弁の駆動源の確保ができない場合,遠隔手動弁操作設備によ

る操作を 40 分とし所要時間が 75 分となる。 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 17 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリア

は，二次格納施設外に設置している。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

添付資料 1.5.3-1 
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アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

受電操作               受電確認 
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(2)全交流動力電源喪失時 

a.操作概要 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作

を現場にて行う。交流電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により系統

構成を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階,地下１階(非管理区域) 

原子炉建屋 (管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必

要な要員数(6 名)，所要時間(55 分)のうち，系統構成に必要な要員数，所

要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安: 系統構成(二次格納容器施設内)  35 分 

(二次格納容器施設外)  40 分※ 

遠隔手動弁操作設備によるベント操作 5 分 

(実績時間：不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント用連絡配管 

隔離弁の全開 2 分) 

※遠隔手動弁操作設備による操作の実績時間は以下の通りである。 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 17 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚

染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリア
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は，二次格納施設外に設置している。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

系統構成(遠隔手動弁操作設備) ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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2.PCV ベント弁駆動源確保[予備ボンベ] 

 

a.操作概要 

PCV 圧力上昇に対する PCV ベントの必要性が認識された場合，ベント隔離

弁を「全開」にして，ベントラインを構成する必要があり，通常の駆動源で

ある IA が喪失した状況下では AM 対策用空気ボンベが駆動源となる。常設ボ

ンベと予備ボンベを交換した後，隔離弁の駆動圧力を確保する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階，2階，地下 1階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

 PCV ベント弁駆動源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:45 分(実績時間:32 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行して

作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備して             

おり近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常のボンベ切替え・交換操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

 

 

 

添付資料 1.5.3-2 
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予備ボンベ交換 ボンベ取り付け 



1.5-124 

3.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

 

a.操作概要 

原子炉格納容器ベント操作中におけるフィルタ装置水位調整のため，フィ

ルタ装置ドレン移送ポンプ水張りを実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮蔽壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りに必要な要員数，所要時間は以下 

のとおり。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:60 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間な

し) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。 

  非管理区域における操作は放射性物質が放出されることから，

放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備して

作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，操作に必要な工具はなく，容易に実施可

能であるため，通常の弁操作と同様である。 
また，遠隔手動弁操作設備による弁操作についても，操作に必要

な工具はなく通常の弁操作と同様である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 
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4.フィルタベント水位調整(水張り) 

 

a.操作概要 

格納容器ベント操作時又は格納容器ベント停止時に想定されるフィルタ

装置の水位変動に対し，フィルタ装置機能維持のため，フィルタ装置の水張

りによるフィルタ装置の水位調整を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタベント水位調整(水張り(淡水/海水))に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数 4 名(緊急時対策要員 4名) 

所要時間目安:130 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間な

し) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の

汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，

ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴と

なるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮し

た不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフ

ィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合があ

る。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :送水ホースの接続は，汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易

に操作可能であり，必要な工具はない。 
また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策
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本部及び中央制御室に連絡する。 
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5.フィルタベント水位調整(水抜き) 

  

a.操作概要 

格納容器ベント操作時又は格納容器ベント停止時に想定されるフィルタ

装置の水位変動に対し，フィルタ装置機能維持のため水抜きによる水位調整

を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタベント水位調整(水抜き)に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:135 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間な

し) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の

汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，

ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴と

なるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮し

た不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフ

ィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合があ

る。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作，ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるた

め，容易に操作可能である。また，作業に必要な工具はない。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スがある。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 
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6.フィルタベント停止後の N₂パージ 

 

a.操作概要 

格納容器ベント停止後は，配管内に残留する水素による燃焼防止と，残留

凝縮による配管内の負圧防止のため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスに

よるパージを実施する。 

窒素ガスの供給は可搬型窒素供給装置にて行い，当該装置を格納容器圧力

逃がし装置にホースで接続し，窒素供給弁を操作することでパージを行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 屋外南側 

原子炉建屋 非管理区域 3 階 南側通路 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタベント停止後の N₂パージに必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数 :6 名(中央制御室運転員 2名，緊急時対策要員 4名) 

       (※1.7.3-7 と併せて合計 8名の必要要員数とする) 

所要時間目安:240 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間

なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の

汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，

ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴と

なるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮し

た不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフ

ィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合があ

る。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能であり，操作に必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作
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と同様である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ 

ースがある。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 

 
 

  

N₂パージ操作 
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7.フィルタベント計装(サンプリングポンプ起動) 

  

a.操作概要 

格納容器ベント停止後，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパージ

中，装置内水素濃度を測定するため，格納容器ベントライン水素サンプリン

グラックにてサンプリングポンプを起動する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタベント計装(サンプリングポンプ起動)に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:180 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間

なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は通常，汚染の恐れのない

二次格納施設外にて行うが，格納容器ベント操作後の汚染を考

慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガラスバ

ッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴となるが，

緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した不識

布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィルタ，

セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常のポンプ起動・停止操作であるため，容易に操作可能であ

る。また，操作に必要な工具はない。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。  
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8.フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

  

a.操作概要 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スクラバ水

に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水の pH 値が規定値よりも

低くなった場合に薬液を補給する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

フィルタ装置スクラバ水 pH 調整に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数 :8 名(中央制御室運転員 2名，緊急時対策要員 6名) 

所要時間目安:90 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後

の汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量

計，ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域

用靴となるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境

を考慮した不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チ

ャコールフィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行

う場合がある。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースがある。本操作で必要となる工具は，空気圧縮

機，補給ポンプ等とともに作業エリア近傍(フィルタベント遮へ

い壁内(附室))に配備する。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策
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本部及び中央制御室に連絡する。 
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9.ドレン移送ライン N2パージ 

  

a.操作概要 

フィルタベント水位調整(水抜き)・ドレンタンク水抜き後は，フィルタベ

ント装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止す

るため，フィルタ装置排水ラインの窒素ガスによるパージを実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

ドレン移送ラインの N2パージに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:100 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後

の汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量

計，ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域

用靴となるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境

を考慮した不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チ

ャコールフィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行

う場合がある              

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能であり，操作に必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ 

ースがある 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策
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本部及び中央制御室に連絡する。 
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10.ドレンタンク水抜き 

  

a.操作概要 

ドレンタンクが水位高に達した場合，よう素フィルタの機能維持のため，

ドレン移送ポンプを使用してドレンタンク内の凝縮水を排水する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

c.必要要員数及び操作時間 

ドレンタンク水抜きに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:105 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間

なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の

汚染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，

ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴と

なるが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮し

た不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフ

ィルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合があ

る。              

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作，ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるた

め，容易に操作可能である。また，操作に必要な工具はない。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スがある。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 
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11.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(1)交流動力電源確立時 

 

a.操作概要 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

操作に必要な電動弁の電源確保を行う。 

 

b.作業場所(設置場所未確定) 

原子炉建屋(非管理区域)   

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

に必要な要員数(4名)，所要時間(25分)のうち，電源確保に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:電源確保 15 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため

実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。  
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受電操作               受電確認 
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(2)全交流動力電源喪失時 

 

a.操作概要 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

操作を現場にて行う。交流電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により

系統構成を行う。 

 

b.作業場所(設置場所未確定) 

原子炉建屋(非管理区域)   

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

に必要な要員数(6名)，所要時間(40分)のうち，系統構成に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:系統構成 35 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため

実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリア

は，二次格納施設外に設置している。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室
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に連絡する。 
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12.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(1)交流動力電源確立時 

 

a.操作概要 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な電

動弁の電源の確保，系統構成，及び中央制御室での系統構成のための AM 対

策用空気ボンベ出口弁の手動操作を行う 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階，地下 1階(非管理区域)  

 

c.必要要員数及び操作時間 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な要

員数(4 名)，所要時間 (60 分※)のうち，AM 対策用空気ボンベ出口弁の手動

操作，現場系統構成及び電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

 所要時間目安:電源確保 30 分(実績時間:24 分) 

系統構成(二次格納容器施設外)25 分 

(実績時間:設備設置工事中のため実施時間なし) 

※空気駆動弁の駆動源の確保ができない場合,遠隔手動弁操作設備によ

る操作を 120 分（40 分/1 弁）とし所要時間が 180 分となる。 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開操作を実施し

た場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開操作を実施し

た場合 17 分) 

(耐圧強化系ベント系 PCV ベントラインフィルタベント容器側隔離弁

の全閉実績時間: 設備設置工事中のため実績時間なし) 

(耐圧強化系ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁の全開実績時

間: 設備設置工事中のため実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

添付資料 1.5.3-12 
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あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリア

は，二次格納施設外に設置している。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作及び受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。         

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

     

 

 

受電操作               受電確認 
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(2)全交流動力電源喪失時 

 

a.操作概要 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の系統構成

を交流電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により行う。 

なお，空気駆動弁の操作手段として，ボンベからの駆動空気を電磁弁排

気ポートへ供給することで空気駆動弁を操作する事ができる。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 3 階，地下 1階(非管理区域) 

原子炉建屋 (管理区域)  

 

c.必要要員数及び操作時間 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要な要

員数(6 名)，所要時間(135 分)のうち，現場系統構成に必要な要員数，所

要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安: 系統構成(二次格納容器施設内) 35 分 

(二次格納容器施設外) 120 分（40 分/1 弁）※ 

遠隔手動弁操作設備によるベント操作 5 分 

(実績時間：不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント用連絡配管 

隔離弁の全開 2 分) 

※遠隔手動弁操作設備による操作の実績時間は以下の通りである。 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開操作を実施す

る場合 17 分) 

(耐圧強化系ベント系 PCV ベントラインフィルタベント容器側隔離弁

の全閉実績時間: 設備設置工事中のため実績時間なし) 

(耐圧強化系ベント系 PCV ベントライン排気筒側隔離弁の全開実績時

間: 設備設置工事中のため実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 
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非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚

染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリア

は，二次格納施設外に設置している。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作及び受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具は 

なく通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。         

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

 
 

 

系統構成(遠隔手動弁操作設備) ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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13.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 

 

a.操作概要 

代替原子炉補機冷却系を用いた冷却水確保のため，現場にて原子炉補機冷

却水系の系統構成を行う。 

また，本操作は管理区域及び非管理区域での操作を同要員が行う想定とし

ている。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋(管理及び非管理区域)，タービン建屋海水熱交換器エリア(非

管理区域)，コントロール建屋(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保(系統構成)に必要な要員

数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:4 時間 15 分(実績時間:4 時間) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備又は携行して作業を行う。管理区域においては汚染の可

能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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     冷却水確保(系統構成)     冷却水確保(系統構成) 



1.5-146 

14.熱交換器ユニットによる補機冷却水確保 

 

a.操作概要 

代替原子炉補機冷却系(熱交換器ユニット，代替原子炉補機冷却海水ポン

プ，電源車等)を用いて冷却水供給を行う。 

 

b.作業場所 

タービン建屋近傍屋外 

 

c.必要要員数および操作時間 

熱交換器ユニットによる補機冷却水確保に必要な要員数，所要時間は以       

下のとおり。 

必要要員数 :13 名(緊急時対策要員 13 名) 

所要時間目安:7 時間(実績時間:7 時間) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。 

  放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射  

線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ 

ヘッドライトを携行しており，夜間においても接近可能である。

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :各種ホースの接続は，汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易

に操作可能である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部に連絡する。 
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  熱交換器ユニット設置 

熱交換器ユニット設置作業 
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15. 代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保 

 

a.操作概要 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水の供

給を行う。 

 

b.作業場所 

タービン建屋近傍屋外 

 

c.必要要員数および操作時間 

代替原子炉補機冷却海水ポンプ又は大容量送水車による補機冷却水確保

に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :8 名(緊急時対策要員 8名) 

所要時間目安:5 時間(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間におけ

る作業性を確保している。 

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射線

防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又は携行して

作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッド

ライトを携行しており，夜間においても接近可能である。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :各種ホースの接続は，汎用の結合金具(オス・メス)であり，容

易に操作可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備は

なく，十分な作業スペースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部に連絡する。 

 

 

 

  

作業エリア 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 
 

 
 

 

  

判断基準記載内容 解釈
ⅱ.PCVベント弁駆動源確
保[予備ボンベ]

空気ボンベの残量が減少 操作用空気減圧弁一次側圧力にて       以下

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

ⅴ.フィルタベント水位
調整(水抜き)

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィル
タ差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合

フィルタ装置水位が 2200㎜に到達，又は及び金属フィ
ルタ差圧が      に到達すると判断した場合

ⅶ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

フィルタ装置水位が上限水位に到達すると判断した場
合

フィルタ装置水位が2200mmに到達すると判断した場合

ⅷ.ドレン移送ラインN₂
パージ手順

ドレンタンク水抜き完了後 FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一
止め弁T61-F209を「全閉」操作

ⅸ.ドレンタンク水抜き ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合 ドレンタンクが 3000㎜に到達すると判断した場合

手順

1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（交
流動力電源が健全である
場合）

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

添付資料 1.5.4-1 
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操作手順の解釈一覧(1/7) 

 
 

 

 

 

 

操作手順記載内容 解釈
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
FCVS制御盤 H11-P659
通常水位範囲内 1000～1500mm
格納容器補助盤 H11-P657
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-F001

不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F092
不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F092
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気ボンベ出口弁 T31-F090
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気ボンベ出口弁 T31-F080
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁 T61-F502A/B
FCVSフィルタベント装置 遮へい壁内側ドレン弁 T61-F501
FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め
弁

T61-F212

FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁 T61-F102
FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
フィルタ装置水位 T61-LI-002及びT61-LI-003(名称未定)
規定水位 通常水位範囲内である1000mm～1500mm

手順

1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（交
流動力電源が健全である
場合）

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅰ.格納容器圧力逃がし
装置による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱

ⅱ.PCVベント弁駆動源確
保[予備ボンベ]

ⅲ.フィルタ装置ドレン
移送ポンプ水張り

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水張り)

添付資料 1.5.4-2 



1.5-151 

操作手順の解釈一覧(2/7) 

 

  

操作手順記載内容 解釈
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVSフィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設外
側止め弁

T61-F211

FCVSフィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第一
止め弁

T61-F209

フィルタベント現場制御盤 H21-P917及びH21-P918(名称未定)
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一
止め弁

T61-F209

ポンプ吐出側流量 T61-FI-001A/B
ポンプ吐出側流量を必要流量に調整 ポンプ吐出側流量を約10m3/hに調整
フィルタベント遮へい壁附室FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
フィルタ装置水位 T61-LI-002及びT61-LI-003(名称未定)
原子炉建屋非管理区域内サンプリングラック H22-P912及びH22-P913-1(名称未定)
フィルタ装置水素濃度 T61-H2E-001及びT61-H2E-002(名称未定)
FCVS PCVベントラインフィルタベント側 N2パージ用元
弁

T61-F205

窒素ガスの注入を実施 可搬型窒素供給装置流量《約70Nm3/h》において，3時
間以上の注入を実施

可搬型窒素供給装置からの窒素注入の完了 3時間
FCVS制御盤 H11-P659(名称未定)
フィルタ装置水素濃度 T61-H2E-001及びT61-H2E-002(名称未定)
フィルタ装置水素濃度にて許容濃度以下 フィルタ装置水素濃度にて2%以下
PCVベントライン圧力 名称未定，番号未定
フィルタベント装置pH計入口止め弁 T61-F715(弁名称未定)
フィルタベント装置pH計出口止め弁 T61-F716(弁名称未定)
FCVS制御盤 H11-P659(名称未定)
フィルタ装置スクラバ水pH 弁名称，番号未定
フィルタ装置水位 弁名称，番号未定
FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁 T61-F102
pH値が規定値
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外
側止め弁

T61-F211

FCVSフィルタベント装置ドレンラインN2パージ用元弁 T61-F213
ドレンタンクが水位高に達すると判断した場合 3000㎜

手順
1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（交
流動力電源が健全である
場合）

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅴ.フィルタベント水位
調整(水抜き)

ⅵ.フィルタベント停止
後のN2パージ

ⅶ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

ⅷ.ドレン移送ラインN₂
パージ手順
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操作手順記載内容 解釈
フィルタベント現場制御盤 H21-P917及びH21-P918(名称未定)
ドレン移送ポンプ運転状態ランプ 弁名称，番号未定
FCVSフィルタベント装置遮へい壁内側ドレン弁 T61-F501
FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁 T61-F521
FCVSフィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設
外側止め弁

T61-F211

FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第
一止め弁

T61-F209

ポンプ吐出側流量 T61-FI-001A/B(名称未定，番号未定)
ポンプ吐出側流量を必要流量に調整 ポンプ吐出側流量を約10m3/hに調整
FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
ドレンタンク水位 弁名称，番号未定
制御盤 盤名称，番号未定
通常水位範囲内 1000～1500mm
D/W側第一隔離弁 弁名称，番号未定
D/W側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第一隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

フィルタ装置水位が上限水位に到達 フィルタ装置水位が2200mmに到達
金属フィルタ差圧が設計上限差圧に到達 金属フィルタ差圧が     に到達

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

pH値が規定値

手順
1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（交
流動力電源が健全である
場合）

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅸ.ドレンタンク水抜き

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱

ⅰ.代替格納容器圧力逃
がし装置による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)
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操作手順記載内容 解釈
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
格納容器補助盤 H11-P657
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気ボ
ンベ出口弁

T61-F060

耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-FOO1

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁逆操作用空気
排気側止め弁

T61-F712

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気ボ
ンベ出口弁

T61-F060

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気排
気側止め弁

T61-F068

PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボンベ出口
弁

T61-F064

耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
PCVベントライン排気筒側隔離弁逆操作用空気排気側止
め弁

T61-F713

PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボンベ出口
弁

T61-F064

PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気排気側止め
弁

T61-F069

不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F092
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
緊急時操作用IA排気切替弁 T31-F779
S/Cベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F099
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
緊急時操作用IA排気切替弁 T31-F778
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
D/Wベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F098
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070

耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002

PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボンベ出口
弁

T61-F064

手順
1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（交
流動力電源が健全である
場合）

c.耐圧強化ベント系によ
る原子炉格納容器内の減
圧及び除熱

ⅰ.耐圧強化ベント系に
よる原子炉格納容器内の
減圧及び除熱

ⅱ.PCVベント弁駆動源確
保[予備ボンベ]
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操作手順記載内容 解釈
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
FCVS制御盤 H11-P659
通常水位範囲内 1000～1500mm
格納容器補助盤 H11-P657
耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-F001

耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F092
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁の緊急時操作用IA
排気切替弁

T31-F779

S/Cベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F099
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の緊急時操作用IA
排気切替弁

T31-F778

D/Wベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F098
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁 T31-F072

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

フィルタ装置水位が上限水位に到達 フィルタ装置水位が2200mmに到達
金属フィルタ差圧が設計上限差圧に到達 金属フィルタ差圧が     に到達

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

pH値が規定値

制御盤 盤名称，番号未定
通常水位範囲内 1000～1500mm
D/W側第一隔離弁 弁名称，番号未定
D/W側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第一隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱
(現場操作)

ⅰ.代替格納容器圧力逃
がし装置による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱
(現場操作)

手順

1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(2)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（全
交流動力電源喪失時の場
合）

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱(現場
操作)

ⅰ.格納容器圧力逃がし
装置による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱(現
場操作)

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)
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操作手順記載内容 解釈
ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

フィルタ装置水位が上限水位に到達 フィルタ装置水位が2200mmに到達
金属フィルタ差圧が設計上限差圧に到達 金属フィルタ差圧が     に到達

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

pH値が規定値

非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
格納容器補助盤 H11-P657
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-FOO1

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気ボ
ンベ出口弁

T61-F060

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁逆操作用空気
排気側止め弁

T61-F712

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気排
気側止め弁

T61-F068

耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気ボンベ出口
弁

T61-F064

PCVベントライン排気筒側隔離弁逆操作用空気排気側止
め弁

T61-F713

PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気排気側止め
弁

T61-F069

不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系S/Cベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F092
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁の緊急時操作用IA
排気切替弁

T31-F779

S/Cベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F099
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系D/Wベント弁操作用空気供給弁 T31-MO-F082
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁の緊急時操作用IA
排気切替弁

T31-F778

D/Wベント弁操作用空気排気側止め弁 T61-F098
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁 T31-F072

手順
1.5.2.1　フロントライ
ン系故障時の対応手順
(2)最終ヒートシンク(大
気)への代替熱輸送（全
交流動力電源喪失時の場
合）

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱
(現場操作)

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)

c.耐圧強化ベント系によ
る原子炉格納容器内の減
圧及び除熱(現場操作)

ⅰ.耐圧強化ベント系に
よる原子炉格納容器内の
減圧及び除熱(現場操作)
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操作手順記載内容 解釈
RCW代替冷却水戻り止め弁 P21-F144
代替RCWユニット出口流量調整弁 Y61-F004
代替RCWポンプ(A)吐出圧力 Y61-PI-003A/B
規定圧力
規定流量
RCW熱交換器(B/E)冷却水出口弁 P21-MO-F007B/E
A系使用時は，RCW熱交換器(A/D)冷却水出口弁 P21-MO-F007A/D

手順
1.5.2.2　サポート系故
障時の対応手順
(1)最終ヒートシンク(海
洋)への代替熱輸送

a.代替原子炉補機冷却系
による補機冷却水確保

ⅱ.緊急時対策要員操作
(補機冷却水供給)

b.代替原子炉補機冷却海
水ポンプ又は大容量送水
車による補機冷却水確保

ⅰ.運転員操作(大容量送
水車の場合)
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(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.代替格納容器スプレイ 

ⅱ.格納容器除熱 

ⅲ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

ⅱ.重大事故等対処設備 

c.手順等 

1.6.2 重大事故等発生時の手順 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

(a)代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

(b)消火系による格納容器スプレイ 

(c)可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器スプレイ 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器除熱 

(b)残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール

水除熱 
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b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

(a)代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

(b)消火系による格納容器スプレイ 

(c)可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器スプレイ 

b.格納容器除熱 

(a)ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

c.重大事故等発生時の対応手段の選択 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器除熱 

(b)残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール

水除熱 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

1.6.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 
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添付資料 1.6.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.6.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.6.3 重大事故対策の成立性 

1.代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

2.消火系による格納容器スプレイ 

3.可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による格納容器スプレイ 

4.ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

添付資料 1.6.4 解釈一覧 

1.操作手順の解釈一覧 
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1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

 

【要求事項】 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納

容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉

格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な手順等」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設

備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順

等を整備すること。 

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備す

ること。 

 

 

原子炉格納容器内を冷却するための設計基準事故対処設備が有する機能は，残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器内の冷却機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉

格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備している。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下



1.6-5 

させる対処設備を整備している。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.6.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させる必要がある。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉格納容器内を冷却するた

めの設計基準事故対処設備として，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モ

ード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等の対処に用い

るが，設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下，「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段及

び重大事故等対処設備を選定する（図 1.6.1）。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※1を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第四十九条及び技術基準規

則第六十四条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 
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機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力

電源喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手

段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応

に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を表 1.6.1

に整理する。 

 

a.炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.代替格納容器スプレイ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）が故障等により原子炉格納容器内の冷却ができない場合には，

代替格納容器スプレイ冷却系，消火系及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段がある。 

 

(ⅰ)代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却 

代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却で使

用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(ⅱ)消火系による原子炉格納容器内の冷却 

消火系による原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 
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・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(ⅲ)可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による原子炉格納容器内の冷却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による原子炉格納容器内の冷却で

使用する設備は以下のとおり。なお，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

による原子炉格納容器内の冷却は，淡水貯水池から防火水槽へ補給

した淡水を使用する手段だけでなく，防火水槽へ補給した海水又は

直接取水した海水を使用する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

・ホース 

・MUWC接続口 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替格納容器スプレイで使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復

水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スプレイ

ヘッダ，高圧炉心注水系配管・弁，原子炉格納容器，常設代替交流電

源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処

設備として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系(格納容器スプレイ
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冷却モード)による原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合にお

いても，原子炉格納容器内を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプと同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納容

器内を冷却する手段として有効である。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

原子炉格納容器内を十分に冷却するために必要な容量は確保で

きないが，復水移送ポンプによる代替格納容器スプレイが実施で

きない場合の代替手段として有効である。 

 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）が全交

流動力電源喪失により起動できない場合には，「1.6.1(2)a.(a) ⅰ.代

替格納容器スプレイ」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて

非常用所内電気設備へ電源を供給することで残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モ

ード）を復旧する手段がある。 

 

(ⅰ)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）の復旧 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交換器・スプレイヘッダ 

・原子炉格納容器 

・原子炉補機冷却系 

・代替原子炉補機冷却系 

・非常用取水設備 

・常設代替交流電源設備 
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・燃料補給設備 

 

(ⅱ)常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード）の復旧 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・チ

ェンバ・プール水冷却モード）の復旧で使用する設備は以下のとお

り。 

・残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）

ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交換器 

・原子炉格納容器 

・原子炉補機冷却系 

・代替原子炉補機冷却系 

・非常用取水設備 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子炉格

納容器，代替原子炉補機冷却系，常設代替交流電源設備及び燃料補給

設備は重大事故等対処設備として位置づける。また，残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水

冷却モード）ポンプ，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交換器・

スプレイヘッダ，原子炉補機冷却系及び非常用取水設備は重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置づける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）

が全交流動力電源喪失により起動できない場合においても，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）を復旧し，原子炉格納容器内を冷却することが

できる。 

 



1.6-11 

b.原子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a)フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.代替格納容器スプレイ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）が故障等により原子炉格納容器内の冷却ができない場合には，

代替格納容器スプレイ冷却系，消火系及び可搬型代替注水ポンプ（A-

2級）により原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させる手段がある。 

なお，原子炉圧力容器破損前に代替格納容器スプレイを実施するこ

とで，格納容器温度の上昇を抑制し，逃がし安全弁の環境条件を緩和

することができる。ただし，本操作を実施しない場合であっても，評

価上，原子炉圧力容器底部が破損に至るまでの間，逃がし安全弁は原

子炉の減圧機能を維持できる。 

これらの対応手段で使用する設備は，「1.6.1(2)a.(a)フロントライ

ン系故障時の対応手段及び設備」で選定した設備と同様である。 

 

ⅱ.格納容器除熱 

常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気設備へ電源を供給す

ることで原子炉補機冷却系を復旧し，ドライウェル冷却系により原子

炉格納容器内を除熱する手段がある。 

 

(ⅰ)ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

ドライウェル冷却系により原子炉格納容器内を除熱する設備は以

下のとおり。 

・ドライウェル冷却系送風機 

・ドライウェル冷却系冷却器 

・原子炉補機冷却系 

・非常用取水設備 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅲ.重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替格納容器スプレイで使用する設備において，重大事故等対処設

備の位置づけは，「1.6.1(2)a.(a)ⅱ.重大事故等対処設備と自主対策

設備」と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査
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基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系(格納容器スプレイ

冷却モード)による原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合にお

いても，原子炉格納容器内の冷却及び放射性物質の濃度を低下させる

ことができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプと同等の機能（流

量）を有することから，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合において，原子炉格納容器

内を冷却する手段として有効である。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

原子炉格納容器内を十分に冷却するために必要な容量は確保でき

ないが，復水移送ポンプによる代替格納容器スプレイが実施できな

い場合の代替手段として有効である。 

・ドライウェル冷却系 

耐震性は確保されておらず，除熱量は小さいが，常設代替交流電

源設備により原子炉補機冷却系を復旧し，原子炉格納容器内への冷

却水通水及びドライウェル冷却系送風機の起動が可能である場合，

原子炉格納容器内の除熱手段の一つとして有効である。 

また，ドライウェル冷却系送風機が停止している場合においても，

冷却水の通水を継続することにより，ドライウェル冷却系冷却器の

コイル表面で蒸気を凝縮し，原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和す

ることが可能である。 

 

(b)サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ.復旧 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）が全交

流動力電源喪失により起動できない場合には，「1.6.1(2)b.(a)ⅰ.代

替格納容器スプレイ」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて

非常用所内電気設備へ電源を供給することで残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モ

ード）を復旧する手段がある。 
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これらの対応手段で使用する設備は，「1.6.1(2)a.(b)サポート系故

障時の対応手段及び設備」で選定した設備と同様である。 

 

ⅱ.重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備において，重大事故等対処設備及び重大事故等

対処設備（設計基準拡張）の位置づけは，「1.6.1(2)a.(b)ⅱ.重大事

故等対処設備」と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査

基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 

（添付資料1.6.1） 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）

が全交流動力電源喪失により起動できない場合においても，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッション・チェンバ・

プール水冷却モード）を復旧し，原子炉格納容器内の冷却及び放射性

物質の濃度を低下させることができる。 

 

c.手順等 

上記「a.炉心の著しい損傷防止のための対応手段及び設備」及び「b.原

子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備」により選定した対

応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（徴候ベース）（以下，「EOP」という。），事故時運転操作手順

書（シビアアクシデント）（以下，「SOP」という。）及び多様なハザード

対応手順に定める（表1.6.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表1.6.2，表1.6.3）。 

（添付資料1.6.2） 
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1.6.2 重大事故等発生時の手順 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

(a)代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)による原子炉格

納容器の冷却機能の喪失が起きた場合，復水移送ポンプにより復水貯蔵

槽を水源として代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ

を行う。 

スプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならないように，スプレイ流

量の調整あるいはスプレイの起動/停止を行う。 

   

ⅰ.手順着手の判断基準 

残留熱除去系ポンプによる格納容器スプレイができない場合におい

て，復水移送ポンプが使用可能な場合※1で，代替格納容器スプレイ起

動の判断基準に到達した場合※2。 

 

※1:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵槽)が確保されてい

る場合。 

※2:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は水位が，代替格納容器スプレイ起動

の判断基準(表1.6.4)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを図1.6.2～図1.6.5に，概要図を図

1.6.7に，タイムチャートを図1.6.8に示す。 

(ドライウェル(以下，｢D/W｣という。)スプレイ及びサプレッション・

チェンバ・プール(以下，｢S/P｣という。)スプレイについて記載し，手

順⑦以外は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に代

替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイの準備開始を

指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器スプレイ冷却系による格

納容器スプレイに必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保

されていることを状態表示にて確認する。 
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③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量

確認を依頼し，代替格納容器スプレイ冷却系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプの起動操作を実施し，

復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上であることを確認する。 

⑥当直副長は，格納容器スプレイ先を表1.6.4に基づきD/Wもしくは

S/Pを選択し，中央制御室運転員に系統構成開始を指示する。 

⑦aD/Wスプレイの場合 

中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器スプレイ冷却系による格

納容器スプレイの系統構成として，残留熱除去系格納容器冷却流量

調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作

を実施する。 

操作完了後，当直副長に代替格納容器スプレイ冷却系による格納容

器スプレイの準備完了を報告する。 

⑦bS/Pスプレイの場合 

残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)の全開操作を実施する。 

⑧当直副長は，運転員に代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器

スプレイ開始を指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁

(B)を残留熱除去系(B)注入配管流量にて140m³/hとなるよう調整開

とし，格納容器スプレイを開始する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，格納容器スプレイが開始されたことを

原子炉格納容器内の圧力及び温度の下降，かつ原子炉格納容器内の

水位の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力又は水位が，代替格納容器スプレイ

停止の判断基準(表1.6.4)に到達した場合は，格納容器スプレイを

停止する。その後，原子炉格納容器内の圧力又は温度が，代替格納

容器スプレイ起動の判断基準(表1.6.4)に再度到達した場合は，格

納容器スプレイを再開する。 

※S/PからD/Wへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，残

留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器

冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施後，残留熱除去系S/Pスプ

レイ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 

※D/Wスプレイ実施中に原子炉注水が必要となった場合は，残留熱
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除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却

ライン隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系注入隔離弁

(B)を全開とし，原子炉注水を実施する。 

⑪現場運転員C及びDは，復水移送ポンプの水源確保として，復水移送

ポンプ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡配管一

次，二次止め弁の開操作)を実施する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水貯

蔵槽の補給を依頼する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから代替格納容器スプレ

イ冷却系による格納容器スプレイ開始まで25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.6.3-1) 

 

(b)消火系による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容器ス

プレイ冷却系による原子炉格納容器の冷却機能の喪失が起きた場合，消

火系によりろ過水タンクを水源として格納容器スプレイを実施する。 

スプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならないように，スプレイ流

量の調整あるいはスプレイの起動/停止を行う。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

残留熱除去系ポンプ，復水移送ポンプによる格納容器スプレイがで

きない場合において，消火系が使用可能な場合※1で，代替格納容器ス

プレイ起動の判断基準に到達した場合※2。ただし，重大事故等へ対処

するために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保されて

いる場合。 

※2:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は水位が，代替格納容器スプレイ起動

の判断基準(表1.6.4)に達した場合。 

 



1.6-17 

ⅱ.操作手順 

消火系による格納容器スプレイ手順の概要は以下のとおり。手順の

対応フローを図1.6.2～図1.6.5に，概要図を図1.6.9に，タイムチャー

トを図1.6.10に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系による

格納容器スプレイの準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に消火系

による格納容器スプレイの準備のため，ディーゼル駆動消火ポンプ

の起動を依頼する。 

③現場運転員C及びDは，消火系による格納容器スプレイに必要な電動

弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，消火系による代替格納容器スプレイに

必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保

されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥当直副長は，格納容器スプレイ先を表1.6.4に基づきD/Wスプレイも

しくはS/Pスプレイを選択し，中央制御室運転員に系統構成開始を

指示する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，消火系による格納容器スプレイの系統

構成として，復水補給水系消火系第一，第二連絡弁の全開操作を実

施する。 

⑧a系統構成 D/Wスプレイの場合 

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器

冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施する。 

操作完了後，当直副長に消火系による格納容器スプレイの準備完了

を報告する。 

⑧bS/Pスプレイの場合 

 残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)の全開操作を実施する。 

⑨緊急時対策要員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了について

緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による格納容器ス

プレイ開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑪当直副長は，中央制御室運転員に消火系による格納容器スプレイ開

始を指示する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁
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(B)を全開とし，格納容器スプレイを開始する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，格納容器スプレイが開始されたことを

原子炉格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及び温

度の下降，かつ原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当直

副長に報告する。 

なお，原子炉格納容器内の圧力又は水位が，代替格納容器スプレイ

停止の判断基準(表1.6.4)に到達した場合は，格納容器スプレイを

停止する。その後，原子炉格納容器内の圧力又は温度が，代替格納

容器スプレイ起動の判断基準(表1.6.4)に再度到達した場合は，格

納容器スプレイを再開する。 

※S/PからD/Wへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，残

留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器

冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施後，残留熱除去系S/Pスプ

レイ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 

※D/Wスプレイ実施中に原子炉注水が必要となった場合は，残留熱

除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却

ライン隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系注入隔離弁

(B)を全開とし，原子炉注水を実施する。 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による格納容器ス

プレイが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名及び緊急時対策要員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら消火系による格納容器スプレイ開始まで約30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.6.3-2) 

 

(c)可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)，代替格納容器ス

プレイ冷却系による格納容器の冷却機能の喪失が起きた場合，可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)にて格納容器へのスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならないように，スプレイ流

量の調整あるいはスプレイの起動/停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の
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接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

残留熱除去系ポンプ，復水移送ポンプ，消火系による格納容器スプ

レイができない場合において，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)が使用可

能な場合※1で，代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達した場合
※2。 

 

※1:設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水槽)が確保されている

場合。 

※2:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は水位が，代替格納容器スプレイ起動

の判断基準(表1.6.4)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイ手順の概要

は以下のとおり。手順の対応フローを図1.6.2～図1.6.5に，概要図を

図1.6.11に，タイムチャートを図1.6.12に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型代替注

水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイの準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイのため，可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)の配備及びホース接続を依頼する。 

③中央制御室運転員A及びBは，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による

格納容器スプレイに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保され

ていることを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤現場運転員C及びDは，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容

器スプレイの系統構成として，復水補給水系建屋内南側外部送水ラ

イン止め弁1又は復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁1

のどちらかを選択し全開操作を実施する。(当該弁はユニハンドラー

弁のためリンク機構を取り外し，弁操作を行う。) 

⑥当直副長は，格納容器スプレイ先を表1.6.4に基づきD/Wスプレイも

しくはS/Pスプレイを選択し，中央制御室運転員に系統構成開始を

指示する。 
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⑦aD/Wスプレイの場合 

中央制御室運転員A及びBは，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による

格納容器スプレイの系統構成として，残留熱除去系注入ライン洗浄

水止め弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)及び残留熱

除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施する。 

操作完了後，当直副長に可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納

容器スプレイの準備完了を報告する。 

⑦bS/Pスプレイの場合 

 残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B)及び残留熱除去系S/Pス

プレイ注入隔離弁(B)の全開操作を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備及びホー

ス接続を行い，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による送水準備完了

について緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員の選択した送水ラ

インから可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による送水開始を緊急時対

策本部へ依頼する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員に可搬型代替注水ポンプ(A-2級)に

よる格納容器スプレイの確認を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動後，運転員の

選択した送水ラインから送水するため，復水補給水系建屋外北側外

部送水ライン止め弁又は復水補給水系建屋外南側外部送水ライン

止め弁のどちらかを全開に実施し，送水開始について緊急時対策本

部を経由し，当直長へ報告する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，格納容器スプレイが開始されたことを

原子炉格納容器への注水量の上昇，原子炉格納容器内の圧力及び温

度の下降，かつ原子炉格納容器内の水位の上昇により確認し，当直

副長に報告する。 

 なお，原子炉格納容器内の圧力又は水位が代替格納容器スプレイ停

止の判断基準(表1.6.4)に到達した場合は，格納容器スプレイを停

止する。その後，原子炉格納容器内の圧力又は温度が，代替格納容

器スプレイ起動の判断基準(表1.6.4)に再度到達した場合は，格納

容器スプレイを再開する。 

※S/PからD/Wへのスプレイ先の切り替えが必要となった場合は，残

留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷

却ライン隔離弁(B)の全開操作を実施後，残留熱除去系S/Pスプレ

イ注入隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 
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※D/Wスプレイ実施中に原子炉注水が必要となった場合は，残留熱

除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却

ライン隔離弁(B)の全閉操作を実施後，残留熱除去系注入隔離弁

(B)を全開とし，原子炉注水を実施する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，可搬型代替注水ポンプ(A-

2級)による格納容器スプレイが開始されたことを緊急時対策本部

へ報告する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイ開始まで約

95分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。(添付資料1.6.3-3) 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.6.20に示す。 

外部電源，代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，復水

貯蔵槽が使用可能であれば代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格

納容器の冷却を実施する。復水貯蔵槽が使用できない場合，消火系又は

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の冷却を実施する。 

交流電源が確保できない場合，電動弁の手動操作により系統構成を実

施し，消火系又は可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の

冷却を実施する。 

なお，消火系による原子炉格納容器の冷却は，発電所構内(大湊側)で

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生して

いないこと及びろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 
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(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器除熱 

全交流動力電源の喪失により常設の原子炉格納容器冷却設備による

冷却機能の喪失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去

系ポンプの電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷

却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(格納容器ス

プレイ冷却モード)にて格納容器スプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイ流量の調整あるいはスプレイの起動/停止を行う。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧母

線D系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モ

ード）が使用可能な状態※1に復旧された場合で，代替格納容器スプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※2。 

 

※1:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッショ

ン・チェンバ)が確保されている状態。 

※2:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は水位が，代替格納容器スプレイ起動

の判断基準(表1.6.4)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

残留熱除去系ポンプによる格納容器スプレイ手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを図1.6.2～図1.6.5に，概要図を図1.6.13に，

タイムチャートを図1.6.14に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に残

留熱除去系ポンプ(B)(格納容器スプレイ冷却モード)による格納容

器スプレイの準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(B)(格納容器スプ

レイ冷却モード)の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電

源が確保されていること，並びに補機冷却水が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，残留熱除去系ポンプ(B)が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(B)(格納容器スプ
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レイ冷却モード)の起動操作を実施し，ポンプ吐出圧力が確立した

ことを確認後，当直副長に残留熱除去系ポンプ(B)(格納容器スプレ

イ冷却モード)による格納容器スプレイの準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，代替格納容器スプレイ起動・停止の判断基準(表1.6.4)

に基づき格納容器スプレイ先を選択し，中央制御室運転員に残留熱

除去系ポンプ(B)(格納容器スプレイ冷却モード)による格納容器ス

プレイの開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離

弁(B)の全開操作を実施し，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁

(B)，残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)を開として原子炉格

納容器へのスプレイを開始する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，格納容器スプレイが開始されたことを

原子炉格納容器への注水量の上昇，かつ原子炉格納容器内の圧力及

び温度の下降により確認し，当直副長に報告する。 

 なお，原子炉格納容器内の圧力が，代替格納容器スプレイ停止の判

断基準(表1.6.4)に到達した場合は，格納容器スプレイを停止する。

その後，原子炉格納容器内の圧力又は温度が，代替格納容器スプレ

イ起動の判断基準(表1.6.4)に再度到達した場合は，格納容器スプ

レイを再開する。 

※格納容器スプレイ実施中に原子炉注水が必要となった場合は，残

留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留熱除去系格納容器

冷却ライン隔離弁(B)，残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)

の全閉操作を実施後，残留熱除去系注入隔離弁(B)を全開とし，原

子炉注水を実施する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実

施し，作業開始を判断してから残留熱除去系ポンプによる格納容器ス

プレイ開始まで15分以内で可能である。 

 

(b)残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール

水除熱 

全交流動力電源の喪失により残留熱除去系によるS/P水除熱機能の喪

失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプの

電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷却系によ

り冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(S/P水冷却モード)に
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てS/P水の除熱を実施する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備により非常用高圧母

線C系又はD系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ(サプレッション･

チェンバ･プール水冷却モード)が使用可能な状態※1に復旧された場

合。 

 

※1:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッショ

ン・チェンバ)が確保されている状態。 

 

ⅱ.操作手順 

 残留熱除去系ポンプによるS/P水除熱手順の概要は以下のとおり。

手順の対応フローを図1.6.6に，概要図を図1.6.18に，タイムチャー

トを図1.6.19に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき中央制御室運転員に残

留熱除去系ポンプ(S/P水冷却モード)によるS/P水除熱の準備開始

を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(S/P水冷却モー

ド)の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保され

ていること，並びに補機冷却水が確保されていることを状態表示

にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認

を依頼し，残留熱除去系ポンプ及び，残留熱除去系封水ポンプが

使用可能か確認する。  

④中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(A)(S/P水冷却モ

ード)の起動操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，当直副長に残留熱除去系ポンプ

(A)(S/P水冷却モード)によるS/P水除熱の準備完了を報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系ポンプ(A)(S/P水冷

却モード)によるS/P水除熱の開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系試験用調節弁(A)を調整

開とし，残留熱除去系(A)の系統流量の上昇及びサプレッション・

チェンバ・プール水の温度の下降によりS/P水の除熱が開始された

ことを確認する。 
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ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，１ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実

施し，作業開始を判断してから15分以内で可能である。 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.6.20に示す。 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場

合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系ポンプ(格納容

器スプレイ冷却モード及びサプレッション･チェンバ･プール水冷却モー

ド)により原子炉格納容器の冷却を実施する。 

原子炉補機冷却系の運転ができない場合，代替原子炉補機冷却系を設置

し，残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン･チェンバ･プール水冷却モード)により原子炉格納容器の冷却を行うが，

代替原子炉補機冷却系の設置に時間を要することから，代替格納容器スプ

レイ系，消火系，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の

冷却を並行して実施する。 

 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 

(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

(a)代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)による原子炉格

納容器の冷却機能の喪失が起きた場合，復水移送ポンプにより，復水貯

蔵槽を水源として代替格納容器スプレイを実施する。 

      

ⅰ.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系ポンプの機能

喪失により格納容器スプレイができない場合に，復水移送ポンプが

使用可能な場合※2で，代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達

した場合※3。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量

率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に
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原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵槽)が確保されてい

る場合。 

※3:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は原子炉圧力容器内の温度（原子炉圧

力容器下鏡部温度の値）が，代替格納容器スプレイ起動の判断

基準(表1.6.5)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイについては， 

1.6.2.1(1)a.(a)の操作手順と同様である。ただし，代替格納容器スプ

レイの停止，再開及び流量は，代替格納容器スプレイ起動・停止の判

断基準(表1.6.5)に従い実施する。 

なお，手順の対応フローを図1.6.6に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから代替格納容器スプレ

イ冷却系による格納容器スプレイ開始まで25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 

(b)消火系による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)，復水移送ポンプ

による代替格納容器冷却機能の喪失が起きた場合，ディーゼル駆動消火

ポンプにより，ろ過水タンクを水源として代替格納容器スプレイを実施

する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系ポンプ，復水移

送ポンプによる格納容器スプレイができない場合において，消火系

が使用可能な場合※2で，代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到

達した場合※3。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量
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率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保されて

いる場合。 

※3:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は原子炉圧力容器内の温度（原子炉圧

力容器下鏡部温度の値）が，代替格納容器スプレイ起動の判断

基準(表1.6.5)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

消火系による格納容器スプレイについては，1.6.2.1(1)a.(b)の操作

手順と同様である。ただし，代替格納容器スプレイの停止，再開及び

流量は，代替格納容器スプレイ起動・停止の判断基準(表1.6.5)に従い

実施する。 

なお，手順の対応フローを図1.6.6に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名及び緊急時対策要員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら消火系による格納容器スプレイ開始まで約30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 

(c)可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイ 

残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード)，復水移送ポンプ

による代替格納容器の冷却機能の喪失が起きた場合，可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2級)にて格納容器へのスプレイを実施する。 

なお，本手順はプラント状況により可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の

接続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系ポンプ，復水移

送ポンプ，消火系による格納容器スプレイができない場合において，

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)が使用可能な場合※2で，代替格納容器

スプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 
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※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量

率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水槽)が確保されている

場合。 

※3:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力，温度又は原子炉圧力容器内の温度（原子炉圧

力容器下鏡部温度の値）が，代替格納容器スプレイ起動の判断

基準(表1.6.5)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイについては， 

1.6.2.1(1)a.(c)の操作手順と同様である。ただし，代替格納容器スプ

レイの停止，再開及び流量は，代替格納容器スプレイ起動・停止の判

断基準(表1.6.5)に従い実施する。 

なお，手順の対応フローを図1.6.6に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断してか

ら可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による格納容器スプレイ開始まで約

95分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料1.6.3-3) 

 

b.格納容器除熱 

(a)ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

代替格納容器スプレイ及び残留熱除去系ポンプの復旧ができず，格納

容器除熱手段がない場合に，常設代替交流電源設備により原子炉補機冷
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却系の電源を復旧し，原子炉格納容器内へ冷却水通水後，ドライウェル

冷却系送風機を起動して原子炉格納容器を除熱する。 

ドライウェル冷却系送風機を停止状態としても，原子炉格納容器内の

冷却水の通水を継続することで，ドライウェル冷却系冷却器コイル表面

で蒸気を凝縮し，原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和する。 

   

ⅰ.手順着手の判断基準 

原子炉の注水機能が喪失し，代替格納容器スプレイ及び残留熱除去

系ポンプでの格納容器除熱ができず，常設代替交流電源設備により，

原子炉補機冷却系(海水系含む)が復旧可能である場合。 

 

ⅱ.操作手順 

ドライウェル冷却系による格納容器除熱手順の概要は以下のとおり。

手順の対応フローを図1.6.6に，概要図を図1.6.15及び図1.6.16に，タ

イムチャートを図1.6.17に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にドライウェル

冷却系による格納容器除熱の準備開始を指示する。 

②現場運転員C及びDは，ドライウェル冷却系による格納容器除熱に必

要な送風機，電動弁の電源の受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，ドライウェル冷却系による格納容器除

熱に必要な送風機，電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認を

依頼し，ドライウェル冷却系による格納容器除熱が使用可能か確認

する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，ドライウェル冷却系による格納容器除

熱系統構成前準備(冷却水通水)として，ESF盤区分Ⅰ及び区分Ⅱに

て隔離信号の除外操作を実施する。   

⑥当直副長は，中央制御室運転員にドライウェル冷却系による格納容

器除熱冷却水通水開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，ドライウェル冷却系による格納容器除

熱系統構成(冷却水通水操作)として，原子炉補機冷却系格納容器外

側供給隔離弁(A)，(B)，外側戻り隔離弁(A)，(B)及び内側戻り隔離

弁(A)，(B)の全開操作を実施し，原子炉補機冷却水系(A)，(B)の系

統流量の上昇を確認し，当直副長に報告する。 
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⑧中央制御室運転員A及びBは，ドライウェル冷却系送風機起動前準備

として，常用換気空調系盤にてリレー引き抜きにより，起動阻止隔

離信号を除外する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員にドライウェル冷却系による格納容

器除熱ドライウェル冷却系送風機起動操作を指示する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，ドライウェル冷却系送風機(A)，(B)及

び(C)の起動操作を実施し，原子炉格納容器内の圧力の上昇率が緩

和することを確認する。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからドライウェル

冷却系による格納容器除熱開始まで約45分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。(添付資料1.6.3-4) 

 

c.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.6.20に示す。 

外部電源，代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，復水

貯蔵槽が使用可能であれば代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格

納容器の冷却を実施する。復水貯蔵槽が使用できない場合，消火系又は

可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の冷却を実施する。 

交流電源が確保できない場合，電動弁の手動操作により系統構成を実

施し，消火系又は可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の

冷却を実施する。 

なお，消火系による原子炉格納容器の冷却は，発電所構内(大湊側)で

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生して

いないこと及びろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，原子炉補機

冷却系を復旧し，原子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウェル冷

却系送風機を起動による原子炉格納容器の除熱を実施する。 

 

(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

(a)残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器除熱 
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全交流動力電源の喪失により常設の原子炉格納容器冷却設備による

冷却機能の喪失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去

系ポンプの電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷

却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(格納容器ス

プレイ冷却モード)にて格納容器スプレイを実施する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，常設代替交流電源設備により

非常用高圧母線D系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ（格納容器ス

プレイ冷却モード）が使用可能な状態※2に復旧された場合で，代替格

納容器スプレイ起動の判断基準に到達した場合※3。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量

率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッショ

ン・チェンバ)が確保されている状態。 

※3:｢代替格納容器スプレイ起動の判断基準に到達｣とは，原子炉格

納容器内の圧力が，代替格納容器スプレイ起動の判断基準(表

1.6.5)に達した場合。 

 

ⅱ.操作手順 

残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器除熱については， 

1.6.2.1(2)a.(a)の操作手順と同様である。ただし，格納容器スプレイ

の停止及び再開は，代替格納容器スプレイ起動・停止の判断基準(表

1.6.5)に到達した場合に行う。 

なお，手順の対応フローを図1.6.6に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実

施し，作業開始を判断してから残留熱除去系ポンプによる格納容器ス

プレイ開始まで15分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 
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(b)残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール

水除熱 

全交流動力電源の喪失により残留熱除去系によるS/P水除熱機能の喪

失が起きた場合，常設代替交流電源設備により残留熱除去系ポンプの

電源を復旧し，原子炉補機冷却系若しくは代替原子炉補機冷却系によ

り冷却水を確保することで，残留熱除去系ポンプ(S/P水冷却モード)に

てS/P水の除熱を実施する。 

 

ⅰ.手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，常設代替交流電源設備により

非常用高圧母線C系又はD系の受電が完了し，残留熱除去系ポンプ(サ

プレッション･チェンバ･プール水冷却モード)が使用可能な状態※2に

復旧された場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量

率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッショ

ン・チェンバ)が確保されている状態。 

 

ⅱ.操作手順 

  残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プー

ル水除熱については，1.6.2.1(2)a.(b)の操作手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを図1.6.6に示す。 

 

ⅲ.操作の成立性 

上記の操作は，１ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を

実施し，作業開始を判断してから15分以内で可能である。 

 

b.重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.6.20に示す。 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場

合，原子炉補機冷却系の運転が可能であれば残留熱除去系ポンプ(格納容

器スプレイ冷却モード及びサプレッション･チェンバ･プール水冷却モー
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ド)により原子炉格納容器の冷却を実施する。 

原子炉補機冷却系の運転ができない場合，代替原子炉補機冷却系を設置

し，残留熱除去系ポンプ(格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッショ

ン･チェンバ･プール水冷却モード)により原子炉格納容器の冷却を行うが，

代替原子炉補機冷却系の設置に時間を要することから，代替格納容器スプ

レイ系，消火系，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による原子炉格納容器の

冷却を並行して実施する。 

 

1.6.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系ポンプへの代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順

は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

復水貯蔵槽，防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並びに可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

復水移送ポンプ，残留熱除去系ポンプ，電動弁及び中操監視計器類への電源

供給手順並びに第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機，電源車，

ディーゼル駆動消火ポンプ及び可搬型代替注水ポンプ(A-2級)への燃料補給手

順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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表 1.6.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/4） 

（炉心損傷前のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 
（格納容器スプレイ冷

却モード） 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 

復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
高圧炉心注水系配管・弁 

原子炉格納容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー
ス） 

「PCV 圧力制御」等 
「MUWC による PCV スプレイ」 
 

 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
原子炉格納容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー

ス） 
「PCV 圧力制御」等 
「消火ポンプによる PCV スプレ

イ」 
 
 

 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ-

２
級
）
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
防火水槽 ※1 
ホース 
MUWC 接続口 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー

ス） 
「PCV 圧力制御」等 
「消防車による PCV スプレイ」 

 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海水) 
」 ※1 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/4） 

（炉心損傷前のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系 

（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 
原子炉格納容器 

代替原子炉補機冷却系 ※3 
常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー
ス） 

「PCV 圧力制御」等 
「RHR(B)による PCV スプレイ」 
 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー
ド）ポンプ 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交
換器・スプレイヘッダ 
原子炉補機冷却系 

非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン 

・
チ
ェ
ン
バ
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 
代替原子炉補機冷却系 ※3 
常設代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー

ス） 
「S/P 温度制御」等 
「RHR(A)による S/P 除熱」 

「RHR(B)による S/P 除熱」 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・
プール水冷却モード）ポンプ 
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交

換器 
原子炉補機冷却系 
非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（3/4） 

（炉心損傷後のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 
（格納容器スプレイ冷

却モード） 
代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 

復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
高圧炉心注水系配管・弁 

原子炉格納容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（シビアア
クシデント） 

「除熱-1」「除熱-2」 
「MUWC（代替 D/W スプレイ）」 
「MUWC（代替 S/C スプレイ）」 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
原子炉格納容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（シビアア

クシデント） 
「除熱-1」「除熱-2」 
「FP（代替 D/W スプレイ）」 

「FP（代替 S/C スプレイ）」 

可
搬
型
代
替
注
水
ポ
ン
プ
（
Ａ-

２
級
）
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 
防火水槽 ※1 
ホース 
MUWC 接続口 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スプレイヘッダ 
原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（シビアア

クシデント） 
「除熱-1」「除熱-2」 
「消防車による PCV スプレイ」 

 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海水) 
」 ※1 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る 

格
納
容
器
除
熱 

ドライウェル冷却系送風機 
ドライウェル冷却系冷却器 
原子炉補機冷却系 

非常用取水設備 
常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（シビアア
クシデント） 
「除熱-1」「除熱-2」 

「DW クーラ代替除熱(RCW-A 系)」 
「DW クーラ代替除熱(RCW-B 系)」 
 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4/4） 

（炉心損傷後のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系 

（
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 
原子炉格納容器 

代替原子炉補機冷却系 ※3 
常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（シビアア
クシデント） 

「除熱-1」「除熱-2」 
「RHR(B)による PCV スプレイ」 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）ポンプ 
残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交
換器・スプレイヘッダ 

原子炉補機冷却系 
非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン 

・
チ
ェ
ン
バ
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 
原子炉格納容器 
代替原子炉補機冷却系 ※3 

常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候ベー
ス） 
「S/P 温度制御」等 

「RHR(A)による S/P 除熱」 
「RHR(B)による S/P 除熱」 

残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・
プール水冷却モード）ポンプ 

残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・熱交
換器 
原子炉補機冷却系 

非常用取水設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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表 1.6.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」等 
「MUWC による PCV スプレイ」 

 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の
温度 原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 
ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 

P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 

復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(2/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 
a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」等 
「消火ポンプによる PCV スプレイ」 

 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の

温度 原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 
P/C  C-1 電圧 

P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 
ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(3/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 
a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 
「PCV 圧力制御」等 
「消防車による PCV スプレイ」 

 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水)  
」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 
P/C  C-1 電圧 

P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 

復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 
防火水槽 

操
作 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

水源の確認 防火水槽 
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監視計器一覧(4/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 
(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 
事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「PCV 圧力制御」等 
「RHR(B)による PCV スプレイ」 
 

 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

補機監視機能 
原子炉補機冷却水系系統流量 

残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 

P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器への

注水量 
残留熱除去系系統流量 

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 
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監視計器一覧(5/11) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための対応手順 
(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「RHR(A)による S/P 除熱」 
「RHR(B)による S/P 除熱」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
原子炉補機冷却水系(A)系統流量  
原子炉補機冷却水系(B)系統流量  

残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量  
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

操
作 

原子炉格納容器への
注水量 

残留熱除去系(A)系統流量  
残留熱除去系(B)系統流量 

補機監視機能 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力  
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
原子炉補機冷却水系(A)系統流量  

原子炉補機冷却水系(B)系統流量  
残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量  
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 
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監視計器一覧(6/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 

「MUWC(代替 D/W スプレイ)」 
「MUWC(代替 S/C スプレイ)」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 

P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への

注水量 
復水補給水系流量(原子炉格納容器) 

・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ(A)吐出圧力 

復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(7/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 
a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 

「FP(代替 D/W スプレイ)」 
「FP(代替 S/C スプレイ)」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 

M/C  D 電圧 
P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 
ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(8/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 
a.代替格納容器スプレイ 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 

「消防車による PCV スプレイ」 
 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水)」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C  C 電圧 

M/C  D 電圧 
P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

防火水槽 

操
作 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

水源の確保 防火水槽 
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監視計器一覧(9/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(1)フロントライン系故障時の対応手順 

a.格納容器除熱 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 
「DW クーラ代替除熱(RCW-A 系)」 

「DW クーラ代替除熱(RCW-B 系)」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 

P/C  C-1 電圧 
P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

補機監視機能 
原子炉補機冷却水系系統流量 
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

操
作 

 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
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監視計器一覧(10/11) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 
「RHR(B)による PCV スプレイ」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

補機監視機能 
原子炉補機冷却水系系統流量 
残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

電源 

M/C  C 電圧 
M/C  D 電圧 
P/C  C-1 電圧 

P/C  D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉格納容器への
注水量 

残留熱除去系系統流量 

補機監視機能 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 
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監視計器一覧(11/11) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.6.2.2 原子炉格納容器破損を防止するための対応手順 
(2)サポート系故障時の対応手順 

a.復旧 

事故時運転操作手順書(徴候ベース) 

「RHR(A)による S/P 除熱」 
「RHR(B)による S/P 除熱」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
原子炉補機冷却水系(A)系統流量  
原子炉補機冷却水系(B)系統流量  

残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量  
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

操
作 

原子炉格納容器への
注水量 

残留熱除去系(A)系統流量  
残留熱除去系(B)系統流量 

補機監視機能 
残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力  
残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
原子炉補機冷却水系(A)系統流量  

原子炉補機冷却水系(B)系統流量  
残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量  
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

原子炉格納容器内の

水位 
サプレッション・チェンバ・プール水位 
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表 1.6.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.6】 
原子炉格納容器内の冷却等のため

の手順等 

復水移送ポンプ 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
AM 用 MCC 

復水補給水系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
MCC D 系（6号炉のみ） 

AM 用 MCC 

残留熱除去系ポンプ 常設代替交流電源設備 
 

M/C C 系 
M/C D 系 

残留熱除去系弁 常設代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系 
AM 用 MCC 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 

計測用 B系電源 
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表 1.6.4 代替格納容器スプレイ起動，停止の判断基準 

      (炉心の著しい損傷を防止するための対応) 

 

※1: 原子炉圧力が     以下の場合であって，それ以上の場合は SR 弁テールパイプ制限曲線に従う。 

※2: S/P 底面からの水位。 

※3: S/P 圧力が 13.7kPa を超えて 24 時間継続する場合は S/P スプレイを実施し，S/P 圧力が   を超えた場合に

は D/W スプレイも合わせて実施する。 

※4: LOCA 時，真空破壊弁の機能喪失前に格納容器圧力を低下させ,D/W と S/P の圧力を平衡にする。 

    

 

  

代替格納容器

スプレイ

ＲＨＲによる

スプレイ

Ｄ／Ｗ
Ｄ／Ｗ
Ｓ／Ｐ

Ｄ／Ｗ
　　  Ｄ／Ｗ

※３

　　　Ｓ／Ｐ

Ｄ／Ｗ
Ｄ／Ｗ
Ｓ／Ｐ

Ｄ／Ｗ Ｄ／Ｗ

Ｓ／Ｐ Ｓ／Ｐ

※

4

水
位

制
御

Ｄ／Ｗ Ｄ／Ｗ

スプレイ起動の判断基準 スプレイ停止の判断基準

圧
力
制
御

Ｄ／Ｗ圧力が１３．７ｋＰａｇ以上

で、原子炉水位が－２８８０ｍｍ以下
を経験した場合

圧
力
制

御
、

温

度
制
御
、

水
位
制
御

Ｓ／Ｃ圧力が１３．７ｋＰａ
ｇ以下の場合

Ｄ／Ｗ圧力が１３．７ｋＰａｇ以上
で、２４時間継続した場合

Ｄ／Ｗ圧力が１８０ｋＰａｇ以上の場
合

温
度

制
御

炉

心
の
著
し

い
損
傷

を
防
止
す

る
た
め
の

対
応

Ｄ／Ｗ空間部温度１７１℃を超える恐

れがある場合

Ｓ／Ｐ空間部温度が１０４℃を超える

恐れがある場合
Ｓ／Ｐ水位が１４．０ｍ

※２

以上の場合
Ｓ／Ｐ水位が　　　　　

※１，２
以上の

場合
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表 1.6.5 代替格納容器スプレイ起動，停止の判断基準 

(格納容器破損を防止するための対応) 

 

①，②は優先順位を示す。 
 

※1:S/P 底面からの水位。 
※2:外部からの注水を抑制する観点から間欠スプレイとする。 
※3:原子炉圧力容器破損前に本操作を実施することで，格納容器温度の上昇を抑制し，逃がし安全弁の環境条件を緩

和することができる。ただし，本操作をしない場合であっても，評価上，原子炉圧力容器底部が破損に至るまで
の間，逃がし安全弁は原子炉の減圧機能を維持できる。 

圧力容器

破損前

圧力容器

破損後

スプレイ流量

（m³/h）

Ｄ／Ｗ圧力又はＳ／Ｃ圧

力が４６５ｋＰａｇ以上

の場合※2

　 ①Ｓ／Ｐ

　 ②Ｄ／Ｗ

①Ｄ／Ｗ

②Ｓ／Ｐ

Ｄ／Ｗ圧力又はＳ／Ｃ圧力

が  ３９０ｋＰａｇ以下の

場合※2

１４０

Ｄ／Ｗ温度が１９０℃以

上の場合

　 ①Ｓ／Ｐ

　 ②Ｄ／Ｗ

①Ｄ／Ｗ

②Ｓ／Ｐ
Ｓ／Ｐ水位が          

※１

に到達した場合
１４０

Ｒ

Ｈ

Ｒ

に

よ

る

ス

プ

レ

イ

Ｄ／Ｗ圧力又はＳ／Ｃ圧

力が              以上

の場合

　 ①Ｓ／Ｐ

　 ②Ｄ／Ｗ

①Ｄ／Ｗ

②Ｓ／Ｐ

Ｒ

Ｈ

Ｒ

に

よ

る

ス

プ

レ

イ

Ｄ／Ｗ圧力又はＳ／Ｃ圧力

が  １３．７ｋＰａｇ以下

の場合

１４０

スプレイ起動の判断基準 スプレイ停止の判断基準

格

納

容

器

過

温

を

抑

制

す

る

た

め

の

対

応

※

3

代

替

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ

原子炉圧力容器下鏡部温

度が３００℃に到達した

場合

Ｄ／Ｗ

格

納

容

器

破

損

を

防

止

す

る

た

め

の

対

応

代

替

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ

－

代

替

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ

－ ７０

除

熱
―

１
、

除

熱
―

２

除

熱
―

１
、

除

熱
―

２

注

水
―

１

注

水
―

１

代

替

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ
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図 1.6.1 機能喪失原因対策分析 

原子炉格納容器除熱機能喪失

RHR B機能喪失

フロントライン系故障時の対応手段

①：代替格納容器スプレイ冷却系による原子炉格納容器内の冷却

②：消火系による原子炉格納容器内の冷却
③：可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による原子炉格納容器内の冷却

④：ドライウェル冷却系による格納容器除熱

サポート系故障時の対応手段

⑤：常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧

⑥：常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）の復旧

凡例

：AND条件

：OR条件

：フロントライン系の対応

：サポート系の対応

弁故障RHRポンプ

故障

配管RHR Hx

S/Pｽﾄﾚｰﾅ

補機冷却系

故障

駆動源喪失

（AC電源）

駆動源喪失

（DC電源）

※2

※3

※4

※1

フロントライン系

※1

駆動源喪失

（AC電源）

P/C故障 M/C故障

D/G機能

喪失

外部電源

喪失

※3

⑤，⑥

駆動源喪失

（DC電源）

主母線盤故障 遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障AC電源

喪失

※3

※4

補機冷却系

故障

配管

RCW機能喪失

RCWポンプ

静的機器

弁

RCW Hx

ｽﾄﾚｰﾅ

RSW機能喪失

RSWポンプ

静的機器

弁

配管

駆動源喪失

（AC,DC電源）

※3 ※4

※2

RHR C機能喪失 サポート系

注：RHR C系は、⑤，⑥の手段は対象外

RHR A系は、⑤の手段は対象外

①，②，③，④

⑤，⑥
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあること

を示している。ただし，AND 条件，OR 条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

図 1.6.1 機能喪失原因対策分析(補足) 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因1 故障要因2 故障要因3 故障要因4 故障要因5 故障要因6 故障要因7 故障要因8

RHRポンプ故障

弁故障

RHR Hx

配管

S/P

ストレーナ

RCWポンプ

弁

RCW Hx

配管

RSWポンプ

弁

配管

ストレーナ

P/C故障

D/G機能喪失

外部電源喪失

主母線盤故障

遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器盤故障

原子炉格納容器除熱
機能喪失

RHR A機能喪失(※5)

静的機器故障

水源

補機冷却系故障

RCW機能喪失

駆動源喪失(DC電源）
直流電源供給機能喪

失 充電器機能喪失
AC電源喪失

RHR B機能喪失

RHR C機能喪失

静的機器故障

RSW機能喪失

静的機器故障

駆動源喪失（AC，DC
電源）

駆動源喪失（AC電
源） M/C故障

※3同様

※4同様

※3

※4

※2

※1

※3同様

※1同様

※1同様

※5 RHR A系については格納容器スプレイモード対象外
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図 1.6.2 EOP[PCV 圧力制御]における対応フロー 
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図 1.6.3 EOP[D/W 温度制御]における対応フロー 



1.6-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6.4 EOP[S/P 温度制御]における対応フロー 
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図 1.6.5 EOP[SP/L 温度制御]における対応フロー  
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図 1.6.6 SOP[除熱-1，除熱-2]における対応フロー 
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図 1.6.7 代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 概要図 

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑦
a※1

⑩
※1

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑦
a※2

⑩
※2

残留熱除去系格納容器冷却ﾗｲﾝ隔離弁(B)

⑦
b
⑩

※3
残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

⑨ 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑪
※1

復水補給水系常／非常用連絡管一次止め弁

⑪
※2

復水補給水系常／非常用連絡管二次止め弁
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図 1.6.8 代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ タイムチャート 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止処置、ポンプ起動

系統構成

スプレイ 開始

移動・ＣＳＰ水源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

代替格納容器スプレイ冷却系による

格納容器スプレイ

現場運転員　C，D 2

中央制御室運転員　A，B 2

10 20 30 40 50 60 70 80

25分 代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ
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図 1.6.9 消火系による格納容器スプレイ 概要図 

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑦※1 復水補給水系消火系第一連絡弁

⑦※2 復水補給水系消火系第二連絡弁

⑧
a※1⑬※1 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑧
a※2⑬※2 残留熱除去系格納容器冷却ﾗｲﾝ隔離弁(B)

⑧
b
⑬※3 残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

⑫ 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)
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図 1.6.10 消火系による格納容器スプレイ タイムチャート 

 

通信手段確保、　電源確保確認

バイ パス流防止処置、系統構成

スプレイ 開始

電源確保

消火ポンプ起動

現場運転員　C，D

手順の項目 要員（数）

　

消火系による格納容器

スプレイ

緊急時対策要員 2

2

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

経過時間（分）
備考10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による格納容器スプレイ
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図 1.6.11 可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器スプレイ 概要図 

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑤※1 復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁１

⑤※2 復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁１

⑦
a※1⑦

b※1 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑦
a※2⑫※1 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑦
a※3⑫※2 残留熱除去系格納容器冷却ﾗｲﾝ隔離弁(B)

⑦
b※2⑫※3 残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

⑪※1 復水補給水系建屋外北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁

⑪※2 復水補給水系建屋外南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁
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図 1.6.12 可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器スプレイ タイムチャート 

 

通信手段確保、電源確認

系統構成

スプレイ 確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備

送水，スプレイ 開始

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3
※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を使用する場合は、トータルの操作時間は85分と想定する。

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）

による格納容器スプレイ

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

10 30 40 60 70 80 90 100 110

可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による格納容器スプレイ 95分

5020
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図 1.6.13 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器スプレイ 概要図 

RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

MO

MO

M
O

M
O

RCW系、代替Hx
による冷却

MOMO
RCCV

ＲＰＶ

S/C

M
O

MO

MO

RHR熱交換器(B)

RCW系、代替Hx
による冷却

MO

MO

SAM系

SPH系

MO

MO

MO

FCS系

FPC系

MUWC系

NO

封水ﾎﾟﾝﾌﾟ

MO

FT

FI （中央制御室）

⑥※2 ⑥※1

⑥※3

操作手順 弁名称

⑥※1 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑥※2 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)

⑥※3 残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)
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図 1.6.14 残留熱除去系ポンプ電源復旧後の格納容器スプレイ タイムチャート 

電源確保確認

ポンプ起動，系統構成
残留熱除去系ポンプによる

格納容器スプレイ
中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70

15分 残留熱除去系ポンプによる格納容器スプレイ
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RCCV

S/C

MO

原子炉補機冷却水系(A)系より

MO

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(A)

送気

MO

原子炉補機
冷却水系(B)より

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(A)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(B)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(C)

還気

FT

FI

（中央制御室）

PT PI

（中央制御室）

⑦※2

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(B)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(C)

⑦※3

⑦※1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6.15 ドライウェル冷却系による格納容器除熱 概要図[原子炉補機冷却(A)] 

操作手順 弁名称

⑦※1 原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(A)

⑦※2 原子炉補機冷却系格納容器内側戻り隔離弁(A)

⑦※3 原子炉補機冷却系格納容器外側戻り隔離弁(A)
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図 1.6.16 ドライウェル冷却系による格納容器除熱 概要図[原子炉補機冷却(B)] 

RCCV

S/C

MO

原子炉補機冷却水系(B)系より

MO

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(A)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(B)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
冷却器(C)

送気

MO

原子炉補機
冷却水系(A)より

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(A)

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(B)

還気

原子炉補機
冷却水系(A)より

FT

FI
（中央制御室）

PT PI

（中央制御室）

ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ冷却系
送風機(C)

⑦※2 ⑦※3

⑦※1

操作手順 弁名称

⑦※1 原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(B)

⑦※2 原子炉補機冷却系格納容器内側戻り隔離弁(B)

⑦※3 原子炉補機冷却系格納容器外側戻り隔離弁(B)
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図 1.6.17 ドライウェル冷却系による格納容器除熱 タイムチャート 

 

通信手段確保、電源確保確認

隔離信号除外［RCW(A)及び(B)使用］

ドラ イ ウェ ル送風機(A)(B)(C)起動

電源確保

ドライウェル冷却系による

格納容器除熱

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

中央制御室運転員A，B 2

　　　　　　　　

2現場運転員　C，D

10 20 30 40 50 60 70 80

45分 ドライウェル冷却系による格納容器除熱
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操作手順 弁名称

⑦ 残留熱除去系試験用調節弁(A)

 

 

 

 

 

図 1.6.18 残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール除熱 概要図 

RHRﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

TI

FI

中央制御室

中央制御室

AO

FDW(A)ﾗｲﾝ

MO

RHR熱交換器(A)

M
O

M
O

RCW系、代替Hx
による冷却

RCW系、代替Hx
による冷却

RCCV

ＲＰＶ

S/C

MO

M
O

MO

MO

MO

MO

SPH系

SAM系

PASS系

MO

MO

MO

FCS系

FPC系

MUWC系

封水ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MOMO

FE

TE

⑦
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図 1.6.19 残留熱除去系ポンプ電源復旧後のサプレッション・チェンバ・プール除熱 タイムチャート 

 

電源確保確認

系統構成，ポンプ起動

残留熱除去系ポンプによる

サプレッション・チェンバ・プー

ル水除熱

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

15分 残留熱除去系ポンプによるサプレッション・チェンバ・プール水除熱
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図 1.6.20 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(1/3) 

  

代替交流

電源設備により

電源供給可

交流動力電源

あり

復水貯蔵槽

水源使用可

電動弁を手動操作

にて系統構成実施

優先③

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）によるスプレイ

No

Yes No

No

Yes

Yes

残留熱除去系

(格納容器冷却モード)
機能喪失

【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

優先②

消火系による

スプレイ

優先①

代替格納容器スプレイ

ろ過水タンク

水源使用可

No

Yes

No

Yes

重大事故等へ対処するために消火系に
よる消火が必要な火災の発生なし

炉心の著しい損傷防止のための対応手段

（1）フロントライン故障時の対応手段の選択

※1

No

Yes

炉心の著しい損傷防止するための対応手段

（2）サポート系故障時の対応手段の選択

原子炉

補機冷却系

運転可

残留熱除去系

復旧

全交流電源喪失による

残留熱除去系(格納容器冷却モード)
機能喪失

常設代替交流電源設備

による給電

代替原子炉補機

冷却系設置・起動

※1
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図 1.6.20 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(2/3) 

 

        

  

原子炉格納容器破損を防止するための対応手段

（1）フロントライン故障時の対応手段の選択(1/2)

代替交流

電源設備により

電源供給可

交流動力電源

あり

復水貯蔵槽

水源使用可

電動弁を手動操作

にて系統構成実施

優先③

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）によるスプレイ

No

Yes No

No

Yes

Yes

残留熱除去系

(格納容器冷却モード)
機能喪失

【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

優先②

消火系による

スプレイ

優先①

代替格納容器スプレイ

冷却系によるスプレイ

ろ過水タンク

水源使用可

No

Yes

No

Yes

重大事故等へ対処するために消火系に
よ る消火が必要な火災の発生なし

※2

原子炉格納容器破損を防止するための対応手段

（1）フロントライン故障時の対応手段の選択(2/2)

残留熱除去系

(格納容器冷却モード)
機能喪失

交流動力電源

あり

No

常設代替交流電源

設備により電源供給

原子炉補機冷却系

による冷却水確保

ドライウェル冷却器に

よる格納容器除熱

Yes
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図 1.6.20 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(3/3) 

原子炉格納容器破損を防止するための対応手段

（2）サポート系故障時の対応手段の選択

原子炉

補機冷却系

運転可

残留熱除去系

復旧

全交流電源喪失による

残留熱除去系(格納容器冷却モード)
機能喪失

常設代替交流電源設備

による給電

代替原子炉補機

冷却系設置・起動

※2
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/3) 

 
  

番号 番号

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項

の格納容器破損防止目的の設備は、同一設備で

あってもよい。

（２）兼用

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第

２項の格納容器破損防止目的の設備は、同

一設備であってもよい。
－

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格

納容器の冷却等

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器

内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設

備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な手順等を整備すること。

②

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ

注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失してい

るものとして、格納容器スプレイ代替注水設備

を配備すること。

（１）重大事故等対処設備

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプ

レイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪

失しているものとして、格納容器スプレイ

代替注水設備を配備すること。
⑤

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備

は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及

び独立性を有し、位置的分散を図ること。

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水

設備は、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図

ること。
⑥

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子

炉格納容器の冷却等

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレ

イ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために

必要な手順等を整備すること。

③

④

【解釈】

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な手順等」及び第２

項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並

びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。

－

【解釈】

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な設備」及び

第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及

び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。

【解釈】

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させるために必要な

設備」及び第２項に規定する「原子炉格納

容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の

濃度を低下させるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

－

技術的能力審査基準（1.6） 設置許可基準規則（49条） 技術基準規則（64条）

【本文】

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事故対

処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。

２ 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等が

適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備

が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備を設けなければならな

い。

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温

度並びに放射性物質の濃度を低下させるために

必要な設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処

設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷

を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な設備を

施設しなければならない。

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の破損を防止するため、原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度

を低下させるために必要な設備を施設しな

ければならない。

添付資料 1.6.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 

 

 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設
ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

復水貯蔵槽 既設 ろ過水タンク 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
消火系配管・弁 常設

残留熱除去系配管・

弁・スプレイヘッダ
既設 復水補給水系配管・弁 常設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

残留熱除去系配管・

弁・スプレイヘッダ
常設

原子炉格納容器 既設 原子炉格納容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
可搬

防火水槽 常設

ホース 可搬

MUWC接続口 常設

復水補給水系配管・弁 常設

残留熱除去系配管・

弁・スプレイヘッダ
常設

原子炉格納容器 常設

常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
常設

可搬

ドライウェル冷却系送

風機
常設

ドライウェル冷却系冷

却器
常設

原子炉補機冷却系 常設

非常用取水設備 常設

常設代替交流電源設備 常設

燃料補給設備
常設

可搬

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

代

替

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ

冷

却

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

冷

却

①

②

③

④

⑤

⑥

消

火

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

冷

却

30分 6名

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

可

搬

型

代

替

注

水

ポ

ン

プ
（

A

|

2

級
）

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

冷

却

95分 7名

自主対策とす

る理由は本文

参照

ド

ラ

イ

ウ
ェ

ル

冷

却

系

に

よ

る

格

納

容

器

除

熱

45分 4名

自主対策とす

る理由は本文

参照

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 

 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

残留熱除去系（格納容

器スプレイ冷却モー

ド）ポンプ

既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

残留熱除去系配管・

弁・ストレーナ・熱交

換器・スプレイヘッダ

既設

原子炉格納容器 既設

原子炉補機冷却系 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

非常用取水設備 既設

常設代替交流電源設備 新設

燃料補給設備
既設

新設

残留熱除去系（サプ

レッション・チェン

バ・プール水冷却モー

ド）ポンプ

既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

残留熱除去系配管・

弁・ストレーナ・熱交

換器

既設

原子炉格納容器 既設

原子炉補機冷却系 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

非常用取水設備 既設

常設代替交流電源設備 新設

燃料補給設備
既設

新設

－ －

－ －
常

設

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

残

留

熱

除

去

系
（

サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

・

チ
ェ

ン

バ

・

プ
ー

ル

水

冷

却

モ
ー

ド
）

の

復

旧

①

④

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

常

設

代

替

交

流

電

源

設

備

に

よ

る

残

留

熱

除

去

系

（

格

納

容

器

ス

プ

レ

イ

冷

却

モ
ー

ド
）

の

復

旧

①

④

－ － － －

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張）
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図 1 対応手段として選定した設備の電源構成図（6号及び 7号炉） 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備
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図 2 対応手段として選定した設備の電源構成図（6号炉） 
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AM用MCC 6B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

M
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車
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(6A)

MCC

6C-1-1
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号炉間電力融通

（７号炉緊急用電源切替箱断路器へ）

MCC
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 3 対応手段として選定した設備の電源構成図（７号炉） 
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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重大事故対策の成立性 

 

1.代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器スプレイ 

(1)復水貯蔵槽水源確保 
 

a.操作概要 
復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより代替格納容器スプレイ

を行う際に，ポンプの吸込ラインを復水貯蔵槽下部からのラインに切り替

えることにより水源を確保する。 
 

b.作業場所 
廃棄物処理建屋 地下 3階(管理区域) 

 
c.必要要員数及び操作時間 

復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 
所要時間目安:15 分(実績時間:14 分) 

 
d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッ

ドライト・懐中電灯をバックアップとして携帯している。操作

は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量

計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 
移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。 
操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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反射テープ 復水移送ポンプ吸込ライン切替 
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2.消火系による格納容器スプレイ 

(1)受電操作 
 

a.操作概要 

消火系による格納容器スプレイ系統構成のための電源確保を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階 (非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

消火系による格納容器スプレイに必要な要員数(6 名)，所要時間(30 分)

のうち系統構成のための電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分(実績時間:18 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト･懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。放射性物質が放出される可能性があることから，操作は

放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備又

は携行して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  :通常の受電操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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受電操作               受電確認 
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3.可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器スプレイ 

(1)隔操作機構(ユニハンドラー)の取り外し 

 

a.操作概要 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器を行う際に，現場にて手

動弁の遠隔操作機構の取り外しを行い，系統構成を実施する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 2 階，1階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器スプレイに必要な要員数

(7名)，所要時間(95分)のうち，ユニハンドラー取り外しに必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:25 分(実績時間:10 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト･懐中電灯をバックアップとして携行している。     

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバック

アップとして携帯している。アクセスルート上に支障となる

設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。ユニハン

ドラー取り外し及び取り外し後の操作対象弁の操作性につい

ては，設置工事完了後に検証する。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施

す。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。  
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ユニハンドラー弁のリンク機構 

リンク機構の取外し操作 （系統構成） 

リンク機構の取外し後に， 

ハンドルを取付け，弁操作 
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(2)可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による送水準備及び送水 

 

a.操作概要 

緊急時対策本部は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器への

スプレイが必要な状況において，接続口(消防ホース接続箇所)及び水源

を選定し，スプレイルートを決定する。 

現場では，指示されたスプレイルートを確保したうえで，可搬型代替注水

ポンプ(A-2 級)によりスプレイする。 

 

b.作業場所 

屋外(原子炉建屋周辺，取水箇所(護岸，海水取水ピット，防火水槽)周

辺) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器へのスプレイに必要な要

員(7 名)，所要時間(95 分)のうち，屋外接続口から格納容器へのスプレ

イに必要な要員数,所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :3 名(緊急時対策要員 3名) 

所要時間目安 :95 分(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能ライ

トにより，夜間における作業性を確保している。放射性物質が

放出される可能性があることから，操作は放射線防護具（全面

マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携行して作業を行

う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機

能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の

結合金具(オス・メス)であり，容易に操作可能である。また，

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ

ースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 
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4.ドライウェル冷却系による格納容器除熱 

(1)受電操作 
 

a.操作概要 

格納容器内へ冷却水通水後，ドライウェル冷却系送風機を起動して格納

容器を除熱するために必要となる電源を確保する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階 (非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

ドライウェル冷却系による格納容器除熱に必要な要員数(4 名)，所要時

間(45 分)のうち格納容器内への冷却水通水，ドライウェル冷却系送風機起

動のための電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:30 分(実績時間:24 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。   

放射性物質が放出される可能性があることから，操作は放射

線防護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備又は携

行して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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解釈一覧 
操作手順の解釈一覧 

 

操作手順記載内容 解釈
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上 復水移送ポンプ吐出圧力が       以上
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次止め弁 （一次止め弁）P13-F019

（二次止め弁）P13-F020
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系消火系第一，第二連絡弁 （第一連絡弁）P13-MO-F090

（第二連絡弁）P13-MO-F091
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁１ P13-F137
復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁１ P13-F133
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
復水補給水系建屋外北側外部送水ライン止め弁 P13-F132
復水補給水系建屋外南側外部送水ライン止め弁 P13-F136
ポンプ吐出圧力が確立 残留熱除去系ポンプ(B)吐出圧力にて       以上
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
残留熱除去系試験用調節弁(A) E11-MO-F008A
残留熱除去系(A)の系統流量の上昇 残留熱除去系(A)の系統流量が       程度まで上昇

ESF盤区分Ⅰ及び区分Ⅱ （区分Ⅰ）H11-P662-1
（区分Ⅱ）H11-P662-2

原子炉補機冷却系格納容器外側供給隔離弁(A)，(B)，
外側戻り隔離弁(A)，(B)及び内側戻り隔離弁(A)，(B)

（外側供給隔離弁(A)，(B)）P21-MO-F029A,B
（外側戻り隔離弁(A)，(B)）P21-MO-F036A,B
（内側戻り隔離弁(A)，(B)）P21-MO-F035A,B

原子炉補機冷却水系(A)，(B)の系統流量の上昇 原子炉補機冷却水系(A)･(B)の系統流量が最大
まで上昇

常用換気空調系盤 H11-P678-1

1.6.2.2　原子炉格納容
器破損を防止するための
対応手順

(1)フロントライン系故
障時の対応手順
b.格納容器除熱

(a)ドライウェル冷却系
による格納容器除熱

手順

1.6.2.1　炉心の著しい
損傷防止のための対応手
順

(1)フロントライン系故
障時の対応手順
a.代替格納容器スプレイ

(a)代替格納容器スプレ
イ冷却系による格納容器
スプレイ

(b)消火系による格納容
器スプレイ

(c)可搬型代替注水ポン
プ(A-2級)による格納容
器スプレイ

(2)サポート系故障時の
対応手順
a.復旧

(a)残留熱除去系ポンプ
電源復旧後の格納容器除
熱

(b)残留熱除去系ポンプ
電源復旧後のサプレッ
ション・チェンバ・プー
ル水除熱

添付資料 1.6.4-1 
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1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.7.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備 

(a)格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器逃がし装置による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱 

(b)代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(c)格納容器内pH制御 

(d)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.手順等 

1.7.2 重大事故等発生時の手順 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 

(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

c.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

d.格納容器内pH制御 

(2)全交流動力電源喪失時の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場

操作） 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

1.7.2.3 重大事故等発生時の対応手段の選択 
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添付資料 1.7.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.7.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.7.3 重大事故対策の成立性 

1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 

2.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

3.フィルタベント水位調整（水張り） 

4.フィルタベント水位調整（水抜き） 

5.フィルタベント停止後の N₂パージ 

6.フィルタベント計装（サンプリングポンプ起動） 

7.フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

8.ドレン移送ライン N2パージ 

9.ドレンタンク水抜き 

10.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減

圧及び除熱 

11.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

12.格納容器内 pH 制御 

添付資料 1.7.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 
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1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。 

（１）原子炉格納容器の過圧破損の防止 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニットにより、原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備する

こと。 

（２）悪影響防止 

ａ）格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容

器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 

（３）現場操作等 

ａ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作

ができること。 

ｂ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃が

し装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がな

されていること。 

ｃ）隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔

離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じるこ

と。 

（４）放射線防護 

ａ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等

の放射線防護対策がなされていること。 
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炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止する

ため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処設備を整備しており，

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.7.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内へ流出した

高温の冷却材及び溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気により，原子炉格

納容器内の圧力温度が上昇し，原子炉格納容器の過圧破損に至るおそれがあ

る。 

原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

なお，設備の選定にあたっては，様々な条件下での事故対処を想定し，全

交流動力電源の喪失を考慮する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十条及び技術基準規則

第六十五条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網

羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策設

備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設備を選定する。

ただし，全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備により給電する。 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に
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使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を表 1.7.1 に整理する。 

 

a.原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備 

 (a)格納容器圧力逃がし装置又は代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損

を防止するため，格納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させる手段がある。 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で

使用する設備は以下のとおり。 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置スクラバ水pH 

・ドレンポンプ設備 

・ドレンタンク 

・遠隔手動弁操作設備 

・スクラバ水pH制御設備 

・ラプチャーディスク 

・可搬型窒素供給装置 

・フィルタベント遮蔽壁 

・配管遮蔽 

・原子炉格納容器 

・真空破壊弁（S/C→D/W） 

・格納容器圧力逃がし装置配管・弁 

・不活性ガス系配管・弁 

・耐圧強化ベント系配管・弁 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 
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ⅱ.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合，格納容器圧力逃がし

装置と同等の機能を有する代替格納容器圧力逃がし装置により原子炉

格納容器の圧力及び温度を低下させる手段がある。 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱で使用する設備は以下のとおり。 

・フィルタ装置 

・よう素フィルタ 

・代替格納容器圧力逃がし装置室空調 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

・フィルタ装置水素濃度 

・フィルタ装置スクラバ水pH 

・ドレンポンプ設備 

・ドレンタンク 

・遠隔手動弁操作設備 

・薬液タンク 

・ラプチャーディスク 

・可搬型窒素供給装置 

・原子炉格納容器 

・真空破壊弁（S/C→D/W） 

・代替格納容器圧力逃がし装置配管・弁 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

 

原子炉格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以

下のとおりとする。 

優先①：格納容器圧力逃がし装置によるW/W側ベント 

優先②：格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント 

優先③：代替格納容器圧力逃がし装置によるW/W側ベント 

優先④：代替格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント 

ただし，代替格納容器圧力逃がし装置が完成するまでの期間におけ
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る優先順位は，①→②の順とする。 

 

ⅲ.現場操作 

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の隔離弁

（空気駆動弁，電動駆動弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合，隔

離弁を手動にて遠隔操作することで原子炉格納容器の圧力及び温度を

低下させる手段がある。放射線防護対策として，隔離弁を手動にて遠

隔操作するエリアは二次格納施設外とする。 

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の現場操

作で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作設備 

 

ⅳ.不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換 

排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため，格納容器圧力

逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の系統内を不活性ガス

（窒素ガス）で置換する手段がある。 

不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換で使用する設備は以下

のとおり。 

・可搬型窒素供給装置 

・窒素生成装置接続口 

 

ⅴ.原子炉格納容器負圧破損の防止 

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置の使用後

に格納容器スプレイを行う場合は，原子炉格納容器の負圧破損を防止

するため，原子炉格納容器の圧力を監視し，規定の圧力に到達した時

点で格納容器スプレイを停止する手順を定めている。格納容器スプレ

イについては，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」に

て整理する。 

 

 (b)代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を

防止するため，代替循環冷却系により原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させる手段がある。放射線防護対策として，現場での系統構成は

代替循環冷却系の運転開始前に行い，代替循環冷却系の起動及びその後

の流量調整等の操作については中央制御室から操作を行う。 

なお，代替循環冷却系運転後長期における系統廻りの線量低減対策と
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して，可搬型代替注水ポンプを使用した外部注水により系統水を入れ替

えることでフラッシングが可能である。 

 

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する

設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・代替循環冷却系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッダ 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉格納容器 

・代替原子炉補機冷却系 

・海水貯留堰 

・スクリーン室 

・取水路 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・ホース 

・防火水槽 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(c)格納容器内pH制御 

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を使用す

る際，格納容器pH制御設備による薬液注入により原子炉格納容器内が酸

性化することを防止し，サプレッション・チェンバのプール水中によう

素を捕捉することで，よう素の放出量を低減する手段がある。 

格納容器pH制御設備による薬液注入で使用する設備は以下のとおり。 

・代替格納容器スプレイ冷却系 

・格納容器下部注水系（常設） 

・格納容器pH制御設備 

 

(d)重大事故等対処設備と自主対策設備 
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格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で

使用する設備のうち，フィルタ装置，よう素フィルタ，フィルタ装置

水位，フィルタ装置入口圧力，フィルタ装置出口放射線モニタ，フィ

ルタ装置金属フィルタ差圧，フィルタ装置水素濃度，フィルタ装置ス

クラバ水pH，ドレンポンプ設備，ドレンタンク，遠隔手動弁操作設

備，スクラバ水pH制御設備，ラプチャーディスク，可搬型窒素供給装

置，フィルタベント遮蔽壁，配管遮蔽，原子炉格納容器，真空破壊弁

（S/C→D/W），格納容器圧力逃がし装置配管・弁，不活性ガス系配

管・弁，耐圧強化ベント系配管・弁及び可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）は重大事故等対処設備として位置づける。防火水槽は「1.13 重大

事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足す

るための代替淡水源（措置）として位置づける。 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱で使用する設備のうち，フィルタ装置，よう素フィルタ，代替格納

容器圧力逃がし装置室空調，フィルタ装置水位，フィルタ装置入口圧

力，フィルタ装置出口放射線モニタ，フィルタ装置金属フィルタ差

圧，フィルタ装置水素濃度，フィルタ装置スクラバ水pH，ドレンポン

プ設備，ドレンタンク，遠隔手動弁操作設備，薬液タンク，ラプチャ

ーディスク，可搬型窒素供給装置，原子炉格納容器，真空破壊弁

（S/C→D/W），代替格納容器圧力逃がし装置配管・弁及び可搬型代替

注水ポンプ（A-2級）は重大事故等対処設備として位置づける。防火水

槽は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】

1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置づける。 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔手動弁操作設備は重大事故等対

処設備として位置づける。 

不活性ガス（窒素ガス）による系統内の置換で使用する設備のうち，

可搬型窒素供給装置及び窒素生成装置接続口は重大事故等対処設備と

して位置づける。 

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する

設備のうち，復水移送ポンプ，サプレッション・チェンバ，代替循環

冷却系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ・スプレイヘッ

ダ，高圧炉心注水系配管・弁，復水補給水系配管・弁，給水系配管・

弁・スパージャ，格納容器下部注水系配管・弁，原子炉圧力容器，原

子炉格納容器，代替原子炉補機冷却系，海水貯留堰，スクリーン室，

取水路，可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース，可搬型代替交流電

源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置づける。防
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火水槽は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解

釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

全て網羅されている。 

（添付資料1.7.1） 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・格納容器内pH制御で使用する設備 

重大事故等対処設備であるよう素フィルタにより中央制御室の被

ばく低減効果が一定程度得られており，復水移送ポンプを用いた代

替格納容器スプレイ冷却系，格納容器下部注水系（常設）の運転に

あわせて原子炉格納容器内に薬剤を注入することで原子炉格納容器

外に放出されるよう素の放出量を低減する手段は更なるよう素低減

対策として有効である。 

 

b.手順等 

上記「a.原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（シビアアクシデント）（以下，「SOP」という。）及び多様なハ

ザード対応手順に定める（表1.7.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表1.7.2，表1.7.3）。 

（添付資料1.7.2） 
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1.7.2 重大事故等発生時の手順 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 

(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系の機能が喪

失した場合，及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合に，格納容

器圧力逃がし装置により原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し，原

子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

また，原子炉格納容器内で水－ジルコニウム反応により発生した水素

ガスが原子炉建屋に漏えいする可能性があることから，原子炉建屋オペ

レーティングフロアの天井付近の水素濃度及び原子炉建屋オペレーティ

ングフロア以外のエリアの水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監

視装置の出入口温度の監視を行い，原子炉建屋において異常な水素の漏

えいを検知した場合には原子炉格納容器内に滞留した水素を排出するこ

とで，原子炉建屋への水素の漏えいを防止する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影響に

よる被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータを継

続して監視する。 

原子炉格納容器ベント後は，可燃性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除

去系復旧，又は代替循環冷却系による格納容器除熱機能の復旧により，

原子炉格納容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器ベント移行条件
※2に達した場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:原子炉格納容器内圧力の上昇率を確認し，残留熱除去系の復旧又

は代替循環冷却系の運転によって原子炉格納容器内の圧力を

620kPa[gage]以下に抑制する見込みがない場合，又は原子炉建屋

の水素濃度の上昇が確認された場合。 

  



1.7-13 
 

(ⅱ)操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の

手順は以下のとおり。手順の対応フローを図1.7.1，図1.7.2及び図

1.7.3に，概要図を図1.7.4に，タイムチャートを図1.7.5及び図1.7.6

に示す。 

 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑫以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，格納容器圧力逃

がし装置によりW/W側から原子炉格納容器ベント実施の準備を開始

するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッシ

ョン・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合

はD/W側からのベント実施の準備を開始するよう指示する)。  

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納

容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報

告する。 

③現場運転員C及びDは，格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納

容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位

が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプ

の水張りが完了していることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の確認とし

て，AC系隔離信号が発生している場合は，格納容器補助盤にて，

AC系隔離信号の除外操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処

理系出口Uシール元弁の全閉操作，耐圧強化ベント系PCVベントラ

イン排気筒側隔離弁，不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント

用隔離弁，不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁，非常用

ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系側PCVベント

用隔離弁後弁の全閉及び耐圧強化ベント系PCVベントラインフィル

タベント容器側隔離弁の全開を確認後，不活性ガス系PCV耐圧強化
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ベント用連絡配管隔離弁を規定開度（約50%開）とし，格納容器圧

力逃がし装置による原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ

報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告

する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度

に関する情報収集を適宜行い，当直長へ報告する。また，当直長

は，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に関する

情報を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑪当直副長は，原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制

する見込みがないと判断した場合，又は原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの天井付近の水素濃度を規定濃度以下に抑制する見込

みがないと判断した場合，原子炉格納容器ベント開始の規定値に

到達する時間，現場運転員による移動・弁操作に必要な時間，原

子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し，運転員に原子炉格納容器

ベント開始を指示する。 

⑫ａW/Wベントの場合 

現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁を

遠隔手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベントを開始する。  
⑫ｂD/W ベントの場合 

現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁を

遠隔手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベント操作を開始する。 
⑬中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力

指示下降又は原子炉建屋の水素濃度指示安定若しくは指示下降，

フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線モニタ

指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長は，

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開始され

たことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位



1.7-15 
 

を確認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，

当直長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本

部へ依頼する。 

⑮中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント開始後，可

燃性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除去系復旧又は代替循環冷却

系による格納容器除熱機能の復旧により，不活性ガス系 PCV 耐圧

強化ベント用連絡配管隔離弁の全閉，現場運転員 C及び Dは，不

活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁又は不活性ガス系 D/W ベント

用出口隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉操作を実施

する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器圧力

逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約70分で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-1) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

 

(i)手順着手の判断基準 

残留熱除去系の機能喪失した場合，又は炉心損傷を判断した場合※

1。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの手順は以下のとおり。 
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概要図を図1.7.7に，タイムチャートを図1.7.8に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へドレン移送ポンプ水張りを指示する。  

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁を全開操作し，

フィルタベント遮へい壁附室にてFCVSフィルタベント装置遮へい

壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開した後，フィルタ

ベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタベント装置移送ポン

プテストライン止め弁を開操作することで系統内のエア抜きを実

施し，エア抜き完了にてFCVSフィルタベント装置移送ポンプテス

トライン止め弁を全閉する。 

③緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプ水張りの完了を緊急時対策

本部へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからフィルタ装置ドレン移送ポンプ水

張りは60分以内で可能である。 

操作は原子炉格納容器ベント操作前の屋外であるため，作業エリア

の環境による作業性への影響はない。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設

備を整備する。 

(添付資料1.7.3-2) 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位が通常水位を下回ると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント水位調整(水張り)手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.7.9に，タイムチャートを図1.7.10に示す。 
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①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へフィルタベント水位調整(水張り)の準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，可

搬型代替注水ポンプ(A-2級)を配備し，防火水槽から可搬型代替注

水ポンプ(A-2級)へ，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィルタ

装置補給水接続口へそれぞれ送水ホースを接続し，フィルタベン

ト水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員にフィルタベント水位調整(水

張り)の開始を指示する。 

④緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動とFCVSフィ

ルタベント装置給水ライン元弁の全開操作を実施し，フィルタベ

ント容器への給水が開始されたことを，フィルタベント遮へい壁

附室のFCVS計器ラックにて，フィルタ装置水位の指示上昇により

確認する。その後，規定水位に到達したことを確認し，可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)停止とFCVSフィルタベント装置給水ライン元

弁の全閉操作及びフィルタ装置補給水接続口送水ホースの取外操

作を実施する。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタベント水位調整(水

張り)の完了を報告する。 

 
(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員4名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型

代替注水ポンプ(A-2級)の配備～送水準備～フィルタ装置補給用接続口

使用による可搬型代替注水ポンプ(A-2級)による注水開始まで約80分，

フィルタベント水位調整(水張り)を約50分，計約130分で可能である。

なお，屋外における本操作は，原子炉格納容器ベント実施から25時間

後以降に行うことから，大気中に放出された放射性物質から受ける放

射線量は低下しているため，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-3) 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィルタ差圧が設計

上限差圧に到達すると判断した場合は，フィルタ装置機能維持のため
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フィルタ装置の排水を実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィルタ差圧が設計

上限差圧に到達すると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.7.11に，タイムチャートを図1.7.12に示す。 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へフィルタベント水位調整(水抜き)の準備開始を指示する。 

② 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVS 

フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全開操

作し，原子炉建屋外壁東側(屋外) にてFCVSフィルタベント装置ド

レンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作した後，フィルタ

ベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタベント装置ドレン移

送ポンプ吐出側第一止め弁を微開とする。また，フィルタベント

遮へい壁附室にて，ドレン移送ポンプの電源が確保されているこ

とをフィルタベント現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状態ラン

プにより確認する。 

③ 緊急時対策要員は，フィルタベント水位調整(水抜き)系統構成完

了を緊急時対策本部に報告する。 

④ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員へフィルタベント水位調整(水

抜き)の開始を指示する。 

⑤ 緊急時対策要員は，ドレン移送ポンプA又はBの起動及びポンプ起

動後，FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め

弁の増し開操作により，ポンプ吐出側流量を必要流量に調整し，

フィルタベント容器からの排水が開始されたことをフィルタベン

ト遮へい壁附室FCVS計器ラックのフィルタ装置水位で確認する。

その後，通常水位に到達した事を確認し，ドレン移送ポンプを停

止し，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にてFCVSフィルタベン

ト装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁，FCVSフィルタベント

装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作し，原子炉建

屋外壁東側(屋外) にてFCVSフィルタベント装置ドレンライン二次

格納施設外側止め弁を全閉操作する。 
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⑥ 緊急時対策要員は，緊急時対策本部へフィルタベント水位調整(水

抜き)の完了を報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからフィルタベント水位調整(水抜き)

完了まで約135分で可能である。なお，屋外における本操作は，原子炉

格納容器ベント実施から25時間後以降に行うことから，大気中に放出

された放射性物質から受ける放射線量は低下しているため，作業可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-4) 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN₂パージ手順 

原子炉格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するた

め及びフィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側

配管内が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げ

られることを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

残留熱除去系あるいは代替循環冷却系の機能が復旧し，フィルタベン

トの停止を判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタベント停止後のN₂パージ手順の概要は以下のとおり。概要

図を図1.7.13に，タイムチャートを図1.7.14に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へフィルタベント停止後のN2パージの準備開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，原子炉建屋非管理区域内サンプリングラック 

にて，水素濃度測定のための系統構成及び工具準備，サンプリン

グポンプ起動，フィルタ装置水素濃度の校正を実施する。また，

原子炉建屋外壁南側(屋外)へ可搬型窒素供給装置を配備し送気ホ
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ースを接続口へ取付操作し，窒素ガス注入の準備完了を緊急時対

策本部へ報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの注入開始を指示

する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建屋外壁南側(屋外)にて，FCVS PCVベ

ントラインフィルタベント側N2パージ用元弁の開操作により窒素ガ

スの注入を実施する。 

⑤緊急時対策要員は，フィルタ装置水素濃度の校正完了を緊急時対

策本部へ報告する。 

⑥緊急時対策本部は，可搬型窒素供給装置からの窒素注入の完了及

びフィルタ装置水素濃度の校正完了を当直長に連絡するととも

に，フィルタ装置入口配管内の正圧確認及びフィルタ装置水素濃

度の監視を依頼する。 

⑦当直副長は中央制御室運転員にフィルタ装置入口配管内の正圧確

認及びフィルタ装置水素濃度監視を指示する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤のフィルタ装置水素濃度

にて許容濃度以下まで低下したことを確認し，窒素ガス注入完了

を当直副長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ窒素

ガス注入完了を報告する。当直副長は中央制御室運転員に継続的

なフィルタ装置入口配管内の正圧確認及びフィルタ装置水素濃度

の監視を指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員へ窒素ガス注入の停止操作を

指示する。 

⑪緊急時対策要員は，原子炉建屋外壁南側(屋外)にてFCVS PCVベン

トラインフィルタベント側N2パージ用元弁の全閉操作を実施し，窒

素ガスの注入停止を緊急時対策本部に報告する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，窒素ガスの注入停止後のフィルタ装

置水素濃度測定をFCVS制御盤のフィルタ装置水素濃度)にて，フィ

ルタ装置入口配管内が正圧で維持されていることについてはFCVS

制御盤内PCVベントライン圧力にてそれぞれ継続的に監視を続け

る。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，フィルタ装置入口配管

内の正圧状態とフィルタ装置水素濃度の継続監視をもってフィル

タベント停止後のN₂パージの完了を緊急時対策本部へ報告する。 
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(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，緊急時対策

要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからフィルタベ

ント停止後のN₂パージ完了まで約240分で可能である。なお，屋外にお

ける本操作は，原子炉格納容器ベント実施から25時間後以降に行うこ

とから，大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量は低下し

ているため，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料 1.7.3-5，1.7.3-6) 

 

ⅵ. フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水により，フィルタ装置水位が上昇した場合，ス

クラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が

規定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタベントガスの凝縮水により，フィルタ装置水位が上限水位

に到達すると判断し，排水を行った場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

フィルタ装置スクラバ水pH調整の手順は以下のとおり。概要図を図

1.7.15に，タイムチャートを図1.7.16に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へスクラバ水のpH測定実施と薬液補給の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は当直長にスクラバ水のpH値及び水位の測定を依

頼する。 

③緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)へ薬液補給

用として空気圧縮機，ホース接続，補給用ポンプ及び薬液を配備す

るとともに，フィルタベント遮へい壁附室にて，系統構成のためフ

ィルタベント装置 pH 計入口止め弁 ，フィルタベント装置 pH 計出

口止め弁 を全開操作した後 pH 計サンプルポンプを起動させ，サン

プルポンプの起動を緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策

本部は当直長へ報告する。 

④当直副長は，スクラバ水の pH 値及び水位の測定を中央制御室運転
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員に指示する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは， FCVS 制御盤スクラバ水 pH により確

認した pH 値及びフィルタ装置水位により確認した水位を当直副長

へ報告する。当直長は，当直副長からの依頼に基づき，pH 値と水位

を緊急時対策本部へ報告する。 

⑥緊急時対策本部は，当直長からの報告に基づき算出された量の薬液

を補給するよう緊急時対策要員に指示する。 

⑦緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，薬

液補給のためFCVSフィルタベント装置給水ライン元弁を全開操作

し，補給用ポンプを起動，算出された量の薬液を補給する。 

⑧中央制御室運転員A及びBは，スクラバ水のpH値が規定値であるこ

とを確認し，薬液補給の完了を当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，薬液補給の完了を緊急

時対策本部に報告する。緊急時対策本部は緊急時対策要員に薬液

補給の停止とpH測定の停止を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，補給用ポンプを停止し，FCVSフィルタベント装置 給

水ライン元弁を全閉操作の後，pH計サンプルポンプを停止し，フィルタ

ベント装置pH計入口止め弁 ，フィルタベント装置pH計出口止め弁を全

閉操作し，緊急時対策本部へスクラバ水pH調整作業完了を報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，緊急時対策

要員6名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器圧

力逃がし装置スクラバ水pH調整完了まで約90分で可能である。なお，

屋外における本操作は，原子炉格納容器ベント実施から25時間後以降

に行うことから，大気中に放出された放射性物質から受ける放射線量

は低下しているため，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料 1.7.3-7) 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後，フィルタ装置排水ラインの水

の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガスに

よるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェン

バに排水する。 



1.7-23 
 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

フィルタベント水位調整(水抜き)完了後又はドレンタンク水抜き完

了後。 

 

(ⅱ)操作手順 

ドレン移送ラインN₂パージ手順の概要は以下のとおり。概要図を図

1.7.17に，タイムチャートを図1.7.18に示す。 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員へドレン移送ラインN₂パージの準備開始を指示する。 

② 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，可

搬型窒素供給装置を配置し，排水ライン接続口に可搬型窒素供給

装置からの送気ホースを排水ライン窒素供給口へ接続する。 

FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を開

操作し，原子炉建屋外壁東側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装

置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し，窒素ガス

注入の準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 

③ 緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの注入開始を指示

する。 

④ 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

FCVSフィルタベント装置ドレンラインN₂パージ用元弁を全開操作

し，窒素ガスの注入を開始する。 

⑤ 緊急時対策要員は，FCVSフィルタベント装置ドレンラインN2パー

ジ用元弁を全閉操作し，窒素ガスの注入を停止した後，フィルタ

ベント遮へい壁南側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置ドレン

移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作し，原子炉建屋外壁東側

(屋外)にてFCVSフィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設

外側止め弁を全閉操作し，ドレン移送ポンプ出口ライン配管内が

正圧で維持されていることをドレン移送ライン圧力 を確認する

ことにより，ドレン移送ラインN₂パージが完了したことを緊急時

対策本部へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからドレン移送ラインN₂パージ完了ま
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で約100分で可能である。なお，屋外における本操作は，原子炉格納容

器ベント実施から25時間後以降に行うことから，大気中に放出された

放射性物質から受ける放射線量は低下しているため，作業可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-8) 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。 

 

(ⅰ)手順着手の判断基準 

ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

ドレンタンク水抜きの概要は以下のとおり。概要図を図1.7.19に，

タイムチャートを図1.7.20に示す。 

 

① 緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員にドレンタンク水抜きを指示する。 

② 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁附室にて，ドレン移

送ポンプの電源が確保されていることをフィルタベント現場制御

盤のドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確認し，FCVSフィル

タベント装置遮へい壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備による

操作にて全閉とする。フィルタベント遮へい壁南側(屋外)にて，

FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁，FCVSフィルタ

ベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全開操作し，原

子炉建屋外壁東側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置 ドレンラ

イン二次格納施設外側止め弁を全開操作した後，フィルタベント

遮へい壁南側(屋外)にて，FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポ

ンプ吐出側第一止め弁を微開とし，ドレン移送ポンプを起動した

後，FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁

の増し開操作により，ポンプ吐出側流量を必要流量に調整し，ド

レンタンク内の水をサプレッション・チェンバへ排水する。 

③ 緊急時対策要員は，フィルタベント遮へい壁附室FCVS計器ラック
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ドレンタンク水位にて排水による水位減少を確認し，ドレン移送

ポンプA又はBを停止した後，フィルタベント遮へい壁南側(屋外)

にて，FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁，FCVSフ

ィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁，FCVSフィ

ルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を全閉操作

し，原子炉建屋外壁東側(屋外)にて，FCVSフィルタベント装置ド

レンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作，フィルタベント

遮へい壁附室にて，FCVS フィルタベント装置 遮へい壁内側ドレ

ン弁を遠隔手動弁操作設備による操作にて全開とし，ドレンタン

ク水抜きの完了を緊急時対策本部へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからドレンタンク水抜き完了まで約105

分で可能である。なお，屋外における本操作は，原子炉格納容器ベン

ト実施から25時間後以降に行うことから，大気中に放出された放射性

物質から受ける放射線量は低下しているため，作業可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-9) 

 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の圧力が

上昇中の場合に，代替格納容器圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容

器内の減圧及び除熱を実施し，原子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

また，原子炉格納容器内で水－ジルコニウム反応により発生した水素

ガスが原子炉建屋に漏えいする可能性があることから，原子炉建屋オペ

レーティングフロアの天井付近の水素濃度及び原子炉建屋オペレーティ

ングフロア以外のエリアの水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監

視装置の出入口温度の監視を行い，原子炉建屋において異常な水素の漏

えいを検知した場合には原子炉格納容器内に滞留した水素を排出するこ

とで，原子炉建屋への水素の漏えいを防止する。 

なお，代替格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影

響による被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータ

を継続して監視する。 

原子炉格納容器ベント後は，可燃性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除
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去系復旧，又は代替循環冷却系による格納容器除熱機能の復旧により，

原子炉格納容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

 炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器ベント移行条件
※2に達した場合で格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※3した場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル (CAMS)が使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:原子炉格納容器内圧力の上昇率を確認し，残留熱除去系の復旧又

は代替循環冷却系の運転によって原子炉格納容器内の圧力を

620kPa[gage]以下に抑制する見込みがない場合，又は原子炉建屋

の水素濃度の上昇が確認された場合。 

※3:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に故障が発生

した場合。 

  

(ⅱ)操作手順 

 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローは図1.7.1，図1.7.2及び

図1.7.3に，概要図を図1.7.21に，タイムチャートを図1.7.22及び図

1.7.23に示す。 

 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑥⑪以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限以下

（ベントライン－1m）であることを確認し，代替格納容器圧力逃が

し装置によりW/W側から原子炉格納容器ベント実施の準備を開始する

よう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・

チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側か

らのベント実施の準備を開始するよう指示する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報

告する。 
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③現場運転員C及びDは，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベントに必要な電動弁の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位が通常

水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張り

が完了していることを確認する。 

⑥ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，D/W側第一隔離弁及びD/W側第二隔離弁の全閉を確認し，

S/C側第二隔離弁を全開とする。 

⑥ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，S/C側第一隔離弁及びS/C側第二隔離弁の全閉を確認し，

D/W側第二隔離弁を全開とする。 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑧当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に

関する情報収集を適宜行い，当直長へ報告する。また，当直長は，

原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に関する情報

を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告

する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制

する見込みがないと判断した場合，又は原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの天井付近の水素濃度を規定濃度以下に抑制する見込

みがないと判断した場合，原子炉格納容器ベント開始の規定値に

到達する時間，弁操作に必要な時間，原子炉格納容器内の圧力上

昇率を考慮し，運転員に格納容器ベント開始を指示する。 

⑪ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，S/C側第一隔離弁を全開とし代替格納

容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑪ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，D/W側第一隔離弁を全開とし代替格納
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容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力

指示下降又は原子炉建屋の水素濃度指示安定若しくは指示下降，フ

ィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線モニタ指示

上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長は，代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開始されたこ

とを緊急時対策本部へ報告する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位を確認

し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当直長

は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ依頼

する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，残留

熱除去系若しくは代替循環冷却系による格納容器除熱機能の復旧

により，S/C側第一隔離弁又はD/W側第一隔離弁の全閉，その後に

S/C側第二隔離弁又はD/W側第二隔離弁の全閉操作を実施する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

 上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから代替格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約25分で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-10) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅱの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 
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なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合,又は金属フィルタ差

圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合は，フィルタ装置機能

維持のためフィルタ装置の排水を実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN₂パージ手順 

格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放射性物

質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するため及び

フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内

が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げられる

ことを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパー

ジを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅵの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後，フィルタ装置排水ラインの水

の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガスに

よるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェン

バに排水する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅶの操作手順と同様であ 

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 
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ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。 
なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅷの操作手順と同様であ

る。 

 

c.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，復水補給水系を用いた代

替循環冷却運転により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ことで原子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

 

ⅰ.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系の復旧に見込み

がなく※2格納容器除熱が困難な状況で，復水移送ポンプが使用可能※3

でかつ，代替原子炉補機冷却系による冷却水供給が可能な場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内の γ 線線

量率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合

に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しくは補

機冷却水が確保できない場合。 

※3:設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）

が確保されている場合。 

 

(ⅱ)操作手順 

代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要

は以下のとおり。 

原子炉注水及び格納容器スプレイを実施する場合は，残留熱除去系

(A)注入配管使用による原子炉注水と残留熱除去系(B)スプレイ配管使

用による格納容器スプレイ(D/Wスプレイ)を同時に実施する手順と

し，前提条件として復水貯蔵槽を水源とした残留熱除去系(B)スプレ

イ配管使用によるD/Wスプレイ中とする。 

また，原子炉への注水ができない状況において，原子炉圧力容器の

破損を判断した場合は，格納容器下部注水と残留熱除去系(B)スプレ

イ配管使用による格納容器スプレイ(D/Wスプレイ)を同時に実施する
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手順とし，前提条件として復水貯蔵槽を水源とした格納容器下部注水

及び残留熱除去系(B)スプレイ配管使用によるD/Wスプレイ中とする。 

手順の対応フローは図1.7.1及び図1.7.2に，概要図を図1.7.24に，

タイムチャートを図1.7.25に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水補給水

系を用いた代替循環冷却の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系を用いた代替循環冷却

運転に必要なポンプ・電動弁及び監視計器の電源，冷却水が確保

されていることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷

容量を確認し，復水移送ポンプが使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器補助盤にて復水補給水系バ

イパス流防止として復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉

確認を実施する。 

⑤現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源切替準備のため，復水

補給水系復水貯蔵槽出口弁, 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第

一，第二元弁，復水補給水系復水移送ポンプミニマムフロー逆止

弁後弁，復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁を全閉とし，

復水補給水系常／非常用連絡管第一，第二止め弁の全開確認を実

施する。 

⑥a原子炉注水及び格納容器スプレイを実施する場合 

現場運転員E及びFは，電動弁操作盤にて復水補給水系を用いた代

替循環冷却の系統構成を実施する。(残留熱除去系熱交換器出口弁

(A)，サプレッションプール水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁，残留熱

除去系最小流量バイパス弁(B)，残留熱除去系熱交換器出口弁

(B)，残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B)の全閉，及び残留熱

除去系注入弁(A)の全開操作を実施する。) 

⑥b格納容器下部注水及び格納容器スプレイを実施する場合 

現場運転員E及びFは，電動弁操作盤にて復水補給水系を用いた代

替循環冷却の系統構成を実施する。(サプレッションプール水浄化

系復水貯蔵槽側吸込弁，残留熱除去系最小流量バイパス弁(B)，残

留熱除去系熱交換器出口弁(B)，残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔

離弁(B)の全閉操作を実施する。) 

⑦中央制御室運転員A及びBは，代替循環冷却運転の準備完了を当直
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副長へ報告する。 

⑧当直副長は，運転員に復水補給水系を用いた代替循環冷却の運転

開始を指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプを停止後，残留熱除

去系(B)注入ライン洗浄水止め弁を全閉とし，現場運転員C及びDへ

連絡する。 

⑩現場運転員C及びDは，高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口元弁を全閉

とし，当直副長へ報告する。 

⑪現場運転員E及びFは，当直副長からの指示により，残留熱除去系

高圧炉心注水系第一止め弁及び残留熱除去系高圧炉心注水系第二

止め弁の全開操作を実施する。 

⑫a原子炉注水及び格納容器スプレイを実施する場合（⑫a～⑮a） 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系(B)注入ライン洗浄水止

め弁を調整開とした後に復水移送ポンプを起動し，すみやかに残

留熱除去系(A)注入ライン洗浄水止め弁及び 残留熱除去系(B)注入

ライン洗浄水止め弁を開として復水補給水系を用いた代替循環冷

却の運転を開始する。 

⑬a中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを

復水移送ポンプ吐出圧力の上昇，残留熱除去系(A)注入配管流量の

上昇及び原子炉水位の上昇により確認する。あわせて，格納容器

スプレイが開始されたことを復水移送ポンプ吐出圧力の上昇，残

留熱除去系(B)注入配管流量の上昇，並びに原子炉格納容器内の圧

力及び温度の下降により確認し，当直副長へ報告する。 

⑭a当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水補給水系を用いた

代替循環冷却による原子炉注水及び格納容器スプレイが開始され

たことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑮a当直副長は，原子炉水位，原子炉格納容器内の圧力を継続監視

し，残留熱除去系(A)注入ライン洗浄水止め弁及び残留熱除去系

(B)注入ライン洗浄水止め弁にて適宜，原子炉水位，原子炉格納容

器内の圧力の調整を行うよう中央制御室運転員に指示する。 

また，状況により残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，残留

熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)を全閉，残留熱除去系S/P

スプレイ注入隔離弁(B)を全開とすることで，D/WスプレイからS/P

スプレイへ切り替える。 

 

⑫b格納容器下部注水及び格納容器スプレイを実施する場合（⑫b～⑯
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b） 

中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系下部ドライウェル注水

ライン隔離弁の全開操作を実施する。 

⑬b中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系(B)注入ライン洗浄水

止め弁を調整開とした後に復水移送ポンプを起動し，すみやかに

復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁及び残留熱除去系

(B)注入ライン洗浄水止め弁を開として復水補給水系を用いた代

替循環冷却の運転を開始する。 

⑭b中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器下部への注水が開始

されたことを復水移送ポンプ吐出圧力の上昇，格納容器下部注水

流量の上昇により確認する。あわせて，格納容器スプレイが開始

されたことを復水移送ポンプ吐出圧力の上昇，残留熱除去系(B)

注入配管流量の上昇，並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の

下降により確認し，当直副長へ報告する。 

⑮b当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水補給水系を用いた

代替循環冷却による格納容器スプレイ及び原子炉格納容器下部へ

の注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑯b当直副長は，原子炉格納容器内の圧力を継続監視し，残留熱除去

系(B)注入ライン洗浄水止め弁にて適宜，原子炉格納容器内の圧

力の調整を行うよう中央制御室運転員に指示する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

4名にて作業を実施し，作業開始を判断してから復水補給水系を用い

た代替循環冷却開始まで約90分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 (添付資料 1.7.3-11) 

 

ⅱ.代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系による補機冷却

水確保 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ために代替循環冷却系の運転を実施する場合，代替原子炉補機冷却系

により補機冷却水を確保し，代替循環冷却系で使用する残留熱除去系

熱交換器(B)へ供給する。 
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(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断※1した場合に，代替循環冷却設備を使用する場合。 

 

※1:｢炉心損傷を判断｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル指示と 

「SOP 導入条件判断図｣の関係又は原子炉圧力容器表面温度

300℃以上の確認から炉心損傷を判断する。 

 

(ⅱ)操作手順 

代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系による補機冷

却水確保の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.7.1及び図

1.7.2に，概要図を図1.7.26に，タイムチャートを図1.7.27に示す。 

代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットの手順については，「1.5 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」1.5.2.1(1)a.代替原

子炉補機冷却水系による補機冷却水確保と同様。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に代替原子炉補

機冷却水系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替原

子炉補機冷却水系による補機冷却水確保の準備のため，熱交換器ユ

ニットの配備及び主配管(可搬型)の接続を依頼する。 

③現場運転員 C及び Dは，代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水

確保に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，代替原子炉補機冷却水系による補機

冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計器

の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，代替原子炉補機冷却水系による補機

冷却水確保の中央制御室側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。

(図 1.7.26 参照) 

⑥現場運転員 C及び Dは，代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水

確保の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長へ報告する。(図

1.7.26 参照) 

⑦緊急時対策要員は，代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保

のための熱交換器ユニットの配備及び主配管(可搬型)の接続完了

について緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替原子炉補機冷却水系

による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部へ依頼する。 
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⑨緊急時対策要員は，熱交換器ユニット内の代替原子炉補機冷却水ポ

ンプを起動し，代替原子炉補機冷却水系による補機冷却水供給開始

について緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員

2名及び緊急時対策要員13名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから運転員操作の系統構成完了まで約45分，緊急時対策要員操

作の補機冷却水供給開始まで約7時間で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

(添付資料 1.5.3-1) 

 

d.格納容器内pH制御 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内のケーブ

ル被覆材に含まれる塩素等の酸性物質の発生により，S/P水が酸性化する。

S/P水が酸性化すると，S/P水に含まれる粒子状よう素が元素状よう素に変

わり，その後有機よう素となる。これにより格納容器圧力逃がし装置によ

る原子炉格納容器ベント時に外部への放射性物質の放出量が増加するこ

ととなる。 

原子炉格納容器ベント時の放射性物質の系外放出量を低減させるため

に，復水移送ポンプ吸込配管に薬液(水酸化ナトリウム)を注入し，格納容

器スプレイ配管から原子炉格納容器内に注入することで，S/P水の酸性化

を防止し原子炉格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1で，復水移送ポンプが使用可能な場合※2。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）が確保されてい

る場合。 
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(b)操作手順 

格納容器内pH制御の手順は以下のとおり。手順の対応フローを図

1.7.1，図1.7.2及び図1.7.3に，概要図を図1.7.28に，タイムチャート

を図1.7.29に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水移送ポ

ンプによる格納容器スプレイ，格納容器下部注水及び，格納容器

内pH制御のため，薬液注入準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプが運転中であること

を確認し，S/Pスプレイの系統構成のため残留熱除去系S/Pスプレ

イ注入隔離弁(B)を全開にする。 

③現場運転員C及びDは，薬液タンクレベルにて，薬液量が必要量以

上確保されていることを確認し，当直副長に報告する。また，復

水移送ポンプの運転状態に異常がないことを確認する。 

④現場運転員C及びDは，薬液注入の系統構成のため，復水移送ポン

プ吸込配管注入弁を全開にする。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，薬液注入準備完了を確認した後に，

残留熱除去系(B)注入配管の流量が必要流量になるように残留熱除

去系注入ライン洗浄水止め弁(B)を調整開し，S/Pスプレイを開始

する。S/Pスプレイの開始を当直副長へ報告するとともに，現場運

転員C及びDへ薬液注入操作を指示する。 

⑥現場運転員C及びDは，S/Pスプレイが開始されたことを中央制御室

運転員A及びBに確認し，薬液の復水貯蔵槽への混入を防止するた

め復水補給水系ポンプミニマムフロー戻り弁の全閉操作を実施す

る。 

⑦現場運転員C及びDは，薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施

し，薬液注入開始を薬液タンクレベル下降にて確認し，当直副長

へ報告する。 

⑧現場運転員C及びDは，必要量が注入されたことを薬液タンクレベ

ルで確認後，薬液注入タンク出口弁を全閉とし，薬液注入停止を

当直副長へ報告する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，D/Wスプレイへの切替を当直副長へ報

告するとともに，現場運転員C及びDへ連絡する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系格納容器冷却ライン隔

離弁(B)の全開操作後，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

の全開操作を実施する。 



1.7-37 
 

⑪中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁

(B)の全閉操作を実施し，残留熱除去系(B)注入配管の流量に異常

がないことを確認する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，D/Wスプレイへの切替が完了したこと

を，当直副長へ報告するとともに現場運転員C及びDへ薬液注入操

作を指示する。 

⑬現場運転員C及びDは，薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施

し，薬液注入開始を薬液タンクレベル下降にて確認し，当直副長

へ報告する。 

⑭現場運転員C及びDは，必要量が注入されたことを薬液タンクレベ

ルで確認後，薬液注入タンク出口弁を全閉とし，薬液注入停止を

当直副長へ報告する。 

⑮中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水への切替を当直副

長へ報告するとともに，現場運転員C及びDへ連絡する。 

⑯中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水の系統構成のた

め，復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁を全開とす

る。 

⑰中央制御室運転員A及びBは，復水補給水の流量が必要流量になる

ように復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁を調整開

し，格納容器下部注水を開始する。 

⑱中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め

弁(B)，残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)，及び残留熱除

去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)の全閉操作を実施する。 

⑲中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水への切替が完了し

たことを，当直副長へ報告するとともに現場運転員C及びDへ薬液

注入操作を指示する。 

⑳現場運転員C及びDは，薬液注入タンク出口弁の全開操作を実施

し，薬液注入開始を薬液タンクレベル下降にて確認し，当直副長

へ報告する。 

㉑現場運転員C及びDは，必要量が注入されたことを薬液タンクレベ

ルで確認後，薬液注入タンク出口弁を全閉とする。 

㉒現場運転員C及びDは，復水補給水系ポンプミニマムフロー戻り弁

の全開操作を実施する。 

㉓中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部水位にて+2m(総注水量

180m3)となったら復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁，

復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁の全閉操作を実
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施する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器内pH

制御のための薬液注入開始までの所要時間は以下のとおり。 

・格納容器スプレイ（S/P）による薬液注入開始まで約30分で可能で

ある。 

・格納容器スプレイ（D/W）による薬液注入開始まで約65分で可能で

ある。 

・格納容器下部注水による薬液注入開始まで約100分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.7.3-12) 

 

(2)全交流動力電源喪失時の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操

作) 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系の機能が喪

失した場合及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合に，格納容器

圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容器ベント操作を実施し，原子炉

格納容器の過圧破損を防止する。 

また，原子炉格納容器内で水－ジルコニウム反応により発生した水素

ガスが原子炉建屋に漏えいする可能性があることから，原子炉建屋オペ

レーティングフロアの天井付近の水素濃度及び原子炉建屋オペレーティ

ングフロア以外のエリアの水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監

視装置の出入口温度の監視を行い，原子炉建屋において異常な水素の漏

えいを検知した場合には原子炉格納容器内に滞留した水素を排出するこ

とで，原子炉建屋への水素の漏えいを防止する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影響に

よる被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータを継

続して監視する。 

原子炉格納容器ベント後は，可燃性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除

去系復旧，又は代替循環冷却系による格納容器除熱機能の復旧により，

原子炉格納容器ベント弁を全閉する。 

なお，全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行うととも



1.7-39 
 

に二次格納施設内の系統構成は事前に着手する。 

 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作) 

(i)手順着手の判断基準 

『二次格納施設内の系統構成』 

全交流動力電源喪失時に，早期の電源復旧が見込めない場合。 

『原子炉格納容器ベント準備』 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器ベント移行

条件※2に達した場合。 

 ※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量

率が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又

は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

原子炉圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:｢原子炉格納容器ベント移行条件｣とは，原子炉格納容器内圧力

の上昇率を確認し，残留熱除去系の復旧又は代替循環冷却系の

運転によって原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑

制する見込みがない場合，又は原子炉建屋の水素濃度の上昇が

確認された場合。 

  
(ⅱ)操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の

手順は以下のとおり。手順の対応フローを図1.7.1，図1.7.2及び図

1.7.3に概要図を図1.7.30に，タイムチャートを図1.7.31及び1.7.32に

示す。 

 

［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑫以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，二次格納施設内の系統

構成を現場運転員に指示する。現場運転員 E及び Fは，非常用ガス

処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処理系出口 Uシール元弁

の全閉操作を実施する。 

②当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限（ベ

ントライン－1m）以下であることを確認し，格納容器圧力逃がし装

置により W/W側から原子炉格納容器ベント実施の準備を開始するよ

う運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・
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チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合は D/W 側

からのベント実施の準備を開始するよう指示する)。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容

器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報告

する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていること

を状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系

側 PCV ベント用隔離弁後弁の全閉を確認する。 

⑥中央制御室運転員 A及び Bは，FCVS 制御盤にてフィルタ装置の水位

が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプ

の水張りが完了していることを確認する。 

⑦現場運転員 C及び Dは，耐圧強化ベント系 PCV ベントライン排気筒

側隔離弁の全閉を遠隔手動弁操作設備の開度指示にて確認し，不活

性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁を遠隔手動弁操作設

備による操作で「50%開」とする。不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント

用連絡配管隔離弁の開操作ができない場合は，PCV 耐圧強化ベント

用連絡配管隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備による操作で

「50%開」とする。  

⑧中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 
⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に

関する情報収集を適宜行い，当直長へ報告する。また，当直長は原

子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に関する情報を，

緊急時対策本部へ報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑫当直副長は，原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制

する見込みがないと判断した場合，又は原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの天井付近の水素濃度を規定濃度以下に抑制する見込
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みがないと判断した場合，原子炉格納容器ベント開始の規定値に

到達する時間，現場運転員による移動・弁操作に必要な時間，原

子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し，運転員に原子炉格納容器

ベント開始を指示する。 

⑬ａW/W ベントの場合 

現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁を遠

隔手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑬ｂD/W ベントの場合 

現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁を遠

隔手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベント操作を開始する。 

⑭中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力指

示下降又は原子炉建屋の水素濃度指示安定若しくは指示下降，フィ

ルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線モニタ指示上

昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長は，格納容器

圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが開始されたことを

緊急時対策本部へ報告する。 

⑮中央制御室運転員 A及び Bは，FCVS 制御盤にてフィルタ装置の水位

を確認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当

直長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑯中央制御室運転員 A及び Bは，原子炉格納容器ベント開始後，可燃

性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除去系復旧又は代替循環冷却系

による格納容器除熱機能の復旧により，不活性ガス系 PCV 耐圧強化

ベント用連絡配管隔離弁又は PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁

バイパス弁の全閉及び不活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁又は不

活性ガス系 D/Wベント用出口隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操

作で全閉するよう現場運転員に指示する。  

⑰現場運転員 C及び Dは，不活性ガス系 PCV 耐圧強化ベント用連絡配

管隔離弁又は PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁及び

不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁又は不活性ガス系 D/W ベント

用出口隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とする。  

 

(ⅲ)操作の成立性 
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上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4

名にて作業を実施し，作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約55分で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具はなく通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライト・

懐中電灯をバックアップとして携行する。 

   (添付資料1.7.3-1) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

原子炉格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備と

して，乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅱの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合,又は金属フィルタ差

圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合は，フィルタ装置機能維

持のためフィルタ装置の排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源

は，代替交流電源設備より受電可能である。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN₂パージ手順 

格納容器ベント停止後において，スクラバ水に貯留された放射性物
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質による水の放射線分解にて発生する水素，酸素を排出するため及び

フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内

が負圧となることにより，スクラバ水が上流側配管に吸い上げられる

ことを防止するため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるパー

ジを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を補給する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅵの操作手順と同様であ 

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後は，フィルタ装置排水ラインの

水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，窒素ガス

によるパージを実施し，排水ラインの残留水をサプレッション・チェ

ンバに排水する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅶの操作手順と同様であ 

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は，代替交流電源

設備より受電可能である。 
なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅷの操作手順と同様であ

る。 

 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作) 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の圧力が

上昇中の場合に，代替格納容器圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容

器ベントを実施し，原子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

また，原子炉格納容器内で水－ジルコニウム反応により発生した水素
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ガスが原子炉建屋に漏えいする可能性があることから，原子炉建屋オペ

レーティングフロアの天井付近の水素濃度及び原子炉建屋オペレーティ

ングフロア以外のエリアの水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監

視装置の出入口温度の監視を行い，原子炉建屋において異常な水素の漏

えいを検知した場合には原子炉格納容器内に滞留した水素を排出するこ

とで，原子炉建屋への水素の漏えいを防止する。 

なお，代替格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影

響による被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータ

を継続して監視する。 

原子炉格納容器ベント後は，可燃性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除

去系復旧，又は代替循環冷却系による格納容器除熱機能の復旧により，

原子炉格納容器ベント弁を全閉する。 

 

ⅰ.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

(現場操作) 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器ベント移行条件
※2に達した場合で格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※3した場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:｢原子炉格納容器ベント移行条件｣とは，原子炉格納容器内圧力の

上昇率を確認し，残留熱除去系の復旧又は代替循環冷却系の運転

によって原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制する

見込みがない場合，又は原子炉建屋の水素濃度の上昇が確認され

た場合。 

※3:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に故障が発生

した場合。 

  

(ⅱ)操作手順 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローは図1.7.1，図1.7.2及び

図1.7.3に，概要図を図1.7.33に，タイムチャートを図1.7.34及び図

1.7.35に示す。 
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［W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑤⑪以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限（ベ

ントライン－1m）以下であることを確認し，代替格納容器圧力逃が

し装置により，W/W側から原子炉格納容器ベント実施の準備を開始す

るよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W

側からのベント実施の準備を開始するよう指示する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報

告する。 

③中央制御室運転員 A及び Bは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員 A及び Bは，制御盤にてフィルタ装置の水位が通

常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水

張りが完了していることを確認する。 

⑤ａW/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，D/W 側第一隔離弁及び D/W 側第二隔離弁の

遠隔手動弁操作設備の開度指示にて全閉を確認し，S/C 側第二隔離

弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。 

⑤ｂD/Wベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，S/C 側第一隔離弁及び S/C 側第二隔離弁の

遠隔手動弁操作設備による操作の開度指示にて全閉を確認し，D/W

側第二隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃がし

装置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報

告する。 

⑧当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に

関する情報収集を適宜行い，当直長へ報告する。また，当直長は，

原子炉格納容器内の圧力及び原子炉建屋の水素濃度に関する情報

を，緊急時対策本部へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装置
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による原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力を620kPa[gage]以下に抑制

する見込みがないと判断した場合，又は原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの天井付近の水素濃度を規定濃度以下に抑制する見込

みがないと判断した場合，原子炉格納容器ベント開始の規定値に

到達する時間，現場運転員による移動・弁操作に必要な時間，原

子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し，運転員に原子炉格納容器

ベント開始を指示する。 

⑪ａW/W ベントの場合 

 現場運転員 C 及び D は，S/C 側第一隔離弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全開とし代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベントを開始する。 

⑪ｂD/W ベントの場合 

現場運転員 C 及び D は，D/W 側第一隔離弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全開とし代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベントを開始する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の

圧力指示下降又は原子炉建屋の水素濃度指示安定若しくは指示下

降，フィルタ装置入口圧力指示上昇，フィルタ装置出口放射線モ

ニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，当直長

は，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントが

開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位を確

認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当直

長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント開始後，可燃

性ガス濃度制御系復旧及び残留熱除去系復旧又は代替循環冷却系

による格納容器除熱機能の復旧により，S/C側第一隔離弁又はD/W

側第一隔離弁の全閉，その後にS/C側第二隔離弁又はD/W側第二隔

離弁の全閉操作をするよう現場運転員に指示する。  

⑮現場運転員 C 及び D は，S/C 側第一隔離弁又は D/W 側第一隔離弁を

遠隔手動弁操作設備による操作で全閉，その後に S/C 側第二隔離弁

又は D/W側第二隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とす

る。  
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(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2

名にて作業を実施し，作業開始を判断してから代替格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約40分で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具はなく通

常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライト・

懐中電灯をバックアップとして携行する。 

(添付資料1.7.3-10) 

 

ⅱ.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

PCVベント中に想定されるフィルタ装置水位調整準備として，乾燥

状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅱの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅲ.フィルタベント水位調整(水張り) 

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に，フ

ィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅲの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅳ.フィルタベント水位調整(水抜き) 

フィルタ装置水位が上限水位に到達した場合,又は金属フィルタ差

圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合は，フィルタ装置機能維

持のためフィルタ装置の排水を実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅳの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅴ.フィルタベント停止後のN₂パージ手順 

原子炉格納容器ベント停止後は，配管内に残留する水素による燃焼
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防止と，残留蒸気凝縮による配管内の負圧防止のため，格納容器圧力

逃がし装置の窒素ガスによるパージを実施する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅴの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅵ.フィルタ装置スクラバ水pH調整 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スク

ラバ水に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水のpH値が規

定値よりも低くなった場合に薬液を注入する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅵの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅶ.ドレン移送ラインN₂パージ手順 

フィルタベント水位調整(水抜き)後は，フィルタ装置排水ラインの

水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止するため，フィルタ

装置排水ラインの窒素ガスによるパージを実施し，排水ラインの残留

水をサプレッション・チェンバに排水する。 

なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅶの操作手順と同様であ

る。 

 

ⅷ.ドレンタンク水抜き 

ドレンタンクが水位高に到達した場合は，よう素フィルタの機能維

持のため排水を実施する。 
なお，操作手順については，1.7.2.1(1)a.ⅷの操作手順と同様であ

る。 

 

1.7.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

復水移送ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への電源供給手順及び代替

交流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

残留熱除去系又は代替格納容器スプレイ冷却系による減圧及び除熱の手順

については，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備す

る。 

代替循環冷却系への代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順につ

いては，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備す

る。 
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格納容器圧力逃がし装置給水設備への可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)によ

る送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」にて整備する。 

原子炉建屋内の水素濃度監視手順については，｢1.10 水素爆発による原子

炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。 

 

1.7.2.3 重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを図1.7.36に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合には，代替格納容器スプレイ冷却系によ

るスプレイを実施しながら原子炉格納容器の圧力及び温度の監視を行うとと

もに，原子炉格納容器ベント操作に備え，格納容器pH制御装置による薬液の

注入を行う。 

代替原子炉補機冷却系の設置が完了し，復水補給水系を用いた代替循環冷

却が起動できる場合は，代替循環冷却による原子炉注水及び格納容器スプレ

イを実施する。 

また，原子炉圧力容器の破損を判断した後に代替循環冷却を実施する場合

は，代替循環冷却による格納容器下部注水及び格納容器スプレイを実施す

る。 

代替循環冷却系が起動できない場合は，格納容器圧力逃がし装置により原

子炉格納容器ベントによる減圧を行う。格納容器圧力逃がし装置が機能喪失

した場合は代替格納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容器ベントによる

減圧を行う。 

格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場合，現場での手動操作を

行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を用い

て，原子炉格納容器ベントを実施する際には，スクラビングによる放射性物

質の排出抑制を期待できるW/Wを経由する経路を第一優先とする。W/Wベント

ラインが水没などの理由で使用できない場合は，D/Wを経由してフィルタベン

トを通る経路を第二優先とする。 

代替循環冷却又は原子炉格納容器ベント実施後は，残留熱除去系の復旧を

行い，長期的な原子炉格納容器の除熱を実施する。 
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表 1.7.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(1/3) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止 

－ 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

フィルタ装置 
よう素フィルタ 
フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
フィルタ装置金属フィルタ差圧 

フィルタ装置水素濃度 
フィルタ装置スクラバ水 pH 
ドレンポンプ設備 

ドレンタンク 
遠隔手動弁操作設備 
スクラバ水 pH 制御設備 

ラプチャーディスク 
可搬型窒素供給装置 
フィルタベント遮蔽壁 

配管遮蔽 
原子炉格納容器 
真空破壊弁（S/C→D/W） 

格納容器圧力逃がし装置配管・弁 
不活性ガス系配管・弁 
耐圧強化ベント系配管・弁 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
※5 
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビ
アアクシデント) 
「放出」 

「格納容器フィルタベン
ト」 
 

多様なハザード対応手順 
「フィルタベント水位調整
(水張り)」 

「フィルタベント水位調整
(水抜き)」 

防火水槽 ※5，※6 

自
主
対
策
設
備 

※1:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4:手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※6: 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(2/3) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止 

－ 

代
替
格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

フィルタ装置 
よう素フィルタ 
代替格納容器圧力逃がし装置室

空調 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 

フィルタ装置出口放射線モニタ 
フィルタ装置金属フィルタ差圧 
フィルタ装置水素濃度 

フィルタ装置スクラバ水 pH 
ドレンポンプ設備 
ドレンタンク 

遠隔手動弁操作設備 
薬液タンク 
ラプチャーディスク 

可搬型窒素供給装置 
原子炉格納容器 
真空破壊弁（S/C→D/W） 

代替格納容器圧力逃がし装置配
管・弁 
可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 

※5 
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビ
アアクシデント) 
「放出」 

「格納容器フィルタベン
ト」 

防火水槽 ※5，※6 
自
主
対 

策
設
備 

全交流動力電源 
現
場
操
作 

遠隔手動弁操作設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビ

アアクシデント) 
「格納容器フィルタベン
ト」 

 

－ 

不
活
性
ガ
ス(

窒
素
ガ
ス) 

に
よ
る
系
統
内
の
置
換 

可搬型窒素供給装置 

窒素生成装置接続口 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

多様なハザード対応手順 

「フィルタベント停止後の
N₂パージ手順」 
 

※1:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※4:手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※6: 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(3/3) 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対応設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止 

－ 

代
替
循
環
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉 

格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

復水移送ポンプ 
サプレッション・チェンバ 
代替循環冷却系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁・ストレ
ーナ・スプレイヘッダ 
高圧炉心注水系配管・弁 

復水補給水系配管・弁 
給水系配管・弁・スパージャ 
格納容器下部注水系配管・弁 

原子炉圧力容器 
原子炉格納容器 
代替原子炉補機冷却系 ※2 

海水貯留堰 
スクリーン室 
取水路 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
※5 
ホース 

可搬型代替交流電源設備 ※3 
燃料補給設備 ※3 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビア
アクシデント) 
「除熱-1」「除熱-2」 

MUWC による循環冷却 

防火水槽 ※5，※6 

自
主
対 

策
設
備 

格
納
容
器
内pH

制
御 

代替格納容器スプレイ冷却系 
※1 

格納容器下部注水系（常設） 
※4 
格納容器 pH 制御設備 自

主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビア
アクシデント) 

「放出」 
「格納容器 pH 制御」 
 

※1:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※4:手順は「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備する。 
※5:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※6: 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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表 1.7.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「放出」 

FCVS(S/P 側) 
FCVS(D/W 側) 
FCVS(遠隔操作可能弁開閉操作) 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 

原子炉建屋の水素濃
度 
 

原子炉建屋水素濃度 
･原子炉建屋地上 4階 
静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 
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監視計器一覧(2/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「放出」 

FCVS(S/P 側) 
FCVS(D/W 側) 
FCVS(遠隔操作可能弁開閉操作) 

操
作 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 

原子炉建屋の水素濃

度 

原子炉建屋水素濃度 
･原子炉建屋地上 4 階 
･原子炉建屋地上 2 階 
･原子炉建屋地下 1 階 
･原子炉建屋地下中 2 階 
･原子炉建屋地下 2 階 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
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監視計器一覧(3/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張
り 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

- - 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水張り) 判

断
基
準 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

操
作 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水抜き) 判

断
基
準 

 

補機監視機能 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置ドレン移送流量 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント停止後の N2パージ手

順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 

フィルタ装置入口水素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 
フィルタ装置入口圧力 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
ドレン移送ライン N2パージ手順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 ドレン移送ライン圧力 

多様なハザード対応手順 

ドレンタンク水抜き 
判
断
基
準 

補機監視機能 ドレンタンク水位 

操
作 

補機監視機能 ドレンタンク水位 
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監視計器一覧(4/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

c.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「除熱-1」「除熱-2」 
復水補給水系を用いた代替循環冷却 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C  

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器の温
度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに

よる冷却状態の確認 

原子炉補機冷却系(B)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 

原子炉補機冷却(B)系熱交換器出口冷却水
温度 

水源の確認 サプレッション・チェンバ・プール水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の
水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉格納容器内の
水位 

格納容器下部水位 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器の温

度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 

原子炉圧力容器への

注水量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 

・残留熱除去系(A)注入配管流量 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・格納容器下部注水流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力  
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 
復水補給水系温度(代替循環冷却) 

原子炉補機冷却系(B)系統流量 
残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 
原子炉補機冷却(B)系熱交換器出口冷却水

温度 
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監視計器一覧(5/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(1)交流動力電源が健全である場合の対応手順 

d.格納容器内 pH 制御 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「放出」 
格納容器 pH 制御 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 

操
作 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 
格納容器下部水位 

補機監視機能 
薬液タンク水位 
サプレッションプール水 pH 



1.7-58 

監視計器一覧(6/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(2)交流動力電源喪失時の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「放出」 

FCVS(S/P 側) 
FCVS(D/W 側) 
FCVS(遠隔操作可能弁開閉操作) 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

水素濃度 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉建屋の水素濃

度 
 

原子炉建屋水素濃度 

･原子炉建屋地上 4 階静的触媒式水素再結
合器動作監視装置 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

原子炉格納容器内の

水素濃度 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉建屋の水素濃

度 

原子炉建屋水素濃度 
･原子炉建屋地上 4 階 
･原子炉建屋地上 2 階 
･原子炉建屋地下 1 階 
･原子炉建屋地下中 2 階 
･原子炉建屋地下 2 階 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
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監視計器一覧(7/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.7.2.1 原子炉格納容器の過圧破損防止のための対応手順 
(2)交流動力電源喪失時の対応手順 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張
り 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

- - 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水張り) 判

断
基
準 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

操
作 

補機監視機能 フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント水位調整(水抜き) 判

断
基
準 

 

補機監視機能 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置金属フィルタ差圧 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置水位 
フィルタ装置ドレン移送流量 

多様なハザード対応手順 
フィルタベント停止後の N₂パージ手

順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 

フィルタ装置入口水素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 
フィルタ装置入口圧力 

多様なハザード対応手順 
フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 
フィルタ装置スクラバ水 pH 

フィルタ装置水位 

多様なハザード対応手順 
ドレン移送ライン N2パージ手順 

判
断
基
準 

- - 

操
作 

補機監視機能 ドレン移送ライン圧力 

多様なハザード対応手順 

ドレンタンク水抜き 
判
断
基
準 

補機監視機能 ドレンタンク水位 

操
作 

補機監視機能 ドレンタンク水位 
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表 1.7.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.7】 
原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの手順等 

格納容器圧力逃がし装置 常設代替直流電源設備 
 

AM 用直流 125V 

不活性ガス系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系（7号炉のみ） 
直流 125V A 系 

代替格納容器圧力逃がし装

置 

常設代替直流電源設備 

 
AM 用直流 125V 

復水移送ポンプ 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
AM 用 MCC 

復水補給水系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

MCC C 系 
MCC D 系 
AM 用 MCC 
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MCC D 系 
AM 用 MCC 

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 

計測用 B系電源 
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図 1.7.1 SOP 「除熱-1」における対応フロー 
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図 1.7.2 SOP 「除熱-2」における対応フロー   
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図 1.7.3 SOP ｢放出｣における対応フロー  
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図 1.7.4 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 
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⑦※1⑮※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁
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⑫a⑮※2 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑫b⑮※3 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁



1.7-65 

 

図 1.7.5 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

 

 
図 1.7.6 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

 

 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

系統構成

移動、電源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

2
電源を復旧しながら

系統構成を行う。

現場運転員Ｃ，Ｄ 2
Ｗ／Ｗベント弁 遠隔手動弁操作設備による開操作

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 70分

通信手段確保、電源確認

系統構成

移動、電源確保
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格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2
電源を 復旧しながら

系統構成を行う。

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 70分
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図 1.7.7 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 概要図 

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.8 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り タイムチャート 

 

 

TSC～フィルタベント遮へい壁　南側

系統構成（手動弁開操作）

系統水張り完了

フィルタ装置

ドレン移送ポンプ水張り
緊急対策要員 2

※設備未完成のため、系統完成後改めて検証・確認を行う

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

水張り完了確認
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図 1.7.9 フィルタベント水位調整(水張り) 概要図 
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設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.10 フィルタベント水位調整(水張り) タイムチャート 
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図 1.7.11 フィルタベント水位調整(水抜き) 概要図 
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設計基準対象施設から追加した箇所 
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図 1.7.12 フィルタベント水位調整(水抜き) タイムチャート 

 

TSC～FV遮蔽壁外南側

弁開操作・系統構成

備考

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）

※設備未完成のため、系統完成後改めて検証・確認を行う

フィルタベント水位調整

(水抜き)
緊急時対策要員 2

10 20 30 40 50 60 70 80

フィルタベント容器水位調整（水抜き）作業完了

水抜き（水位2200[mm] → 1000[mm] ）・操作完了

ポンプ起動・流量調整

120 130 140

フィルタベント水位計継続監視
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図 1.7.13 フィルタベント停止後の N₂パージ 概要図 
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図 1.7.14 フィルタベント停止後の N₂パージ タイムチャート 
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図 1.7.15 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 概要図 
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設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.16 フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 タイムチャート 



1.7-76 

              

 

 

 

 

図 1.7.17 ドレン移送ライン N₂パージ手順 概要図 
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②※2⑤※2 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設外側止め弁

④⑤※3 FCVS フィルタベント装置 ドレンライン N2パージ用元弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.18 ドレン移送ライン N₂パージ手順 タイムチャート 
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図 1.7.19 ドレンタンク水抜き 概要図 
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設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.20 ドレンタンク水抜き タイムチャート 
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ドレンタンク水位継続監視
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図 1.7.21 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 
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7号炉 フィルタ装置出口放射線モニタ
遠隔手動弁操作設備

フィルタ装置

金属フィルタ差圧

遠隔手動弁操作設備
⑥a※2

⑥b※1

⑭※3

⑥a※1

⑪b

⑭※1

⑥a※3

⑥b※3

⑭※4

⑥b※2

⑪a

⑭※2

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑥a※1⑪b⑭※1 D/W側第一隔離弁[未定]

⑥a※2⑥b※1⑭※3 D/W側第二隔離弁[未定]

⑥b※2⑪a⑭※2 S/C側第一隔離弁[未定]

⑥a※3⑥b※3⑭※4 S/C側第二隔離弁[未定]
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図 1.7.22 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

 

 

図 1.7.23 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

 

 

通信手段確保、電源確認

系統構成

　ベント開始

移動、電源確保

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 25分

通信手段確保、電源確認

系統構成

　ベント開始

移動、電源確保

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 25分
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図 1.7.24 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(1/4) 

（原子炉注水及び格納容器スプレイを実施する場合） 
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⑮a※5

⑫a※1

⑮a※4

CSP

⑤※4

⑤※5

⑤※6

RHR(A)系

⑥a※1

⑥a※2
⑥a※5

⑥a※4

MO MO

設計基準対象施設から追加した箇所 
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図 1.7.24 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(2/4) 

（原子炉注水及び格納容器スプレイを実施する場合） 

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑤※1 復水補給水系復水貯蔵槽出口弁

⑤※2 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一元弁

⑤※3 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第二元弁

⑤※4 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※5 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※6 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※7 復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁

⑤※8 復水補給水系常/非常用連絡管第一止め弁

⑤※9 復水補給水系常/非常用連絡管第二止め弁

⑥a※1 残留熱除去系熱交換器出口弁(A)

⑥a※2 ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁

⑥a※3 残留熱除去系注入弁(A)

⑥a※4 残留熱除去系最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁(B)

⑥a※5 残留熱除去系熱交換器出口弁(B)

⑩ 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口元弁

⑪※1 残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁

⑪※2 残留熱除去系高圧炉心注水系第二止め弁

⑮a※1 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑮a※2 残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B)

⑥a※6⑮a※3 残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

⑫a※1⑮a※4 残留熱除去系(A)注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁

⑨⑫a※2⑮a※5 残留熱除去系(B)注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁
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図 1.7.24 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(3/4)  

（原子炉格納容器下部注水及び格納容器スプレイを実施する場合） 
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設計基準対象施設から追加した箇所 
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図 1.7.24 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(4/4) 

（原子炉格納容器下部注水及び格納容器スプレイを実施する場合） 

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑤※1 復水補給水系復水貯蔵槽出口弁

⑤※2 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一元弁

⑤※3 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第二元弁

⑤※4 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(A)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※5 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(B)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※6 復水補給水系復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ(C)ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ逆止弁後弁

⑤※7 復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁

⑤※8 復水補給水系常/非常用連絡管第一止め弁

⑤※9 復水補給水系常/非常用連絡管第二止め弁

⑥b※1 ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾌﾟｰﾙ水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁

⑥b※2 残留熱除去系最小流量ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁(B)

⑥b※3 残留熱除去系熱交換器出口弁(B)

⑥b※4 残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

⑩ 高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口元弁

⑪※1 残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁

⑪※2 残留熱除去系高圧炉心注水系第二止め弁

⑫b 復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁

⑬b※2 復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁

⑨⑬b※1⑯b 残留熱除去系(B)注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁
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図 1.7.25 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート 

 

通信手段確保，系統構成(1)

ポンプ停止，系統構成(2)

ポンプ起動，注水開始

移動，系統構成(1)

系統構成(2)

移動，電源確保（MCC C,D系⇒AM用MCC）

系統構成(1) 系統構成(2)

2

代替循環冷却系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

現場運転員Ｅ，Ｆ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 30 60 70 90

65分 復水移送ポンプ停止

40

90分 代替循環冷却運転開始

10020 50 80
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                    図 1.7.26 代替循環冷却系使用時における 

                                    代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 概要図 

操作手順 弁名称

⑤※1 原子炉補機冷却水系常用冷却水供給側分離弁(Ｂ)

⑤※2 原子炉補機冷却水系常用冷却水戻り側分離弁(Ｂ)

⑤※3 原子炉補機冷却水系 残留熱除去系熱交換器(Ｂ)冷却水出口弁

⑤※4 原子炉補機冷却水系非常用D/G(Ｂ)冷却水出口弁(Ｂ)

⑤※5 原子炉補機冷却水系非常用D/G(Ｂ)冷却水出口弁(Ｅ)

⑥※1 原子炉補機冷却水系 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(Ｂ)冷却水温度調節弁後弁

⑥※2 原子炉補機冷却水系 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)冷却水温度調節弁後弁

⑥※3 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ｂ)吸込弁

⑥※4 原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(D)吸込弁

⑥※5 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ｂ)電動機軸受出口弁

⑥※6 原子炉補機冷却水系 原子炉補機冷却海水系ﾎﾟﾝﾌﾟ(Ｅ)電動機軸受出口弁
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図 1.7.27 代替循環冷却系使用時における代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 タイムチャート 

 

 

 

  

　　　　　　　　　　　　通信手段確保，系統構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動，電源確保(15分)

系統構成(30分)

　熱交換器ユニット他移動

　主配管（可搬型）等の接続

　補機冷却水の供給，流量調整

代替循環冷却系使用時におけ

る代替原子炉補機冷却系によ

る補機冷却水確保

緊急時対策要員

経過時間（時間）
備考

手順の項目 要員（数）

13

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7時間 代替循環冷却系使用時における代替

原子炉補機冷却系による補機冷却水供給
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図 1.7.28 格納容器内 pH 制御 概要図 
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⑤

⑱※1

⑥㉒

⑩※1

⑱※2
⑩※2

⑱※3

⑯

㉓※1
⑰

㉓※2

⑦⑧⑬⑭⑳㉑

④

操作手順 弁名称

②⑪ 残留熱除去系S/Pｽﾌﾟﾚｲ注入隔離弁(B)

④ 復水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込配管注入弁（未定）

⑤⑱※1 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑦⑧⑬⑭⑳㉑ 薬液注入ﾀﾝｸ出口弁（未定）

⑥㉒ 復水補給水系ﾎﾟﾝﾌﾟﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ戻り弁

⑩※1⑱※2 残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B)

⑩※2⑱※3 残留熱除去系格納容器冷却ﾗｲﾝ隔離弁(B)

⑯㉓※1 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水ﾗｲﾝ隔離弁

⑰㉓※2 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水流量調節弁

設計基準対象施設から追加した箇所 

凡例 
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図 1.7.29 格納容器内 pH 制御 タイムチャート 

通信手段確保，系統状態確認

系統構成（S/Pスプレイ ）

系統構成（S/Pスプレイ →D/Wスプレイ への切替）

系統構成（D/Wスプレイ →格納容器下部注水への切替）

移動，系統構成

S/Pへの薬液注入　開始 D/Wへの薬液注入　開始 格納容器下部への薬液注入　開始

S/Pへの薬液注入　停止 D/Wへの薬液注入　停止 格納容器下部への薬液注入　停止

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

D/Wスプレイ 　※1

現場運転員Ｃ，Ｄ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

※3 薬液注入箇所

を 選択し実施する

場合それぞれ30分

で可能。

格納容器下部注水　※2

2

格納容器内pH制御

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

※1　薬液注入完了

後は，配管フラ ッシ

ン グのため，スプレ

イ を20分間実施す

る 。

※2　薬液注入完了

後は，格納容器下部

水位が＋2m（総注

水量180m3）となるま

で注水を継続する。

S/Pスプレイ 　※1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

S/Pへの薬液注入開始 30分

（薬液注入完了 35分）
D/Wへの薬液注入開始 65分※3

（薬液注入完了 70分）
格納容器下部への薬液注入開始 100分※3

（薬液注入完了 105分）
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図 1.7.30 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 概要図 
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タ
ン
ク

LＳ

PT

PT

⑦※2

⑦※1 ⑰※1

⑤※1

⑤※2

⑬a

⑰※3

⑬b

⑰※4
⑦※3 ⑰※2

フィルタ装置
水素濃度

ラプチャーディスク

フィルタ装置水位

フィルタ装置出口圧力
フィルタ装置
入口圧力

フィルタ装置
金属フィルタ差圧

フィルタ装置
スクラバ水ｐＨ

ドレンポンプ
流量

ドレン
ポンプ設備

フィルタ装置圧力

オリフィス

フィルタ装置
水素濃度

ドレンタンク水位

7号炉

フィルタ装置出口
放射線モニタ

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

遠隔手動弁操作設備

ラプチャーディスク

①※1

①※1

①※2

格納容器内圧力(D/W)

格納容器内圧力(S/C)

MO

Uシール

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

①※1 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁

①※2 非常用ガス処理系出口Uシール元弁

⑤※1 非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑤※2 換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁後弁

⑦※1⑰※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁

⑦※2 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑦※3⑰※2 PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁

⑬a⑰※3 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑬b⑰※4 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁
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図 1.7.31 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

図 1.7.32 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

(現場操作)

通信手段確保，弁状態及び監視計器指示の確認

W/Wベント弁 遠隔手動弁操作設備による開操作

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員Ｅ，Ｆ 2
移動・系統構成

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操

作)

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

移動・系統構成

10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60

35分 系統構成完了 減圧及び除熱開始 55分

通信手段確保，弁状態及び監視計器指示の確認

D/Wベント弁 遠隔手動弁操作設備による 開操作

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操

作)

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

移動・系統構成

現場運転員Ｅ，Ｆ 2
移動・系統構成

10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60

35分 系統構成完了 減圧及び除熱開始 55分
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図 1.7.33 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 概要図 

遠隔手動弁操作設備

原子炉建屋

Ｎ2ベントライン

AO

AO

原
子
炉
圧
力
容
器

ドライウェル

サプレッション・

チェンバ

二次格納施設

補給水ライン

RE

LT

MO

FE

ドレンポンプ設備

pH

フィルタ
装置

H2E

ＤP

原子炉建屋

MO

H2E

主排気筒へ

AO

AO

MO AO

A

格納容器圧力逃がし装置へ

AO

非常用ガス処理系へ

原
子
炉
圧
力
容
器

ドライウェル

サプレッション・

チェンバ

AO

原子炉建屋区域・タービン区域
換気空調系へ

AO

AOMO
Ｎ2供給ライン

ラプチャーディスク

二次格納施設

PI

LT フィルタ装置水位

PT

フィルタ装置

入口圧力

MO

FE

ドレンポンプ流量

フィルタ
装置

H2E
よう素

フィルタ

MO MO

フィルタ装置水素濃度

フィルタ装置

金属フィルタ差圧

フィルタ装置スクラバpH

７号炉 フィルタ装置出口放射線モニタ

フィルタ装置出口圧力

遠隔手動弁操作設備

⑤a※3

⑤b※3⑮※4

⑤a※1

⑤b※2

⑮※3

⑤b※1

⑪a

⑮※1

⑤a※2

⑪b

⑮※2

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

操作手順 弁名称

⑤b※1⑪ａ⑮※1 S/C側第一隔離弁[未定]

⑤a※1⑤b※2⑮※3 S/C側第二隔離弁[未定]

⑤a※2⑪b⑮※2 D/W側第一隔離弁[未定]

⑤a※3⑤b※3⑮※4 D/W側第二隔離弁[未定]
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図 1.7.34 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(W/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 
図 1.7.35 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(D/W ベント) タイムチャート 

(現場操作) 

 

 

 

 

通信手段確保，監視計器指示の確認

　　　　　移動，系統構成

ベント開始

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作)

（W/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 40分

通信手段確保，監視計器指示の確認

　　　　　移動，系統構成

ベント開始

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現

場操作)

（D/Wベント）

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

減圧及び除熱開始 40分
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図 1.7.36 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/4) 

 

番号 番号

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶

融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続

されていること。

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的に

も溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場

所に接続されていること。
⑰

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの

被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対

策がなされていること。

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等か

らの被ばくを低減するための遮蔽等の放射

線防護対策がなされていること。
⑱

（４）放射線防護

ａ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ば

くを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなさ

れていること。
⑦

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場にお

いて、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁

の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線

防護対策がなされていること。

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場

において、人力で格納容器圧力逃がし装置

の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離

隔等の放射線防護対策がなされていると。
⑮

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バ

イパス弁を併置すること。ただし、格納容器圧

力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十

分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク

（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたもの

ではなく、例えば、配管の窒素充填を目的とし

たもの）を使用する場合又はラプチャーディス

クを強制的に手動で破壊する装置を設置する場

合を除く。

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合

は、バイパス弁を併置すること。ただし、

格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにな

らないよう、十分に低い圧力に設定された

ラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔

離機能を目的としたものではなく、例え

ば、配管の窒素充填を目的としたもの）を

使用する場合又はラプチャーディスクを強

制的に手動で破壊する装置を設置する場合

を除く。

⑯

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際

しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧

破損を防止する設備を整備すること。

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用

に際しては、必要に応じて、原子炉格納容

器の負圧破損を防止する設備を整備するこ

と。
⑬

ｃ）隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格

納容器圧力逃がし装置の隔離弁を操作できるよう、

必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じるこ

と。
⑥

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力

により容易かつ確実に開閉操作ができること。

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、

人力により容易かつ確実に開閉操作ができ

ること。
⑭

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの

爆発防止等の対策が講じられていること。

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガ

スの爆発防止等の対策が講じられているこ

と。
⑪

（３）現場操作等

ａ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力によ

り容易かつ確実に開閉操作ができること。
④

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の

系統・機器（例えばSGTS）や他号機の格納容器

圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、

他への悪影響がない場合を除く。

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、

他の系統・機器（例えばSGTS）や他号機の

格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこ

と。ただし、他への悪影響がない場合を除

く。

⑫

ｂ）炉心の著しい損傷時においても、現場におい

て、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作

ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策が

なされていること。
⑤

（１）原子炉格納容器の過圧破損の防止

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉格納容器の破損を防止するため、格納容器圧力逃

がし装置又は格納容器再循環ユニットにより、原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な手順等を整備すること。

②

ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循

環ユニットを設置すること。

ａ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器

再循環ユニットを設置すること。
⑨

ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含ま

れる放射性物質を低減するものであること。

ｂ）上記ａ）の格納容器圧力逃がし装置と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に

含まれる放射性物質を低減するものである

こと。

⑩
（２）悪影響防止

ａ）格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必

要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する

手順等を整備すること。
③

⑧

【解釈】

１ 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。
－

【解釈】

１ 第５０条に規定する「原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６５条に規定する「原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下させるために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。

－

技術的能力審査基準（1.7） 設置許可基準規則（50条） 技術基準規則（65条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させるために必要な設備を設けなければ

ならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、原子炉格納容器内の

圧力及び温度を低下させるために必要な設

備を施設しなければならない。

添付資料 1.7.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/4) 

 
 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

フィルタ装置 新設
代替格納容器スプレイ

冷却系
常設

よう素フィルタ 新設
格納容器下部注水系

（常設）
常設

フィルタ装置水位 新設 格納容器pH制御設備 常設

フィルタ装置入口圧力 新設

フィルタ装置出口放射

線モニタ
新設

フィルタ装置金属フィ

ルタ差圧
新設

フィルタ装置水素濃度 新設

フィルタ装置スクラバ

水pH
新設

ドレンポンプ設備 新設

ドレンタンク 新設

遠隔手動弁操作設備 新設

スクラバ水pH制御設備 新設

ラプチャーディスク 新設

可搬型窒素供給装置 新設

フィルタベント遮蔽壁 新設

配管遮蔽 新設

原子炉格納容器 既設

真空破壊弁（S/C→

D/W）
既設

格納容器圧力逃がし装

置配管・弁
新設

不活性ガス系配管・弁 既設

可搬型代替注水ポンプ

（A－2級）
新設

耐圧強化ベント系配

管・弁

既設

新設

防火水槽 ※1 新設

－ －

※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

格

納

容

器

圧

力

逃

が

し

装

置

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

減

圧

及

び

除

熱

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

格

納

容

器

内

p

H

制

御

60分 4名

自主対策とす

る理由は本文

参照

：重大事故等対処設備
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/4) 

 
 

 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

フィルタ装置 新設

よう素フィルタ 新設

代替格納容器圧力逃が

し装置室空調
新設

フィルタ装置水位 新設

フィルタ装置入口圧力 新設

フィルタ装置出口放射

線モニタ
新設

フィルタ装置金属フィ

ルタ差圧
新設

フィルタ装置水素濃度 新設

フィルタ装置スクラバ

水pH
新設

ドレンポンプ設備 新設

ドレンタンク 新設

遠隔手動弁操作設備 新設

薬液タンク 新設

ラプチャーディスク 新設

可搬型窒素供給装置 新設

原子炉格納容器 既設

真空破壊弁（S/C→

D/W）
既設

代替格納容器圧力逃が

し装置配管・弁
新設

可搬型代替注水ポンプ

（A－2級）
新設

防火水槽　※1 新設

遠隔手動弁操作設備 新設

－ －

可搬型窒素供給装置 新設

窒素生成装置接続口 新設

－

－ －

※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

不

活

性

ガ

ス
（

窒

素

ガ

ス
）

に

よ

る

系

統

内

の

置

換

⑧

⑪
－ － － －

－

－
現

場

操

作

①④⑤

⑥⑧⑭⑮
－ － － －

代

替

格

納

容

器

圧

力

逃

が

し

装

置

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

減

圧

及

び

除

熱

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

－ － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

：重大事故等対処設備
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(4/4) 

 
  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設

サプレッション・チェ

ンバ
既設

代替循環冷却系配管・

弁
新設

残留熱除去系配管・

弁・ストレーナ・スプ

レイヘッダ

既設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

復水補給水系配管・弁 既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

格納容器下部注水系配

管・弁
既設

原子炉圧力容器 既設

原子炉格納容器 既設

代替原子炉補機冷却系 新設

海水貯留堰 新設

スクリーン室 既設

取水路 既設

可搬型代替注水ポンプ

（A－2級）
新設

ホース 新設

防火水槽　※1 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）

解釈

対応番号
備考

代

替

循

環

冷

却

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

減

圧

及

び

除

熱

①

②

⑧

⑨

－ － － － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

：重大事故等対処設備
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図 1 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備

添付資料 1.7.2 
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉) 

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

M/C 6C

P/C 6C-1

MCC

6D-1-1

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）系

電
動
弁

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｆ
（
Ｂ
）系

電
動
弁

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（Ｂ
）

MCC

6D-1-2

MCC

6D-1-7

計
測
用
（
Ｂ
）
系
電
源

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁

P/C 6D-1

MCC

6D-1-8

計
測
用
（
Ｂ
）
系
電
源

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

AM用MCC 6B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

M

電源

車

D/G

(6A)

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）

M/C 6D

(6B)

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（Ｃ
）

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（Ａ
）
系

電
動
弁

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（Ｂ
）
系

電
動
弁

D/G

電源

車

緊急用電源切替箱

断路器

緊急用

電源切替箱
接続装置6A

号炉間電力融通

（７号炉緊急用電源切替箱断路器へ）

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（Ａ
）系

電
動
弁

計
測
用
（
Ａ
）系
電
源

MCC
6C-1-1

MCC
6C-1-7

MCC
6C-1-8

計
測
用
（
Ａ
）
系
電
源

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）

MCC
6C-1-2

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）

MCC
6C-1-4

MCC
6C-1-3

Ａ
Ｃ
系

電
動
弁

緊急用

電源切替箱
接続装置6B

【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 

充
電
器

直流125V

主母線盤6B

直流125V

分電盤6B-1

蓄電池6B

充
電
器

直流125V

主母線盤6A

MCC

6C-1-7

蓄電池6A

Ａ
系
計
装
電
源

充
電
器

蓄電池6A-2

充
電
器

AM用蓄電池

AM用直流

125V主母線盤

直流125V RCIC

動力用切替盤
直流125V RCIC

制御用切替盤

直流125V

HPACMCC

直流125V原子炉建屋

MCC 6A 直流125V

分電盤6A-1

Ａ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

Ｂ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

バイタル分電盤バイタル分電盤

MCC

6D-1-7
MCC

6D-1-8

MCC

6C-1-8

MCC

6C-1-5

AM用

MCC 6B

Ｂ
系
計
装
電
源

Ａ
Ｃ
系
空
気
作
動
弁

Ａ
Ｃ
系
空
気
作
動
弁

フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
制
御

フィルタベント

分電盤

フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
無
停
電
電
源
装
置

事
故
時
放
射
線
モ
ニ
タ
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

M/C 7C

P/C 7C-1 P/C 7D-1

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

AM用MCC 7B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）

M

電源

車

D/G

(7A)

Ｒ
Ｈ
Ｒ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）

M/C 7D

(7B)

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（Ｃ
）

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ｂ
）

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（Ａ
）
系

電
動
弁

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（Ｂ
）
系

電
動
弁

D/G

電源

車

緊急用電源切替箱

断路器

緊急用

電源切替箱
接続装置7A

号炉間電力融通

（６号炉緊急用電源切替箱断路器へ）

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁

MCC
7C-1-7

計
測
用
（Ａ
）
系
電
源

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ａ
）系

電
動
弁

MCC
7C-1-1

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ａ
）

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）

MCC
7C-1-3

Ａ
Ｃ
系

電
動
弁

MCC
7D-1-6

MCC
7D-1-7

計
測
用
（Ｂ
）系
電
源

計
測
用
（Ｂ
）系
電
源

MCC
7D-1-1

Ｒ
Ｈ
Ｒ
（
Ｂ
）
系

電
動
弁

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
ポ
ン
プ
（Ｂ
）

MCC
7D-1-3

Ａ
Ｃ
系

電
動
弁

緊急用

電源切替箱
接続装置7B

【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ

Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｃ
系

電
動
弁
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉) 
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重大事故対策の成立性 

 

1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(1)交流動力電源確立時 

 

a.操作概要 

炉心損傷時に原子炉格納容器内の減圧及び除熱を格納容器圧力逃がし

装置を使用して行う。交流電源確立時は必要な電動弁の受電操作を実施

後、遠隔手動弁操作設備の操作により格納容器ベントを行う。 

優先 1(W/W ベント) 

格納容器圧力逃がし装置を使用した格納容器ベント操作時に，二次格納

施設外にて空気作動弁の遠隔手動弁操作設備にて操作を実施する。 

優先 2(D/W ベント) 

格納容器圧力逃がし装置を使用した格納容器ベント操作時に，二次格納

施設外にて空気作動弁の遠隔手動弁操作設備にて操作を実施する。 

 

b.作業場所 

W/W ベント 原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

D/W ベント 原子炉建屋 地下 1階，2階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必

要な要員数(4 名)，所要時間(70 分)のうち，電源の受電操作及び空気作動

弁の遠隔手動弁操作設備の操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

なお，W/W ベントに必要な所要時間，D/W ベントに必要な所要時間は同

一時間とする。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:電源受電操作 30 分(実績時間:24 分) 

        遠隔手動弁操作設備によるベント操作 40 分 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開

操作を実施する場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開

操作を実施する場合 17 分) 

 

d.操作の成立性について 

添付資料 1.7.3-1 
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作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリ

アは，二次格納施設外に設置している。また，格納容器ベン

ト操作後の汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 
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受電操作               受電確認 

     

 

ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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(2)全交流動力電源喪失時 

 

a.操作概要 

炉心損傷時に原子炉格納容器内の減圧及び除熱を格納容器圧力逃がし

装置を使用して行う。交流電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作によ

り格納容器ベント操作を行う。 

優先 1(W/W ベント) 

格納容器圧力逃がし装置を使用した格納容器ベント操作，系統構成時に，

二次格納施設外にて電動弁，空気作動弁の遠隔手動弁操作設備により操

作を実施する。 

優先 2(D/W ベント) 

格納容器圧力逃がし装置を使用した格納容器ベント操作，系統構成時に，

二次格納施設外にて電動弁，空気作動弁の遠隔手動弁操作設備により操

作を実施する。 

 

b.作業場所 

W/W ベント 原子炉建屋 中 3階，地下 1階(非管理区域) 

D/W ベント 原子炉建屋 中 3階，2階(非管理区域) 

系統構成 原子炉建屋(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必

要な要員数(6 名)，所要時間(90 分)のうち，電動弁，空気作動弁の遠隔手

動弁操作設備の操作に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

なお，W/W ベントに必要な所要時間，D/W ベントに必要な所要時間は同

一時間とする。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:系統構成(二次格納容器施設内)  35 分 

        (二次格納容器施設外)  15分(実績時間:13分) 

        遠隔手動弁操作設備によるベント操作 40 分 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開

操作を実施する場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開

操作を実施する場合 17 分) 

 

d.操作の成立性について 
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作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリ

アは，二次格納施設外に設置している。また，格納容器ベン

ト操作後の汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 : 遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具は

なく通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 

     

 

 

 

 

 

 

 

             

  

系統構成(遠隔手動弁操作設備) ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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2.フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り 

 
ａ.操作概要 

原子炉格納容器ベント操作中におけるフィルタ装置水位調整のため，フィ

ルタ装置ドレン移送ポンプ水張りを実施する。 
 

ｂ.作業場所 
原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りに必要な要員数，所要時間は以下 

のとおり。 
必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:60 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時間な

し) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。非管理区域における操作は放射性物質

が放出されることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋)を装備して作業を行う。                

移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，操作に必要な工具はなく，容易に実施可能

であるため，通常の弁操作と同様である。 
また，遠隔手動弁操作設備による弁操作についても，操作に必要

な工具はなく通常の弁操作と同様である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 
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3.フィルタベント水位調整(水張り) 

 
ａ.操作概要 

原子炉格納容器ベント操作時又は原子炉格納容器ベント停止時に想定さ

れるフィルタ装置の水位変動に対し，フィルタ装置機能維持のため，フィル

タ装置の水張りによるフィルタ装置の水位調整を行う。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタベント水位調整(水張り(淡水/海水))に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 
必要要員数  :4 名(緊急時対策要員 4名) 

所要時間目安:130 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :送水ホースの接続は，汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易

に操作可能であり，必要な工具はない。 
また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策本部及び中央制御室に連絡する。
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4.フィルタベント水位調整(水抜き) 

  
ａ.操作概要 

原子炉格納容器ベント操作時又は原子炉格納容器ベント停止時に想定さ

れるフィルタ装置の水位変動に対し，フィルタ装置機能維持のため水抜きに

よる水位調整を行う。 
 

ｂ.作業場所 
原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタベント水位調整(水抜き)に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 
必要要員数  :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:135 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作，ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるため，

容易に操作可能である。また，作業に必要な工具はない。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スがある。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策本部及び中央制御室に連絡する。 
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5.フィルタベント停止後の N₂パージ 

 

ａ.操作概要 
原子炉格納容器ベント停止後は，配管内に残留する水素による燃焼防止と，

残留凝縮による配管内の負圧防止のため，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガ

スによるパージを実施する。 

窒素ガスの供給は可搬型窒素供給装置にて行い，当該装置を格納容器圧力逃

がし装置にホースで接続し，窒素供給弁を操作することでパージを行う。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 屋外南側 

原子炉建屋 非管理区域 3 階 南側通路 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタベント停止後の N₂パージに必要な要員数，所要時間は以下のと

おり。 
必要要員数 :8 名(中央制御室運転員 2名，緊急時対策要員 6名) 

      (※1.7.3-7 と合わせて合計 8名の必要要員数とする) 

所要時間目安:240 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能であり，操作に必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。 
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作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ 

ースがある。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対

策本部及び中央制御室に連絡する。 

 

  N₂パージ操作 
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6.フィルタベント計装(サンプリングポンプ起動) 

  
ａ.操作概要 

原子炉格納容器ベント停止後，格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによる

パージ中，装置内水素濃度を測定するため，格納容器ベントライン水素サン

プリングラックにてサンプリングポンプを起動する。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 3 階(非管理区域) 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタベント計装(サンプリングポンプ起動)に必要な要員数，所要時間

は以下のとおり。 
必要要員数  :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:180 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は通常，汚染の恐れのない二

次格納施設外にて行うが，格納容器ベント操作後の汚染を考慮

し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガラスバッ

チ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴となるが，緊

急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した不識布

カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィルタ，

セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常のポンプ起動・停止操作であるため，容易に操作可能である。

また，操作に必要な工具はない。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 
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7.フィルタ装置スクラバ水 pH 調整 

  
ａ.操作概要 

ベントガスの凝縮水によりフィルタ装置水位が上昇した場合，スクラバ水

に含まれる薬液が凝縮水により薄まる。スクラバ水の pH 値が規定値よりも

低くなった場合に薬液を注入する。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
フィルタ装置スクラバ水 pH 調整に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 
必要要員数  :8 名(中央制御室運転員 2名，緊急時対策要員 6名) 

所要時間目安:90 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能である。作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースがある。本操作で必要となる工具は，空気圧縮

機，補給ポンプ等とともに作業エリア近傍(フィルタベント遮へ

い壁内(附室))に配備する。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。
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8.ドレン移送ライン N₂パージ 

  
ａ.操作概要 

フィルタベント水位調整(水抜き)・ドレンタンク水抜き後は，フィルタベ

ント装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素の蓄積を防止す

るため，フィルタ装置排水ラインの窒素ガスによるパージを実施する。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
ドレン移送ラインのN₂パージに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:100 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具(オス・メス)であり，容易に操

作可能であり，操作に必要な工具はない。 

また，弁の開閉操作についても，必要な工具はなく通常の弁操作

と同様である。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ 

ースがある。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。
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9.ドレンタンク水抜き 

  
ａ.操作概要 

ドレンタンクが水位高に達した場合，よう素フィルタの機能維持のため，

ドレンタンク内の凝縮水をドレン移送ポンプを使用して排水する。 

 
ｂ.作業場所 

原子炉建屋 南東側ヤード(フィルタベント遮へい壁周辺) 非管理区域 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
ドレンタンク水抜きに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :2 名(緊急時対策要員 2名) 

所要時間目安:105 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時     

間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドライトにより，夜間における

作業性を確保している。また，操作は格納容器ベント操作後の汚

染を考慮し放射線防護具を装備する。基本的には個人線量計，ガ

ラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，靴下，汚染区域用靴とな

るが，緊急時対策本部の指示により，作業区域の環境を考慮した

不識布カバーオール，アノラック，全面マスク，チャコールフィ

ルタ，セルフエアセットなどを装備した作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作，ならびに通常のポンプ起動・停止操作であるため，

容易に操作可能である。また，操作に必要な工具はない。 

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペー

スがある。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に連絡する。 
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10.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(1)交流動力電源確立時 

 

a.操作概要 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

操作に必要な電動弁の電源確保を行う。 

 

b.作業場所(設置場所未確定) 

原子炉建屋(非管理区域)   

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

に必要な要員数(4名)，所要時間(25分)のうち，電源確保に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:電源確保 15 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため

実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性が

あることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム

手袋)を装備又は携行して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。 
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(2)全交流動力電源喪失時 

 

a.操作概要 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

操作を現場にて行う。交流電源喪失時は遠隔手動弁操作設備の操作により

系統構成を行う。 

 

b.作業場所(設置場所未確定) 

原子炉建屋(非管理区域)   

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

に必要な要員数(4名)，所要時間(40分)のうち，系統構成に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:系統構成 35 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため

実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

現場運転員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリ

アは，二次格納施設外に設置している。また，格納容器ベン

ト操作後の汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，

個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :遠隔手動弁操作設備の操作については，操作に必要な工具は

なく通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制

御室に連絡する。  



1.7-121 

11.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

a.操作概要 

復水補給水系を用いた代替循環冷却の準備として，電動弁操作盤による系

統構成ならびに，復水補給水水源を復水貯蔵槽からサプレッション・チェン

バ・プール水へ切り替えることにより水源を確保する。 

復水移送ポンプ停止前の操作を系統構成(1)，停止後の操作を系統構成(2)と

する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地上 3階(非管理区域) 

廃棄物処理建屋 地下 3階(管理区域) 

 

c.必要要員数および操作時間 

復水補給水系を用いた代替循環冷却に必要な要員数(6 名)，所要時間(90

分)のうちサプレッション・チェンバ・プール水水源確保に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :4 名(現場運転員 4名) 

所要時間目安:系統構成(1) 管理区域 60 分(実績時間:54 分) 

            非管理区域 40 分(実績時間:設備設置工事中

のため実績時間なし) 

 

系統構成(2) 管理区域 15 分(実績時間:15 分) 

非管理区域 5 分(実績時間:設備設置工事中

のため実績時間なし) 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。非管理区

域における操作は放射性物質が放出されることから，放射線防

護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行

う。管理区域においても汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全

面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 
移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 
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アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

また操作はすべて二次格納施設外である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部

及び中央制御室に連絡する。 

 

     

 

 

  

復水貯蔵槽出口ライン隔離 復水移送ポンプミニフローライン隔離 
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12.格納容器内 pH 制御 

 

a.操作概要 

復水移送ポンプ吸込配管に薬液(水酸化ナトリウム)を注入し，格納容器ス

プレイ配管から原子炉格納容器内に注入することで，S/P 水の酸性化を防止

し原子炉格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減させる。 

 

b.作業場所 

廃棄物処理建屋 地下 3階，地上中 1階，地上 2階(管理区域) 

 

c.必要要員数および操作時間 

格納容器内 pH 制御に必要な要員数(4 名)，所要時間(格納容器スプレイ

（S/P）による薬液注入開始：30 分，格納容器スプレイ（D/W）による薬液注

入開始：65 分，格納容器下部注水による薬液注入開始：100 分)※のうち，系

統構成に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

※薬液注入箇所を選択し，実施した場合それぞれ 30 分。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:系統構成 25 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため

実績時間なし) 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。操作は汚

染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴ

ム手袋)を装備して作業を行う。 
移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の弁操作であり，容易に実施可能である。 

また操作はすべて二次格納施設外である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部

及び中央制御室に連絡する。 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 
 

 

 

  

判断基準記載内容 解釈
ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回ると判断した場合 フィルタ装置水位が1000mm(通常水位)を下回ると判断
した場合

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)

フィルタ装置水位が上限水位に到達，又は金属フィル
タ差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合

フィルタ装置水位が 2200㎜に到達，又は及び金属フィ
ルタ差圧が      に到達すると判断した場合

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

フィルタ装置水位が上限水位に到達すると判断した場
合

フィルタ装置水位が2200mmに到達すると判断した場合

ⅶ.ドレン移送ラインN₂
パージ手順

ドレンタンク水抜き完了後 (FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第
一止め弁[T61-F209]を「全閉」操作後

ⅷ.ドレンタンク水抜き ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合 ドレンタンクが 3000㎜に到達すると判断した場合

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱
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操作手順の解釈一覧(1/8) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順記載内容 解釈
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
FCVS制御盤 H11-P659
フィルタ装置の水位が通常水位範囲内 フィルタ装置の水位が1000～1500mm
格納容器補助盤 H11-P657
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素
濃度を規定濃度以下に抑制する見込みがないと判断し
た場合

静的触媒式水素再結合器の機能が発揮されていない状
態（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出
口の温度差が    以下）において，原子炉建屋オペ
レーティングフロアの天井付近に設置されている原子
炉建屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがない
と判断した場合
静的触媒式水素再結合器の機能が動作している状態
（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出口
の温度差が     以上）において，原子炉建屋オペレー
ティングフロアの天井付近に設置されている原子炉建
屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがないと判
断した場合

不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070

1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅰ格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

手順
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操作手順の解釈一覧(2/8)   

 

  

操作手順記載内容 解釈
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁 T61-F502A又はT61-F502B
FCVSフィルタベント装置遮へい壁内側ドレン弁 T61-F501
FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め
弁

T61-F212

FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁 T61-F102
FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
フィルタ装置水位 T61-LI-002及びT61-LI-003(名称未定)

通常水位範囲内 1000～1500mm
FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外
側止め弁

T61-F211

フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め
弁

T61-F209

フィルタベント現場制御盤 H21-P917及びH21-P918(名称未定)
FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
フィルタ装置水位 T61-LI-002及びT61-LI-003(名称未定)
通常水位に到達した事を確認 1000mmに到達した事を確認
原子炉建屋非管理区域内サンプリングラック H22-P912及びH22-P913-1(名称未定)
フィルタ装置水素濃度 T61-H2E-001及びT61-H2E-002(名称未定)
FCVS PCVベントラインフィルタベント側 N2パージ用元
弁

T61-F205

窒素ガスの注入を実施 可搬型窒素供給装置流量《約70Nm3/h》で，3時間以上
の注入を実施

FCVS制御盤 H11-P659(名称未定)
フィルタ装置水素濃度 名称未定，番号未定
フィルタ装置水素濃度にて許容濃度以下 フィルタ装置水素濃度にて2%以下
FCVS PCVベントラインフィルタベント側 N2パージ用元
弁

T61-F205

PCVベントライン圧力 名称未定，番号未定

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅱ.フィルタ装置ドレン
移送ポンプ水張り

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)

ⅴ.フィルタベント停止
後のN₂パージ手順



1.7-127 

操作手順の解釈一覧(3/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作手順記載内容 解釈
フィルタベント装置pH入口止め弁 T61-F715(弁名称未定)
フィルタベント装置pH出口止め弁 T61-F716(弁名称未定)
FCVS制御盤 H11-P659(名称未定)
スクラバ水pH 名称未定，番号未定
フィルタ装置水位 名称未定，番号未定
FCVSフィルタベント装置 給水ライン元弁 T61-F102
pH値が規定値
FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外
側止め弁

T61-F211

FCVSフィルタベント装置ドレンラインN2パージ用元弁 T61-F213
ドレン移送ライン圧力 T61-PI-012(名称未定)
フィルタベント現場制御盤 H21-P917及びH21-P918(名称未定)
ドレン移送ポンプ運転状態ランプ 名称未定，番号未定
FCVSフィルタベント装置遮へい壁内側ドレン弁 T61-F501
FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁 T61-F521
FCVSフィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第二
止め弁

T61-F210

FCVS フィルタベント装置 ドレンライン二次格納施設
外側止め弁

T61-F211

FCVS フィルタベント装置 ドレン移送ポンプ吐出側第
一止め弁

T61-F209

ポンプ吐出側流量 T61-FI-001A/B(名称未定，番号未定)
ポンプ吐出側流量を必要流量に調整 ポンプ吐出側流量を約10m3/hに調整
FCVS計器ラック H22-P910(名称未定)
ドレンタンク水位 名称未定，番号未定

ⅶ.ドレン移送ラインN₂
パージ手順

ⅷ.ドレンタンク水抜き

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整
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操作手順記載内容 解釈
制御盤 盤名称，番号未定
通常水位範囲内 1000～1500mm
D/W側第一隔離弁 弁名称，番号未定
D/W側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第一隔離弁 弁名称，番号未定
原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素
濃度を規定濃度以下に抑制する見込みがないと判断し
た場合

静的触媒式水素再結合器の機能が発揮されていない状
態（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出
口の温度差が     以下）において，原子炉建屋オペ
レーティングフロアの天井付近に設置されている原子
炉建屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがない
と判断した場合
静的触媒式水素再結合器の機能が動作している状態
（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出口
の温度差が     以上）において，原子炉建屋オペレー
ティングフロアの天井付近に設置されている原子炉建
屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがないと判
断した場合

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

フィルタ装置水位が上限水位に到達 フィルタ装置水位が2200mmに到達
金属フィルタ差圧が設計上限差圧に到達 金属フィルタ差圧が     に到達

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

pH値が規定値

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱

ⅰ.代替格納容器圧力逃
がし装置による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱

ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)
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操作手順記載内容 解釈
格納容器補助盤 H11-P657
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系復水貯蔵槽出口弁 P13-F001
高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口第一，第二元弁 E22-F028，F029
復水補給水系復水移送ポンプミニマムフロー逆止弁後
弁

P13-F008A，F008B，F008C

復水補給水系制御棒駆動系駆動水供給元弁 P13-F021
復水補給水系常／非常用連絡管第一，第二止め弁 P13-F019，F020
電動弁操作盤 H21-P092B
残留熱除去系熱交換器出口弁(A) E11-MO-F004A
サプレッションプール水浄化系復水貯蔵槽側吸込弁 G51-MO-F010
残留熱除去系最小流量バイパス弁(B) E11-MO-F021B
残留熱除去系熱交換器出口弁(B) E11-MO-F004B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
残留熱除去系注入弁(A) E11-MO-005A
残留熱除去系(A)注入ライン洗浄水止め弁 E11-MO-F032A
残留熱除去系(B)注入ライン洗浄水止め弁 E11-MO-F032B
高圧炉心注水系復水貯蔵槽出口元弁 E22-F030
残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め弁 E11-MO-F061
残留熱除去系高圧炉心注水系第二止め弁 E11-MO-F062
原子炉への注水が開始されたことを復水移送ポンプ吐
出圧力の上昇，残留熱除去系(A)注入配管流量の上昇及
び原子炉水位の上昇により確認

原子炉への注水が開始されたことを復水移送ポンプ吐
出圧力の上昇(       以上)，残留熱除去系(A)注入配

管流量の上昇(～90m3/h)及び原子炉水位の上昇により確
認

格納容器スプレイが開始されたことを復水移送ポンプ
吐出圧力の上昇，残留熱除去系(B)注入配管流量の上
昇，並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の下降に
より確認

格納容器スプレイが開始されたことを復水移送ポンプ
吐出圧力の上昇(       以上)，残留熱除去系(B)注入

配管流量の上昇(～140m3/h)，並びに原子炉格納容器内
の圧力及び温度の下降により確認

残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B

復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁 P13-MO-F095

復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁 P13-MO-F094

原子炉格納容器下部への注水されたことを復水移送ポ
ンプ吐出圧力の上昇，格納容器下部注水流量の上昇に
より確認

原子炉格納容器下部への注水されたことを復水移送ポ
ンプ吐出圧力の上昇(       以上)，格納容器下部注水

流量の上昇(～50m3/h)により確認
格納容器スプレイが開始されたことを復水移送ポンプ
吐出圧力の上昇，残留熱除去系(B)注入配管流量の上
昇，並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度の下降に
より確認

格納容器スプレイが開始されたことを復水移送ポンプ
吐出圧力の上昇(       以上)，残留熱除去系(B)注入

配管流量の上昇(～140m3/h)，並びに原子炉格納容器内
の圧力及び温度の下降により確認

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

c.代替循環冷却系による
原子炉格納容器内の減圧
及び除熱
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操作手順記載内容 解釈
残留熱除去系S/Pスプレイ注入隔離弁(B) E11-MO-F019B
復水移送ポンプ吸込配管注入弁 弁名称，番号未定
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系(B)注入配管の流量が必要流量になるよう
に

残留熱除去系(B)注入配管流量にて140m3/hになるよう
に

復水補給水系ポンプミニマムフロー戻り弁 P13-F009
薬液注入タンク出口弁 弁名称，番号未定
薬液タンクレベル タンク名称，レベル計名称・計器番号未定
必要量が注入されたことを薬液タンクレベルで確認後 （6号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで

確認後
（7号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで
確認後

残留熱除去系格納容器冷却ライン隔離弁(B) E11-MO-F018B
残留熱除去系格納容器冷却流量調節弁(B) E11-MO-F017B
残留熱除去系(B)注入配管の流量に異常がないことを確
認

残留熱除去系(B)注入配管流量が140m3/hであることを
確認

必要量が注入されたことを薬液タンクレベルで確認後 （6号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで
確認後
（7号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで
確認後

復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁 P13-MO-F095
復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁 P13-MO-F094
復水補給水の流量が必要流量になるように 復水補給水流量(原子炉格納容器)にて90m3/hになるよ

うに
必要量が注入されたことを薬液タンクレベルで確認後 （6号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで

確認後
（7号炉）     注入されたことを薬液タンクレベルで
確認後

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(1)交流動力電源が健全
である場合の対応手順

d.格納容器内pH制御
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操作手順記載内容 解釈
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
FCVS制御盤 H11-P659
通常水位範囲内 1000～1500mm
耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁バイパス弁 T31-F072
原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素
濃度を規定濃度以下に抑制する見込みがないと判断し
た場合

静的触媒式水素再結合器の機能が発揮されていない状
態（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出
口の温度差が     以下）において，原子炉建屋オペ
レーティングフロアの天井付近に設置されている原子
炉建屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがない
と判断した場合
静的触媒式水素再結合器の機能が動作している状態
（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出口
の温度差が     以上）において，原子炉建屋オペレー
ティングフロアの天井付近に設置されている原子炉建
屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがないと判
断した場合

不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
通常水位 1000mm
下限水位 500mm
上限水位 2200mm
金属フィルタ差圧が設計上限差圧

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

規定値

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(2)全交流動力電源喪失
時の対応手順

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の減圧及び除熱(現場
操作)

ⅰ.格納容器圧力逃がし
装置による
原子炉格納容器内の
減圧及び除熱
(現場操作)

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)
ⅳ.フィルタベント水位
調整(水抜き)
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操作手順記載内容 解釈
制御盤 盤名称，番号未定
通常水位範囲内 1000～1500mm
D/W側第一隔離弁 弁名称，番号未定
D/W側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第一隔離弁 弁名称，番号未定
原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素
濃度を規定濃度以下に抑制する見込みがないと判断し
た場合

静的触媒式水素再結合器の機能が発揮されていない状
態（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出
口の温度差が     以下）において，原子炉建屋オペ
レーティングフロアの天井付近に設置されている原子
炉建屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがない
と判断した場合
静的触媒式水素再結合器の機能が動作している状態
（静的触媒式水素再結合器動作監視装置の入口と出口
の温度差が     以上）において，原子炉建屋オペレー
ティングフロアの天井付近に設置されている原子炉建
屋水素濃度にて     以下に抑制する見込みがないと判
断した場合

フィルタ装置水位が通常水位を下回り下限水位に到達
する前

フィルタ装置水位が1000mmを下回り500mmに到達する前

フィルタ装置水位が上限水位に到達 フィルタ装置水位が2200mmに到達
金属フィルタ差圧が設計上限差圧に到達 金属フィルタ差圧が     に到達

ⅵ.フィルタ装置スクラ
バ水pH調整

pH値が規定値

手順
1.7.2.1　原子炉格納容
器の過圧破損防止のため
の対応手順
(2)全交流動力電源喪失
時の対応手順

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の減圧及び除熱
(現場操作)

ⅰ.代替格納容器圧力逃
がし装置による
原子炉格納容器内の
減圧及び除熱
(現場操作)

ⅲ.フィルタベント水位
調整(水張り)
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 
 

＜ 目 次 ＞ 
 
1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手段及び設

備 

(a)格納容器下部注水 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手段及

び設備 

(a)原子炉圧力容器への注水 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

c.手順等 

1.8.2 重大事故等発生時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1)格納容器下部注水 

a.格納容器下部注水系（常設）によるデブリ冷却 

b.格納容器下部注水系（可搬型）によるデブリ冷却 

c.消火系によるデブリ冷却 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手

順 

(1)原子炉圧力容器への注水 

a.低圧代替注水系(常設)による原子炉圧力容器への注水 

b.低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水 

c.消火系による原子炉圧力容器への注水 

d.高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

e.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

f.制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水 

g.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

1.8.2.4 重大事故等発生時の対応手段の選択 

 



1.8-2 

添付資料 1.8.1  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.8.2  対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.8.3  重大事故対策の成立性 

1.格納容器下部注水系（常設）によるデブリ冷却 

2.格納容器下部注水系（可搬型）によるデブリ冷却 

3.格納容器下部注水系（常設若しくは可搬型）又は消火系に

よる格納容器下部注水（電源確保） 

4.格納容器下部注水と低圧代替注水の組み合わせについて 

添付資料 1.8.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備さ

れる方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための手順等をいう。 

なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コンク

リート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器

バウンダリに接触することを防止するために行われるものである。 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水設備

により、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため，原子炉

圧力容器へ注水する手順等を整備すること。 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コンクリート相互作用

（以下，「MCCI」という。）を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容

器バウンダリへの接触を防止することにより原子炉格納容器の破損を防止する

ため，溶融し原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却する対処設備を整備

している。 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため，原子

炉圧力容器へ注水する対処設備を整備している。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.8.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，MCCI による原子炉格納容器

の破損を防止するため，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する

必要がある。 

また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため，

原子炉圧力容器へ注水する必要がある。 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却及び溶融炉心の原子炉格

納容器下部への落下を遅延又は防止するための対応手段と重大事故等対処

設備を選定する。 

なお，対応手段の選定は電源の有無に依存しないことから，交流動力電源

を確保するための対応手段を含めることとする。 

重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※1を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十一条及び技術基準規

則第六十六条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

全交流動力電源が喪失した場合に使用可能な対応手段と設備を選定する。
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ただし，全交流動力電源が喪失した場合は代替交流電源設備により給電する。 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を表 1.8.1 に整理する。 

 

a.原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手段及び設

備 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器の破損に至る可能性がある場

合，予め原子炉格納容器下部に注水しておくことで，原子炉圧力容器が

破損に至った場合に原子炉格納容器下部に落下する溶融炉心の冷却性を

向上させ，MCCI抑制及び溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリの接触防

止を図る。 

また，原子炉圧力容器破損後は原子炉格納容器下部に注水を継続する

ことで，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冠水冷却し，MCCI抑

制及び溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリの接触防止を図る。 

 

(a)格納容器下部注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器下部に

落下した溶融炉心を冷却するため，原子炉格納容器下部へ注水する手

段がある。 

 

ⅰ.格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

格納容器下部注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水で

使用する設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 
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格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

で使用する設備は以下のとおり。なお，格納容器下部注水系（可搬

型）による原子炉格納容器下部への注水は，淡水貯水池から防火水槽

へ補給した淡水を使用する手段だけでなく，防火水槽へ補給した海水

又は直接取水した海水を使用する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

・ホース 

・MUWC接続口 

・復水補給水系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅲ.消火系による原子炉格納容器下部への注水 

消火系による原子炉格納容器下部への注水で使用する設備は以下の

とおり。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・格納容器下部注水系配管・弁 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器下部注水で使用する設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯

蔵槽，復水補給水系配管・弁，格納容器下部注水系配管・弁，高圧炉

心注水系配管・弁，原子炉格納容器，常設代替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備，燃料補給設備，可搬型代替注水ポンプ（A-2級），

ホース及びMUWC接続口は重大事故等対処設備として位置づける。防火

水槽は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解
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釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

以上の重大事故等対処設備により原子炉格納容器下部に落下した溶

融炉心を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示

す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2 級）と同等の機能（流量）を有することから，重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生して

いない場合において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷

却する手段として有効である。 

 

b.溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手段及

び設備 

(a)原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止するため，原子炉圧力容器へ注水す

る手段がある。 

 

ⅰ.低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 
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ⅱ.低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備は以下のとおり。なお，低圧代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水は，淡水貯水池から防火水槽へ補給した淡水を使

用する手段だけでなく，防火水槽へ補給した海水又は直接取水した海

水を使用する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2級） 

・防火水槽 

・ホース 

・MUWC接続口 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅲ.消火系による原子炉圧力容器への注水 

消火系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ 

・ろ過水タンク 

・消火系配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅳ.高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以

下のとおり。 
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・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 

・主蒸気系配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 

・高圧代替注水系（注水系）配管・弁 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁 

・残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 

・給水系配管・弁・スパージャ 

・原子圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

 

ⅴ.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入で使用する

設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

ⅵ.制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水 

制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以

下のとおり。 

・制御棒駆動水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・制御棒駆動水系配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 
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ⅶ.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以

下のとおり。 

・高圧炉心注水系ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・復水補給水系配管・弁 

・高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・燃料補給設備 

 

(b)重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水で使用する

設備のうち，復水移送ポンプ，復水貯蔵槽，復水補給水系配管・弁，

残留熱除去系配管・弁・スパージャ，給水系配管・弁・スパージャ，

高圧炉心注水系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備とし

て位置づける。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水で使用す

る設備のうち，可搬型代替注水ポンプ（A-2級），ホース，MUWC接続

口，復水補給水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁・スパージャ，給

水系配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設

備，可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備

として位置づける。防火水槽は「1.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置づける。 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水で使用する設備のう

ち，高圧代替注水系ポンプ，復水貯蔵槽，高圧代替注水系（蒸気系）

配管・弁，主蒸気系配管・弁，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

弁，高圧代替注水系（注水系）配管・弁，復水補給水系配管・弁，高

圧炉心注水系配管・弁，残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ），給水系

配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器及び常設代替直流電源設備は

重大事故等対処設備として位置づける。 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入で使用する

設備のうち，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯蔵タンク，ほ

う酸水注入系配管・弁，高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ，原子
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炉圧力容器，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃

料補給設備は重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料 1.8.1） 

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の原子炉格納容器下部へ

の落下を遅延又は防止し，原子炉圧力容器内に残存した溶融炉心を冷

却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・ディーゼル駆動消火ポンプ，ろ過水タンク，消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，復水移送ポンプ及び可搬型代替注

水ポンプ（A-2級）と同等の機能（流量）を有することから，重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生して

いない場合において，原子炉圧力容器への注水手段として有効であ

る。 

・制御棒駆動水ポンプ 

制御棒駆動水系は，原子炉内高圧時における注水機能が喪失した

場合には，原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できないが，

原子炉圧力容器下部に落下した溶融炉心を冷却することにより，原

子炉圧力容器の破損の進展を抑制する手段として有効である。  

・高圧炉心注水系ポンプ 

モータの冷却水がない状態での運転となるため運転時間に制限が

あり，十分な期間の運転継続はできないが，原子炉圧力容器内が高

圧の状態における注水手段として有効である。 

 

c.手順等 

上記「a.原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手

段及び設備」及び「b.溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止

のための対応手順及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備す

る。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（シビアアクシデント）（以下，「SOP」という。）及び多様なハ

ザード対応手順に定める（表 1.8.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表 1.8.2，表 1.8.3）。   （添付資料 1.8.2） 
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1.8.2 重大事故等発生時の手順 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1)格納容器下部注水 

a.格納容器下部注水系(常設)によるデブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の損傷を防

止するため復水補給水系により原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，予め原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器の下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その

際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当の流量

とする。 

     

(a)手順着手の判断基準 

原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

・損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，復水移送ポンプが使用可能な

場合※2。 

 

原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準 

・原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，復水移送ポンプが

使用可能な場合※2。 

 

※1:｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力容器下鏡部温度が

300℃に達した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び水源(復水貯蔵槽)が確保されている

場合。 

※3:｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉水位の低下，制御棒位

置の指示値喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度の指示値喪失

数増加により確認する。 

※4:｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣は，原子炉圧力

の低下，格納容器内圧力の上昇，ドライウェル雰囲気温度の上昇

により確認する。 
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(b)操作手順 

格納容器下部注水系(常設)によるデブリ冷却手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを図 1.8.1 及び図 1.8.2 に，概要図を図 1.8.5

に，タイムチャートを図 1.8.6 に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器下

部注水系(常設)による格納容器下部注水の準備開始を指示する。 

②現場運転員C及びDは，格納容器下部注水系(常設)による格納容器

下部注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水系(常設)による格

納容器下部注水に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視

計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量

確認を依頼し，格納容器下部注水系(常設)が使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として

復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプの起動操作を実施し，

復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上であることを確認する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水系(常設)による格納

容器下部注水の系統構成として，復水補給水系下部ドライウェル注

水ライン隔離弁の全開操作を実施し，当直副長に格納容器下部注水

系(常設)による格納容器下部注水の準備完了を報告する。 

⑧当直副長は，運転員に格納容器下部注水系(常設)による格納容器

下部注水開始を指示する。 

⑨a原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系下部ドライウェル注水

流量調節弁の全開操作を実施し，復水補給水流量(原子炉格納容

器)の上昇(90m³/h程度)により注水されたことを確認し，当直副長

に報告する。 

 なお，格納容器下部水位にて+2m(総注水量180m3)到達後，格納容器

下部注水を停止する。 

⑨b原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合 

中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系下部ドライウェル注水

流量調節弁を開とし，崩壊熱除去に必要な注水流量(35～70m3/h)に

調整し，注水を継続する。 

⑩現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源確保として復水移送ポン
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プ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次

止め弁の開操作)を実施する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復水

貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名及び現場運転

員 4名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器下部

初期注水の開始を確認するまで 35 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。      (添付資料 1.8.3-1，1.8.3-3) 

 

b.格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，復水移送ポンプによる注水

機能が喪失した場合，原子炉格納容器の損傷を防止するため可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)により原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，予め原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器の下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その

際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当の流量

とする。 

なお，本手順はプラント状況により復水補給水系外部接続口及び消火

系連結送水口を任意に選択できる構成としている。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

・損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器下部注水系(常設)，

消火系による原子炉格納容器下部への注水ができず，可搬型代替注

水ポンプ(A-2 級)が使用可能な場合※2。 

 

原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準 

・原子炉圧力容器の破損の徴候※3 及び破損によるパラメータの変化※4

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器下部注水
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系(常設)，消火系による原子炉格納容器下部への注水ができず，可

搬型代替注水ポンプ(A-2 級)が使用可能な場合※2。 

 

※1:｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力容器下鏡部温度が

300℃に達した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源(防火水槽)が確保されている場

合。 

※3:｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉水位の低下，制御棒位

置の指示値喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度の指示値喪失

数増加により確認する。 

※4:｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣は，原子炉圧力

の低下，格納容器内圧力の上昇，ドライウェル雰囲気温度の上昇

により確認する。 

 

(b)操作手順 

格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを図 1.8.1 及び図 1.8.2 に，概要図を図 1.8.7

に，タイムチャートを図 1.8.8 に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器下部

注水系(可搬型)による格納容器下部注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容

器下部注水系(可搬型)による格納容器下部注水準備のため，可搬型

代替注水ポンプ(A-2 級)の配備及びホース接続を依頼する。 

③現場運転員E及びFは，格納容器下部注水系(可搬型)による格納容

器下部注水に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水系(可搬型)による

格納容器下部注水に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監

視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として

復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥現場運転員C及びDは低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水の

系統構成として，復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁1

又は復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁1のどちらかを

選択し全開操作を実施する。(当該弁はユニハンドラー弁のためリ

ンク機構を取り外し，弁操作を行う) 

⑦中央制御室運転員A及びBは，格納容器下部注水系(可搬型)による
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格納容器下部注水の系統構成として，復水補給水系下部ドライウ

ェル注水流量調節弁，復水補給水系下部ドライウェル注水ライン

隔離弁の全開操作を実施し，当直副長に格納容器下部注水系(可搬

型)による格納容器下部注水の準備完了を報告する。 

⑧緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)の配備及び運転

員の選択した送水ラインへのホース接続を行い，格納容器下部注水

系(可搬型)による送水準備完了について緊急時対策本部を経由し，

当直長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員の選択した送水ラ

インからの格納容器下部注水系(可搬型)による送水開始を緊急時

対策本部へ依頼する。 

⑩当直副長は，央制御室運転員に格納容器下部注水系(可搬型)による

格納容器下部注水の確認を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動後，運転員の

選択した送水ラインから送水するため，復水補給水系建屋外北側外

部送水ライン止め弁又は復水補給水系建屋外南側外部送水ライン

止め弁のどちらかを全開に実施し，送水開始について緊急時対策本

部を経由し，当直長へ報告する。 

⑫中央制御室運転員 A及び Bは，格納容器下部への注水が開始された

ことを復水補給水流量(原子炉格納容器)の上昇により確認し，当直

副長に報告する。 

⑬a原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

当直長は，当直副長の依頼に基づき，格納容器下部水位にて+2m(総

注水量 180m3)到達後，格納容器下部注水の停止を緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑬b原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合 

当直長は，当直副長の依頼に基づき，崩壊熱除去に必要な注水流量

(35～70m3/h)を可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)にて継続注水するこ

とを緊急時対策本部へ依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員4

名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから格納容器下部初期注水の開始を確認するまで約95分で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明
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及び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプからのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料1.8.3-2，1.8.3-3) 

 

c.消火系によるデブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の損傷を

防止するため，ろ過水タンクを水源としたディーゼル駆動消火ポンプに

より原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，予め原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器の下部に落下した溶

融炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。

その際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレ

ション・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当

の流量とする。 

 

(a)手順着手の判断基準 

原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準 

・損傷炉心の冷却が未達成の場合※1で，格納容器下部注水系(常設)に

よる原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系が使用可能な場

合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必

要な火災が発生していない場合。 

 

原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作の判断基準 

・原子炉圧力容器の破損の徴候※3及び破損によるパラメータの変化※4 

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，格納容器下部注水

系(常設)による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系が使

用可能な場合※2。ただし，重大事故等へ対処するために消火系によ

る消火が必要な火災が発生していない場合。 

 

※1:｢損傷炉心の冷却が未達成｣は，原子炉圧力容器下鏡部温度が

300℃に達した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保されてい
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る場合。 

※3:｢原子炉圧力容器の破損の徴候｣は，原子炉水位の低下，制御棒位

置の指示値喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度の指示値喪失

数増加により確認する。 

※4:｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化｣は，原子炉圧力

の低下，格納容器内圧力の上昇，ドライウェル雰囲気温度の上昇

により確認する。 

 

(b)操作手順 

ディーゼル駆動消火ポンプによる格納容器下部注水手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを図1.8.1及び図1.8.2に，概要図を図

1.8.9に，タイムチャートを図1.8.10に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系によ

る格納容器下部注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に消火系

による格納容器下部注水準備のため，ディーゼル駆動消火ポンプの

起動を依頼する。 

③現場運転員C及びDは，消火系による格納容器下部注水に必要な電

動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，消火系による格納容器下部注水に必

要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，消火系による原子炉注水の系統構成と

して，復水補給水系消火系第一，第二連絡弁の全開操作及び復水補

給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁の全開操作を実施し，当

直副長に消火系による格納容器下部注水の準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了につい

て緊急時対策本部を経由し，当直長へ報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による格納容器下

部注水開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑨当直副長は中央制御室運転員に消火系による格納容器下部注水開

始を指示する。 

⑩a原子炉格納容器下部への初期水張りの場合 

中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系下部ドライウェル注水
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流量調節弁の全開操作を実施し，復水補給水流量(原子炉格納容

器)の上昇(90m³/h程度)により注水されたことを確認し，当直副長

に報告する。 

なお，格納容器下部水位にて+2m(総注水量180m3)到達後，格納容器

下部注水を停止する。 

⑩b原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合 

中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系下部ドライウェル注水

流量調節弁を開とし，崩壊熱除去に必要な注水流量(35～70m3/h)に

調整し，注水を継続する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による格納容器

注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2

名及び緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから格納容器下部初期注水の開始を確認するまで約30分で可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。          (添付資料 1.8.3-3) 

 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手

順 

(1)原子炉圧力容器への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心の原子炉格納容器下部への

落下を遅延又は防止するため原子炉圧力容器へ注水する。また，十分な炉

心の冷却ができず原子炉圧力容器下部へ溶融炉心が移動した場合でも原子

炉圧力容器への注水により原子炉圧力容器の破損防止又は遅延を図る。 

 

a.低圧代替注水系(常設)による原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失時, 給水系，復水系及び非常用炉心冷却系により

原子炉圧力容器への注水ができない場合には，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備により低圧代替注水系(常設）の電源を確保

し，原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 
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(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，給水系，復水系及び非常用炉心冷却系

による原子炉圧力容器への注水ができない場合において，低圧代替注

水系(常設)が使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備により注水に必要な電源が確保され，かつ水源(復水貯蔵

槽)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

低圧代替注水系(常設)による原子炉注水手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを図1.8.3及び図1.8.4に，概要図を図1.8.11

に，タイムチャートを図1.8.12及び図1.8.13に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に低

圧代替注水系(常設)による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員A及びBは，低圧代替注水系(常設)による原子炉注

水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容量

確認を依頼し，低圧代替注水系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水移送ポンプ(2台)の起動操作を実

施し，復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上であることを確認す

る。 

⑥a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)の全開操

作を実施する。 

⑥b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(Aの全開操作

を実施する。 

⑦当直副長は，原子炉圧力が復水移送ポンプ吐出圧力以下であること

を確認後，運転員に低圧代替注水系(常設)による原子炉注水の開始

を指示する。 

⑧a残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 
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中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁

(B)の全開操作を実施する。 

⑧b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁

(A)の全開操作を実施する。 

⑨a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑨b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑩現場運転員C及びDは，復水移送ポンプ水源確保として復水移送ポン

プ吸込ラインの切替操作(復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次

止め弁の開操作)を実施する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に復 

水貯蔵槽の補給を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実

施し，作業開始を判断してから低圧代替注水系(常設)による原子炉圧

力容器への注水開始まで，残留熱除去系(B)及び(A)の注入配管いずれ

も約12分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 

b.低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失時, 復水移送ポンプの故障等により，原子炉圧力

容器への注水ができない場合には，可搬型代替注水ポンプ（A-2級）を用

いた低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 
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(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，低圧代替注水系(常設)，消火系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合において，低圧代替注水系(可

搬型）が使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備により注水に必要な電源が確保され，かつ燃料及び水源(防

火水槽)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを図1.8.3及び図1.8.4に，概要図を図1.8.14

に，タイムチャートを図1.8.15及び図1.8.16に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に低圧代替注水

系(可搬型)による原子炉注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に低圧代

替注水系(可搬型)による原子炉注水の準備のため，可搬型代替注水

ポンプ(A-2級)の配備及びホース接続を依頼する。 

③中央制御室運転員A及びBは，低圧代替注水系(可搬型)による原子炉

注水に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑤現場運転員C及びDは，復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め

弁１又は復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁１のどち

らかを選択し全開操作を実施する。(当該弁はユニハンドラー弁の

ためリンク機構を取り外し，弁操作を行う。) 

⑥a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(Bの全開操作

及び原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であること

を確認後，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B)の全開操作を

実施する。 

⑥b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(A)の全開操

作及び原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であるこ
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とを確認後，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A)の全開操作

を実施する。 

⑦緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の配備及びホー

ス接続を行い，低圧代替注水系(可搬型)による送水準備完了につい

て緊急時対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報

告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，運転員の選択した送水ラ

インからの低圧代替注水系(可搬型)による送水開始を緊急時対策

本部へ依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に低圧代替注水系(可搬型)による原

子炉注水の確認を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動後，運転員の

選択した送水ラインから送水するため，復水補給水系建屋外北側外

部送水ライン止め弁又は復水補給水系建屋外南側外部送水ライン

止め弁のどちらかを全開に実施し，送水開始について緊急時対策本

部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報告する。 

⑪a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑪b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧代替注水系(可搬型)

による原子炉注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は， 1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2

名及び緊急時対策要員3名にて作業を実施し，作業開始を判断してから

低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水開始まで，残留

熱除去系 (B)及び(A)の注入配管いずれも約95分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホー
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スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保してい

ることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

c.消火系による原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失時, 復水移送ポンプの故障等により，原子炉圧力

容器への注水ができない場合には，消火系を用いた手段により原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，低圧代替注水系(常設)による原子炉圧

力容器への注水ができない場合において，消火系が使用可能な場合※1。

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災

が発生していない場合。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備により注水に必要な電源が確保され，かつ燃料及び水源(ろ

過水タンク)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

消火系による原子炉注水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フ

ローを図1.8.3及び図1.8.4に，概要図を図1.8.17に，タイムチャート

を図1.8.18及び図1.8.19に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系による

原子炉注水の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に消火系

による原子炉注水準備のため，ディーゼル駆動消火ポンプの起動を

依頼する。 

③a受電操作 残留熱除去系(B)，(A)注入配管使用の場合 

現場運転員C及びDは，消火系による原子炉注水に必要な電動弁の電

源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，消火系による原子炉注水に必要な電動

弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されている
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ことを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，復水補給水系バイパス流防止として復

水補給水系タービン建屋負荷遮断弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，消火系による原子炉注水の系統構成と

して，復水補給水系消火系第一，第二連絡弁の全開操作を実施する。 

⑦a中央制御室系統構成 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(B)の全開操

作を実施する。 

⑦b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入隔離弁(A)の全開操

作を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ディーゼル駆動消火ポンプの起動完了を緊急時

対策本部へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長へ報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による原子炉注水

開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑩当直副長は，原子炉圧力がディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力以下

であることを確認後，中央制御室運転員に消火系による原子炉注水

の開始を指示する。 

⑪a残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁

(B)の全開操作を実施する。 

⑪b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁

(A)の全開操作を実施する。 

⑫a注水確認 残留熱除去系(B)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し，当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低

(レベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑫b残留熱除去系(A)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉への注水が開始されたことを残

留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇及び原子炉水位の上昇により

確認し当直副長に報告するとともに原子炉水位を原子炉水位低(レ

ベル3)から原子炉水位高(レベル8)の間で維持する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，消火系による原子炉 

注水が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 
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(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名，現場運転員2名

及び緊急時対策要員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから消

火系による原子炉圧力容器への注水開始まで，残留熱除去系(B)及び(A)

の注入配管いずれも約30分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 

d.高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失時，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合に

おいて，高圧注水系(高圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系)により原

子炉圧力容器への注水ができない場合には，常設代替直流電源設備によ

り高圧代替注水系の電源を確保し，原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，原子炉圧力容器への高圧注水機能が喪

失した場合において，高圧代替注水系が使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，原子炉圧力が規定圧力以上ある場合におい

て，常設代替直流電源設備により注水に必要な電源が確保され，

かつ水源(復水貯蔵槽)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水については，「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等」1.2.2.1(1)a.の操作手順と同様である。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて操作を実

施した場合，作業開始を判断してから高圧代替注水系起動まで15分以

内で可能である。 
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e.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

損傷炉心への注水を行う場合，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入

を並行して実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，炉心が損傷した場合において，ほう酸

水注入系が使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備により注水に必要な電源が確保され，かつ水源(ほう酸水注

入系貯蔵タンク)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水注入手順の概要は以下のとおり。手

順の対応フローを図1.8.3及び図1.8.4に，概要図を図1.8.20に，タイ

ムチャートを図1.8.21に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水注

入系によるほう酸水注入準備開始を指示する。 

②現場運転員C及びDは，ほう酸水注入系によるほう酸水注入に必要

なポンプ及び電動弁の電源の受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系によるほう酸水注入

に必要なポンプ，電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機又は第二ガスタービン発電機の負荷容量確認

を依頼し，ほう酸水注入系ポンプが使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系ポンプA起動操作(ほ

う酸水注入系起動用キー・スイッチを「ポンプA」位置にすること

で，ほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が

「全開」となり，ほう酸水注入系ポンプが起動する。(B系も同

様))を実施し，原子炉が未臨界であることを継続して監視する。 

⑥当直副長は，ほう酸水注入系ポンプ運転時間よりほう酸水タンク

液位を推定し，ほう酸水タンク全量注入完了を確認し，中央制御

室運転員にほう酸水注入系ポンプ停止を指示する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，ほう酸水注入系ポンプを停止し，当

直副長に報告する。 
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(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからほう酸水注入

系ポンプの起動まで25分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

 

f.制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失時, 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の故

障により，原子炉圧力容器への注水ができない場合には，常設代替交流

電源設備により制御棒駆動水ポンプの電源を確保し，原子炉圧力容器の

下部への注水を実施することで，原子炉圧力容器の下部に落下した溶融

炉心を冷却し，原子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，原子炉圧力容器への高圧注水機能が喪

失した場合において，制御棒駆動水系が使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備により注水に必要な電

源が確保され，かつ補機冷却水及び水源(復水貯蔵槽)が確保され

ている場合。 

 

(b)操作手順 

制御棒駆動水系による原子炉圧力容器への注水については，「1.2 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順

等」1.2.2.3(1)b.の操作手順と同様である。 

 

(c)操作の成立性 

上記の現場操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから制御棒駆動水ポンプの起動

まで20分で可能である。 

 

g.高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水 
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全交流動力電源喪失時, 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の故

障により，原子炉への注水ができない場合には，常設代替交流電源設備

により高圧炉心注水系の電源を確保し，原子炉圧力容器への注水を実施

する。ただし，補機冷却水を確保できないことから短時間の運転（30分

間）に限定される。 

なお，注水を行う際は，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を並行して行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，原子炉圧力容器への高圧注水機能が喪

失した場合において，高圧炉心注水系ポンプが使用可能な場合※1。 

 

※1:設備に異常がなく，常設代替交流電源設備により注水に必要な電

源が確保され，かつ水源(復水貯蔵槽)が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

高圧炉心注水系による原子炉圧力容器への緊急注水については，「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等」1.2.2.3(1)c.の操作手順と同様である。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧炉心注水系ポンプによる原子炉

注水開始まで25分で可能である。 

 

1.8.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

復水貯蔵槽，防火水槽及びろ過水タンクへの水の補給手順並びに可搬型代

替注水ポンプ(A-2級)による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束

に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

復水移送ポンプ，電動弁及び中操監視計器類への電源供給手順並びに第一

ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機，電源車，ディーゼル駆動消

火ポンプ及び可搬型代替注水ポンプ(A-2級)への燃料補給手順については，

「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

1.8.2.4 重大事故等発生時の対応手段の選択 

(1)原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手段の選択 
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重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応

手段の選択フローチャートを図1.8.22に示す。 

外部電源，代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合，復水貯

蔵槽が使用可能であれば格納容器下部注水系(常設)による原子炉格納容器

下部への注水を実施する。復水貯蔵槽が使用できない場合，格納容器下部

注水系(可搬型)又は消火系による原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

交流電源が確保できない場合，電動弁の手動操作により系統構成を実施

し，格納容器下部注水系(可搬型)又は消火系による原子炉格納容器下部へ

の注水を実施する。 

なお，消火系による原子炉格納容器下部への注水は，発電所構内(大湊

側)で重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていないこと及びろ過水タンクの使用可能が確認できた場合に実施する。 

 

(2)溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手段の選

択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを図 1.8.22 に示す。 

代替交流電源設備等により交流動力電源が確保でき, 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時の場合, 高圧代替注水系,高圧炉心注水系及びほう酸水注

入系を起動し，原子炉を冷却する。原子炉の減圧が可能で復水貯蔵槽水源が

使用可能であれば低圧代替注水系(常設)及びほう酸水注入系により原子炉

を冷却する。復水貯蔵槽水源が使用できない場合，消火系及びほう酸水注入

系又は低圧代替注水系(可搬型)及びほう酸水注入系により原子炉を冷却す

る。 

なお，消火系による原子炉の冷却は，発電所構内(大湊側)で重大事故等へ

対処するために消火系による消火が必要な火災が発生していないことが確

認できた場合に実施する。 

低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は，中操からの操作が可能で

あって，注水流量が多いものを優先して使用する。 

原子炉の状態が高圧及び低圧の場合,制御棒駆動水系及びほう酸水注入系

による注水により原子炉を冷却する。 
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表 1.8.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(1/3) 

分類 
機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

対応 
手段 

対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却 

－ 

格
納
容
器
下
部
注
水
系(

常
設)

に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

復水移送ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 
復水補給水系配管・弁 

格納容器下部注水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁 
原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア
クシデント) 
「注水-3a」，「注水-3b」等 

「MUWC(下部 D/W 注水)(必要注水
量到達後注入停止)」 
「MUWC(下部 D/W 注水)(注水継

続)」 
 

格
納
容
器
下
部
注
水
系(

可
搬
型)

に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
ホース 
MUWC 接続口 

復水補給水系配管・弁 
格納容器下部注水系配管・弁 
原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア
クシデント) 
「注水-3a」，「注水-3b」等 

「消防車(下部 D/W 注水)(必要注
水量到達後注入停止)」 
「消防車(下部 D/W 注水)(注水継

続)」 
 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水) 
」※1 防火水槽 ※1，※4 

自
主
対
策
設
備 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

格納容器下部注水系配管・弁 
原子炉格納容器 
常設代替交流電源設備 ※2 

可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア

クシデント) 
「注水-3a」，「注水-3b」等 
「FP(下部 D/W 注水)(必要注水量

到達後注入停止)」 
「FP(下部 D/W 注水)(注水継
続)」 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

※4:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(2/3) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
落
下
遅
延
・
防
止 

－ 

低
圧
代
替
注
水
系(

常
設)

に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

復水移送ポンプ 

復水貯蔵槽 ※1 
復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スパージャ 

給水系配管・弁・スパージャ 
高圧炉心注水系配管・弁 
原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア

クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 
「MUWC(RPV 破損が無い場合の

RPV 代替注水)」 
「MUWC(RPV 破損後の RPV 代替注
水)」 

低
圧
代
替
注
水
系(

可
搬
型)
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) 
ホース 
MUWC 接続口 

復水補給水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁・スパージャ 
給水系配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア
クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 

「消防車(RPV 破損が無い場合の
RPV 代替注水)」 
「消防車(RPV 破損後の RPV 代替

注水)」 
 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海水) 
」 
 防火水槽 ※1，※4 

自
主
対
策
設
備 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

ディーゼル駆動消火ポンプ 

ろ過水タンク ※1 
消火系配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

残留熱除去系配管・弁・スパージャ 
給水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア

クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 
「FP(RPV 破損が無い場合の RPV

代替注水)」 
「FP(RPV 破損後の RPV 代替注
水)」 

高
圧
代
替
注
水
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

高圧代替注水系ポンプ 

復水貯蔵槽 
高圧代替注水系（蒸気系）配管・弁 
主蒸気系配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁 
高圧代替注水系（注水系）配管・弁 
復水補給水系配管・弁 

高圧炉心注水系配管・弁 
残留熱除去系配管・弁（7号炉のみ） 
給水系配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 
常設代替直流電源設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア

クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 ※3 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(3/3) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
落
下
遅
延
・
防
止 

－ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水注入系ポンプ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 
ほう酸水注入系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 
常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア

クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 
「SLC ポンプによるほう酸水注

入」 

制
御
棒
駆
動
水
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

制御棒駆動水系ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 
制御棒駆動水系配管・弁 

原子炉圧力容器 
原子炉補機冷却系 
常設代替交流電源設備 ※2 

燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア
クシデント) 
「注水-1」，「注水-2」等 

「CRD による原子炉注水」 ※3 

高
圧
炉
心
注
水
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

高圧炉心注水系ポンプ 
復水貯蔵槽 ※1 

復水補給水系配管・弁 
高圧炉心注水系配管・弁・スパージャ 
原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備 ※2 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビアア
クシデント) 

「注水-1」，「注水-2」等 
「HPCF 緊急注水」 ※3 

※1:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
※4:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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表 1.8.2 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(1/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1)格納容器下部注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-3a」，「注水-3b」 
「MUWC(下部 D/W 注水)(必要注水量到
達後注入停止)」 

「MUWC(下部 D/W 注水)(注水継続)」 
 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 

原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉格納容器内の

圧力 

格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

制御棒の位置 制御棒操作監視系 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

水位 
格納容器下部水位 

原子炉格納容器への
注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 
・格納容器下部注水流量 

補機監視機能 

復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 

復水移送ポンプ(A)吐出圧力 
復水移送ポンプ(B)吐出圧力 
復水移送ポンプ(C)吐出圧力 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(2/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1)格納容器下部注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-3a」，「注水-3b」 
「消防車(下部 D/W 注水)(必要注水量
到達後注入停止)」 

「消防車(下部 D/W 注水)(注水継
続)」 
 

多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水)」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 

原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

制御棒の位置 制御棒操作監視系 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

防火水槽 

操
作 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水位 

格納容器下部水位 

原子炉格納容器への

注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 

・格納容器下部注水流量 

水源の確認 防火水槽 
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監視計器一覧(3/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1)格納容器下部注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-3a」，「注水-3b」 
「FP(下部 D/W 注水)(必要注水量到達
後注入停止)」 

「FP(下部 D/W 注水)(注水継続)」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 

原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉圧力容器内の

水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の

圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の

水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

制御棒の位置 制御棒操作監視系 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水位 

格納容器下部水位 

原子炉格納容器への

注水量 

復水補給水系流量(原子炉格納容器) 

・格納容器下部注水流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
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監視計器一覧(4/7) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 
(1)原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-1」，「注水-2」 
「MUWC(RPV 破損が無い場合の RPV 代
替注水)」 

「MUWC(RPV 破損後の RPV 代替注
水)」 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水

量 
復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 
復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力 
復水移送ポンプ吐出圧力(A) 
復水移送ポンプ吐出圧力(B) 

復水移送ポンプ吐出圧力(C) 

水源の確認 復水貯蔵槽水位 

復水貯蔵槽水位(SA) 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

「注水-1」，「注水-2」 
「消防車(RPV 破損が無い場合の RPV
代替注水)」 

「消防車(RPV 破損後の RPV 代替注
水)」 
 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/海水)」 
 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
防火水槽 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 

・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 可搬型代替注水ポンプ吐出圧力 

水源の確認 防火水槽 
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監視計器一覧(5/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 
(1)原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作手順書(シビアアク
シデント) 
「注水-1」，「注水-2」 

「FP(RPV 破損が無い場合の RPV 代替
注水)」 
「FP(RPV 破損後の RPV 代替注水)」 

 
判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水

量 
復水補給水系流量(原子炉圧力容器) 
・残留熱除去系(A)注入配管流量 
・残留熱除去系(B)注入配管流量 

補機監視機能 ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力 

水源の確認 ろ過水タンク水位 
事故時運転操作手順書(シビアアク

シデント) 
「注水-1」，「注水-2」 
「中央制御室からの高圧代替注水系

起動」 判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

電源 
AM 用直流 125V 充電器電圧 

AM 用直流 125V 蓄電池電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 

原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
量 

高圧代替注水系系統流量 

補機監視機能 

高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 
高圧代替注水系タービン入口圧力 

高圧代替注水系タービン排気圧力 
高圧代替注水系ポンプ吸込圧力 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位  
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(6/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 
(1)原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作手順書(シビアアク
シデント) 
「注水-1」，「注水-2」 

「SLC ポンプによるほう酸水注入」 

判

断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 

P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 ほう酸水タンク液位 

操

作 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

事故時運転操作手順書(シビアアク

シデント) 
「注水-1」，「注水-2」 
「CRD による原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

補機監視機能 原子炉補機冷却系系統流量 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 
原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器内の温度 
原子炉圧力容器温度 
・原子炉圧力容器下鏡部温度 

原子炉圧力容器への注水
量 

制御棒駆動系系統流量 

補機監視機能 制御棒駆動系充てん水ライン圧力 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位  
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(7/7) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 
(1)原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作手順書(シビアアク
シデント) 
「注水-1」，「注水-2」 

「HPCF 緊急注水」 
判

断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 

原子炉水位(燃料域) 
原子炉水位(SA) 

電源 
M/C D 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位(狭帯域) 
原子炉水位(広帯域) 
原子炉水位(燃料域) 

原子炉水位(SA) 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力(SA) 

原子炉圧力容器への注水
流量 

高圧炉心注水系(B)系統流量 

補機監視機能 高圧炉心注水系ポンプ(B)吐出圧力 

水源の確保 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
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表 1.8.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

 
給電母線 

【1.8】 
原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す
るための手順等 

復水移送ポンプ 
 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

MCC C 系 
AM 用 MCC 

復水補給水系弁 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
MCC C 系 

MCC D 系 
AM 用 MCC 

高圧代替注水系弁 常設代替直流電源設備 
 
AM 用直流 125V  

ほう酸水注入系ポンプ・弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
MCC D 系 

中央制御室監視計器類 

 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
 
計測用 A系電源 

計測用 B系電源 
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図 1.8.1 SOP 「注水-3a」における対応フロー 
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図 1.8.2 SOP 「注水-3b」における対応フロー 
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図 1.8.3 SOP 「注水-1」における対応フロー 
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図 1.8.4 SOP 「注水-2」における対応フロー 
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図 1.8.5 格納容器下部注水系(常設)によるデブリ冷却 概要図 

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑦ 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水ﾗｲﾝ隔離弁

⑨
a
，⑨

b
復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水流量調節弁

⑩※1 復水補給水系常/非常用連絡管一次止め弁

⑩※2 復水補給水系常/非常用連絡管二次止め弁
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 図 1.8.6 格納容器下部注水系(常設)によるデブリ冷却タイムチャート
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図 1.8.7 格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却 概要図 

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥※1 復水補給水系建屋内南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑥※2 復水補給水系建屋内北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑦※1 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水流量調節弁

⑦※2 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水ﾗｲﾝ隔離弁

⑪※1 復水補給水系建屋外北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁

⑪※2 復水補給水系建屋外南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁
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※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)を使用する場合は，約 85 分で可能である。 

図 1.8.8 格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却タイムチャート 
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図 1.8.9 消火系によるデブリ冷却 概要図 

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥※1 復水補給水系消火系第一連絡弁

⑥※2 復水補給水系消火系第二連絡弁

⑥※3 復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水ﾗｲﾝ隔離弁

⑩
a
，⑩

b
復水補給水系下部ﾄﾞﾗｲｳｪﾙ注水流量調節弁
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図 1.8.10 消火系によるデブリ冷却タイムチャート 
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図 1.8.11 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水 概要図 

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑥b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑧a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑧b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)

⑩※1 復水補給水系常/非常用連絡管一次止め弁

⑩※2 復水補給水系常/非常用連絡管二次止め弁
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図 1.8.12 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用)タイムチャート 

 

 

 

図 1.8.13 低圧代替注水系(常設)による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用)タイムチャート 

 

  

通信手段確保，電源確認

バイパス流防止処置，ポンプ起動

系統構成

注水開始，注水状況確認

備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）による

原子炉注水

（残留熱除去系（B）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2
移動，ＣＳＰ水源確保

経過時間（分）
5 10 15 20 25

12分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

通信手段確保，電源確認

バイパス流防止処置，ポンプ起動

系統構成

注水開始，注水状況確認

備考

手順の項目 要員（数）

低圧代替注水系（常設）による

原子炉注水

（残留熱除去系（A）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2
移動，ＣＳＰ水源確保

経過時間（分）

12分 低圧代替注水系（常設）による原子炉注水

5 10 15 20 25
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図 1.8.14 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水 概要図 

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順 弁名称

④ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑤※1 復水補給水系建屋内南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑤※2 復水補給水系建屋内北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁１

⑥a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑥a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑥b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑥b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)

⑩※1 復水補給水系建屋外北側外部送水ﾗｲﾝ止め弁

⑩※2 復水補給水系建屋外南側外部送水ﾗｲﾝ止め弁
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※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用する場合は、約 85 分で可能である。 

図 1.8.15 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用)タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置，系統構成

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｂ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

緊急時対策要員 3
※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を使用する場合は、約 85 分で可能である。 

図 1.8.16 低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用)タイムチャート 

  

通信手段確保、電源確認

バイ パス流防止措置，系統構成

送水確認

移動、ユニハンドラ ーリンク機構取り外し

TSC～大湊高台移動※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

備考

※　荒浜側高台保管場所への

移動は、10分と想定する。

経過時間（分）

緊急時対策要員

手順の項目 要員（数）

現場運転員　Ｃ、Ｄ 2

3

　

低圧代替注水系（可搬型）

による原子炉注水

（残留熱除去系（A）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ、Ｂ 2

10 30 40 60 70

低圧代替注入系（可搬型）による原子炉注水 95分

80 90 100 1105020
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図 1.8.17 消火系による原子炉注水 概要図 

 

凡例 注入配管

残留熱除去系(A)注入配管使用の場合

残留熱除去系(B)注入配管使用の場合

設計基準対象施設から追加した箇所

操作手順 弁名称

⑤ 復水補給水系ﾀｰﾋﾞﾝ建屋負荷遮断弁

⑥※1 復水補給水系消火系第一連絡弁

⑥※2 復水補給水系消火系第二連絡弁

⑦a 残留熱除去系注入隔離弁(B)

⑦b 残留熱除去系注入隔離弁(A)

⑪a 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(B)

⑪b 残留熱除去系注入ﾗｲﾝ洗浄水止め弁(A)
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図 1.8.18 消火系による原子炉注水(残留熱除去系(B)注入配管使用)タイムチャート 

 

 

 

図 1.8.19 消火系による原子炉注水(残留熱除去系(A)注入配管使用)タイムチャート 

  

通信手段確保，電源確保確認

系統構成，バイ パス流防止処置

注水開始，注水状況確認

電源確保

消火ポンプ起動
緊急時対策要員 2

2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

　

消火系による原子炉注水

（残留熱除去系（Ｂ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水

通信手段確保，電源確保確認

バイ パス流防止処置，系統構成

注水開始，注水状況確認

電源確保

消火ポンプ起動

　

消火系による原子炉注水

（残留熱除去系（Ａ）

注入配管使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　Ｃ，Ｄ 2

備考

手順の項目 要員（数）

緊急時対策要員 2

経過時間（分）

10 20 30 40 50 60 70 80

30分 消火系による原子炉注水
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図 1.8.20 ほう酸水ポンプによるほう酸水注入 概要図 

RCCV

ＲＰＶ

S/C

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(B)

ＭＵＷＰ

MO

MO

SLCﾎﾟﾝﾌﾟ(A)

MO

MO

NO

MO

HPCF(B)系

ＳＬＣ
テストタンク

ＳＬＣ
タンク

⑤※2

⑤※1

操作手順 弁名称

⑤※2 ほう酸水注入系ほう酸水注入弁(A)

⑤※1 ほう酸水注入系ポンプ吸込弁(A)
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図 1.8.21 ほう酸水ポンプによるほう酸水注入タイムチャート 

 

 

 

通信手段確保、電源確認

ポンプ起動、ほう酸水注入開始

移動、電源確保

ほう酸水ポンプによる

ほう酸水注入

(ほう酸水貯蔵タンク使用）

中央制御室運転員　Ａ，Ｂ 2

現場運転員　C，D 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

10 20 30 40 50 60 70 80 90

ほう酸水ポンプによるほう酸水注入開始 25分
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(1) 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

 

図 1.8.22 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(1/2) 

  

代替交流

電源設備により

電源供給可

交流動力電源

あり

復水貯蔵槽

使用可

電動弁を手動操作

にて系統構成実施

優先①

格納容器下部注水系

（常設）による注水

優先③

格納容器下部注水系

（可搬型）による注水

優先②

消火系による注水

No

Yes No

No

Yes

Yes

重大事故等の発生
【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

重大事故等へ対処するために消火系による
消火が必要な火災の発生なし

ろ過水タンク

使用可

No

No

Yes

Yes
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(2) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

 

図 1.8.22 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート(2/2) 

  

復水貯蔵槽

水源使用可能

優先①

低圧代替注水系

（常設）による注水※1

優先③

低圧代替注水系

（可搬型）による注水※1

優先②

消火系による注水※1

Yes

No

Yes

全交流動力電源喪失による

高圧・低圧注水系機能喪失

【凡例】

：操作、確認

：判断

：プラント状態

：重大事故等対処設備

重大事故等へ対処するために消火系による

消火が必要な火災の発生なし

ろ過水タンク

水源使用可能

Yes

No

No

Yes

※1注入配管優先順位
優先①残留熱除去系(B)注入配管

優先②残留熱除去系(A)注入配管

代替交流電源設備

により電源復旧

原子炉減圧可能

制御棒駆動水系による注水

（並行実施）

（並行実施）

ＳＬＣによる注水

（並行実施）

ＳＬＣによる注水

ＳＬＣによる注水ＳＬＣによる注水

（並行実施）

No

高圧炉心注水系

短時間注水

高圧代替注水系

（遠隔）による注水

ＳＬＣによる注水

（並行実施）

（並行実施）

ＳＬＣによる注水
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(1/3) 

 
※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

  

番号 番号

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設
ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

復水貯蔵槽 既設 ろ過水タンク 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
消火系配管・弁 常設

格納容器下部注水系配

管・弁
既設 復水補給水系配管・弁 常設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

格納容器下部注水系配

管・弁
常設

原子炉格納容器 既設 原子炉格納容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

防火水槽 ※1 新設

ホース 新設

MUWC接続口 新設

復水補給水系配管・弁
既設

新設

格納容器下部注水系配

管・弁
既設

原子炉格納容器 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ － －

格

納

容

器

下

部

注

水

系
（

常

設
）

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

下

部

へ

の

注

水

①

②

④

⑤

⑥

⑦

消

火

系

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

下

部

へ

の

注

水

格

納

容

器

下

部

注

水

系
（

可

搬

型
）

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

下

部

へ

の

注

水

①

②

④

⑤

⑥

⑦

－ －

30分 6名

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備からの給電を可能とする

こと。

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可

能とすること。
⑦

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原

子炉格納容器下部注水設備により、原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。 ②

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置するこ

と。原子炉格納容器下部注水設備とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及

び耐圧ホース等）を整備すること。（可搬型の

原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続す

る建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。）

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置す

ること。原子炉格納容器下部注水設備と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ

車及び耐圧ホース等）を整備すること。

（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の

場合は、接続する建屋内の流路をあらかじ

め敷設すること。）

⑤

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延

又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順

等を整備すること。
③

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又

は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

こと。（ただし、建屋内の構造上の流路及び配

管を除く。）

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ること。（ただし、建屋内の構造上

の流路及び配管を除く。）

⑥

④

【解釈】

１ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉

心を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。

なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷

却は、溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑

制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バ

ウンダリに接触することを防止するために行われる

ものである。

－

【解釈】

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容

器の下部に落下した炉心を冷却するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した

溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相

互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡

がり原子炉格納容器バウンダリに接触すること

を防止するために行われるものである。

【解釈】

第６６条に規定する「溶融し、原子炉格納

容器の下部に落下した炉心を冷却するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。なお、原子炉格納

容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶

融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑

制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格

納容器バウンダリに接触することを防止す

るために行われるものである。

－

技術的能力審査基準（1.8） 設置許可基準規則（51条） 技術基準規則（66条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下し

た炉心を冷却するために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に

落下した炉心を冷却するために必要な設備を設

けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納

容器の下部に落下した炉心を冷却するため

に必要な設備を施設しなければならない。

：重大事故等対処設備

添付資料 1.8.1 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(2/3) 

 
※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

 

 

  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

復水移送ポンプ 既設
ディーゼル駆動消火ポ

ンプ
常設

復水貯蔵槽 既設 ろ過水タンク 常設

復水補給水系配管・弁
既設

新設
消火系配管・弁 常設

残留熱除去系配管・

弁・スパージャ
既設 復水補給水系配管・弁 常設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

残留熱除去系配管・

弁・スパージャ
常設

高圧炉心注水系配管・

弁
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
常設

原子炉圧力容器 既設 原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 新設 常設代替交流電源設備 常設

可搬型代替交流電源設

備
新設

可搬型代替交流電源設

備
可搬

燃料補給設備
既設

新設
燃料補給設備

常設

可搬

可搬型代替注水ポンプ

（A-2級）
新設

防火水槽　※1 新設

ホース 新設

MUWC接続口 新設

復水補給水系配管・弁
既設

新設

残留熱除去系配管・

弁・スパージャ
既設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

高圧代替注水系ポンプ 新設 制御棒駆動水系ポンプ 常設

復水貯蔵槽 既設 復水貯蔵槽 常設

高圧代替注水系（蒸気

系）配管・弁
新設

制御棒駆動水系配管・

弁
常設

主蒸気系配管・弁 既設 原子炉圧力容器 常設

原子炉隔離時冷却系

（蒸気系）配管・弁
既設 原子炉補機冷却系 常設

高圧代替注水系（注水

系）配管・弁
新設 常設代替交流電源設備 常設

復水補給水系配管・弁 既設 燃料補給設備
常設

可搬

高圧炉心注水系配管・

弁
既設 高圧炉心注水系ポンプ 常設

残留熱除去系配管・弁

（7号炉のみ）
既設 復水貯蔵槽 常設

給水系配管・弁・ス

パージャ
既設 復水補給水系配管・弁 常設

原子炉圧力容器 既設
高圧炉心注水系配管・

弁・スパージャ
常設

常設代替直流電源設備 新設 原子炉圧力容器 常設

常設代替交流電源設備 常設

燃料補給設備
常設

可搬

－ －

自主対策とす

る理由は本文

参照

－

高

圧

代

替

注

水

系

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

①

③

④

制

御

棒

駆

動

水

系

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

20分 2名

自主対策とす

る理由は本文

参照

高

圧

炉

心

注

水

系

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

25分 2名

30分 6名

自主対策とす

る理由は本文

参照

低

圧

代

替

注

水

系
（

可

搬

型
）

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

①

③

④

－ － － － －

低

圧

代

替

注

水

系
（

常

設
）

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

①

③

④

消

火

系

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

注

水

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

：重大事故等対処設備
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表(3/3) 

 
※1:「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

ほう酸水注入系ポンプ 既設

ほう酸水注入系貯蔵タ

ンク
既設

ほう酸水注入系配管・

弁
既設

高圧炉心注水系配管・

弁・スパージャ
既設

原子炉圧力容器 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

燃料補給設備
既設

新設

－ － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

－ －

ほ

う

酸

水

注

入

系

に

よ

る

原

子

炉

圧

力

容

器

へ

の

ほ

う

酸

水

注

入

①

③

④

－

：重大事故等対処設備
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図 1 対応手段として選定した設備の電源構成図(6 号及び 7号炉)

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル
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【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉)  
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D/G ：非常用ディーゼル発電機
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M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉)  
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【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉) 
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重大事故対策の成立性 

 

1.格納容器下部注水系(常設)によるデブリ冷却 

(1)復水貯蔵槽水源確保 

 

a.操作概要 

復水貯蔵槽を水源として復水移送ポンプにより原子炉格納容器下部へ

注水する際に，ポンプの吸込ラインを通常のラインから復水貯蔵槽下部の

ラインに切り替えることにより水源を確保する。 

 

b.作業場所 

廃棄物処理建屋 地下 3階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

復水貯蔵槽水源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 : 2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:15 分(実績時間:14 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施し

ている。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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復水移送ポンプ吸込ライン切替 反射テープ 
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2.格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却 

(1)遠隔操作機構(ユニハンドラー)の取り外し 

 

a.操作概要 

格納容器下部注水系(可搬型)により原子炉格納容器下部へ注水する際

に，現場にて手動弁の遠隔操作機構の取り外しを行い，系統構成を実施す

る。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 2 階，1階(管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器下部注水系(可搬型)によるデブリ冷却に必要な要員数(9 名)，

所要時間(95 分)のうち，ユニハンドラー取り外しに必要な要員数，所要時

間は以下のとおり。 

必要要員数 : 2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:25 分(実績時間:10 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建

屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，

ヘッドライト・懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。 

操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人

線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備してお

り近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックア

ップとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :操作対象弁は通路付近にあり，操作性に支障はない。ユニハン

ドラー取り外し及び取り外し後の操作対象弁の操作性につい

ては，設置工事完了後に検証する。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように反射テープを施す。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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ユニハンドラー弁のリンク機構 

リンク機構の取外し操作 （系統構成） 

リンク機構の取外し後に， 

ハンドルを取付け，弁操作 
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(2)屋外接続口から格納容器下部への注水(淡水/海水) 

 

a.操作概要 

緊急時対策本部は，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器下部

への注水が必要な状況において，接続口(消防ホース接続箇所)及び水源を

選定し，注水ルートを決定する。 

現場では，指示された注水ルートを確保したうえで，可搬型代替注水ポ

ンプ(A-2 級)により注水する。 

 

b.作業場所 

屋外(原子炉建屋周辺，取水箇所(護岸，海水取水ピット，防火水槽)周辺) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による格納容器下部への注水に必要な要

員(9 名)，所要時間(95 分)のうち，屋外接続口から原子炉への注水に必

要な要員数,所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 : 3 名(緊急時対策要員 3名) 

所要時間目安:95 分(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能 

ライトにより，夜間における作業性を確保している。     

非管理区域における操作ではあるが，放射性物質の放出に備

え，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装

備して作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・LED 多

機能ライトを携行しており，夜間においても接近可能であ

る。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)からのホースの接続は，汎用の

結合金具(オス・メス)であり，容易に操作可能である。また，

作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業スペ

ースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時

対策本部及び中央制御室に連絡する。 
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3．格納容器下部注水系（常設若しくは可搬型）又は消火系による格納容器下部

注水(電源確保) 

 

a.操作概要 

格納容器下部注水系（常設若しくは可搬型）又は消火系による格納容器下

部注水の系統構成のために電源確保を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

コントロール建屋 地下 1階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器下部注水系（常設若しくは可搬型）又は消火系による格納容器

下部注水に必要な要員数(格納容器下部注水系（常設）の場合 6 名，格納

容器下部注水系（可搬型）の場合 9名，消火系の場合 6名)，所要時間(格

納容器下部注水系（常設）の場合 35 分，格納容器下部注水系（可搬型）の

場合 95 分，消火系の場合 30 分)のうち，現場での電源確保に必要な要員

数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分(実績時間:18 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッ

ドライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。                      

非管理区域における操作ではあるが，放射性物質の放出に備

え，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備

して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアッ

プとして携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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格納容器下部注水と低圧代替注水の組み合わせについて 

 

復水移送ポンプ，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)にて原子炉格納容器下部への

注水が実施できるが，同時に原子炉への低圧代替注水も実施可能である。 

以下に，これらの代替設備を使用した格納容器下部注水と低圧代替注水の同

時操作について記す。 

 

事故後，電源が復旧可能であれば復水移送ポンプによる格納容器下部注水と

低圧代替注水を実施する。 

残留熱除去系 A 系の注入配管から原子炉注水を継続し，復水補給水系の格納

容器下部注水配管から格納容器下部注水を並行して実施することができる。 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)による原子炉注水の準備が完了後，原子炉注水

を復水移送ポンプから可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)へ切り替え，格納容器下部

注水は復水移送ポンプにて継続して実施する。これにより，可搬型代替注水ポン

プ(A-2 級)による原子炉注水(緑ライン)と復水移送ポンプによる格納容器下部

注水(青ライン)を組み合わせて同時並行的に実施することが可能である。 

 

図 1:復水移送ポンプによる格納容器下部注水及び可搬型代替注水ポンプ 

(A-2 級)による原子炉注水 

(柏崎刈羽原子力発電所 7 号炉の例) 

添付資料 1.8.4 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 

 

  

判断基準記載内容 解釈
1.8.2.2　溶融炉心の原
子炉格納容器下部への落
下遅延・防止のための対
応手順

(1)原子炉圧力容器への
注水

d.高圧代替注水系による
原子炉圧力容器への注水

原子炉圧力が規定圧力以上 原子炉圧力が       以上

手順

添付資料 1.8.4-1 
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操作手順の解釈一覧(1/2)  

 

操作手順記載内容 解釈
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上 復水移送ポンプ吐出圧力が       以上
復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁 P13-MO-F095
復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁 P13-MO-F094
復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次止め弁 （一次止め弁）P13-F019

（二次止め弁）P13-F020
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁1 P13-F137
復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁1 P13-F133
復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁 P13-MO-F094
復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁 P13-MO-F095
復水補給水系建屋外北側外部送水ライン止め弁 P13-F132
復水補給水系建屋外南側外部送水ライン止め弁 P13-F136
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系消火系第一，第二連絡弁 （第一連絡弁）P13-MO-F090

（第二連絡弁）P13-MO-F091
復水補給水系下部ドライウェル注水ライン隔離弁 P13-MO-F095
復水補給水系下部ドライウェル注水流量調節弁 P13-MO-F094
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水移送ポンプ吐出圧力が規定圧力以上 復水移送ポンプ吐出圧力が       以上
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
原子炉圧力が復水移送ポンプ吐出圧力以下であること 原子炉圧力が       以下であること
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(B)注入配管の流量が300m³/h程度まで上

昇
残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(A)注入配管の流量が       程度まで上

昇
復水補給水系常/非常用連絡管一次，二次止め弁 （一次止め弁）P13-F019

（二次止め弁）P13-F020
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029
復水補給水系建屋内南側外部送水ライン止め弁1 P13-F137
復水補給水系建屋内北側外部送水ライン止め弁1 P13-F133
残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
原子炉圧力が可搬型代替注水ポンプ吐出圧力以下であ
ること

原子炉圧力が       以下であること

残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
復水補給水系建屋外北側外部送水ライン止め弁 P13-F132
復水補給水系建屋外南側外部送水ライン止め弁 P13-F136

1.8.2.2　溶融炉心の原
子炉格納容器下部への落
下遅延・防止のための対
応手順

(1)原子炉圧力容器への
注水

a.低圧代替注水系(常設)
による原子炉圧力容器へ
の注水

b.低圧代替注水系(可搬
型)による原子炉圧力容
器への注水

手順

1.8.2.1　原子炉格納容
器下部に落下した溶融炉
心の冷却のための対応手
順

(1)格納容器下部注水 a.格納容器下部注水系
(常設)によるデブリ冷却

b.格納容器下部注水系
(可搬型)によるデブリ冷
却

c.消火系によるデブリ冷
却

添付資料 1.8.4-2 
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操作手順の解釈一覧(2/2) 

 

操作手順記載内容 解釈
復水補給水系タービン建屋負荷遮断弁 P13-MO-F029

復水補給水系消火系第一，第二連絡弁 （第一連絡弁）P13-MO-F090
（第二連絡弁）P13-MO-F091

残留熱除去系注入隔離弁(B) E11-MO-F005B
残留熱除去系注入隔離弁(A) E11-MO-F005A
原子炉圧力がディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力以下
であること

原子炉圧力が       以下であること

残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(B) E11-MO-F032B
残留熱除去系注入ライン洗浄水止め弁(A) E11-MO-F032A
残留熱除去系(B)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(B)注入配管の流量が       程度まで上

昇
残留熱除去系(A)注入配管の流量の上昇 残留熱除去系(A)注入配管の流量が       程度まで上

昇
ほう酸水注入系ポンプ吸込弁 C41-MO-F001A(B)

ほう酸水注入系注入弁 C41-MO-F006A(B)

1.8.2.2　溶融炉心の原
子炉格納容器下部への落
下遅延・防止のための対
応手順

(1)原子炉圧力容器への
注水

c.消火系による原子炉圧
力容器への注水

e.ほう酸水注入系による
原子炉圧力容器へのほう
酸水注入

手順
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1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.9.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設

備 

(a)原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 

(b)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

(c)水素濃度監視 

(d)代替電源による必要な設備への給電 

(e)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.手順等 

1.9.2 重大事故等発生時の手順 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(1)原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 

a.原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

(2)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出 

c.耐圧強化ベント系(W/W)による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

d.可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

(3)原子炉格納容器内水素濃度の監視 

a.格納容器内水素濃度計(SA) 

b.格納容器内雰囲気計装 

1.9.2.2 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の電源

を代替電源設備から給電する手順 

1.9.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

1.9.2.4 重大事故等発生時の対応手段の選択 
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添付資料 1.9.1  審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.9.2  対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.9.3  重大事故対策の成立性 

1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガ

ス及び酸素ガスの排出 

2.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水

素ガス及び酸素ガスの排出 

3.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出 

4.可燃性ガス濃度制御系の電源確保 

5.格納容器内雰囲気モニタの電源確保 

6.耐圧強化ラインの N2パージ 

添付資料 1.9.4 解釈一覧 

1.操作手順の解釈一覧 
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1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器内における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

破損を防止する必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

手順等をいう。 

（１）BWR 

ａ)原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。 

（２）PWR のうち必要な原子炉 

ａ)水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内における水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

（３）BWR 及び PWR 共通 

ａ)原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るために必要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による水

素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整

備すること。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応及び水の放

射線分解による水素及び酸素が，原子炉格納容器内に放出された場合において

も水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため，水素濃度制御を行う

対処設備を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について説

明する。 
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1.9.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応により

短期的に発生する水素及び水の放射線分解により発生する水素及び酸素の

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段と重大事

故等対処設備を選定する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十二条及び技術基準規

則第六十七条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を表 1.9.1 に整理する。 

 

a.水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び設

備 
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(a)原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 

原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するため，原子炉運転中の原子炉格納容器内は，不活性ガス（窒

素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態になって

いる。 

原子炉格納容器内の不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止で

使用する設備は以下のとおり。 

・不活性ガス系 

 

(b)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

ⅰ.格納容器圧力逃がし装置等による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応

及び水の放射線分解により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素

を，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容器圧力逃がし装置又は耐圧

強化ベント系により原子炉格納容器外に排出することにより，水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止する手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための手順等」における「格納容器圧力逃がし装置又は代替

格納容器逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」及び

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」における「耐

圧強化ベント系による減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備

と同様である。 
格納容器圧力逃がし装置等による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器圧力逃がし装置 

 

・代替格納容器圧力逃がし装置 

 

・耐圧強化ベント系（W/W） 

・可搬型窒素供給装置 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・フィルタ装置水素濃度 

 

ⅱ.可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応
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及び水の放射線分解により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素

を可燃性ガス濃度制御系により低減し，水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止する手段がある。 

可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御で使用する設備は以下の

とおり。 

・可燃性ガス濃度制御系再結合器ブロワ 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

・可燃性ガス濃度制御系配管・弁 

・残留熱除去系 

 

(c)水素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応

及び水の放射線分解により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素

の濃度が変動する可能性のある範囲にわたり水素濃度監視設備により

測定し，監視する手段がある。 

水素濃度監視で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器内水素濃度(SA) 

・格納容器内水素濃度 

・格納容器内酸素濃度 

 

(d)代替電源による必要な設備への給電 

上記「(b)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆

発防止」や「(c)水素濃度監視」で使用する設備について，全交流動力

電源又は直流電源喪失時に，代替電源設備から給電する手段がある。 

代替電源設備による必要な設備への給電で使用する設備は以下のと

おり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・所内蓄電式直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

 

(e)重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器圧力逃がし装置等による原子炉格納容器内の水素ガス及び

酸素ガスの排出で使用する設備のうち，格納容器圧力逃がし装置，代替

格納容器圧力逃がし装置，耐圧強化ベント系（W/W），可搬型窒素供給装

置，耐圧強化ベント系放射線モニタ及びフィルタ装置水素濃度は重大事
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故等対処設備として位置づける。 

水素濃度監視で使用する設備のうち，格納容器内水素濃度(SA)，格納

容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は重大事故等対処設備として

位置づける。 

代替電源による必要な設備への給電で使用する設備のうち，常設代替

交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備及び

可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

全て網羅されている。 

（添付資料1.9.1） 

以上の重大事故等対処設備により，水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・可燃性ガス濃度制御系 

格納容器ベント又は格納容器スプレイにより原子炉格納容器圧力

を可燃性ガス濃度制御系運転可能圧力まで低下し，かつ電源復旧等

により設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度制御系を運転す

ることが可能であれば，原子炉格納容器内水素濃度及び酸素濃度を

低減させる手段として有効である。 

 

なお，原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止

として使用する設備である不活性ガス系は，原子炉運転中に原子炉格納

容器内を常時不活性化する手段として使用する設計基準対象施設であ

り，重大事故等が発生した際に使用するものではないため，重大事故等

対象設備とは位置づけない。 

 

b.手順等 

上記「a.水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手

段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操

作手順書（徴候ベース），事故時運転操作手順書（シビアアクシデント）

（以下，「SOP」という。）及び多様なハザード対応手順に定める（表1.9.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる設

備についても整理する（表1.9.2，表1.9.3）。 

（添付資料1.9.2） 
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1.9.2 重大事故等発生時の手順 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 

(1)原子炉格納容器内不活性化による原子炉格納容器水素爆発防止 

a.原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応及

び水の放射線分解で発生する水素により，原子炉格納容器内における水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉起動時に原

子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）により置換し，原子炉運転中にお

いては原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態を維持する。 

これらの操作は，重大事故等が発生した際に対応するものではなく通

常の運転操作により対応する。 

 

(2)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃

度を監視し，水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解より発生する水

素及び酸素濃度の上昇が確認された場合，格納容器圧力逃がし装置を使

用した原子炉格納容器ベント操作により原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスを排出することで原子炉格納容器の水素爆発による破損を防

止する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影響に

よる被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータを継

続して監視する。 

原子炉格納容器ベント弁全閉後,再度水素及び酸素濃度が上昇する場合

は,格納容器圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容器ベント操作を実施

する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内水素及び酸素

濃度指示上昇を確認した場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 
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(b)操作手順 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図

1.9.3，概要図を図1.9.4に，タイムチャートを図1.9.5に示す。 

なお，格納容器圧力逃がし装置補機類の操作手順は「1.7 原子炉格

納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑪以外は同様) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，格納容器圧力逃

がし装置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始す

るよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッショ

ン・チェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合は

D/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示す

る)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納

容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内ベントの準備開始を

報告する。 

③現場運転員C及びDは，格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納

容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位

が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプ

の水張りが完了していることを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の確認とし

て，AC系隔離信号が発生している場合は，格納容器補助盤にて，

AC系隔離信号の除外操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁及び非常用ガス処

理系出口Uシール元弁の全閉操作，耐圧強化ベント系PCVベントラ

イン排気筒側隔離弁，不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント

用隔離弁，不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁，非常用

ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁及び換気空調系側PCVベント
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用隔離弁後弁の全閉及び，耐圧強化ベント系PCVベントラインフィ

ルタベント容器側隔離弁の全開確認後，不活性ガス系PCV耐圧強化

ベント用連絡配管隔離弁を規定開度（約50%開）とし，格納容器逃

がし装置による原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告

する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器圧力逃がし装

置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告

する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を適宜確

認し，当直長へ報告する。また，当直長は原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度に関するに情報を，緊急時対策本部へ報告す

る。 

➉当直副長は，格納容器内酸素濃度指示が規定値に到達する時間，

弁操作に必要な時間を考慮し，運転員に格納容器逃がし装置によ

る原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑪ａW/Wベントの場合 

現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑪ｂD/Wベントの場合 

現場運転員C及びDは，不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とし，格納容器圧力逃がし装置

による原子炉格納容器ベントを開始する。  

⑫中央制御室運転員A及びBは，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントが開始されたことを，格納容器内雰囲気モニタ

系の水素濃度，酸素濃度及び格納容器水素濃度(SA)指示下降，フ

ィルタ装置出口放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ

報告する。また，当直長は，格納容器圧力逃がし装置による原子

炉格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，FCVS制御盤にてフィルタ装置の水位

を確認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，

当直長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本

部へ依頼する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度の低下傾向が確認できない状態となった場合，不活性ガス系PCV
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耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の全閉，現場運転員C及びDは，不

活性ガス系 S/Cベント用出口隔離弁又は不活性ガス系D/Wベント用出

口隔離弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉操作を実施する。

再度水素及び酸素濃度が上昇する場合は,格納容器圧力逃がし装置を

使用し原子炉格納容器ベントを実施する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器圧力

逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出開

始まで約70分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護服，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.9.3-1） 

 

b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃

度を監視し，水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解より発生する水

素及び酸素濃度の上昇が確認され，格納容器圧力逃がし装置の機能が喪

失した場合に，代替格納容器圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容器

ベント操作により原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出する

ことで原子炉格納容器の水素爆発による破損を防止する。 

なお，代替格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの影

響による被ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータ

を継続して監視する。 

原子炉格納容器ベント弁全閉後,再度水素及び酸素濃度が上昇する場合

は,代替格納容器圧力逃がし装置を使用した原子炉格納容器ベント操作を

実施する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内水素及び酸素

濃度指示上昇を確認した場合で格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※2し

た場合。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率
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が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，設備に故障が発生

した場合。 

 

(b)操作手順 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及

び酸素ガスの排出手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローは図

1.9.3に，概要図を図1.9.6に，タイムチャートを図1.9.7に示す。 

なお，格納容器圧力逃がし装置補機類の操作手順は「1.7 原子炉格

納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

 

W/Wベントの場合(D/Wベントの場合，手順⑥⑪以外は同様) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の水

位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限（ベ

ントライン－1m）以下であることを確認し，代替格納容器圧力逃が

し装置によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよ

う運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チ

ェンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側から

の原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントの準備開始を報

告する。 

③現場運転員C及びDは，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格

納容器ベントに必要な電動弁の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び

監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位が通常

水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張り

が完了していることを確認する。 

⑥ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，D/W側第一隔離弁及びD/W側第二隔離弁の全閉を確認し，

S/C側第二隔離弁を全開とする。 
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⑥ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器ベント前の系統構成

として，S/C側第一隔離弁及びS/C側第二隔離弁の全閉を確認し，

D/W側第二隔離弁を全開とする。 

⑦中央制御室運転員 A及び Bは，代替格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，代替格納容器圧力逃が

し装置による原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ

報告する。 

⑨当直副長は，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を適宜確

認し，当直長へ報告する。また，当直長は原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度に関するに情報を，緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑩当直副長は，格納容器内酸素濃度指示が規定値に到達する時間，弁

操作に必要な時間を考慮し，中央制御室運転員に原子炉格納容器ベ

ント開始を指示する。 
⑪ａW/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，S/C側第一隔離弁を全開とし，代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑪ｂD/Wベントの場合 

中央制御室運転員A及びBは，D/W側第一隔離弁を全開とし，代替格

納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，代替格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器ベントが開始されたことを，格納容器内雰囲気モニタ

系の水素濃度，酸素濃度及び格納容器水素濃度(SA)指示下降，フィ

ルタ装置出口放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告

する。また，当直長は，代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉

格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，制御盤にてフィルタ装置の水位を確

認し，水位調整が必要な場合は当直副長へ報告する。また，当直

長は，フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部へ

依頼する。 

⑭中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度の低下傾向が確認できない状態となった場合，S/C側第一隔離弁

又はD/W側第一隔離弁の全閉，その後にS/C側第二隔離弁又はD/W側第

二隔離弁の全閉操作を実施する。再度水素及び酸素濃度が上昇する
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場合は,代替格納容器圧力逃がし装置を使用し原子炉格納容器ベント

を実施する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから代替格納容器圧力逃

がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出開始

まで約25分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.9.3-2） 

 

c.耐圧強化ベント系（W/W）による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃

度を監視し，水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解より発生する水

素及び酸素濃度上昇が確認され，格納容器圧力逃がし装置，代替格納容

器圧力逃がし装置の機能が喪失した場合に，耐圧強化ベント系を使用し

た原子炉格納容器ベント操作により原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスを排出することで原子炉格納容器の水素爆発による破損を防止す

る。 

なお，耐圧強化ベント系を使用する場合は，プルームの影響による被

ばくを低減させるため，待避室へ待避しプラントパラメータを継続して

監視する。 

原子炉格納容器ベント弁全閉後,再度水素及び酸素濃度が上昇する場合

は, 耐圧強化ベント系を使用した原子炉格納容器ベント操作を実施す

る。 

 

ⅰ.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素の排出 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷後，代替循環冷却系を長期使用し原子炉格納容器内の水素

及び酸素濃度の指示上昇を確認した場合において，格納容器圧力逃が

し装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※1した場合。 

 

※1:「格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機

能喪失」とは，設備に故障が発生した場合。 
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(ⅱ)操作手順 

 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素の排

出手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.9.3に，概要図

を図1.9.8に，タイムチャートを図1.9.9に示す。 

なお，PCVベント弁駆動源確保[予備ボンベ]の操作手順は「1.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，原子炉格納容器内の

水位がサプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限

（ベントライン－1m）以下であることを確認し，耐圧強化ベント

系によるW/W側からの原子炉格納容器ベントの準備を開始するよう

運転員に指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベントの準備開始を緊急時対策本部へ報告する

とともに，緊急時対策要員によるN₂パージ中であることの確認を

行う。 

③現場運転員C及びDは，耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベ

ントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。 

④中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと，及び監視計

器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント前の系統構成として，非常用ガス処理系フィルタ装置

出口弁及び非常用ガス処理系出口Uシール元弁の全閉操作，不活性

ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁，不活性ガス系換気

空調系側PCVベント用隔離弁，非常用ガス処理系側PCVベント用隔

離弁後弁及び換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁の全閉確認を実

施する。 

⑥現場運転員C及びDは，PCVベントラインフィルタベント容器側隔離

弁操作用空気ボンベ出口弁を全開とすることで，耐圧強化ベント

系PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁の駆動源を確保

し，当直副長へ報告する。 

⑦現場運転員C及びDは，PCVベントライン排気筒側隔離弁操作用空気

ボンベ出口弁を全開とすることで，耐圧強化ベント系PCVベントラ

イン排気筒側隔離弁の駆動源を確保し，当直副長へ報告する。 
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⑧中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント前の系統構成として，耐圧強化ベント系PCVベントライ

ンフィルタベント容器側隔離弁の全閉操作を実施する。 

現場運転員C及びDは，遠隔手動操作設備により耐圧強化ベント系

PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁の全閉操作を実施す

る。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント前の系統構成として，耐圧強化ベント系PCVベントライ

ン排気筒側隔離弁を全開とする。 

 耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁の駆動源が確保

できない場合，現場運転員C及びDは遠隔手動操作設備により全開

操作を実施する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連

絡配管隔離弁を規定開度（約20％開）とする。開度指示は現場運

転員C及びDにて確認する。 

⑪中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納

容器ベント準備完了を当直副長へ報告する。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 

⑬当直副長は，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を適宜確

認し，当直長へ報告する。また，当直長は原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度に関する情報を，緊急時対策本部へ報告す

る。 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベント系によ

る原子炉格納容器ベントの開始を緊急時対策本部へ報告する。 

⑮当直副長は，格納容器内酸素濃度指示が規定値に到達する時間，

弁操作に必要な時間を考慮し，原子炉格納容器内の圧力が規定値

以下であることを確認した後，運転員に耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器ベント開始を指示する。 

⑯現場運転員C及びDは，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を遠隔

手動弁操作設備による操作で全開とし，耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器ベントを開始する。 

⑰中央制御室運転員A及びBは，耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器ベントが開始されたことを，格納容器内雰囲気モニタ系の水素濃

度，酸素濃度及び格納容器水素濃度(SA)指示下降，耐圧強化ベント

放射線モニタ指示上昇により確認し，当直副長へ報告する。また，
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当直長は，耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベントが開始さ

れたことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑱中央制御室運転員A及びBは，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度の低下傾向が確認できない状態となった場合，不活性ガス

系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁の全閉，現場運転員C及びD

は，不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁を遠隔手動弁操作設備に

よる操作で全閉操作を実施する。再度水素及び酸素濃度が上昇す

る場合は,耐圧強化ベント系を使用し原子炉格納容器ベントを実施

する。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ベ

ント系による水素ガス及び酸素ガス放出開始まで約95分で可能であ

る。また，空気駆動弁の駆動源が確保できない場合で遠隔手動操作設

備による操作を実施する場合は約175分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.9.3-3） 

 

ⅱ.耐圧強化ラインのN₂パージ 

炉心の著しい損傷が発生し，耐圧強化ベント系により原子炉格納容

器内の水素ガス及び酸素ガスの排出を実施する際，耐圧強化ベントラ

イン主排気筒側の大気開放されたラインに対して予めN₂パージを実施

することにより，系統内の酸素濃度を可燃限界以下に保ち，水素爆発

を防止する。 

 

(i)手順着手の判断基準 

炉心損傷後，代替循環冷却系を長期使用し原子炉格納容器内の水素

及び酸素濃度の指示上昇を確認した場合において，格納容器圧力逃が

し装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※1し，耐圧強化ベン

ト系を用いて原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出を判断

した場合。 

 

※1:「格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置が機

能喪失」とは，設備に故障が発生した場合。 
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(ⅱ)操作手順 

 耐圧強化ラインのN₂パージ手順の概要は以下のとおり。概要図を図

1.9.10に，タイムチャートを図1.9.11に示す。 

 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要

員に耐圧強化ベント系のN₂パージを指示する。 

②緊急時対策要員は，荒浜/大湊資機材置き場にて，窒素供給装置の

健全性を確認するとともに，タービン建屋西側大物搬入口前(屋

外)に窒素供給装置を配備する。 

③緊急時対策要員は，タービン建屋-原子炉建屋連絡通路南東側(屋

外)にて，窒素供給装置からの送気ホースを接続口へ取付操作を実

施する。また非常用ガス処理系モニタ室通路(管理区域内)にて配

管中継用の伸縮継手を取付操作し，N₂供給ライン入口元弁の開操

作を実施した後，窒素ガス注入の準備完了を緊急時対策本部へ報

告する。 

④緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスの注入開始を指示

する。 

⑤緊急時対策要員は，窒素供給装置より窒素ガスの注入を開始し，

耐圧強化ベント系へのN₂パージの開始を緊急時対策本部に報告す

る。 

 

(ⅲ)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり緊急時対策要員4名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ラインのN₂パージ完了ま

で約100分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

（添付資料1.9.3-6） 

 

d.可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃

度を監視し，水素及び酸素濃度上昇が確認された場合，可燃性ガス濃度

制御系により原子炉格納容器内の水素濃度の抑制を行う。 

なお，可燃性ガス濃度制御系の運転に際しては，原子炉格納容器圧力

を可燃性濃度制御系運転時の制限圧力(105kPa[gage])以下に維持する。 
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(a)手順着手の判断基準 

①炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内水素及び酸

素濃度が上昇し，原子炉格納容器圧力が105kPa[gage](可燃性ガス

濃度制御系運転時の制限圧力)以下であり，残留熱除去系ポンプが

使用可能な場合※2。 

②原子炉格納容器ベント操作後の原子炉格納容器水素濃度が10%以上

で，原子炉格納容器圧力が105kPa[gage](可燃性ガス濃度制御系運

転時の制限圧力以下であり，残留熱除去系ポンプが使用可能な場

合※2。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ・プール）が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

可燃性ガス濃度制御系(A)による水素濃度制御手順の概要は以下のと

おり。(可燃性ガス濃度制御系(B)による水素濃度制御手順も同様) 

手順の対応フローを図1.9.1，図1.9.2,図1.9.3に，概要図を図

1.9.12に，タイムチャートを図1.9.13に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可燃性ガス

濃度制御系(A)による水素濃度制御の準備開始を指示する。 

②現場運転員C及びDは，可燃性ガス濃度制御系(A)による水素濃度制

御に必要なブロワ，ヒータ及び電動弁の電源の受電操作を実施す

る。 

③中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系(A)による水素

濃度制御に必要なブロワ，ヒータ，電動弁の電源が確保されたこ

と，及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一

ガスタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷

容量確認を依頼し，可燃性ガス濃度制御系が使用可能か確認す

る。 
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⑤中央制御室運転員A及びBは，残留熱除去系ポンプ(A)が運転中であ

り，可燃性ガス濃度制御系(A)冷却器への冷却水供給が可能である

ことを確認する。 

⑥中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系(A)起動準備と

して，可燃性ガス濃度制御系(A)隔離信号の除外操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系室を二次格納

施設として負圧管理とするため，可燃性ガス濃度制御系室連絡弁

を「全開」とし,当直副長に可燃性ガス濃度制御系の起動準備完了

を報告する。 

⑧当直副長は，原子炉格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時

の制限圧力(105kPa[gage])以下であることを確認し，中央制御室

運転員に可燃性ガス濃度制御系の起動操作を指示する。 

⑨中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系(A)の起動操作

を実施し，可燃性ガス濃度制御系入口ガス流量指示上昇，ブロワ

吸込ガス流量指示上昇，ブロワ吸込圧力指示上昇後，系統が安定

に運転していることを確認する。 

⑩中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系ヒータが正常

に動作していることを加熱器及び再結合器各部の温度指示上昇に

より確認し，余熱運転が開始したことを確認する。 

⑪中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系起動後3時間以

内に可燃性ガス濃度制御系の余熱運転が完了することを確認し，

その後再結合器内ガス温度指示が規定温度で安定し温度制御され

ることを確認する。 

⑫中央制御室運転員A及びBは，格納容器内水素濃度及び酸素濃度か

ら可燃性ガス濃度制御系の吸引流量と再循環流量の調整を実施す

る。 

⑬中央制御室運転員A及びBは，可燃性ガス濃度制御系による水素濃

度制御が行われていることを格納容器内の水素濃度指示，酸素濃

度指示が下降することにより確認し，当直副長に報告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名にて作業を実施し，作業開始判断から可燃性ガス濃度制御系起動

までは約30分で可能である。また，可燃性ガス濃度制御系起動後，再

結合運転開始までの予熱時間は3時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明



1.9-21 

及び通信連絡設備を整備する。 

(添付資料1.9.3-4) 

 

(3)原子炉格納容器内水素濃度の監視 

a.格納容器内水素濃度(SA) 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応及

び水の放射線分解で発生する水素について，格納容器内水素濃度(SA)の

監視を行う。 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

(b)操作手順 

格納容器内水素濃度(SA)による格納容器内の水素濃度監視手順の概

要は以下のとおり。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器内

水素濃度(SA)による格納容器内の水素濃度の監視を指示する。 

② 中央制御室運転員A又はBは，格納容器内水素濃度(SA)による格納

容器内の水素濃度の監視を強化する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の中央制御室対応は運転員１名により確認を実施する。運転員

による準備や起動操作はない。 

 

b.格納容器内雰囲気計装 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水－ジルコニウム反応及

び水の放射線分解で発生する水素，酸素について，原子炉格納容器内水

素濃度及び酸素濃度の測定を行い，中央制御室にて監視する。 

なお，通常運転中における原子炉格納容器内の水素，酸素についても

監視を行う。 

 

(a)手順着手の判断基準 
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炉心損傷を判断した場合※1において，格納容器内雰囲気モニタ系が使

用可能な場合※2。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

格納容器内雰囲気モニタ系による水素濃度及び酸素濃度計測手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを図1.9.1，図1.9.2，図

1.9.3，概要図を図1.9.14に，タイムチャートを図1.9.15に示す。 

なお，格納容器内雰囲気モニタは，重大事故等発生時には代替交流

電源設備からの給電，原子炉補機冷却系及び代替原子炉補機冷却系に

より冷却水が確保されることで計測が開始される。 

代替交流電源設備からの電源供給手順については，「1．14電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

代替原子炉補機冷却系による冷却水確保手順については，「1．5最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器内

雰囲気モニタ系による水素濃度及び酸素濃度計測準備開始を指示

する。 

②現場運転員C及びDは，格納容器内雰囲気モニタ系による水素濃度

及び酸素濃度計測に必要なサンプリングポンプ，電動弁の電源の

受電操作を実施する。 

③中央制御室運転員A及びBは，格納容器内雰囲気モニタ系による水

素濃度及び酸素濃度計測に必要なサンプリングポンプ，電動弁及

び監視計器の電源が確保されていること，並びに冷却水が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員A及びBは，格納容器内雰囲気モニタ系による水

素及び酸素濃度の測定が開始されたことを確認し，当直副長に報

告する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転
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員2名にて作業を実施し，作業開始を判断してから格納容器内雰囲気モ

ニタ系の計測開始までは約25分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。               

(添付資料1.9.3-5) 

 

1.9.2.2 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の電源

を代替電源設備から給電する手順 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流電源又は直流電源が喪失した場合に，

水素爆発による原子炉格納容器破損を防止するために使用する設備へ代替電

源設備により給電する手順を整備する。 

代替電源設備により給電する手順については，「1.14電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

 

1.9.2.3 その他の手順項目について考慮する手順 

中操監視計器類への電源供給手順については，「1.14電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

 

1.9.2.4 重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手

段の選択フローチャートを図1.9.16に示す。 

炉心の著しい損傷が発生した場合は，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度をCAMSにて，水素濃度を格納容器内水素濃度(SA)により監視を行う。 

CAMSにて格納容器内酸素ガス濃度を監視し，格納容器内酸素濃度指示が規

定値に到達した場合に，格納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容器内に

滞留している水素ガス及び酸素ガスを排出することで，水素爆発の発生を防

止する。格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合は代替格納容器圧力逃

がし装置により実施し，格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃が

し装置が機能喪失した場合は耐圧強化ベント系により原子炉格納容器内に滞

留している水素ガス及び酸素ガスを排出することで，水素爆発の発生を防止

する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置及び代替格納容器圧力逃がし装置を用い

て，原子炉格納容器内に滞留している水素ガス及び酸素ガスを排出する際に

は，スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるW/Wを経由する経

路を第一優先とする。W/Wベントラインが水没などの理由で使用できない場合

は，D/Wを経由してフィルタベントを通る経路を第二優先とする。 
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その後は，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）又は代替格納容

器スプレイ冷却系により格納容器の除熱を行い，長期的な事故対応として可

燃性ガス濃度制御系を起動し，原子炉格納容器内の水素及び酸素を再結合さ

せることで，原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度が可燃限界へ到達すること

を防止する。 

なお，原子炉起動時には，原子炉格納容器内の空気を窒素ガスにより置換

し，原子炉運転中の原子炉格納容器内の気体を不活性化することで，原子炉

格納容器内の気体の組成が可燃限界に至ることを防ぎ，原子炉格納容器内 

における水素爆発の発生を防止している。  
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表 1.9.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対応設備，手順書一覧（1/2） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
内
不
活
性
化
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
爆
発
防
止 

不活性ガス系 ※1 

－ 

※5 
 

－ ※1 

－ 

格
納
容
器
圧
力
逃
が
し
装
置
等
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸

素
ガ
ス
の
排
出 

格納容器圧力逃がし装置 ※2 

 
代替格納容器圧力逃がし装置 ※2 
 

耐圧強化ベント系（W/W） 
可搬型窒素供給装置 
耐圧強化ベント系放射線モニタ 

フィルタ装置水素濃度 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－ ※2 

－ 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系 

に
よ
る
水
素
濃
度
制
御 

可燃性ガス濃度制御系再結合器ブ
ロワ 
可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

可燃性ガス濃度制御系配管・弁 
残留熱除去系 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書（シビ
アアクシデント） 
「除熱-1」，「除熱-2」 

「可燃性ガス濃度制御系(A)
による格納容器水素制御」 
「可燃性ガス濃度制御系(B)

による格納容器水素制御」 

－ 

水
素
濃
度
監
視 

格納容器内水素濃度(SA) 

格納容器内水素濃度 
格納容器内酸素濃度 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時運転操作手順書（徴候

ベース） 
「S/P 温度制御」等 
「代替 Hx による補機冷却水

(A 系)確保」※3 
「代替 Hx による補機冷却水
(B 系)確保」※3 

※1:原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化されている。 

※2:手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※4:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5:不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため， 

重大事故等対象設備とは位置づけない。 
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対応手段，対応設備，手順書一覧（2/2） 

分類 

 

機能喪失を想定する 
設計基準事故対処設備 

 

対応 
手段 対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な
設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備 ※4 
可搬型代替交流電源設備 ※4 
所内蓄電式直流電源設備 ※4 

可搬型直流電源設備 ※4 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ ※4 

※1:原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化されている。 

※2:手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※4:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※5:不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため， 

重大事故等対象設備とは位置づけない。 
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表 1.9.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/2) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 
(2)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

a.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス・酸素ガスの排出 
b.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス・酸素ガスの排出 
c.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス・酸素ガスの排出 

 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「除熱-1」「除熱-2」「放出」 
 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の
圧力 

格納容器内圧力(D/W) 
格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 
格納容器内水素濃度(B) 

格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の
酸素濃度 

格納容器内酸素濃度 

原子炉格納容器内の
水位 

サプレッション・チェンバ・プール水位 

電源 

M/C C 電圧 

M/C D 電圧 
P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 

直流 125V 主母線盤 A電圧 
直流 125V 主母線盤 B電圧 
AM 用直流 125V 充電器盤電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 

格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

水位 サプレッション・チェンバ・プール水位 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

サプレッション・チェンバ気体温度 
サプレッション・チェンバ・プール水温度 

最終ヒートシンクに
よる冷却状態の確認 

フィルタ装置水位 

フィルタ装置入口圧力 
フィルタ装置出口放射線モニタ 
耐圧強化ベント放射線モニタ 
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監視計器一覧(2/2) 

手順書 重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 監視パラメータ(計器) 

1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手順 
(2)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器水素爆発防止 

d.可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 
事故時運転操作手順書(シビアアクシ

デント) 
「除熱-1」「除熱-2」「放出」 
可燃性ガス濃度制御系による格納容

器内水素濃度制御 
 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 

格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の
温度 

原子炉圧力容器温度 

最終ヒートシンクに

よる冷却状態の確認 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

残留熱除去系(A)系統流量 
残留熱除去系(B)系統流量 
原子炉補機冷却系(A)系統流量 

原子炉補機冷却系(B)系統流量 

電源確保 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の
水素濃度 

格納容器内水素濃度(A) 

格納容器内水素濃度(B) 
格納容器内水素濃度(SA) 

原子炉格納容器内の

酸素濃度 
格納容器内酸素濃度 

原子炉格納容器内の

圧力 
格納容器内圧力(D/W) 

格納容器内圧力(S/C) 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 
サプレッション・チェンバ気体温度 

サプレッション・チェンバ・プール水温度 

 
補機監視機能 

可燃性ガス濃度制御系(A)(B)入口ガス流

量 
ブロワ(A)(B)吸込ガス流量 
ブロワ(A)(B)吸込圧力 

加熱管(A)(B)内ガス温度 
加熱管(A)(B)出口ガス温度 
加熱管(A)(B)表面温度 

再結合器(A)(B)内ガス温度 
再結合器(A)(B)表面温度 
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表 1.9.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 

 

給電元 
給電母線 

 

【1.9】 
水素爆発による原子炉格納容器の破損を
防止するための手順等 

格納容器圧力逃がし装置 常設代替直流電源設備 
 
AM 用直流 125V 

代替格納容器圧力逃がし装

置 

常設代替直流電源設備 

 
AM 用直流 125V 

不活性ガス系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

 
MCC C 系 
MCC D 系 

直流 125V A 系 

非常用ガス処理系弁 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

MCC C 系 
MCC D 系 

耐圧強化ベント系放射線モ
ニタ 

常設代替直流電源設備 
 

AM 用直流 125V 

水素濃度監視計器類 所内蓄電式直流電源設備 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

直流 125V A 系 
直流 125V B 系 
AM 用直流 125V  

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

計測用 A系電源 
計測用 B系電源 

 

 
 



1.9-30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.9.1 SOP 除熱-1 損傷炉心冷却後の除熱における対応フロー 
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図 1.9.2 SOP 除熱-2 RPV 破損後の除熱における対応フロー 
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図 1.9.3 SOP 放出 RPV 破損後の除熱における対応フロー 
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図 1.9.4 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス排出 概要図
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遠隔手動弁操作設備
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MO
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設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

⑦※6

⑦※6

⑦※7

操作手順 弁名称

⑦※1⑭※1 不活性ｶﾞｽ系PCV耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ用連絡配管隔離弁

⑦※2 耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器側隔離弁

⑦※3 耐圧強化ﾍﾞﾝﾄ系PCVﾍﾞﾝﾄﾗｲﾝ排気筒側隔離弁

⑦※4 不活性ｶﾞｽ系非常用ｶﾞｽ処理系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※5 不活性ｶﾞｽ系換気空調系側PCVﾍﾞﾝﾄ用隔離弁

⑦※6 非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁

⑦※7 非常用ガス処理系出口Uシール元弁

⑦※8 非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁

⑦※9 換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁

⑪a⑭※2 不活性ｶﾞｽ系S/Cﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁

⑪b⑭※3 不活性ｶﾞｽ系D/Wﾍﾞﾝﾄ用出口隔離弁
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図 1.9.5 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス排出 タイムチャート

通信手段確保、電源確認

系統構成

移動、電源確保

通信手段確保、電源確認

系統構成

移動、電源確保

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

2
電源を 復旧しながら

系統構成を行う。

現場運転員Ｃ，Ｄ 2
Ｗ／Ｗベント弁 遠隔手動弁操作設備によ る開操作

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

格納容器逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの

放出(W/Wベント)

中央制御室運転員Ａ，Ｂ

Ｗ／Ｗベント弁 遠隔手動弁操作設備によ る開操作

格納容器逃がし装置による原子炉格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの

放出(D/Wベント)

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2
電源を 復旧しながら

系統構成を行う。

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80

水素ガス及び酸素ガス放出開始 70分

水素ガス及び酸素ガス放出開始 70分
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図 1.9.6 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 概要図 
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遠隔手動弁操作設備

設計基準対象施設
から追加した箇所

凡例

⑥ａ※2

⑥ｂ※1

⑭※3

⑥ａ※1

⑪ｂ

⑭※1

⑥b※2

⑪a

⑭※2

⑥a※3

⑥b※3

⑭※4

操作手順 弁名称

⑥a※1⑪b⑭※1 D/W側第一隔離弁[未定]

⑥a※2⑥b※1⑭※3 D/W側第二隔離弁[未定]

⑥b※2⑪a⑭※2 S/C側第一隔離弁[未定]

⑥a※3⑥b※3⑭※4 S/C側第二隔離弁[未定]
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図 1.9.7 代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス排出 タイムチャート

通信手段確保、電源確認

系統構成

　ベント開始

移動、電源確保

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

通信手段確保、電源確認

系統構成

　ベント開始

移動、電源確保

※設備未完成のため，系統完成後改めて検証・確認を行う

代替格納容器逃がし装置による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの放出(D/Wベント)

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

代替格納容器逃がし装置による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの放出(W/Wベント)

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

備考

手順の項目 要員（数）

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

水素ガス及び酸素ガス放出開始 25分

10 20 30 40 50 60 70 80

水素ガス及び酸素ガス放出開始 25分
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図 1.9.8 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 概要図 
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図 1.9.9 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 タイムチャート 
 

ベント開始

※空気駆動弁の駆動源が確保でき中央制御室から遠隔操作した場合は，トータルの操作時間は95分と想定する。

系統構成

系統構成　※

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）

耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出

(W/Wベント)

中央制御室運転員Ａ，Ｂ 2

通信手段確保，電源確認

電源を復旧しながら

系統構成を行う。

系統構成

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

　移動・電源確保

※空気駆動弁の駆動

源が確保できた場

合，本操作は不要。

10 20 4030 50 135 175 180 19055

水素ガス及び酸素ガス放出開始 175分
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図 1.9.10 耐圧強化ラインの N2パージ 概要図 
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設計基準対象施設から追加した箇所 
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図 1.9.11 耐圧強化ラインの N2パージ タイムチャート 
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図 1.9.12 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器水素濃度制御 概要図
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操作手順 弁名称

⑦※1 可燃性ガス濃度制御系室連絡弁(A)

⑦※2 可燃性ガス濃度制御系室連絡弁(B)
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図 1.9.13 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器水素濃度制御 タイムチャート

 

通信手段確保，電源確認
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備考

手順の項目 要員（数）

中央制御室運転員　A，B

10 20 30 1 2 3 4 5

可燃性ガス濃度制御系ブロワ起動 30分 再結合開始(3時間以内)
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図 1.9.14 格納容器内雰囲気モニタ系による水素濃度及び酸素濃度計測 概要図
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図 1.9.15 格納容器内雰囲気モニタ系による水素濃度及び酸素濃度計測 タイムチャート
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備考
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25分 格納容器内雰囲気モニタ系による計測開始
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図 1.9.16 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（1/2） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 番号技術的能力審査基準（1.9） 設置許可基準規則（52条） 技術基準規則（67条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉格納容器内における水

素による爆発（以下「水素爆発」という。）による

損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発によ

る原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉格納容器内における

水素による爆発（以下「水素爆発」という。）

による破損を防止する必要がある場合には、水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な設備を設けなければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素による爆発（以下「水素爆

発」という。）による破損を防止する必要

がある場合には、水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するために必要な設備

を施設しなければならない。

＜PWR のうち必要な原子炉＞

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。

＜PWR のうち必要な原子炉＞

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。
－

⑤

【解釈】

１ 「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。
－

【解釈】

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。

【解釈】

１ 第６７条に規定する「水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。

－

（３）BWR 及びPWR 共通

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するために必要な設備が、

交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすること。
③

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する

可能性のある範囲で測定できる監視設備を設置

すること。

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動

する可能性のある範囲で測定できる監視設

備を設置すること。
⑧

（１）BWR

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格

納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するために必要な手順等を整備するこ

と。
②

＜BWR＞

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。

＜BWR＞

ａ）原子炉格納容器内を不活性化するこ

と。
⑥

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備からの給電を可能とする

こと。

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可

能とすること。

⑨

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及

び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆発に

よる原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備

すること。
④

（２）PWR のうち必要な原子炉

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内に

おける水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な手順等を整備すること。
－

＜BWR 及びPWR 共通＞

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場

合には、排出経路での水素爆発を防止するこ

と、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物

質濃度測定装置を設けること。

＜BWR 及びPWR 共通＞

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出す

る場合には、排出経路での水素爆発を防止

すること、放射性物質の低減設備、水素及

び放射性物質濃度測定装置を設けること。
⑦
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（2/2） 

 
  

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

不活性ガス系　※1 既設

格納容器圧力逃がし装

置
新設

可燃性ガス濃度制御系

再結合器ブロワ
常設

代替格納容器圧力逃が

し装置
新設

可燃性ガス濃度制御系

再結合装置
常設

耐圧強化ベント系

（W/W）

既設

新設

可燃性ガス濃度制御系

配管・弁
常設

可搬型窒素供給装置 新設 残留熱除去系 常設

耐圧強化ベント系放射

線モニタ
新設

フィルタ装置水素濃度 新設

格納容器内水素濃度

（ＳＡ）
新設

格納容器内水素濃度 既設

格納容器内酸素濃度 既設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

所内蓄電式直流電源設

備

既設

新設

可搬型直流電源設備 新設

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

水

素

濃

度

監

視
⑤

⑧
－ － －

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

格

納

容

器

圧

力

逃

が

し

装

置

等

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

内

の

水

素

ガ

ス

及

び

酸

素

ガ

ス

の

排

出

代

替

電

源

に

よ

る

必

要

な

設

備

へ

の

給

電

①

③

⑤

⑨

－ － － －

－

－ －

①

④

⑤

⑦

可

燃

性

ガ

ス

濃

度

制

御

系

に

よ

る

水

素

濃

度

制

御

－

30分 4名

－

－

　※1：原子炉運転中は原子炉格納容器内を不活性ガス系により常時不活性化されている。

　　　 不活性ガス系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するもではないため，

　　　 重大事故等対象設備とは位置づけない。

原

子

炉

格

納

容

器

内

不

活

性

化

に

よ

る

原

子

炉

格

納

容

器

水

素

爆

発

防

止

①

②

⑤

⑥

－ －

－ －

：重大事故等対処設備
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図 1 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉) 

  



1.9-50 

 

 
図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉) 
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図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉)
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重大事故対策の成立性 
 
1.格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの

排出 

 

a.操作概要 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出に必要な電動弁の電源確保及び現場での系統構成を行う。 

 

b.作業場所 

W/W ベント 原子炉建屋 地下１階（非管理区域） 

D/W ベント 原子炉建屋 地下 1階，2階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出に必要な要員数（4 名），所要時間（70 分）のうち，電源確保及び

空気作動弁の遠隔手動弁操作設備の操作に必要な要員数，所要時間は以下の

とおり。 

必要要員数 :2 名（現場運転員 2名） 

所要時間目安:電源確保 30 分(実績時間:24 分) 

       遠隔手動弁操作設備によるベント操作 40 分 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開操

作を実施する場合 21 分) 

(実績時間：不活性ガス系 D/W ベント用出口隔離弁の全開操

作を実施する場合 17 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。現場運転

員の放射線防護を考慮し，遠隔手動弁操作設備エリアは，二次格

納施設外に設置している。また，格納容器ベント操作後の汚染の

可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手

袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

添付資料 1.9.3-1 
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近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 

遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 

 

 

 

受電操作               受電確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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2.代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガ

スの排出 

 

a.操作概要 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出操作に必要な電動弁の電源確保を行う。 

 

b.作業場所(設置場所未確定) 

原子炉建屋(非管理区域)   

 

c.必要要員数及び操作時間 

代替格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸

素ガスの排出に必要な要員数(4 名)，所要時間(25 分)のうち，電源確保に必

要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:電源確保 15 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実

績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。 

非管理区域における操作は放射性物質が放出される可能性があ

ることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)

を装備または携行して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。        

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。  
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3.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 
  
ａ.操作概要 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排

出に必要な電動弁の電源確保及び現場での系統構成を手動操作にて行う 
 

ｂ.作業場所 
原子炉建屋 中 3階，2階，地下 1階（非管理区域） 

 

ｃ.必要要員数及び操作時間 
耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の水素ガス・酸素ガスの排に必

要な要員数（4名），所要時間（95 分※）のうち，電源確保及び現場系統構成

に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名（現場運転員 2名） 

所要時間目安:電源確保 30 分(実績時間:24 分) 

系統構成(二次格納容器施設外)25 分 

(実績時間:設備設置工事中のため実施時間なし) 

遠隔手動弁操作設備によるベント操作 40 分 

(実績時間：不活性ガス系 S/C ベント用出口隔離弁の全開 

21 分) 

※空気駆動弁の駆動源の確保ができない場合,遠隔手動弁操作設備による

操作を 80 分（40 分/1 弁）とし所要時間が 175 分となる。 

(耐圧強化系ベント系 PCV ベントラインフィルタベント容器側隔離弁の

全閉実績時間: 設備設置工事中のため実績時間なし) 

(耐圧強化系ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁の全開実績時間: 

設備設置工事中のため実績時間なし) 

 

ｄ.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。また，遠

隔手動弁操作設備による操作はすべて事故時に放射線が高くな

る恐れの少ない二次格納施設外にて行う。非管理区域における

操作は放射性物質が放出されることから，放射線防護具（全面マ

スク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を行う。 
移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

添付資料 1.9.3-3 



1.9-57 

 

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性  :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 
遠隔手動弁操作設備の操作についても，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

          
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型   

音声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
 

 

受電操作               受電確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ベント操作(遠隔手動弁操作設備) 
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4.可燃性ガス濃度制御系の電源確保 

 
a.操作概要 

可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御の系統構成のために電源の受

電操作を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 地下 1階(非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御に必要な要員数(4 名)，所要時

間(30 分)のうち系統構成のための電源確保に必要な要員数，所要時間は以

下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分（実績時間:18 分） 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内照明消灯時における操作性を確保している。また，ヘッドライ

ト・懐中電灯をバックアップとして携行している。非管理区域に

おける操作は放射性物質が放出されることから，放射線防護具

（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携帯している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に操作可能である。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室

に連絡する。 
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受電操作               受電確認 
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5.格納容器内雰囲気モニタの電源確保 

  
a.操作概要 

代替原子炉補機冷却系により冷却水が確保されていることの確認及び代

替交流電源設備からの給電を確認後，格納容器内雰囲気モニタ電源の受電操

作を行う。 
 

b.作業場所 
原子炉建屋 地下 1階 (非管理区域) 

 

c.必要要員数及び操作時間 
代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保に必要な要員数運転員(4名)，

緊急時対策要員(13 名)，所要時間(7 時間 25 分)のうち格納容器内雰囲気モ

ニタ電源確保に必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :2 人(現場運転員 2名) 

所要時間目安:20 分(実績時間:19 分) 

 

d.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，ヘッド

ライト・懐中電灯をバックアップとして携行している。非管理区

域における操作は放射性物質が放出されることから，放射線防

護具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を装備して作業を行

う。 
移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアップ

として携行している。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :通常の受電操作であり，容易に実施可能である。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声

呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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受電操作               受電確認 
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6.耐圧強化ラインの N2パージ 

  
a.操作概要 

炉心の著しい損傷の後に代替循環冷却系を使用した際，原子炉格納容器

内で水の放射線分解により発生する水素ガス・酸素ガスを耐圧強化ベント

系を用いて排出する場合，水素ガス・酸素ガス放出操作前に耐圧強化ベン

トライン主排気塔側の大気開放されたラインに対して予めN2パージを実施

することにより，系統内の酸素濃度を可燃限界以下に保ち，水素爆発を防

止する。 

 
b.作業場所 

タービン建屋西側大物搬入口前（屋外） 
タービン建屋-原子炉建屋連絡通路南西側 （管理区域） 

原子炉建屋 非常用ガス処理系モニタ室通路（管理区域内） 

c.必要要員数及び操作時間 
耐圧強化ラインの N2パージに必要な要員数，所要時間は以下のとおり。 
必要要員数 :4 人(緊急時対策要員 4名) 

所要時間目安:100 分(実績時間:当該設備は設置工事中のため実績時 

       間なし) 

 

d.操作の成立性について 
作業環境:バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配備しており，建屋

内常用照明消灯時における作業性を確保している。また，操作は

格納容器ベント操作後の汚染を考慮し放射線防護具を装備する。

基本的には個人線量計，ガラスバッチ，帽子，綿手袋，ゴム手袋，

靴下，汚染区域用靴となるが，緊急時対策本部の指示により，作

業区域の環境を考慮した不識布カバーオール，アノラック，全面

マスク，チャコールフィルタ，セルフウェアセットなどを装備し

た作業を行う場合がある。 
移動経路:車両のヘッドライトの他，バッテリー内蔵型 LED 照明・ヘッドラ

イトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 
アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :ホースの接続端は汎用の結合金具（オス・メス）であり，容易に

操作可能であり，操作に必要な工具はない。また，取付操作を行

う伸縮継手及び工具については，作業エリア近傍に配置する。 
連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音声
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呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，中央制御室に連

絡する。 
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解釈一覧 

操作手順の解釈一覧 

 

操作手順記載内容 解釈
FCVS制御盤 H11-P659
フィルタ装置の水位が通常水位範囲内 フィルタ装置の水位が1000～1500mm
格納容器補助盤 H11-P657
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-F001

不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
格納容器内酸素濃度指示が規定値 格納容器内酸素濃度指示が
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022
不活性ガス系D/Wベント用出口隔離弁 T31-AO-F019
制御盤 盤名称，番号未定
フィルタ装置の水位が通常水位範囲内 フィルタ装置の水位が1000～1500mm
D/W側第一隔離弁 弁名称，番号未定
D/W側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第二隔離弁 弁名称，番号未定
S/C側第一隔離弁 弁名称，番号未定
格納容器内酸素濃度指示が規定値 格納容器内酸素濃度指示が
非常用ガス処理系フィルタ装置出口弁 T22-MO-F004A/B
非常用ガス処理系出口Uシール元弁 T22-MO-F511
不活性ガス系非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F020
不活性ガス系換気空調系側PCVベント用隔離弁 T31-AO-F021
非常用ガス処理系側PCVベント用隔離弁後弁 T22-F040
換気空調系側PCVベント用隔離弁後弁 U41-F050
PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気ボ
ンベ出口弁

T61-F060

耐圧強化ベント系PCVベントラインフィルタベント容器
側隔離弁

T61-AO-F001

PCVベントラインフィルタベント側隔離弁操作用空気排
気側止め弁

T61-F068

耐圧強化ベント系PCVベントライン排気筒側隔離弁 T61-AO-F002
不活性ガス系PCV耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 T31-MO-F070
原子炉格納容器内の圧力が規定値以下 原子炉格納容器内の圧力が            以下
格納容器内酸素濃度指示が規定値 格納容器内酸素濃度指示が
不活性ガス系S/Cベント用出口隔離弁 T31-AO-F022

ⅱ.耐圧強化ラインのN₂
パージ

N₂供給ライン入口元弁 弁名称,番号未定

可燃性ガス濃度制御系室連絡弁 U41-MO-F105A/B
可燃性ガス濃度制御系の余熱運転が完了 再結合器内ガス温度指示が     に到達し，余熱運転が

完了
再結合器内ガス温度指示が既定温度 再結合器内ガス温度指示が

1.9.2.1　水素爆発によ
る原子炉格納容器の破損
を防止するための対応手
順

(2)炉心の著しい損傷が
発生した場合の原子炉格
納容器水素爆発防止

c.耐圧強化ベント系
（W/W）による原子炉格
納容器内の水素ガス及び
酸素ガスの排出

d.可燃性ガス濃度制御系
による原子炉格納容器内
の水素濃度制御

手順

1.9.2.1　水素爆発によ
る原子炉格納容器の破損
を防止するための対応手
順

(2)炉心の著しい損傷が
発生した場合の原子炉格
納容器水素爆発防止

a.格納容器圧力逃がし装
置による原子炉格納容器
内の水素ガス及び酸素ガ
スの排出

b.代替格納容器圧力逃が
し装置による原子炉格納
容器内の水素ガス及び酸
素ガスの排出
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1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.10.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

a.水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための対応手段及び設備 

(a)水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷防止 

(b)原子炉格納容器外への水素漏えい抑制 

(c)水素排出による原子炉建屋等の損傷防止 

(d)重大事故等対処設備と自主対策設備 

b.手順等 

1.10.2 重大事故等発生時の手順 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素漏えい抑制のための対応手順 

(1)原子炉ウェル注水 

a.格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) 

b.サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための対応手順 

(1)原子炉建屋内の水素濃度監視 

(2)原子炉建屋トップベント 

1.10.2.3 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の電源を

代替電源設備から給電する手順  

1.10.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.10.2.5 重大事故等発生時の対応手段の選択 
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添付資料 1.10.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.10.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 

添付資料 1.10.3 重大事故対策の成立性 

1.格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) 

2.サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 

3.原子炉建屋トップベント 

添付資料 1.10.4 解釈一覧 

1.判断基準の解釈一覧 

2.操作手順の解釈一覧 

3.操作の成立性の解釈一覧 
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1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納す

るための施設(以下「原子炉建屋等」という。)の水素爆発による損傷を防止す

る必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

 

【解釈】 

１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による

損傷を防止するため、水素濃度制御設備又は水素排出設備により、水素爆発

による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等を整備する

こと。 

ｂ）水素爆発による損傷を防止するために必要な設備が、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とする手順等を整備すること。 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素が原子炉格納容器内に放出さ

れ，原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした場合においても，水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止するための対処設備を整備しており，ここでは，こ

の対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.10.1 対応手段と設備の選定 

(1)対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発生した

水素が原子炉格納容器のフランジ部等から原子炉建屋に漏えいした場合に，

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための対応手段及び重大事

故等対処設備を選定する。 

また，原子炉格納容器外への水素の漏えいを抑制するための対応手段及び

重大事故等対処設備を選定する。 

なお，重大事故等対処設備の選定にあたっては，以下を原則とする。 

・配管等の静的機器については，確率論的リスク評価において使用してい

る故障率が動的機器の故障率と比較して十分低いことから，故障（破断，

漏えい等）は想定しないものとする。 

・ポンプ等の動的機器については，設備に故障がない限り新たに駆動源を

確保できればその機能を復旧できるものとする。よって，電源喪失によ

るポンプ機能喪失を想定した場合でも，新たに電源を確保できれば当該

ポンプの再起動を可能とする。なお，動的機器のうち手動操作も可能な

弁については，現場での操作も可能とする。 

 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主

対策設備※１を選定する。 

※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全ての

プラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準（以下，「審査

基準」という。）だけでなく，設置許可基準規則第五十三条及び技術基準規

則第六十八条（以下，「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が

網羅されていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策

設備との関係を明確にする。 

 

(2)対応手段と設備の選定の結果 

審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段とその対応に

使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手

順についての関係を表 1.10.1 に整理する。 
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a.水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための対応手段及び設備 

(a)水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷防止 

ⅰ.静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発

生した水素が原子炉格納容器のフランジ部等から原子炉建屋に漏えい

した場合に，原子炉建屋内の水素濃度上昇を抑制し，水素爆発を防止

するため，静的触媒式水素再結合器により漏えいした水素と酸素を触

媒反応によって再結合させる手段がある。 

なお，静的触媒式水素再結合器は触媒反応により受動的に運転され

る設備であり，電源及び起動操作は必要としない。 

静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制で使用する設備は以下

のとおり。 

・静的触媒式水素再結合器 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

ⅱ.原子炉建屋内の水素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建屋内の水素濃

度が変動する可能性のある範囲にわたり水素濃度監視設備により測定

し，監視する手段がある。 

原子炉建屋内の水素濃度監視で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉建屋水素濃度 

 

上記設備は原子炉建屋内に 7 個（うち，オペレーティングフロアに

2個）設置している。 

 

ⅲ.代替電源による必要な設備への給電 

上記「ⅱ.原子炉建屋内の水素濃度監視」で使用する設備につい

て，全交流動力電源又は直流電源喪失時に代替電源設備から給電する

手段がある。 

代替電源による必要な設備への給電で使用する設備は以下のとお

り。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・所内蓄電式直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 
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(b)原子炉格納容器外への水素漏えい抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器頂部を

冷却して原子炉格納容器フランジ部のシール材の熱劣化を緩和するこ

とにより，原子炉格納容器フランジ部からの水素の漏えいを抑制し，

原子炉建屋等の水素爆発を防止する手段がある。 

ⅰ.格納容器頂部注水系による注水 

可搬型代替注水ポンプにより防火水槽の水又は海水を原子炉格納容

器頂部へ注水，冷却し，原子炉格納容器フランジ部からの水素の漏え

いを抑制する。 

格納容器頂部注水系による注水で使用する設備は以下のとおり。な

お，格納容器頂部注水系による注水は，淡水貯水池から防火水槽へ補

給した淡水を使用する手段だけでなく，防火水槽へ補給した海水又は

直接取水した海水を使用する手段もある。 

・可搬型代替注水ポンプ（A-2 級） 

・接続口 

・防火水槽 

・燃料補給設備 

 

ⅱ.サプレッションプール浄化系による注水 

サプレッションプール浄化系により復水貯蔵槽の水を格納容器頂部

へ注水，冷却し，原子炉格納容器フランジ部からの水素の漏えいを抑

制する。 

サプレッションプール浄化系による注水で使用する設備は以下のと

おり。 

・サプレッションプール浄化用ポンプ 

・復水貯蔵槽 

・サプレッションプール浄化系配管・弁 

・原子炉補機冷却系（6号炉のみ） 

 

なお，7 号炉のサプレッションプール浄化用ポンプ及びモータは空

冷式の設備であるため，原子炉補機冷却系による冷却が不要である。 

 

(c)水素排出による原子炉建屋等の損傷防止 

ⅰ.原子炉建屋トップベントによる水素ガスの排出 

原子炉建屋内に漏えいした水素がオペレーティングフロア内で成層

化した場合，オペレーティングフロア天井部の水素を外部へ排出する
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ため原子炉建屋トップベントを開放し，水素の建屋内滞留を防止する

手段がある。 

原子炉建屋トップベントによる水素ガスの排出で使用する設備は以

下のとおり。 

・原子炉建屋トップベント 

・大容量送水車 

・ホース 

・放水砲 

・燃料補給設備 

 

(d)重大事故等対処設備と自主対策設備 

水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷防止で使用する設備のう

ち，静的触媒式水素再結合器，静的触媒式水素再結合器動作監視装

置，原子炉建屋水素濃度，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備，所内蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故

等対処設備として位置づける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備

が全て網羅されている。 

（添付資料1.10.1） 

以上の重大事故等対処設備により，炉心の著しい損傷が発生した場

合においても，水素爆発による原子炉建屋等の破損を防止することが

できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため,自主対策設備と位置づける。あわせて，その理由を示す。 

・格納容器頂部注水系（可搬型代替注水ポンプによる注水） 

・格納容器頂部注水系（サプレッションプール浄化系による注水） 

原子炉格納容器からの水素漏えいを防止する効果に不確かさはあ

るが，原子炉格納容器頂部を冷却することで格納容器トップフラン

ジのシール材の熱劣化を緩和することにより，原子炉建屋への水素

漏えいを抑制できることから有効である。 

・原子炉建屋トップベント 

オペレーティングフロア天井部を開放する操作であり放射性物質

を低減する機能はないが，仮に原子炉建屋内に漏えいした水素が静

的触媒式水素再結合器で処理しきれない場合において水素を排出す

る手段の一つとして有効である。 
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b.手順等 

上記「a.水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための対応手

段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転

操作手順書（シビアアクシデント）（以下，「SOP」という。）及び多様

なハザード対応手順に定める（表1.10.1）。 

また，事故時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必要となる

設備についても整備する（表1.10.2，表1.10.3）。 

（添付資料1.10.2） 
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1.10.2 重大事故等発生時の手順 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素漏えい抑制のための対応手順 

(1)原子炉ウェル注水 

a.格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の頂部を冷却す

ることで原子炉格納容器から原子炉建屋への水素漏えいを抑制し，原子

炉建屋の水素爆発を防止するため，代替淡水源を水源として可搬型代替

注水ポンプ(A-2級)により専用の注水ラインから原子炉ウェルに注水す

る。 

 

 (a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度上昇が

継続している場合で，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)が使用可能な場合
※2。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽）が確保されている

場合。 

 

(b)操作手順 

格納容器頂部注水系による注水手順の概要は以下のとおり。手順の

対応フローを図1.10.1及び図1.10.2に，概要図を図1.10.3に，タイム

チャートを図1.10.4に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に格納容器頂部

注水系による原子炉ウェル注水の準備開始を指示する。 

② 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容

器頂部注水系による原子炉ウェル注水準備として可搬型代替注水

ポンプ(A-2級)の配置及びホース接続を依頼する。 

③ 中央制御室運転員A及びBは，格納容器頂部注水系による原子炉ウ

ェル注水に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

④ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)の健全性確認，

配置及びホースの展開・接続を行い，可搬型代替注水ポンプ(A-2
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級)による送水準備完了を緊急時対策本部を経由し，当直長に報告

する。 

⑤ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に格納容

器頂部注水系による原子炉ウェル注水の開始を指示する。 

⑥ 緊急時対策要員は，可搬型代替注水ポンプ(A-2級)起動後，緊急時

ウェル注水ライン(南側)元弁又は(北側)元弁のどちらかの開操作

にて必要流量に調整し，送水を開始したことを緊急時対策本部を

経由し，当直長に報告する。 

⑦ 中央制御室運転員A及びBは，原子炉ウェルへ注水が開始されたこ

とを原子炉格納容器内の温度の低下により確認し，当直副長に報

告する。 

⑧ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にD/Wヘ

ッドが冠水するために必要な注水量の注水及び注水後の停止操作

を依頼する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び緊急時対

策要員2名で作業を実施した場合，作業開始判断から格納容器頂部注水

系による原子炉ウェル注水開始まで約80分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，放射線防護具及び通信

連絡設備を整備する。可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からのホースの接

続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

なお，一度D/Wヘッドが冠水するまで注水した後は，D/Wヘッドフラ

ンジのシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可

能であるが，RPVフランジヘッド周囲温度指示が上昇傾向となった場合

には，再度RPVフランジヘッド周囲温度指示が低下するまで，格納容器

頂部注水系による原子炉ウェル注水を実施することにより，D/Wヘッド

フランジ部を冠水させるだけの水位を維持する。 

(添付資料 1.10.3-1) 

 

b.サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の頂部を冷却す

ることで原子炉格納容器から原子炉建屋への水素漏えいを抑制し，原子
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炉建屋の水素爆発を防止するため，復水貯蔵槽を水源としてサプレッシ

ョンプール浄化用ポンプにより原子炉ウェルに注水する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1において，原子炉格納容器内の温度上昇が

継続している場合で，サプレッションプール浄化用ポンプが使用可能

な場合※2。 

 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

※2:設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（復水貯蔵槽）が

確保されている場合。 

 

(b)操作手順 

サプレッションプール浄化系による注水手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを図1.10.1及び図1.10.2に，概要図を図1.10.5

に，タイムチャートを図1.10.6に示す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にサプレッシ

ョンプール浄化用ポンプによる原子炉ウェル注水の準備開始を指

示する。 

② 中央制御室運転員A及びBは，サプレッションプール浄化用ポンプ

による原子炉ウェル注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の

電源が確保されていることを状態表示にて確認する。なお，7号炉

SPCUポンプは空冷のためRCWポンプ，RSWポンプが不要，6号炉SPCU

ポンプは水冷のためRCWポンプ，RSWポンプが必要となっている。 

③ 当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ第一ガ

スタービン発電機，第二ガスタービン発電機又は電源車の負荷容

量確認を依頼し，サプレッションプール浄化用ポンプが使用可能

か確認する。 

④ 現場運転員C及びDは，サプレッションプール浄化用ポンプによる

原子炉ウェル注水の系統構成として，燃料プール浄化系使用済燃

料貯蔵プール入口弁の全閉操作，燃料プール浄化系ウェル再循環

弁の全開操作を実施し，当直副長にサプレッションプール浄化用

ポンプによる原子炉ウェル注水の準備完了を報告する。 
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⑤ 当直副長は，中央制御室運転員にサプレッションプール浄化用ポ

ンプによる原子炉ウェル注水の開始を指示する。 

⑥ 中央制御室運転員A及びBは，サプレッションプール浄化用ポンプ

を起動し，速やかにサプレッションプール浄化系燃料プール注入

弁開操作にて，サプレッションプール浄化系注入配管流量を必要

流量に調整する。 

⑦ 中央制御室運転員A及びBは，原子炉ウェルへの注水が開始された

ことを原子炉格納容器内の温度の低下により確認し，当直副長に

報告する。また，当直長は緊急時対策本部に復水貯蔵槽補給の依

頼をする。 

⑧ 当直副長は，中央制御室運転員A及びBにD/Wヘッドが冠水するため

に必要な注水量の注水及び注水後の停止操作を指示する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の操作は，1ユニット当たり中央制御室運転員2名及び現場運転

員2名で作業を実施した場合，作業開始を判断してからサプレッション

プール浄化系による原子炉ウェル注水開始まで約40分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，放射線防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。 

なお，一度D/Wヘッドが冠水するまで注水した後は，D/Wヘッドフラ

ンジのシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが可

能であるが，RPVフランジヘッド周囲温度指示が上昇傾向となった場合

には，再度RPVフランジヘッド周囲温度指示が低下するまで，格納容器

頂部注水系による原子炉ウェル注水を実施することにより，D/Wヘッド

フランジ部を冠水させるだけの水位を維持する。 

(添付資料1.10.3-2) 

 

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための対応手順 

(1)原子炉建屋内の水素濃度監視 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発生し

た水素が原子炉格納容器のフランジ部等から原子炉建屋に漏えいする可能

性があることから，原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素

濃度及び原子炉建屋オペレーティングフロア以外のエリアの水素濃度（以

下，「原子炉建屋の水素濃度」という。）及び静的触媒式水素再結合器動

作監視装置の出入口温度の監視を行う。 

また，原子炉建屋の水素濃度の指示値上昇を確認した場合には，非常用
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ガス処理系の系統内での水素爆発を回避させるため，非常用ガス処理系を

停止する。 

 

(a)手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 

※1:格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で格納容器内のγ線線量率

が，設計基準事故相当のγ線線量率の10倍を超えた場合，又は格

納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で300℃以上を確認した場合。 

 

(b)操作手順 

原子炉建屋内の水素濃度監視手順の概要は以下のとおり。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉建屋

の水素濃度の監視及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置の出

入口温度による静的触媒式水素再結合器の動作状態の監視を指示

する。 

また，原子炉建屋の水素濃度の指示値上昇を確認した場合には，

非常用ガス処理系を停止するよう指示する。 

②中央制御室運転員A又はBは，原子炉建屋の水素濃度及び静的触媒

式水素再結合器動作監視装置の出入口温度による静的触媒式水素

再結合器の動作状態の監視を強化する。また，直流電源が喪失し

た場合は，代替電源設備から給電されていることを確認後，原子

炉建屋の水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置の出

入口温度による静的触媒式水素再結合器の動作状態の監視を強化

する。 

③中央制御室運転員A又はBは，原子炉建屋の水素濃度の指示値上昇

を確認した場合，非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス

処理系を停止する。 

 

(c)操作の成立性 

上記の中央制御室対応は運転員１名により確認及び対応を実施す

る。作業開始を判断してから非常用ガス処理系の停止まで約3分で可能

である。 

 

(2)原子炉建屋トップベント 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建屋オペレーティングフロア
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の天井付近に設置されている原子炉建屋水素濃度を監視し，水素濃度が可

燃限界に達する前に，原子炉建屋のトップベントを開放することにより，

原子炉建屋上部に滞留した水素を建屋外に排出し，原子炉建屋の水素爆発

を防止する。 

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の原子炉建屋水素濃度が

規定値を超えていることにより原子炉建屋トップベントを開放する場合

は，放水砲を用いた原子炉建屋トップベントへの放水を実施する。なお，

放水砲を用いた原子炉建屋トップベントへの放水については，「1.12 工

場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

 

a.手順着手の判断基準 

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近に設置されている原子

炉建屋水素濃度が規定値を超えた場合。 

 

b.操作手順 

原子炉建屋トップベント操作の概要は以下のとおり。手順の対応フロ

ーを図1.10.7に，概要図を図1.10.8に，タイムチャートを図1.10.9に示

す。 

① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，原

子炉建屋トップベントの実施を緊急時対策本部に依頼する。また，

中央制御室運転員に原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付

近に設置されている原子炉建屋水素濃度の継続的な監視を中央制

御室運転員に指示する。 

② 緊急時対策本部は，原子炉建屋トップベントの開放の開始を緊急時

対策要員に指示する。 

③ 緊急時対策要員は，工具の準備を実施し，原子炉建屋トップベント

の開放の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ 緊急時対策本部は，原子炉建屋トップベントの開放の実施を緊急

時対策要員に指示する。 

⑤ 緊急時対策要員は，原子炉建屋トップベントの開放を実施し，緊急

時対策本部を経由して当直長に報告する。 

⑥ 中央制御室運転員A及びBは，原子炉建屋トップベントの開放によ

り原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近の水素濃度が低

下することを確認し，当直副長に報告する。 

 

c.操作の成立性 
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上記の操作は，1 ユニット当たり中央制御室運転員 2 名及び緊急時対策

要員3名にて作業開始を判断してから原子炉建屋トップベント開放まで約

45 分で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，通信連絡設備を整備する。

反力用フック及びトップベント開放用ワイヤーロープのレバーブロック

への取り付け，レバーブロックは容易に操作可能である。 

また，ヘッドライト，懐中電灯を用いることで，暗闇における作業性に

ついても確保している。なお，放射性物質の放出が予想されることから，

放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

(添付資料 1.10.3-3) 

 

1.10.2.3 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の電源を

代替電源設備から給電する手順 

炉心の著しい損傷が発生し，全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合

に，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために使用する設備へ代

替電源設備により給電する手順を整備する。 

代替電源設備により給電する手順については，「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

 

1.10.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

復水貯蔵槽，防火水槽への水の補給手段及び可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)

による送水手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給

手順等」にて整備する。 

サプレッションプール浄化用ポンプ，電動弁及び中操監視計器類への電源供

給手順並びに常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，可搬型直流電

源設備，可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)及び大容量送水車への燃料補給手順に

ついては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

放水砲を用いた原子炉建屋トップベントへの放水については，「1.12 工場

等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

 

1.10.2.5 重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段

の選択フローチャートを図 1.10.10 に示す。 

 

(1)原子炉格納容器頂部注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器フランジ部か
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らの水素漏えいを抑制するため，サプレッションプール浄化系が使用可能で

あればサプレッションプール浄化用ポンプによる原子炉格納容器頂部注水

を実施する。サプレッションプール浄化系が使用不可能な場合は，格納容器

頂部注水系による原子炉格納容器頂部注水を実施する。この際の水源は防火

水槽(淡水)を優先し，淡水が使用不可能な場合は海水を使用する。 

 

(2)原子炉建屋水素濃度監視及び原子炉建屋トップベント 

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近に設置されている原子炉

建屋水素濃度及び静的触媒式水素再結合器動作監視装置による静的触媒式

水素再結合器の動作状況を監視する。 

静的触媒式水素再結合器の動作により，原子炉建屋の水素濃度上昇は抑制

されるが，仮に原子炉建屋内に漏えいした水素が静的触媒式水素再結合器で

処理しきれない場合は，水素発生源を断つため，原子炉格納容器ベント操作

を実施する。それでもなお原子炉建屋の水素濃度が上昇した場合は，原子炉

建屋内での水素爆発を防止するため，原子炉建屋トップベントにより水素の

排出を実施する。 
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表 1.10.1 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧(1/2) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 

対処設備 手順書 

水
素
濃
度
制
御
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
防
止 

－ 

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器 

に
よ
る
水
素
濃
度
抑
制 

静的触媒式水素再結合器 ※1 
静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

- ※1 

原
子
炉
建
屋
内
の 

水
素
濃
度
監
視 

原子炉建屋水素濃度 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な 

設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備 ※2 
可搬型代替交流電源設備 ※2 

所内蓄電式直流電源設備 ※2 
可搬型直流電源設備 ※2 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

－ ※2 

原
子
炉
格
納
容
器
外
へ
の
水
素
漏
え
い
抑
制 

－ 

格
納
容
器
頂
部
注
水
系

に
よ
る
注
水 

可搬型代替注水ポンプ(A-2 級) ※3 

接続口 
防火水槽 ※3 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビ

アアクシデント) 
「消防車による原子炉ウェ
ル注水」 

 
多様なハザード対応手順 
「消防車による送水(淡水/

海水)」 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル 

浄
化
系
に
よ
る
注
水 

サプレッションプール浄化用ポンプ 

復水貯蔵槽 ※3 
サプレッションプール浄化系配管・弁 
原子炉補機冷却系 (6 号炉のみ) 

自
主
対
策
設
備 

事故時運転操作手順書(シビ

アアクシデント) 
「注水-1(損傷炉心への注
水)」 

「注水-4(長期の RPV 破損後
の注水)」 
「原子炉ウェルへの注水

（SPCU 系の起動）」 

※1:静的触媒式水素再結合器は，運転員による操作不要の原子炉建屋水素濃度制御設備である。 
※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※4:手順は「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(2/2) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 
対応 
手段 

対応設備 手順書 

水
素
排
出
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
防
止 

－ 

原
子
炉
建
屋
ト
ッ
プ
ベ
ン
ト
に
よ
る 

水
素
ガ
ス
の
排
出 

原子炉建屋トップベント 
大容量送水車 ※4 
ホース ※4 

放水砲 ※4 
燃料補給設備 ※2 

自
主
対
策
設
備 

多様なハザード対応手順 
「水素対策(トップベン
ト)」 

※1:静的触媒式水素再結合器は，運転員による操作不要の原子炉建屋水素濃度制御設備である。 

※2:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
※3:手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※4:手順は「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
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表 1.10.2 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(1/2) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素漏えい抑制のための対応手順 

(1)原子炉ウェル注水 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 
「消防車による原子炉ウェル注水」 

 
多様なハザード対応手順 

「消防車による送水(淡水/海水) 」 判
断
基
準 

原子炉格納容器内の
放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
・上部 D/W 内雰囲気温度 
・RPV フランジヘッド周囲温度 

水源の確認 防火水槽 

操
作 

原子炉格納容器内の

温度 

ドライウェル雰囲気温度 
・上部 D/W 内雰囲気温度 
・RPV フランジヘッド周囲温度 

補機監視機能 可搬型代替注水ポンプ注水流量 

水源の確認 防火水槽 

事故時運転操作手順書(シビアアクシ
デント) 

原子炉ウェルへの注水 
（SPCU 系の起動） 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の

放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線レベル(A)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(A)S/C 

格納容器内雰囲気放射線レベル(B)D/W 
格納容器内雰囲気放射線レベル(B)S/C 

原子炉圧力容器内の

温度 
原子炉圧力容器温度 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

・上部 D/W 内雰囲気温度 
・RPV フランジヘッド周囲温度 

電源 

M/C C 電圧 
M/C D 電圧 

P/C C-1 電圧 
P/C D-1 電圧 
直流 125V 主母線盤 A電圧 

直流 125V 主母線盤 B電圧 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 

操
作 

原子炉格納容器内の
温度 

ドライウェル雰囲気温度 

・上部 D/W 内雰囲気温度 
・RPV フランジヘッド周囲温度 

補機監視機能 サプレッションプール浄化系系統流量 

水源の確認 
復水貯蔵槽水位 
復水貯蔵槽水位(SA) 
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監視計器一覧(2/2) 

手順書 
重大事故等の対応に 
必要となる監視項目 

監視パラメータ(計器) 

1.10.2.2 水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための対応手順 

(1)原子炉建屋トップベント 

事故時運転操作手順書， 
多様なハザード対応手順 

「水素対策(トップベント)」 
判
断
基
準 

原子炉建屋の水素濃
度 

原子炉建屋水素濃度 

･原子炉建屋地上 4階 
静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

操
作 

原子炉建屋の水素濃
度 

原子炉建屋水素濃度 
･原子炉建屋地上 4階 

･原子炉建屋地上 2階 
･原子炉建屋地下 1階 
･原子炉建屋地下中 2階 

･原子炉建屋地下 2階 
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表 1.10.3 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 

 

給電元 
給電母線 

 

【1.10】 
水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防
止するための手順等 

静的触媒式水素再結合器動
作監視装置 

常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
常設代替直流電源設備 

可搬型直流電設備 
 
AM 用直流 125V  

原子炉建屋水素濃度 常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 
所内蓄電式直流電源設備 
可搬型直流電源設備 

 
直流 125V A 系 
直流 125V A-2 系 

AM 用直流 125V  

中央制御室監視計器類 常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 
 

計測用 A系電源 
計測用 B系電源 
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図 1.10.1 SOP 注水-1「損傷炉心への注水」における対応フロー 
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図 1.10.2 SOP 注水-4「長期 RPV 破損後の注水」における対応フロー 
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図 1.10.3 格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) 概要図

操作手順 弁名称

⑥※1 緊急時ウェル注水ライン(南側)元弁(A)

⑥※2 緊急時ウェル注水ライン(北側)元弁(B)
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※荒浜側高台保管場所の可搬型代替注水ポンプ(A-2 級)を使用する場合は、操作時間は約 70 分で可能である。 

 

図 1.10.4 格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) タイムチャート 

通信手段確保

D/Wヘッド雰囲気温度確認

TSC～大湊高台移動　※

消防車健全性確認

消防車配置

送水準備（淡水または海水）

送水開始

備考

手順の項目 要員（数）

緊急時対策要員 2

                                                           経過時間（分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※荒浜側高台保

管場所への移動

は、10分と想定す

る。

D/Wヘッドが冠水

するために必要な

注水量を注水後，

ポンプ停止

可搬型代替注水ポンプによる

原子炉ウェル注水

（淡水/海水）

中央制御室運転員A，B 2

10 20 4030 9050

原子炉ウェル注水開始

80分
手順着手判断，指示

原子炉ウェル注水停止

560分

60 70 80
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操作手順 弁番号 弁名称 操作場所

④※１ G41-F017 燃料ﾌﾟｰﾙ浄化系使用済燃料貯蔵ﾌﾟｰﾙ入口弁 原子炉建屋2階(管理区域)

④※2 G41-F022 燃料ﾌﾟｰﾙ浄化系ｳｪﾙ再循環弁 原子炉建屋2階(管理区域)

⑥ G51-MO-F015 ｻﾌﾟﾚｼｮﾝﾌﾟｰﾙ浄化系燃料ﾌﾟｰﾙ注入弁 中央制御室

 

 

 

 

 

 

図 1.10.5 サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 概要図 
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図 1.10.6 サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 タイムチャート 

通信手段確保

ポンプ起動，注水開始

D/Wヘッド雰囲気温度確認

移動・系統構成

サプレッションプール浄化系による

原子炉ウェル注水

中央制御室運転員　A，B 2

D/Wヘッドが冠

水するために

必要な注水量

を注水後，ポン

プ停止

現場運転員　C，D 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経過時間（分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
備考

手順の項目 要員（数）
原子炉ウェル注水開始

40分

10 40

手順着手判断，指示

500

原子炉ウェル注水停止

520分

20 30
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図 1.10.7 SOP 水素(R/B 水素爆発防止)における対応フロー 
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図 1.10.8 原子炉建屋トップベント 概要図 

  

7号炉原子炉建屋屋上[平面図]

7号炉原子炉建屋[断面図]

レバーブロック操作場所

原子炉建屋トップベント

水素濃度計（検出器）
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図 1.10.9 原子炉建屋トップベント タイムチャート 

水素濃度監視

原子炉建屋ベント系に
よる水素ガスの排出

緊急時対策要員

移動

原子炉建屋トップベント開放3

中央制御室運転員
A，B

2

経過時間（分）
備考

手順の項目 要員（数）
原子炉建屋トップベント

45分
手順着手判断，指示

10 20 4030 50
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図 1.10.10 重大事故発生時の対応手段選択フローチャート 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

 

番号 番号

機能 機器名称
既設

新設
機能 機器名称

常設

可搬

必要時間内に

使用可能か

対応可能な人数

で使用可能か

静的触媒式水素再結合

器
新設

原子炉建屋トップベン

ト
常設

静的触媒式水素再結合

器動作監視装置
新設 大容量送水車 可搬

ホース 可搬

放水砲 可搬

燃料補給設備
常設

可搬

原子炉建屋水素濃度 新設

常設代替交流電源設備 新設

可搬型代替交流電源設

備
新設

所内蓄電式直流電源設

備

既設

新設

可搬型直流電源設備 新設

可搬型代替注水ポンプ

(A-2級）
可搬

接続口 常設

防火水槽 常設

燃料補給設備
常設

可搬

サプレッションプール

浄化用ポンプ
常設

復水貯蔵槽 常設

サプレッションプール

浄化系配管・弁
常設

原子炉補機冷却系（6号

炉のみ）
常設

4名

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ －

4名

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ － － －

格

納

容

器

頂

部

注

水

系

に

よ

る

注

水

80分

サ

プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

プ
ー

ル

浄

化

系

に

よ

る

注

水

40分

－ －

－ -

代

替

電

源

に

よ

る

必

要

な

設

備

へ

の

給

電

①

③

④

⑦

－ － － －

原

子

炉

建

屋

内

の

水

素

濃

度

監

視

①

④

⑥

－ － － －

静

的

触

媒

式

水

素

再

結

合

器

に

よ

る

水

素

濃

度

抑

制

①

②

④

⑤

原

子

炉

建

屋

ト
ッ

プ

ベ

ン

ト

に

よ

る

水

素

ガ

ス

の

排

出

45分 5名

自主対策とす

る理由は本文

参照

－ -

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要

な場合は代替電源設備からの給電を可能とする

こと。

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が

必要な場合は代替電源設備からの給電を可

能とすること。
⑦

重大事故等対処設備を使用した手段

審査基準の要求に適合するための手段
自主対策

解釈

対応番号
備考

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子

炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するため、水

素濃度制御設備又は水素排出設備により、水素爆発

による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必

要な手順等を整備すること。

②

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋

等で水素爆発のおそれがないことを示すこ

と。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆

発を防止する機能を付けること。放射性物質低

減機能を付けること。）を設置すること。

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉

建屋等で水素爆発のおそれがないことを示

すこと。）又は水素排出設備（動的機器等

に水素爆発を防止する機能を付けること。

放射性物質低減機能を付けること。）を設

置すること。

⑤

ｂ）水素爆発による損傷を防止するために必要な設

備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とする手順等を整備すること。

③

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可

能性のある範囲で推定できる監視設備を設置す

ること。

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動す

る可能性のある範囲で推定できる監視設備

を設置すること。
⑥

④

【解釈】

１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防

止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための手順等をいう。

－

【解釈】

１ 第５３条に規定する「水素爆発による当該原

子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をい

う。

【解釈】

１ 第６８条に規定する「水素爆発による当

該原子炉建屋等の損傷を防止するために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。

－

技術的能力審査基準（1.10） 設置許可基準規則（53条） 技術基準規則（68条）

【本文】

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格

納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納す

るための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の

水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止

するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。

①

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発

生した場合において原子炉建屋その他の原子炉

格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を

格納するための施設（以下「原子炉建屋等」と

いう。）の水素爆発による損傷を防止する必要

がある場合には、水素爆発による当該原子炉建

屋等の損傷を防止するために必要な設備を設け

なければならない。

【本文】

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉建屋その他

の原子炉格納容器から漏えいする気体状の

放射性物質を格納するための施設（以下

「原子炉建屋等」という。）の水素爆発に

よる損傷を防止する必要がある場合には、

水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を

防止するために必要な設備を施設しなけれ

ばならない。

：重大事故等対処設備

添付資料 1.10.1 
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図 1 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号及び 7号炉) 

M/C 7D

AM用

動力変圧器

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(7B)(7A)

動力

変圧器

動力

変圧器

AM用MCC 7B

P/C 7D-1P/C 7C-1

7号炉

MCC 7C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 7D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

緊急用

電源切替箱

断路器

M/C 7C

緊急用

電源切替箱

接続装置7B

※本単線結線図は，今後の

検討結果により変更となる

可能性がある

M/C 6D

AM用

動力変圧器

緊急用高圧母線

D/G

非常用所内

電気設備

【区分Ⅰ】

(6B)(6A)

動力

変圧器

動力

変圧器

【凡例】

：ガスタービン発電機

：非常用ディーゼル発電機

：遮断器

：断路器

：配線用遮断器

：接続装置

：電動切替装置

：切替装置

GTG

D/G

AM用MCC 6B

P/C 6D-1P/C 6C-1

6号炉

大湊側緊急用高圧母線

MCC 6C系

D/G

M

代替所内

電気設備

MAM用直流

125V充電器

MCC 6D系

非常用所内

電気設備

【区分Ⅱ】

電源

車

電源

車

AM用切替盤

GTG

GTG GTG
予備

第一ガスタービン発電機

第二ガスタービン発電機

M

緊急用

電源切替箱

断路器

号炉間電力

融通ケーブル

M/C 6C

緊急用

電源切替箱

接続装置6B

緊急用断路器

M M

緊急用

電源切替箱

接続装置6A

緊急用

電源切替箱

接続装置7A

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール

・センタ

GTG
予備

添付資料 1.10.2 
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図 2 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(6 号炉)  
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図 3 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(6 号炉)  

充
電
器

直流125V

主母線盤6B

直流125V

分電盤6B-1

蓄電池6B

充
電
器

直流125V

主母線盤6A

MCC

6C-1-7

蓄電池6A

Ａ
系
計
装
電
源

充
電
器

蓄電池6A-2

充
電
器

AM用蓄電池

AM用直流

125V主母線盤

直流125V RCIC

動力用切替盤
直流125V RCIC

制御用切替盤

直流125V

HPACMCC

直流125V原子炉建屋

MCC 6A 直流125V

分電盤6A-1

Ａ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

Ｂ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

バイタル分電盤バイタル分電盤

MCC

6D-1-7
MCC

6D-1-8

MCC

6C-1-8

MCC

6C-1-5

AM用

MCC 6B

Ｂ
系
計
装
電
源

フィルタベント

分電盤

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作

監
視
装
置

原
子
炉
建
屋
水
素
濃
度
計



1.10-36 

 

図 4 対応手段として選定した設備の交流電源構成図(7 号炉) 

  

第二ガスタービン発電機

（緊急用高圧母線経由）

M/C 7C

P/C 7C-1 P/C 7D-1

第二ガスタービン発電機

（大湊側緊急用高圧母線経由）

AM用MCC 7B

第一ガスタービン発電機

（緊急用断路器経由）
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Ｒ
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【凡例】

：配線用遮断器

：断路器

：動力変圧器

：電動切替装置

：遮断器

D/G ：非常用ディーゼル発電機

：接続装置

M

【略語】

D/G ：非常用ディーゼル発電機

M/C ：メタルクラッド開閉装置

P/C ：パワーセンタ

MCC ：モータ・コントロール・センタ
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図 5 対応手段として選定した設備の直流電源構成図(7 号炉)       

MCC
7D-1-4

MCC
7C-1-6

MCC
7D-1-7

MCC
7C-1-7

MCC
7C-1-4

AM用
MCC 7B

充
電
器

直流125V
主母線盤7B

直流125V
分電盤7B-2-2

蓄電池7B

Ｂ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

Ａ
系
計
装
電
源

充
電
器

直流125V
主母線盤7A

直流125V
分電盤7A-2-2A

蓄電池7A

充
電
器

蓄電池7A-2

充
電
器

AM用蓄電池

直流125V
HPAC MCC

直流125V
原子炉建屋
MCC 7A

直流125V
分電盤7A-1-1

125V同時投入防止用

切替盤

125V同時投入防止用

切替盤 直流125V
分電盤7B-1-2A

直流125V
分電7B-1-1

Ａ
系
バ
イ
タ
ル
電
源
装
置

バイタル分電盤

Ｂ
系
計
装
電
源

バイタル分電盤

フィルタベント

分電盤

原
子
炉
建
屋
水
素
濃
度
計

静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
器
動
作

監
視
装
置



1.10-38 

重大事故対策の成立性 

 

1.格納容器頂部注水系による原子炉ウェル注水(淡水/海水) 

a.操作概要 

緊急時対策本部は，可搬型代替注水ポンプによる原子炉ウェル注水が必

要な状況において，接続口及び水源を選定し，送水ルートを決定する。 

現場では，指示された送水ルートを確保した上で，可搬型代替注水ポン

プにより原子炉ウェル注水を実施する。 

 

b.作業場所 

屋外(原子炉建屋周辺，取水箇所(防火水槽又は護岸)周辺) 

 

c.必要要員数及び操作時間 

可搬型代替注水ポンプによる原子炉ウェル注水に必要な要員(4 名)，所

要時間(80 分)のうち，可搬型代替注水ポンプによる送水に必要な要員数，

所要時間は以下のとおり。 

必要要員数 :2 名(緊急時対策要員) 

所要時間目安:80 分(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:車両の作業用照明・ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能ライト

により，夜間における作業性を確保している。操作は放射性物質

の放出が予想されることから，放射線防護(全面マスク，個人線

量計，ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能

ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。  

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :可搬型代替注水ポンプからのホースの接続は，汎用の結合金具

(オス・メス)であり，容易に操作可能である。 

また，作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十分な作業

スペースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話設

備，無線連絡設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に適宜連絡する。 
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2.サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水 

a.操作概要 

原子炉ウェルへの注水準備のため，サプレッションプール浄化系の系統構

成を行う。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋 管理区域 2 階 

 

c.必要要員数及び操作時間 

サプレッションプール浄化系による原子炉ウェル注水に必要な要員数(4

名)，所要時間(40 分)のうち，現場系統構成に必要な要員数，所要時間は以

下のとおり。 

必要要員数 :2 名(現場運転員 2名) 

所要時間目安:40 分(実績時間:33 分) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:ヘッドライト・懐中電灯を携帯して作業性を確保する。操作は

汚染の可能性を考慮し放射線防護具(全面マスク，個人線量計，

ゴム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート上に配備しており

近接可能である。また，ヘッドライト・懐中電灯をバックアッ

プとして携帯している。アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性 :操作対象弁は弁室にあり，操作性に支障はない。操作対象弁に

は，暗闇でも識別し易いように反射テープを施している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，携帯型音

声呼出電話設備)のうち，使用可能な設備により，緊急時対策

本部及び中央制御室に適宜連絡する。  
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3.原子炉建屋トップベント 

(1)トップベント開放操作 

a.操作概要 

レバーブロックをトップベント開放用ワイヤーロープ及び反力用フッ

クに取り付け，レバーブロック操作によりトップベント開放用ワイヤー

ロープを反力用フック近傍まで引っ張り，トップベント開放用ワイヤー

ロープを反力用フックに固定する。 

 

b.作業場所 

原子炉建屋低層階屋上 

 

c.必要要員数及び操作時間 

原子炉建屋トップベントに必要な要員(5 名)，所要時間(45 分)のう

ち，トップベントの開放作業に必要な要員数，所要時間は以下のとお

り。 

必要要員数  :3 名(緊急時対策要員) 

所要時間目安:45 分(実績時間なし) 

 

d.操作の成立性について 

作業環境:ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機能ライトにより，夜間にお

ける作業性を確保している。操作は放射性物質の放出が予想

されることから，放射線防護具(全面マスク，個人線量計，ゴ

ム手袋)を装備して作業を行う。 

移動経路:車両のヘッドライトの他，ヘッドライト・懐中電灯・LED 多機

能ライトを携帯しており，夜間においても接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操作性 :反力用フック及びトップベント開放用ワイヤーロープのレバ

ーブロックへの取り付け，レバーブロックは容易に操作可能

であり，また作業エリア周辺には，支障となる設備はなく，十

分な作業スペースを確保している。 

連絡手段:通信連絡設備(送受話器，電力保安通信用電話設備，衛星電話

設備，無線連絡設備)により，本部及び当直に適宜連絡する。 
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レバーブロックの取り付け       レバーブロック操作 

 

 

 
チェーンブロックによる原子炉建屋    トップベント(開放状態) 

トップベント開放後の固定 

 

 

トップベント(開放状態) 

  

反力用フック 

開放用 

ワイヤーロープ 

レバーブロック 
レバーブロック 

反力用フックに 

ワイヤーロープを固定 

開放用 
ワイヤーロープ 

トップベント 

トップベント 
開放用 
ワイヤーロープ 
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解釈一覧 

判断基準の解釈一覧 

 

 

 

 

  

判断基準記載内容 解釈
1.10.2.2　水素爆発によ
る原子炉建屋等の損傷防
止のための対応手順

(2)原子炉建屋トップベ
ント

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近に設置
されている原子炉建屋水素濃度が規定値を超えた場合

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近に設置
されている原子炉建屋水素濃度にて     を超えた場合

手順

添付資料 1.10.4-1 
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操作手順の解釈一覧 

 

 

  

操作手順記載内容 解釈
緊急時ウェル注水ライン（南側・北側）元弁 （南側）G41-F090A

（北側）G41-F090B
緊急時ウェル注水ライン(南側)元弁又は(北側)元弁の
どちらかの開操作にて必要流量に調整

緊急時ウェル注水ライン(南側)元弁又は(北側)元弁の
どちらかの開操作にて      に調整

D/Wヘッドが冠水するために必要な注水量 D/Wヘッドが冠水するために必要な注水量(     )
燃料プール浄化系使用済燃料貯蔵プール入口弁 G41-F017
燃料プール浄化系ウェル再循環弁 G41-F022
サプレッションプール浄化系燃料プール注入弁 G51-MO-F015
サプレッションプール浄化系注入配管流量を必要流量
に調整

サプレッションプール浄化系注入配管流量を       に
調整

D/Wヘッドが冠水するために必要な注水量 D/Wヘッドが冠水するために必要な注水量(     )
1.10.2.2　水素爆発によ
る原子炉建屋等の損傷防
止のための対応手順

(2)原子炉建屋トップベ
ント

原子炉建屋の水素濃度の上昇が確認され，原子炉建屋
オペレーティングフロアの天井付近の原子炉建屋水素
濃度が規定値を超えている

原子炉建屋オペレーティングフロアの天井付近に設置
されている原子炉建屋水素濃度にて    を超えている

手順

1.10.2.1　原子炉格納容
器外への水素漏えい抑制
のための対応手順

(1)原子炉ウェル注水 a.格納容器頂部注水系に
よる原子炉ウェル注水
(淡水/海水)

b.サプレッションプール
浄化系による原子炉ウェ
ル注水
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操作の成立性の解釈一覧 

 

操作手順記載内容 解釈

a.格納容器頂部注水系に
よる原子炉ウェル注水
(淡水/海水)

D/Wヘッドフランジのシールの健全性を保つことができ
る温度以下

D/Wヘッドフランジのシール部温度をシールの健全性を
保つための温度である     以下

b.サプレッションプール
浄化系による原子炉ウェ
ル注水

D/Wヘッドフランジのシールの健全性を保つことができ
る温度以下

D/Wヘッドフランジのシール部温度をシールの健全性を
保つための温度である     以下

手順

1.10.2.1　原子炉格納容
器外への水素漏えい抑制
のための対応手順

(1)原子炉ウェル注水
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